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【論文】

TOEIC L&Rスコアの伸びの追跡： 
必修英語プログラムにおける３入学年度

の縦断的研究

Tracking TOEIC L&R Score Growth:  
A Longitudinal Study of Three Cohorts in a 

Required English Program

RICHARD Jean-Pierre Joseph

要旨
　本研究は、長野県立大学の英語集中プログラム（English Program for Global Mobility、

以下EPGM）におけるTOEIC Listening & Reading（L&R）スコアの経年変化を縦断的

に分析したものである。対象は2021～2023年度の入学生534名であり、入学時（Time 1）、

１年次終了時（Time 2）、２年次終了時（Time 3）にTOEIC L&R IPテストを受験した。

平均スコアは、リスニングで約100点、リーディングで約85点、合計で約185点向上した。

このスコアの伸びは、Educational Testing Service（ETS）を含む先行研究で示されて

いる同期間の一般的な伸長傾向を大きく上回っており、国内の他大学における大規模縦断

研究で報告されている成果と比較しても顕著である。以上より、体系的なカリキュラムと

継続的な学習支援を特徴とするEPGMは、高い学習参加を促し、英語力の着実な向上を

可能にする有効な教育モデルであることが示唆される。

Abstract
　This study presents a longitudinal analysis of student progress on the TOEIC 

Listening & Reading (L&R) test during the 21-month intensive English Program for 

Global Mobility (EPGM) at the University of Nagano. The analysis covers three 

cohorts of students who entered the program between 2021 and 2023 and completed 

the TOEIC L&R Institutional Program (IP) test at three points: entry (Time 1), end of 

Year 1 (Time 2), and end of Year 2 (Time 3). Students (N = 534) demonstrated an 
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average gain of approximately 185 points, 100 in Listening and 85 in Reading. This 

growth far exceeds empirically established expectations for score gains reported in 

prior ETS research and surpasses outcomes documented in most large-scale 

longitudinal studies at Japanese universities. These findings suggest that EPGM is 

an effective model for fostering high student engagement and promoting steady 

improvement in English proficiency, supported by a systematic curriculum and 

continuous learning support.

１　はじめに
　長野県立大学では、英語運用能力を学部教育の柱の一つとして位置づけ、TOEIC 

Listening & Reading（L&R）スコアを成績評価および進路支援の指標として活用してき

た。当初、大学のKPI（Key Performance Indicator／重要業績評価指標）として「年次

修了時までに全学生がTOEIC L&R 600点を取得する」ことが設定されていた。実際には、

多くの学生が２年間で大幅なスコア向上を遂げていたものの、600点未満の学生も一定数

存在したため、学内の内部評価において英語集中プログラムの成果が他領域と比較して相

対的に低く見なされる場面がみられた。大学は2024年度より新たなKPIを導入した。具体

的には、２年次修了時において、健康発達学部では①平均点650点以上、②入学時からの

平均点の伸び率30％以上、③上位20％の平均点700点以上、グローバルマネジメント学部

では①平均点730点以上、②入学時からの平均点の伸び率40％以上、③上位20％の平均点

800点以上という三つの目標を設定し、より多様な達成パターンを評価できる制度へ移行

した。

　本研究では、長野県立大学の英語集中プログラム（EPGM）を受講した３入学年度（2021

～2023年度入学）のグローバルマネジメント学部生（以下GM学部生）のTOEIC 

Listening & Reading（L&R）スコアが２年間でどの程度伸びたかを縦断的に分析する。

本研究で得られた縦断的なTOEICスコアの分析結果は、高等教育機関の英語プログラム

を比較・検討する際の基礎的データとして活用される可能性がある。また、本研究は平均

スコアの単純な年次比較にとどまらず、複数の入学年度を対象に時点間のスコア変化を縦

断的に把握し、その伸長の統計的有意性を検証する点に意義がある。

２　先行研究レビュー
２．１　TOEIC L&Rについて
　まず初めに、TOEIC L&Rは英語の標準化テストである。TOEIC L&Rには、ペーパー

版とオンライン版（CAT：Computer Adaptive Test／コンピューター適応型テスト）の

両方が存在する。ペーパー版のTOEIC L&Rはこれまでに数回改訂されており、2016年に

も改訂が行われた。この改訂版について、Cid他（2017）は「同様の心理測定的品質が保

たれている」と報告している（p.15）。現在のペーパー版のTOEIC L&Rは２時間構成で、
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リスニングおよびリーディングの各技能に100問ずつの選択問題が出題される。

　TOEIC L&Rは、ペーパー版におけるSP（Secure Program：公開テスト）形式でもIP

（Institutional Program：団体テスト）形式でも、まず45分間の録音を聴きながら100問

のリスニング問題に解答する。続いて、75分間で100問のリーディング問題に解答する形

式である。なお、日本人受験者は一般にリーディングの処理速度が遅く、制限時間内にす

べての設問に到達できない傾向があるとされる（Cid他, 2017, p.12）。長野県立大学では、

2018年および2019年に入学した最初の２学年がペーパー版のテストを受験した。

　2020年からは、１技能あたり45問で構成されるオンライン版（コンピューター適応型テ

スト）が導入され、試験時間が半減された。オンライン版では、リスニングおよびリーディ

ングの各セクションにおいて、最初に共通の25問が出題され、その正答状況に応じて、残

りの20問が個別に出題される適応型の形式となっている。2020年以降に長野県立大学に入

学した学生はすべてこのオンライン版で受験している。

　一般財団法人IIBC（国際ビジネスコミュニケーション協会、Institute for International 

Business Communication）による初期報告（Richard, 2023aで言及）では、オンライン

版導入後にスコアが大幅に上昇したことが示された。たとえば、2016年から2019年にかけ

てTOEIC L&Rスコアはほぼ安定していたが、2020年に大きく上昇し、2021年にはやや低

下したものの、その後数年間高水準を維持した。また、ペーパー版とオンライン版の両方

を受験した学生のスコアを比較すると、後者の方が有意に高得点であったと報告されてい

る（Richard, 2021, 2023b）。同様に、金崎（2024）も近畿大学において、2020年のオンラ

イン方式導入後にスコアが大きく上昇したことを報告している。さらに、筆者が非公式に

行った他大学の研究者とのやりとりでも、同様の傾向が指摘されている。

　その後のIIBC（2024）の報告では、TOEIC L&Rスコアが2020年以前の水準にほぼ戻っ

ていることが示されており、Kanzaki（2025）も、両形式のスコア差は依然として存在す

るが、効果量はごく小さいと指摘している。なお、TOEIC L&Rのオンライン版（CAT）

はIRTに基づいて設計され、国際的に広く運用されているものの、形式間のスコア等価性

に関する詳細な査読付き研究は、年次平均スコアの報告を除き、現時点では公表されてい

ない。このため、ペーパー版とオンライン版のスコアがどのように比較されるべきかにつ

いては、依然として慎重な解釈が求められる。

　近年、世界全体におけるTOEIC L&Rスコアの平均は705点前後で、CEFRのB1レベル

に相当し、多くの国々で英語力が継続的に向上しているとされる（etsglobal, 2023）。こ

れに対し、日本はTOEIC L&Rが広く利用されている国の中でも一貫して平均点が下位に

位置している。たとえば、日本におけるTOEIC L&Rの平均スコアは、IP形式で500点前後、

SP形式で600点前後にとどまっており（IIBC, 2024）、国際平均を大きく下回り、世界でも

下位３分の１に含まれている。

　日本のメディアおよび学術界においては、国内の英語教育に内在する問題点に対する批

判や課題の指摘が継続的に行われている。たとえば、『ジャパンタイムズ』では、英語教
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育に対する社会的期待と、実際のスピーキング能力との乖離が報じられている（Japan 

Times、2025年２月17日付）。また、朝日新聞の報道では、中学校英語の難化により生徒

の苦手意識が広がり、教育格差が拡大しているとの専門家の指摘が紹介され、「政策の失敗」

との評価もなされている（朝日新聞、2024年３月18日）。こうした構造的な課題は、教室

内で学習者の発話機会が著しく制限されるという問題、いわゆる「沈黙」の現象としても

顕在化している。この点については、近年複数の研究者がその要因や教育的影響を分析し

ており、日本の英語教育における重要な研究テーマとなっている（Humphries et al., 

2020; King & Harumi, 2020; Maher & King, 2022）。

２．２　TOEIC L&Rスコアの伸長に関する先行研究
　TOEIC L&Rスコアの伸長に関する知見は、国際的にも国内でも複数報告されている。

まず、TOEICを開発・運用するETSによる大規模縦断研究として、WeiとLow（2017）は、

約２万名の受験者データを用いて４年間のスコア変化を分析し、リスニング・リーディン

グのいずれも年間約20点、月あたり約1.6点という比較的緩やかな成長率を報告している。

これらの結果は、TOEIC L&Rのスコア向上が一般にゆるやかで、比較的控えめなもので

あることを示している。

　国内の大学における研究では、スコア伸長の程度にばらつきが見られる。たとえば、西

谷（2022）は、関西地方の大規模私立大学において、２年間の英語教育を受けた学生がリ

スニングで46点、リーディングで24点の上昇を示したと報告している。一方、土肥・久保

田（2022）は、平均14か月の受験データを分析し、全体としてはいずれの技能でも統計的

に有意な向上は確認されなかったと報告している。さらに、橋本（2021）は、金沢大学経

済学部の１年生を対象に、105～150点のスコア向上には平均21か月を要したと述べている。

同大学では、TOEIC L&Rスコアと授業成績の合算値が所定の基準に達しない場合は単位

が認定されないため、学生にはスコア向上が事実上求められており、この外的要件が学習

行動や伸長率に影響している可能性が指摘されている。

　TOEIC L&Rスコアの伸長に必要とされる学習時間に関しては、三枝（1985）の研究が

しばしば参照されている。同研究は、1980年代の企業内英語研修に参加した日本人ビジネ

スマン（20～30代、大学卒、少人数クラス、ネイティブ講師、出席率約80％）を対象とし

たもので、50～200時間程度の指導時間を受けた学習者のTOEIC前後テストの伸長量を分

析した。その結果、100時間未満の指導ではスコア向上が限定的であった一方、指導時間

と伸長量との間には明確な相関が認められ、指導時間が増えるほど平均的なスコアの伸び

も大きくなる傾向が確認された。

　その後、Trew（2007）は三枝の知見をもとに、現在スコアから目標スコアに到達する

ために必要とされる学習時間の目安を提示し、例えば450点から650点への到達には約450

時間、650点から850点への到達には500時間以上を要する可能性を示している。ただし、

ここで示されている「学習時間」とは、授業内の指導時間に加えて、宿題や自主学習など
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授業外の活動を含む総学習時間を指す概念として理解する必要がある。

　この点を踏まえると、企業内研修を対象とした三枝の指導時間や、学習文脈が明確に示

されていないTrewの総学習時間の指標と、本学GM学部が制度的に保証している授業時

間（約２年間で325時間）とを単純に比較することはできない。両者は「時間」の定義の

みならず、受講者の属性、学習環境、動機づけといった教育的前提条件そのものが異なる

ためである。

　しかしながら、この「325時間」という制度上明確に定義された授業内指導時間は、国

内の高等教育機関における非英語専攻向け英語プログラムの規模を把握するための実践的

な指標となり得る。なお、この「325時間」は時間割上の授業で実際に保証された指導時

間のみを指し、授業外の予習・復習や自主学習といった個々の学習者による任意の学習活

動は含まれない。大学間でこうした授業外学習時間を精確に把握・統一的に定義すること

は現状困難であるため、制度的に保証された授業時間を基準として捉えることは、プログ

ラム設計や成果の検討において一定の妥当性と実用性を持つ。

　TOEIC L&Rのスコア伸長を評価するうえで重要なのは、観測されたスコア差が測定誤

差の範囲を超えているかどうかである。ETS（2022）では、同一技能における２回のスコ

ア差の有意性を判断するために、差の標準誤差（SEdiff）の概念を用いており、リスニン

グ・リーディングのSEdiffはそれぞれ35点と報告されている。この基準に基づくと、たと

えばReadingのスコアが200点から230点へと30点上昇した場合、SEdiff（35点）を下回る

ため、統計的に有意な改善とはみなされない。一方、200点から240点への40点上昇であれ

ば、SEdiffを上回るため、統計的に有意な伸長と判断できる。

　ETSは合算スコア（Listening＋Reading）のSEdiffを明示していないものの、TOEIC 

L&Rは両技能を５～495点の共通スケールで統一し、平均値・標準偏差・相関係数・信頼

性が等しくなるよう設計されている。この設計思想は初期の技術文書に明記されており

（Woodford, 1982）、現在まで踏襲されている。したがって、合計スコアのSEdiffは両技

能のSEdiffの平方和の平方根として推定でき、本研究ではこの統計的な基準（約50点）を

採用する（式⑴参照）。

式⑴ SEdiff total ＝ SE 2
diff L＋SE 2

diff R

　これらの基準に照らすと、国内研究で報告されているスコア上昇の多くは、SEdiffの範

囲を超えない、あるいは技能により有意性が異なるなど、一貫性に欠けることが分かる。

なお、筆者の知る限り、日本の大学における大規模な英語カリキュラム全体を対象とした

研究で、平均スコアが大幅に伸長したと示す査読付き報告は存在しない。すなわち、

TOEIC L&Rのスコアは時間の経過とともに緩やかに上昇する傾向にあるものの、その多

くは測定誤差の範囲に収まり得ることが示唆される。

研究目的
　本研究は、実験的手法ではなく、複数時点にわたる観察的なデザインを採用し、本学の
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グローバルマネジメント学部に所属する各年度の学生がTOEIC L&Rにおいて、どの程度

スコア向上を達成したかを報告することを目的とする。

３　方法
３．１　参加者および実施環境
　本学のGM学部生は、入学後２年間にわたり英語集中プログラム（EPGM）を受講する。

本プログラムは７週間のクォーター制で構成され、週400分の授業が合計約325時間提供さ

れる。さらに、２年次第２クォーターには、原則として全学生が２～３週間の海外プログ

ラムに参加する。この期間中、本学における２年次GM生向けの英語科目は実施されない。

　本プログラムでは、「精度重視」と「流暢さ重視」という２つの異なる指導方針に基づ

いた授業が実施されている。学生は各100分の授業を週２回ずつ受講し、計週４回・400分

となる。「精度重視」の授業では文法・語法・発音などの正確性に焦点が置かれ、英語と

日本語を併用して指導が行われる。一方、「流暢さ重視」の授業では英語でのコミュニケー

ション能力の向上を目的とし、スピーキング、ディスカッション、プレゼンテーション活

動などが中心となる。両授業で語彙指導は重視されているが、とりわけ１年次の「流暢さ

重視」科目では、使用頻度の高い語彙を体系的に学習するNew General Service List

（NGSL）（Browne他, 2013）が導入されている。NGSLは約2,800語で構成され、一般文

書における語彙の約90％をカバーするとされている。

　本研究では、TOEIC L&Rのオンライン版（CAT）を受験したGM学部の４つのコホー

ト（2020～2023年度）の得点データを収集した。2020年度は同テスト導入初年度であり、

全国平均が一時的に上昇したことが報告されている（IIBC, 2022）。そのため2020年度コ

ホートは初回スコアが相対的に高く、他年度との直接比較において測定上の解釈に注意が

必要である。比較可能性を確保する観点から、本研究の主要分析では測定的安定性が確認

された2021～2023年度の３コホート（N = 534）を対象とした。なお、透明性の観点から、

付録Aには４コホート（2020～2023年度）すべてについて、参考用としてRMANOVA結

果および関連する記述統計（平均値・標準偏差）を示している。本稿の主要分析対象は

2021～2023年度の３コホートであるが、2020年度のデータについても比較検討が可能な形

で提示している。

　これら３コホート（2021～2023年度）はいずれも２年間のEPGMを修了しているが、

授業形態およびTOEIC実施回数には違いがある。2021年度コホートは1年次がオンライン

授業、２年次が対面授業であり、2022・2023年度コホートは２年間とも対面授業であった。

TOEIC L&Rの受験回数は、2021・2022年度コホートが入学時（１年次４月）・１年次末（１

年次１月）・２年次末（２年次１月）の３回であったのに対し、2023年度コホートのみ、

学習成果の経時的把握をより精緻化する目的で２年次11月の受験が追加され、計４回実施

された。本研究ではコホート間の比較可能性を担保するため、全コホートに共通する３時

点（１年次４月・１年次１月・２年次１月）のTOEIC L&Rスコアのみを分析対象とした。
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「コホート」は被験者間変数として扱い、性別・入試区分・学習方法・担当教員などの個

人差要因は本研究では考慮しない。

３．２　分析方法
　得点の上昇を定量的に把握し、コホート間および先行研究との比較を行うため、以下の

３つの反復測定分散分析（Repeated Measures ANOVA, RMANOVA）を実施した：⑴

TOEIC L&R総合スコア、⑵リスニングスコア、⑶リーディングスコア。すべての統計解

析はJASP 0.19.3（JASP Team, 2025）を用いて行った。なお、リスニングおよびリーディ

ングの詳細な分析結果は附録に示している。RMANOVAは、同一参加者から複数時点で

収集されたデータを扱う縦断的研究に適した手法であり、個人差を統制しつつ時間的変化

を評価できる利点を有する。本研究のデザインは、時間（３時点）を被験者内要因、コホー

ト（３群）を被験者間要因とする混合要因計画であるため、RMANOVAは理論的にも統

計的にも妥当な分析手法である。

　効果量については、統計ソフトが標準的に出力する部分η二乗（η2
p ）は、古典的 η 

二乗（η2）と混同されやすく、複数因子デザインでは分散説明率が過大推定される可能

性がある点が指摘されている（Norouzian & Plonsky, 2018）。そこで本研究では、モデ

ル依存性の低い古典的η2と、再現性確保のための部分η2の両方を報告する。また、

Cohen（1988）による効果量の基準（小＝.01、中＝.06、大＝.14）は慎重に適用すべきで

あり、先行研究の蓄積や理論的背景と照らし合わせて解釈することが望ましい。本研究で

もこの立場に基づき、時間要因とコホート要因が交差する本デザインの特性を踏まえたう

えで効果量を解釈する。

４　結果
４．１　TOEIC L&R 総合スコア
　TOEIC Listening & Reading（L&R）の総合スコアについて、３回の測定時点（１年

次開始・終了、２年次終了）においてRMANOVAを実施した。分散の等質性を検定する

Leveneの検定により、Time 1およびTime 2において群間の分散の等質性が確認された（p 

> .05）が、Time 3では有意差が認められた（p = .028）。なお、Mauchlyの球面性の検定

は有意ではなく（p = .715）、球面性の仮定は満たされていると判断される。また、残差の

正規性については、Q–Qプロットにより視覚的に確認した結果、大きな逸脱は認められず、

分析前提は概ね満たされていると判断された。

　表１には、2021～2023年度入学の各入学年度者におけるTime 1～Time 3までのTOEIC 

L&Rスコア（総合）の記述統計量が示されている。スコアの範囲は、Time 1で140～950、

Time 2で100～960、Time 3で290～980と広く、各入学年度者内でのばらつきも大きい。

各入学年度者の平均的なスコア上昇は、約185点であった。
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表１　2021～2023年度入学者のTOEIC L&R総合スコアの記述統計（Time 1～Time 3）

全体 入学年 N M SD SE Coefficient 
of Variation

１年次４月 2021 155 475.16 120.40  9.67 0.25
2022 171 450.79 116.16  8.88 0.26
2023 158 428.32 111.45  8.87 0.26

１年次１月 2021 155 551.61 125.84 10.11 0.23
2022 171 548.16 131.44 10.05 0.24
2023 158 515.48 123.68  9.84 0.24

２年次１月 2021 155 655.65 123.79  9.94 0.19
2022 171 642.14 102.67  7.85 0.16
2023 158 615.06 117.54  9.35 0.19

　従属変数をTOEIC L&RスコアとしてRMANOVAを行った結果、時点の主効果が有意

であった（F（2,962） = 916.376, p < .001, η2 = .285, η2
p  = .656）。すなわち、測定時点が進

むにつれてスコアは継続的に上昇していた。

　また、時点と入学年度との交互作用は有意ではなかった（F（4,962） = 0.974, p = .421, 

η2 = .001）。これは、TOEIC L&Rスコアの成長パターンが入学年度間で有意に異ならな

かったことを示している。すなわち、開始時点のスコアには若干の違いがあったものの、

成長の傾向自体はどの入学年度でも類似していたと考えられる。さらに、入学年度の主効

果も有意であり（F（2,481） = 6.163, p = .002, η2 = .014）、この効果は時点に依存しなかった。

これは、時間的な成長とは別に、いくつかの入学年度の平均スコアが他の入学年度よりも

一貫して高かった（または低かった）ことを意味する。この傾向は図１にも示されており、

2023年度入学者は他の２コホートに比べて開始時点のスコアがやや低く、各測定時点にお

ける平均スコアも総じて低い傾向にあった。ただし、いずれの入学年度においてもスコア

の伸び率（傾き）はほぼ同程度であった。以上より、TOEIC L&Rスコアは全コホートで

大きな成長を示し、その伸びは入学年度間で一貫していたことが確認された。

図１　2021～2023年度入学のTOEIC L&Rスコア推移（Time 1-Time 3）
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４．２　事後検定
　表２～表３には、時点および入学年度間のペアワイズ比較（事後検定）の結果を示す。

まず、表２より、EPGM受講生は１年次および２年次のいずれにおいてもTOEIC L&Rス

コアが大きく向上したことが確認できる。特に２年次の伸び幅は１年次よりもやや大きく、

２年間の平均スコアの増加量は186点に達した。これは、１年次４月から２年次１月まで

の変化に基づくものであり、効果量d = 1.56は1.5標準偏差以上の非常に大きな伸びを示し

ている。

表２　TOEIC L&R全体のスコアの事後検定
Mean Diff. 95％ CI Cohen’s d pholm

１年次４月 １年次１月 86.99 ［97.43, 76.55］ 0.729 < .001
２年次１月 186.19 ［196.63, 175.75］ 1.559 < .001

１年次１月 ２年次１月 99.20 ［109.64, 88.76］ 0.831 < .001

注　数値は平均スコアの上昇量を示す（すなわち、後期時点でのスコアが高いことを表す）。

　表3では、2023年度入学者のスコアが他の2つの入学年度と比べてやや低いことが確認さ

れるが、Cohen’s d の値はいずれも小さい。特に2023年度入学者と2021年度入学者との比

較では d = .345 と、他の比較よりやや大きい値が得られたものの、中程度の効果量（d = 

.50）には達していない。なお、この傾向は、入学時点の平均的な英語力が低下しつつあ

る可能性を示唆するが、本研究ではその要因を検証しておらず、確証的な判断にはさらな

るデータの蓄積が必要である。これは図1からも視覚的に確認できる。

   なお、各入学年度における測定時点間の詳細なペアワイズ比較結果は、紙幅の都合上、

付録Dにまとめた。付録Dでは、Cohen’s d に基づく効果量を示しており、いずれのグルー

プも測定時点の経過に伴って一貫したスコア上昇が確認できる。また、同一時点における

入学年度間の比較では、効果量はいずれも小さい値にとどまった。

   要するに、入学年度間には一定の違いが見られたものの、最も重要なのは、すべてのグ

ループが2年間のEPGMを通じて非常に大きなスコアの向上を示したという点である。

表３　入学年度の事後検定
Mean Diff. 95％ CI Cohen’s d pholm

入学年度2021 入学年度2022 13.78 ［-14.43, 41.99］ 0.115 .241
入学年度2023 41.19 ［12.43, 69.94］ 0.345 .002

入学年度2022 入学年度2023 27.41 ［-0.66, 55.47］ 0.230 .039

注　�Mean Diff.は、左列の入学年度から右列の入学年度を減算した値（左－右）を示す。正の値は、左側（より
早い入学年度）の平均スコアが高いことを示す。



－10－

『グローバルマネジメント』第13号

５　考察
　今回の結果は、先行研究で報告されている標準的なスコア伸長量を上回るものであり、

本学GM学部生がTOEIC L&Rスコアにおいて着実な向上を達成していることを示してい

る。これらの知見は、本学のスコア成長率を既存研究や他大学の報告と比較し、英語教育

の成果やその位置づけを検討する上で有益な視点を提供する。なお、本研究で言及してい

る「325時間」は授業内の指導時間のみであり、授業外の自主学習時間は測定していない。

そのため、本研究は「総学習時間」に対する効率性を論じるものではなく、制度上保証さ

れた授業時間に基づく学習成果を示すものである。

　WeiとLow（2017）は、TOEICのリスニングおよびリーディングスコアが月あたり平

均1.6点上昇すると報告している。21か月のEPGM期間に換算すると、期待される増加量

は各セクションで約33.6点、合計で約67.2点となる。なお、単独セクションにおける33.6

点程度の伸びは測定誤差（SEdiff）の範囲内に収まる可能性があり、統計的に確実な向上

を示すとは限らない。一方、合計67.2点は本研究で採用した総合スコアのSEdiff（約50点）

を上回っており、測定誤差を超える変化として解釈できる水準に達している。それでもな

お、本研究のGM学部生はListeningで約100点、Readingで約85点、合計で185点ものス

コア上昇を示しており、期待値の2.5～３倍に相当する成果をあげている。

　さらに、これらの成果は、他大学における大規模研究で報告されている平均的なスコア

伸び率も上回っている。たとえば、Nishitani（2022）は、非英語専攻の学生を対象とし

た２年間の英語プログラムにおいて、Listeningで46点、Readingで24点、合計70点のス

コア向上を報告している。また、Doi & Kubota（2022）による複数専攻を対象とした縦

断的研究では、平均14か月でのスコア増加は合計55.2点であった。いずれの研究においても、

報告された成果は注目に値するが、GM学部生のスコアの伸びには及ばない。これらの知

見は、EPGMが本学における特色ある強みの一つであることを再確認させるものであり、

構造化された一貫性のある英語カリキュラムと学習者の高い動機づけが、全国的傾向を上

回る成果に結び付いていることを示している。

　スコアの伸び幅だけでなく、TOEIC L&Rスコア有意な向上を達成するまでに要する時

間についても、先行研究では検討が進んでいる。日本でこの点を量的に分析した数少ない

研究の一つに橋本（2021）がある。彼はサバイバル分析を用いて、低スコアの学習者が 

TOEIC L&Rスコアを伸ばして単位取得条件を満たすまでに要する時間を推定した。対象

学生は中部地方の国立大学の学生であり、TOEIC L&R IPテストで一定スコア（通常325

～485）を達成しなければTOEIC L&R準備科目の単位が保留となり、達成するまで再受

験を継続しなければならなかった。場合によっては２年以上要する学生も存在した。

　橋本の研究は、50～200点のスコア向上を目指す学習者にとっての時間的目安を示す上

で有用であるが、対象学生の特性は本研究のGM学部生とは大きく異なる。橋本の学生た

ちはTOEIC L&Rスコア485点程度の到達を目指していた一方で、本研究のGM学部生は

平均450点前後から学習を開始し、２年次末には600点以上に到達している。つまり、本学
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の学習者は初級～中級段階からスタートし、体系的に設計された学習支援と継続的な学習

機会のもとで大幅なスコア伸長を示しており、この成長軌道は初級層や中級前段階の学習

者を対象とした既存研究では十分に検証されてこなかった領域を補完するものである。さ

らに、本研究の成果は、英語力が比較的低い段階からであっても、適切な支援環境が整備

されていれば持続的かつ顕著なスコア向上が実現し得ることを示しており、学習者レベル

に応じた成長軌道を比較検討するための有益な視点を提供している。

　なお、筆者が把握している限り、TOEICスコアの伸長と教育プログラム全体の授業時

間を体系的に関連付け、複数学年にわたって検証した研究は国内外でも多くはない。特に、

本研究の対象となった英語集中プログラム（EPGM）は、学部全体で共有された調整さ

れたカリキュラムのもとで提供されており、「どれだけの時間で、どれだけ伸びるのか」

という問いに対して、明確な授業時間枠と構造化された学習環境に基づく実証的な参照点

を提示した点に独自性がある。

　こうした違いは、英語力の水準とスコア向上に必要な学習時間との関係を理解する上で

も重要である。三枝（1985）は、初期スコアが低い学習者ほど比較的短期間でスコア向上

を達成しやすい一方、高スコア帯では同等の伸びを得るためにより多くの指導時間を要す

る傾向を示している。その知見をもとに、Trew（2007）は現在スコアから目標スコアに

到達するために必要とされる学習時間の目安を提示し、例えば450点の学習者が650点に達

するには約450時間、650点の学習者が850点に達するには約500時間を要する可能性がある

と述べている。このように、スコア帯が上昇するほど追加的な学習時間が比例して増加す

るという非対称性は、橋本（2021）の観察にも一致しており、155～200点の向上を目指す

学生は平均で２年以上を要していた一方、５～50点程度の向上であれば１年未満で到達し

ていた。

　先行研究では、英語力の水準が高くなるほど同程度のスコア向上を達成するためにより

多くの学習時間が必要になる傾向が指摘されている（三枝、1985；橋本、2021）。本研究

では学習者の初期英語力を細分化して検証していないものの、平均450点前後から学習を

開始したGM学部生が２年間で600点以上に到達したという結果は、一定の学習期間と継

続的な学習機会が確保されれば着実なスコア向上が可能であることを示している。こうし

た成果は、GM学部に設定されているKPI（平均730点、最低成長率40％、上位20％の平

均800点）との関連でも重要であり、到達目標に応じた十分な学習時間や授業設計をどの

ように確保するかという観点から、教育実践上の示唆を提供する。これらの知見は、KPI

達成の現実性を高めるためには、英語学習に充てる授業時間や学習機会を十分に確保する

必要があることを示唆している。特に、現在の成果をさらに発展させるためには、到達目

標に応じた追加的な教育資源や履修機会の拡充が今後の検討課題となり得る。

　本研究は、本学GM学部生が、先行研究で示されている標準的に期待されるスコア伸長

量を上回るTOEIC L&Rスコアの向上を、体系的な学習支援と一貫性のある英語プログラ

ムの中で実現していることを明らかにした。EPGMは、継続的な学習参加を促す学習環
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境と構造化された支援が相補的に機能することで、大学における語学力向上が測定可能な

成果として達成され得ることを示す好例である。

６　結論
　本研究は、長野県立大学グローバル・マネジメント学部の英語集中プログラム（EPGM）

に参加した学生が、２年間にわたりTOEIC L&Rスコアにおいて一貫して大きな伸長を示

すことを明らかにした。2021年～2023年の３入学年度において、総合スコアは平均で約

185点上昇しており、これは国際的な基準で報告されている標準的な期待伸長量（Wei & 

Low, 2017）を大きく上回る成果である。また、この成長量は国内の他大学における報告

（例：Doi & Kubota, 2022; Nishitani, 2022）と比較しても顕著であり、EPGMが学修成

果に対して継続的に寄与していることを示唆している。

　さらに、GM学部生の到達度は、本学が設定するKPI（上位20％の高得点、40％以上の

スコア成長率、全体平均730点の達成）とも整合しており、学部全体で共有された教育方

針とカリキュラム設計が長期的な成果につながっている点は注目に値する。特筆すべきは、

こうした成果が、テスト対策に特化した指導ではなく、学部全体で共有された一貫性のあ

る英語学習環境と、カリキュラム内に組み込まれた複数回の到達度測定機会を組み合わせ

た学修設計の中で実現されている点である。

　EPGMは、データに基づく指導設計と一貫性のあるカリキュラムが、大学における語

学力向上に実質的な影響を与え得ることを示す有益な事例である。もちろん、本研究には

学習者の個別差や英語力水準の詳細な分析といった今後の検討課題も残されているが、３

入学年度にわたって観察された一貫したスコア向上は、適切な学習環境と継続的な学習機

会が、語学力の着実な発達に寄与する可能性を裏付けている。他大学においても、同様の

アプローチを導入することで、学習者の成長軌道を可視化しながら長期的な語学力向上を

支援する上で、有用な示唆を得られるであろう。
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付録A　RMANOVA全体のスコア（４つの入学年、2020年－2023年）
被験者内効果（Within Subjects Effects）

Cases Sum of Squares df Mean Square F p η2 η2
p

全体のスコア１ 9.042×10＋6 2 4.521×10＋6 915.34 < .001 .244 .587
全体のスコア１＊入学年 372546.87 6 62091.15  12.57 < .001 .010 .055
Residuals 6.352×10＋6 1286 4939.04

被験者間効果（Between Subjects Effects）
Cases Sum of Squares df Mean Square F p η2 η2

p

入学年 780394.59 3 260131.53 8.13 < .001 .021 .037
Residuals 2.057×10＋7 643 31996.50

記述統計（Post Hoc Tests）
全体のスコア１ 入学年 N M SD

１年次生４月 2020 163 520.34  98.81
2021 155 475.16 120.40
2022 171 450.79 116.16
2023 158 428.32 111.45

１年次生１月 2020 163 571.56 118.93
2021 155 551.61 125.84
2022 171 548.16 131.44
2023 158 515.48 123.68

２年次生１月 2020 163 630.46 123.66
2021 155 655.65 123.79
2022 171 642.14 102.67
2023 158 615.06 117.54

図A　入学年度別TOEIC L&R総合スコアの推移（2020～2023年度）
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付録B　�TOEICリスニングスコアに関するRMANOVAの結果 
（入学年度2021年－2023年）

被験者内効果（Within Subjects Effects）
Cases Sum of Squares df Mean Square F p η2 η2

p

全体のスコア１ 2.417×10＋6 2 1.290×10＋6 711.88 < .001 .295 .597
全体のスコア１＊入学年 22779.58 4 5964.90 3.35 .010 .003 .014
Residuals 1.633×10＋6 962 1697.70

被験者間効果（Between Subjects Effects）
Cases Sum of Squares df Mean Square F p η2 η2

p

入学年 62785.07 2 31392.53 3.72 .025 .008 .015
Residuals 4.064×10＋6 481 8449.14

記述統計（Post Hoc Tests）
リスニング 入学年 N M SD

１年次４月 2021 155 270.03 61.82
2022 171 247.43 60.93
2023 158 246.80 68.00

１年次１月 2021 155 306.10 65.29
2022 171 301.75 69.29
2023 158 291.17 67.09

２年次１月 2021 155 358.42 60.33
2022 171 357.81 55.42
2023 158 347.63 55.84

図B　入学年度別TOEIC リスニング総合スコアの推移（2020～2023年度）
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付録C　�TOEICリーディングスコアに関するRMANOVAの結果 
（入学年度2021年－2023年）

被験者内効果（Within Subjects Effects）
Cases Sum of Squares df Mean Square F p η2 η2

p

全体のスコア１ 1.807×10＋6 2 903583.22 446.85 < .001 .197 .482
全体のスコア１＊入学年 9501.36 4 2375.34 1.18 .320 .001 .005
Residuals 1.946×10＋6 962 2022.35

被験者間効果（Between Subjects Effects）
Cases Sum of Squares df Mean Square F p η2 η2

p

入学年 167689.54 2 83844.77 7.71 < .001 .018 .031
Residuals 5.231×10＋6 481 10874.35

記述統計（Post Hoc Tests）
リーディング 入学年 N M SD

１年次４月 2021 155 205.13 70.96
2022 171 203.36 69.71
2023 158 181.52 57.73

１年次１月 2021 155 245.52 76.45
2022 171 246.40 76.10
2023 158 224.30 69.86

２年次１月 2021 155 297.71 75.70
2022 171 284.33 61.56
2023 158 267.44 74.61

図C　入学年度別TOEICリスニング総合スコアの推移（2020～2023年度）
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付録D　入学年度＊全体スコアの事後検定
比較元 比較先

（入学年度、時点）（入学年度、時点） Mean Diff. 95％ CI Cohen’s d pholm
2021、１年４月 2022、１年４月 24.37 ［－18.12、66.87］ 0.204 .264

2023、１年４月 46.84 ［3.52、90.16］ 0.392 .006
2021、１年１月 －76.45 ［－101.09、－51.82］ －0.640 < .001
2022、１年１月 －73.00 ［－115.49、－30.50］ －0.611 < .001
2023、１年１月 －40.31 ［－83.63、3.01］ －0.338 .025
2021、２年１月 －180.48 ［－205.12、－155.85］ －1.511 < .001
2022、２年１月 －166.97 ［－209.47、－124.48］ －1.398 < .001
2023、２年１月 －139.90 ［－183.22、－96.58］ －1.172 < .001

2022、１年４月 2023、１年４月 22.47 ［－19.82、64.75］ 0.188 .266
2021、１年１月 －100.82 ［－143.32、－58.32］ －0.844 < .001
2022、１年１月 －97.37 ［－120.82、－73.91］ －0.815 < .001
2023、１年１月 －64.69 ［－106.97、－22.40］ －0.542 < .001
2021、２年１月 －204.86 ［－247.35、－162.36］ －1.716 < .001
2022、２年１月 －191.35 ［－214.80、－167.89］ －1.602 < .001
2023、２年１月 －164.27 ［－206.56、－121.99］ －1.376 < .001

2023、１年４月 2021、１年１月 －123.29 ［－166.61、－79.97］ －1.033 < .001
2022、１年１月 －119.84 ［－162.12、－77.55］ －1.004 < .001
2023、１年１月 －87.15 ［－111.55、－62.75］ －0.730 < .001
2021、２年１月 －227.32 ［－270.64、－184.00］ －1.904 < .001
2022、２年１月 －213.81 ［－256.10、－171.53］ －1.791 < .001
2023、２年１月 －186.74 ［－211.14、－162.34］ －1.564 < .001

2021、１年１月 2022、１年１月 3.46 ［－39.04、45.95］ 0.029 .794
2023、１年１月 36.14 ［－7.18、79.46］ 0.303 .053
2021、２年１月 －104.03 ［－128.67、－79.40］ －0.871 < .001
2022、２年１月 －90.52 ［－133.02、－48.03］ －0.758 < .001
2023、２年１月 －63.45 ［－106.77、－20.13］ －0.531 < .001

2022、１年１月 2023、１年１月 32.68 ［－9.60、74.97］ 0.274 .080
2021、２年１月 －107.49 ［－149.98、－64.99］ －0.900 < .001
2022、２年１月 －93.98 ［－117.43、－70.52］ －0.787 < .001
2023、２年１月 －66.91 ［－109.19、－24.62］ －0.560 < .001

2023、１年１月 2021、２年１月 －140.17 ［－183.49、－96.85］ －1.174 < .001
2022、２年１月 －126.66 ［－168.94、－84.38］ －1.061 < .001
2023、２年１月 －99.59 ［－123.99、－75.19］ －0.834 < .001

2021、２年１月 2022、２年１月 13.51 ［－28.99、56.01］ 0.113 .616
2023、２年１月 40.58 ［－2.74、83.90］ 0.340 .025

2022、２年１月 2023、２年１月 27.07 ［－15.21、69.35］ 0.227 .201

注　Mean Diff.＝左側条件－右側条件。負の値は右側条件の方が高いことを示す。
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【
論
文
】

中
世
馬
術
礼
法
の
言
説
の
位
相

―
『
筆
結
の
物
語
』
の
記
述
を
め
ぐ
っ
て
―

二
本
松
泰
子

要
旨

　
本
稿
で
は
、
室
町
時
代
の
お
伽
草
子
で
あ
る
『
筆
結
の
物
語
』
に
見
え
る
馬
術

関
連
の
言
説
を
、
同
時
代
の
武
家
故
実
書
お
よ
び
大
坪
流
・
大
坪
本
流
の
馬
術
書

と
比
較
し
、
そ
の
生
成
の
実
相
を
検
討
し
た
。
す
な
わ
ち
、
行
縢
・
弓
懸
・
沓
・

敷
皮
・
馬
の
披
露
等
の
作
法
に
つ
い
て
、『
奉
公
覚
悟
之
事
』『
今
川
大
双
紙
』『
家

中
竹
馬
記
』
な
ど
に
見
え
る
馬
術
関
連
の
規
範
と
整
合
し
、
武
家
社
会
に
お
け
る

一
般
的
な
礼
法
の
枠
組
み
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
検
証
し
た
。
次
に
、
庭
乗

り
（
雪
・
雨
・
四
季
の
掛
）
の
作
法
に
つ
い
て
、『
雲
霞
集
』『
場
乗
巻
』
な
ら
び

に
『
篲
木
之
巻
』
諸
本
と
対
応
し
、
鑑
賞
性
と
儀
礼
性
を
統
合
す
る
大
坪
流
系
の

礼
法
思
想
と
通
底
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
こ
れ
に
よ
っ
て
、『
筆
結
の
物
語
』
に
見
え
る
馬
術
の
言
説
は
、
一
般
礼
法
を

記
す
中
世
の
故
実
書
類
と
専
門
知
を
伝
え
る
馬
術
書
の
交
錯
領
域
で
形
成
さ
れ
た

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
さ
ら
に
は
、
こ
う
い
っ
た
お
伽
草
子
に

見
え
る
諸
言
説
を
分
析
枠
組
と
し
て
援
用
す
る
こ
と
で
、
中
世
馬
術
文
化
の
位
相

の
一
端
に
迫
り
得
る
こ
と
を
提
示
し
た
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉�

中
世
馬
術
、故
実
書（
武
家
礼
法
）、お
伽
草
子『
筆
結
の
物
語
』、

大
坪
流
馬
術
書

は
じ
め
に

　
日
本
に
お
け
る
馬
の
使
役
は
き
わ
め
て
古
く
、
そ
の
起
源
は
千
年
以
上
前
に
遡

る
と
さ
れ
る
（
注
１
）。
馬
は
古
代
以
来
、
軍
事
・
輸
送
・
移
動
の
実
用
に
と
ど

ま
ら
ず
、
儀
式
・
神
事
に
お
い
て
象
徴
的
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
。
後
に
平
安
時

代
末
期
に
武
士
階
級
が
台
頭
す
る
と
、
馬
の
利
用
は
次
第
に
軍
事
目
的
へ
と
特
化

す
る
。
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さ
ら
に
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
な
る
と
、
武
家
流
の
故
実
書
な
ど
の
諸
書
に
馬

術
礼
法
の
言
説
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
言
説
は
、
馬
術
の
技
術

継
承
と
礼
法
の
体
系
化
を
推
進
し
て
、
馬
術
を
単
な
る
武
技
か
ら
儀
礼
性
・
象
徴

性
を
備
え
る
文
化
的
事
象
へ
と
発
展
さ
せ
た
。
中
世
に
流
布
し
た
馬
術
の
故
実
・

礼
法
に
関
す
る
叙
述
は
、
こ
の
よ
う
な
文
化
的
側
面
を
象
る
重
要
な
媒
体
で
あ
っ

た
。

　
本
稿
は
、
こ
う
い
っ
た
中
世
に
お
け
る
馬
術
関
連
の
言
説
に
注
目
す
る
。
具
体

的
に
は
、
室
町
時
代
の
お
伽
草
子
『
筆
結
の
物
語
』
に
見
ら
れ
る
馬
術
の
礼
法
に

関
す
る
言
説
を
取
り
上
げ
る
。
同
作
品
は
尊
経
閣
文
庫
に
伝
わ
る
孤
本
で
、
奥
書

に
よ
れ
ば
、
文
明
十
二
年
（
一
四
八
〇
）
に
石
井
康
長
（
法
名
は
彜い

鳳ほ
う

）
に
よ
っ

て
著
さ
れ
、
永
正
十
四
年
（
一
五
一
七
）
に
十
河
六
郎
源
儀
重
が
書
写
し
た
と
さ

れ
る
。
擬
人
化
さ
れ
た
狸
を
主
人
公
と
す
る
こ
と
か
ら
異
類
物
に
分
類
さ
れ
、
後

半
に
は
狸
と
白
比
丘
尼
の
間
で
神
祇
・
仏
法
・
芸
道
・
礼
法
な
ど
約
六
十
項
目
の

問
答
が
展
開
す
る
（
注
２
）。

　
こ
れ
ら
の
問
答
に
つ
い
て
、
小
助
川
元
太
氏
は
「
応
仁
・
文
明
期
の
武
士
に
求

め
ら
れ
て
い
た
教
養
の
あ
り
方
」（
注
３
）
を
示
す
と
指
摘
し
、
伊
藤
慎
吾
氏
は

「（
武
家
の
）
子
ど
も
の
学
習
を
か
ね
た
読
み
物
」
と
し
て
の
性
格
を
論
じ
て
い

る
（
注
４
）。
さ
ら
に
小
助
川
氏
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
「
故
実
書
と
文
学
と

の
記
述
態
度
の
違
い
、
取
り
上
げ
た
物
語
と
故
実
書
の
、
個
々
の
記
事
内
容
に
つ

い
て
の
比
較
や
分
析
」
の
必
要
を
提
起
し
て
い
る
（
注
５
）。

　
本
稿
は
、
こ
れ
ら
先
行
研
究
の
知
見
を
踏
ま
え
、『
筆
結
の
物
語
』
に
見
え
る

馬
術
関
連
の
言
説
を
“
室
町
時
代
の
武
士
の
普
遍
的
な
教
養
”
と
し
て
位
置
づ
け
、

故
実
書
を
は
じ
め
と
す
る
同
時
代
の
諸
書
に
見
ら
れ
る
類
似
表
現
と
の
比
較
を
試

み
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
書
物
を
通
じ
て
展
開
し
た
馬
術
の
文
化
的
側
面
の
一
端
を

明
ら
か
に
し
、
中
世
に
お
け
る
馬
術
の
言
説
の
位
相
を
把
握
す
る
た
め
の
基
礎
情

報
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

一
　
『
筆
結
の
物
語
』
の
馬
術
関
連
の
言
説
と
故
実
書

　
ま
ず
は『
筆
結
の
物
語
』に
見
え
る
馬
術
関
連
の
叙
述
を
以
下
に
掲
出
す
る（
注

６
）。転

用
、
問
、
１
、
行

（
む
か
ば
き
）

縢
を
ば
、
何
と
参
ら
せ
候
哉
ら
ん
。
答
、
右
皮
よ
り

ま
い
ら
す
べ
し
。
敷
て
置
時
は
、
右
皮
を
上
に
か
□

（
さ
カ
）

ね
て
侍
へ
し
。
２
、

拾
（
ゆ
）

決カ
ケ

を
は
、
右
よ
り
指
て
左
よ
り
ぬ
く
な
り
。
３
、
く
つ
を
は
、
左
よ
り
は

き
て
、
右
よ
り
ぬ
く
な
り
。
４
、
鐙
を
は
先
、
右
を
か
け
よ
。
５
、
職シ

キ

皮
を

は
白
毛
を
左
に
せ
よ
。
６
、
太
刀
を
神
輿
の
中
に
ま
い
ら
せ
侍
る
に
は
、
つ

か
を
あ
な
た
へ
し
て
、
右
の
御
か
た
へ
ま
い
ら
す
へ
し
。
色
々
事
お
ほ
く
侍

り
。
７
、
西
明
寺
の
さ
う
し
、
今
河
の
了
俊
の
お
ふ
さ
う
し
を
も
と
め
て
、

見
侍
る
へ
し
。
８
、
又
、
馬
を
は
、
ま
つ
面
を
み
せ
て
、
次
に
右
、
次
に
左
、

次
に
□

（
後
カ
）

を
み
せ
ま
い
ら
せ
て
、
又
、
面
を
み
せ
候
て
、
左
□
□
し
ま
は
し

て
入
な
り
。

９
、
立
砂
の
あ
る
庭
□
は
、
馬
の
足
を
そ
ろ
ゆ
る
時
、
左
口
に
二
度
、
右
口

に
一
度
、
そ
ゝ
と
く
つ
わ
に
て
あ
い
し
ら
い
て
、
後
に
常
の
如
、
見
参
に
入

侍
る
へ
し
。
10
、
馬
と
ゑ
ん
と
の
間
は
、
馬
た
け
と
て
、
六
尺
は
か
り
置
へ

き
な
り
。
11
、
但
、
主
人
、
御
座
敷
の
奥
に
ま
し
〳
〵
候
は
ゝ
、
ゑ
ん
よ
り

遠
し
て
御
目
に
か
け
侍
へ
し
。
是
は
馬
の
す
そ
を
よ
く
見
せ
申
さ
ん
た
め
な

り
。
馬
を
見
参
に
も
入
よ
、
又
は
の
り
も
せ
よ
。
12
、
庭
を
わ
る
を
は
忌
事
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也
。
心
得
侍
る
へ
し
。
そ
の
わ
る
と
い
ふ
は
、
仮
令
、
南
西
北
を
か
け
て
つ

く
り
た
る
鞠
の
庭
侍
る
へ
し
。
13
、
主
人
、
西
の
家
に
御
座
あ
ら
は
、
勿
論

東
よ
り
、
柳
桜
の
あ
い
を
と
を
し
て
み
せ
申
へ
し
。
の
る
事
も
同
。
も
し
又
、

主
人
南
に
御
座
あ
ら
ん
に
、
よ
り
は
の
よ
き
ま
ゝ
に
、
前
の
こ
と
く
、
馬
を

入
た
ら
ん
は
、
庭
を
わ
る
に
て
侍
る
へ
し
。
桜
よ
り
外
を
と
を
し
て
、
北
よ

り
入
て
み
せ
侍
へ
し
。
の
る
事
、
同
。

も
し
又
、
主
人
、
北
の
座
に
ま
し
ま
さ
は
、
柳
の
外
を
と
お
し
て
、
南
よ
り

□
（
進
カ
）

へ
し
。
但
、
馬
を
は
北
へ
向
ぬ
事
な
れ
は
、
柳
の
き
わ
よ
り
、
い
ぬ
ゐ

か
し
ら
に
な
し
て
、
松
の
下
に
て
み
せ
申
へ
し
。
の
る
事
、
同
。

14
、
雪
の
朝
、
雨
の
暮
れ
な
と
は
、
心
を
へ
ち
に
し
て
み
せ
申
せ
。
雪
の
時

は
モ
ゝ
た
ち
を
と
り
て
み
せ
申
せ
。
是
は
雪
を
賞
翫
の
儀
な
り
。
雪
に
は
足

跡
の
こ
る
も
の
な
り
。
馬
な
と
く
る
□
せ
て
は
恥
な
り
。
雨
の
時
は
ゑ
ん
を

遠
の
る
へ
し
。
蹴
上
を
縁
に
つ
け
し
か
為
な
り
。

15
、
の
る
に
は
春
は
桜
、
夏
は
柳
、
秋
楓
、
冬
は
松
を
の
そ
き
て
、
乗
侍
る

へ
し
。
16
、
見
参
に
入
馬
を
、
庭
に
祗
候
の
人
に
の
れ
と
仰
事
あ
ら
ん
に
、

馬
の
右
に
居
あ
は
せ
侍
ら
は
、
其
ま
ゝ
さ
し
よ
り
て
乗
へ
し
。
若
、
馬
の
左

に
侍
は
、
馬
の
後
を
と
を
り
て
乗
へ
し
。
但
、
軍
陣
に
て
は
、
後
を
と
を
る

へ
か
ら
す
、
惣
而
馬
を
み
せ
申
に
も
、
又
、
乗
侍
る
に
も
軍
場
に
て
は
、
尽

心
へ

（
得
）

か
は
り
侍
へ
し
。
藤
長
入
道
に
尋
候
へ
し
。

　
こ
れ
は
主
人
公
の
「
た
ぬ
き
の
大
膳
亮
后
転
」
と
白
比
丘
尼
と
の
馬
術
に
関
す

る
問
答
を
示
し
た
項
目
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
右
記
の
よ
う
に
１
、
～
16
、
の

言
説
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
７
、
に
よ
る
と
「
西
明
寺
の
さ
う
し
、
今
河

の
了
俊
の
お
ふ
さ
う
し
」
が
参
考
図
書
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
16
、
に
は
「
藤
長
入

道
」
の
知
見
が
有
用
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
沢
井
耐
三
氏
『
室
町
物
語
と
古
俳
諧

―
室
町
の
「
知
」
の
行
方
―
』「
翻
刻
」
の
注
記
に
よ
る
と
、「
西
明
寺
の
さ
う
し
」

は「『
最
明
寺
殿
教
訓
の
ふ
み
』『
最
明
寺
殿
教
訓
仮
名
式
目
』な
ど
を
さ
す
か
」、「
今

河
の
了
俊
の
お
ふ
さ
う
し
」
は
「『
今
川
大
双
紙
』。
今
川
了
俊
（
一
三
二
六
～
一

四
二
〇
）
が
著
し
た
故
実
書
」
と
い
う
。
最
明
寺
殿
は
鎌
倉
幕
府
第
五
代
執
権
・

北
条
時
頼
、
今
川
了
俊
は
今
川
貞
世
と
も
称
し
、
鎌
倉
時
代
後
期
～
室
町
時
代
前

期
の
守
護
大
名
で
あ
る
。
ま
た
、『
今
川
大
双
紙
』
は
、
室
町
時
代
の
武
家
故
実

書
で
著
者
は
不
詳
。
同
書
と
同
一
内
容
の
も
の
に
『
京
極
大
草
紙
』
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
書
名
に
見
え
る
今
川
、
京
極
は
伝
来
し
た
家
名
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

今
川
貞
世
（
了
俊
）
の
著
と
さ
れ
る
故
実
書
は
『
了
俊
大
草
紙
』
で
あ
り
、『
今

川
大
双
紙
』（『
京
極
大
草
紙
』）
と
は
別
系
統
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
沢
井

氏
の
指
摘
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
。

　
管
見
の
限
り
に
お
い
て
、
最
明
寺
殿
教
訓
書
関
係
に
は
『
筆
結
物
語
』
と
重
な

る
言
説
は
確
認
で
き
な
い
。
一
方
の
今
川
了
俊
と
関
係
す
る
故
実
書
に
は
『
筆
結

の
物
語
』
と
の
類
似
表
現
が
散
見
す
る
。
ち
な
み
に
、「
藤
長
入
道
」
に
つ
い
て

は
伝
未
詳
。

　
以
上
を
踏
ま
え
て
、『
筆
結
の
物
語
』
に
見
え
る
馬
術
関
連
の
言
説
が
生
み
出

さ
れ
た
位
相
を
探
る
た
め
の
分
析
を
試
み
る
。
手
順
と
し
て
、
上
記
１
、
～
16
、

を
「
１
、
～
８
、」
と
「
９
、
～
16
、」
の
二
群
に
分
け
て
検
討
す
る
。
こ
の
よ
う

に
区
分
す
る
理
由
は
、
後
半
の
「
９
、
～
16
、」
は
、
い
ず
れ
も
庭
で
の
馬
の
扱

い
す
な
わ
ち
庭
乗
り
に
ま
つ
わ
る
礼
法
を
一
貫
し
て
説
く
の
に
対
し
て
、
前
半
の

「
１
、
～
８
、」
は
、
馬
具
の
取
扱
い
や
馬
の
顔
見
せ
な
ど
、
庭
乗
り
以
外
の
馬

術
に
関
す
る
諸
作
法
を
記
述
し
て
い
る
。
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ま
ず
、
本
節
で
は
、
１
、
～
８
、
に
つ
い
て
検
討
を
進
め
る
。
作
業
の
対
象
と

す
る
の
は
、
先
述
の
通
り
、
今
川
了
俊
に
所
縁
の
あ
る
故
実
書
、
な
ら
び
に
そ
れ

に
連
な
る
系
統
の
故
実
書
、さ
ら
に
は
了
俊
と
直
接
的
な
関
連
性
は
希
薄
で
も『
筆

結
の
物
語
』
と
同
時
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
故
実
書
群
で
あ
る
（
注
７
）。
こ

れ
ら
の
文
献
に
見
ら
れ
る
類
似
表
現
を
抽
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
に
お
け
る
記

述
と
比
較
・
分
析
す
る
こ
と
で
、『
筆
結
の
物
語
』
に
お
け
る
礼
法
的
な
言
説
の

位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

　
さ
て
、
前
掲
１
、
の
記
述
に
よ
る
と
、『
筆
結
の
物
語
』
で
は
、
行
縢
（
＝
狩

り
な
ど
で
着
用
す
る
足
を
覆
っ
た
革
）
は
ど
の
よ
う
に
差
し
上
げ
る
べ
き
か
と
い

う
問
に
対
し
て
、
右
側
の
皮
（
右
脚
用
）
か
ら
差
し
上
げ
る
の
が
良
い
と
し
、
敷

い
て
置
く
と
き
も
、
右
側
の
皮
を
上
に
重
ね
て
お
く
べ
き
と
回
答
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
行
縢
を
進
呈
す
る
作
法
に
つ
い
て
、『
了
俊
大
草
紙
』『
今
川
大
双

紙
』
で
は
類
似
す
る
説
明
が
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
し
、『
三
議
一
統
大
双
紙
　

又
號
當
家
弓
法
集
』
の
「
法
量
門
第
二
」
に
は
以
下
の
よ
う
な
行
縢
の
作
法
が
見

え
る
。一�

　
行
縢
の
事
。
切
て
付
た
る
を
引
そ
ろ
へ
て
有
の
は
し
を
折
て
出
す
な
り
。

沓
そ
ふ
る
事
も
有
。
左
右
の
手
に
て
持
て
よ
り
て
。
客
人
の
前
に
右
の
膝

を
つ
き
。
左
の
皮
を
上
に
な
し
て
。
毛
先
を
我
か
た
へ
向
人
の
左
の
か
た

へ
。
少
す
ち
か
へ
て
置
な
り
。
扨
左
へ
帰
る
へ
し
。
お
ひ
か
ね
て
そ
ろ
へ

へ
し
。

　
右
の
作
法
に
よ
る
と
、
行
縢
は
、
切
れ
て
付
け
て
あ
る
部
分
を
き
ち
ん
と
引
き

そ
ろ
え
、
端
を
折
り
曲
げ
て
差
し
出
す
べ
き
と
い
う
。
ま
た
、
沓
を
揃
え
る
場
合

も
あ
る
と
さ
れ
る
。
行
縢
は
左
右
の
手
で
持
ち
、
客
人
の
前
で
右
膝
を
つ
き
、
左

の
皮
（
革
）
を
上
に
し
て
、
毛
の
先
端
を
自
分
の
方
に
向
け
、
相
手
の
左
側
へ
少

し
近
づ
け
て
置
く
と
い
う
。
そ
の
後
、
左
側
へ
戻
り
、
押
し
金
（
＝
重
し
の
よ
う

な
も
の
）
で
き
ち
ん
と
揃
え
る
べ
き
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
行
縢
は
「
左

の
皮
」
を
上
に
し
て
差
し
出
す
作
法
が
記
さ
れ
、『
筆
結
の
物
語
』
と
左
右
が
逆

に
な
っ
て
い
る
。

　
同
じ
く
『
三
議
一
統
大
双
紙
　
又
號
當
家
弓
法
集
』
の
「
宮
仕
門
第
六
」
に
も

行
縢
を
進
呈
す
る
作
法
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

一�

　
着
背
請

（
長
脱
カ
）取

事
。（
中
略
）
四
番
に
御
沓
行
縢
に
そ
ふ
な
り
。
是
は
鎧
よ

り
以
前
も
以
後
も
不
苦
候
。
出
し
や
う
ハ
切
て
付
た
る
む
か
は
き
な
ら
は
。

あ
り
の
は
し
を
折
て
出
す
な
り
。
左
右
に
て
持
て
よ
り
。
客
人
の
前
に
左

の
膝
を
つ
き
。
左
の
皮
を
上
に
し
て
。
毛
先
を
我
か
方
へ
む
け
。
人

（
客
脱
カ
）

の

左
に
少
す
ち
か
つ
て
置
な
り
。（
以
下
略
）

　
こ
の
記
事
で
は
、
着
背
（
＝
装
束
）
の
請
け
取
り
方
に
関
す
る
作
法
の
な
か
で

沓
と
行
縢
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
沓
を
行
縢
に
添
え
て
進

呈
す
る
際
、
切
り
付
け
て
あ
る
行
縢
を
用
い
て
端
を
折
り
曲
げ
て
差
し
出
す
と
い

う
。
さ
ら
に
、
左
右
の
手
で
持
ち
、
客
人
の
前
で
左
膝
を
つ
き
、
左
の
皮
（
革
）

を
上
に
向
け
、
毛
の
先
端
を
自
分
側
に
向
け
て
、
相
手
の
左
側
に
少
し
近
づ
け
て

置
く
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
作
法
も
ま
た
、
行
縢
は
「
左
の
皮
」
を
上
に
す

る
よ
う
に
な
っ
て
い
て
、『
筆
結
の
物
語
』
と
左
右
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。

　
『
三
議
一
統
大
双
紙
　
又
號
當
家
弓
法
集
』
は
、
そ
の
序
文
に
よ
る
と
、
将
軍

足
利
義
満
の
命
に
よ
り
、
今
川
氏
頼
と
小
笠
原
長
秀
と
伊
勢
満
忠
の
三
氏
で
合
議

し
て
統
一
し
た
故
実
書
と
い
う
。『
系
図
纂
要
』
に
よ
る
と
、
著
者
の
一
人
と
さ

れ
る
今
川
氏
頼
は
、
今
川
了
俊
の
弟
と
さ
れ
る
（
一
説
に
了
俊
の
嫡
男
で
あ
る
今
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川
貞
臣
の
息
子
）。
小
笠
原
長
秀
（
一
三
六
六
～
一
四
二
四
）
は
室
町
時
代
の
守

護
大
名
。
伊
勢
満
忠
に
つ
い
て
は
未
詳
。
な
お
、『
笠
系
大
成
』
に
よ
る
と
、
同

書
は
、
応
永
三
年
（
一
三
九
六
）
の
成
立
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
山
根
一
郎
氏
は
、

同
書
は
今
川
家
と
小
笠
原
家
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
一
方
で
、
伊

勢
家
の
存
在
感
は
乏
し
い
と
指
摘
す
る
（
注
８
）。

　
一
方
、
伊
勢
流
故
実
を
体
系
化
さ
せ
た
伊
勢
貞
宗
（
一
四
四
四
～
一
五
〇
九
）

が
著
し
た
と
さ
れ
る
『
伊
勢
兵
庫
守
貞
宗
記
』
で
は
、
行
縢
を
進
呈
す
る
作
法
に

つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

一�

　
行
縢
進
し
や
う
の
事
。
左
皮
上
に
重
て
参
せ
候
（
下
略
）。

　
こ
の
記
事
に
お
い
て
も
、
行
縢
は
「
左
皮
」
を
上
に
重
ね
て
差
し
出
す
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、『
筆
結
の
物
語
』
に
見
え
る
行
縢
進
呈
の
作
法
は
、
同
時

代
の
一
部
の
故
実
書
と
左
右
が
逆
で
あ
る
と
い
っ
た
範
囲
の
異
同
が
あ
る
。
た
だ

し
、
そ
れ
は
小
異
に
過
ぎ
ず
、
全
体
的
な
礼
法
体
系
の
中
に
お
い
て
は
限
定
的
な

も
の
で
あ
る
。
大
局
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、『
筆
結
の
物
語
』
に
記
さ
れ
た
行
縢

進
呈
の
作
法
は
、
同
時
代
の
故
実
書
に
お
い
て
広
く
共
有
さ
れ
た
礼
法
的
規
範
と

軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
中
世
武
家
社
会
に
お
け
る
普
遍
的
な
作
法
の
一
端

を
示
す
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

　
次
に
、
前
掲
２
、
の
記
述
に
よ
る
と
、『
筆
結
の
物
語
』
で
は
、
拾
決
（
＝
弓

を
引
く
時
に
用
い
る
革
製
の
手
袋
）
は
右
か
ら
指
し
て
（
付
け
て
）、
左
か
ら
抜

く
の
が
作
法
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
こ
の
よ
う
な
拾
決
の
着
脱
に
関
す
る
作
法
に

つ
い
て
、
室
町
時
代
の
武
家
奉
公
に
関
す
る
故
実
を
記
し
た
『
奉
公
覚
悟
之
事
』

（
十
五
世
紀
中
期
～
後
期
）
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

一�

　
御
ゆ
が
け
ハ
右
よ
り
参
候
。
か
さ
ね
て
を
き
申
候
も
。
右
を
上
へ
か
さ

ね
申
候
也
。
右
よ
り
御
さ
し
候
也
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
ゆ
が
け
は
右
側
か
ら
差
し
出
し
、
重
ね
て
置
く
場
合
も
、
右

側
を
上
に
し
て
重
ね
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
ゆ
が
け
は
右
側
か
ら
は
め
る
こ
と
が

作
法
だ
か
ら
と
い
う
。
こ
こ
に
見
え
る
右
側
か
ら
着
用
す
る
と
い
う
作
法
は
『
筆

結
の
物
語
』
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
ゆ
が
け
の
作
法
に
つ
い
て
、『
今
川

大
双
紙
』
に
も
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

一�

　
ゆ
が
け
を
バ
右
よ
り
さ
し
。
左
よ
り
取
也
。（
以
下
略
）

　
こ
れ
に
よ
る
と
、『
筆
結
の
物
語
』
と
同
じ
く
、
ゆ
が
け
を
右
側
か
ら
は
め
て

左
か
ら
脱
ぐ
と
い
う
。
ま
た
、『
就
弓
馬
儀
大
概
聞
書
』
に
も
以
下
の
よ
う
な
ゆ

が
け
の
着
脱
の
作
法
が
見
え
る
。

一�

　
ゆ
が
け
を
一
具
さ
す
時
は
右
か
ら
さ
し
て
。
取
時
は
左
か
ら
と
る
な
り
。

　
す
な
わ
ち
、
ゆ
が
け
一
式
を
は
め
る
と
き
は
右
側
か
ら
は
め
、
脱
ぐ
と
き
は
左

側
か
ら
脱
ぐ
と
見
え
、『
筆
結
の
物
語
』
と
同
じ
作
法
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
『
就

弓
馬
儀
大
概
聞
書
』
は
、『
高
忠
聞
書
』
と
も
称
し
、
多
賀
豊
後
守
高
忠
（
一
四

二
五
～
一
四
八
六
）
が
、
寛
正
五
年
（
一
四
六
四
）
十
一
月
に
小
笠
原
備
前
守
持

長
・
そ
の
子
持
清
・
佐
々
木
加
賀
入
道
な
ど
に
聞
い
た
こ
と
を
記
し
た
故
実
書
と

い
う
。

　
さ
ら
に
、『
家
中
竹
馬
記
』
に
お
い
て
も
、
ゆ
が
け
に
関
す
る
以
下
の
よ
う
な

作
法
が
見
え
る
。

一�
　
ゆ
が
け
を
ば
右
か
ら
指
て
。
取
時
は
左
か
ら
取
也
（
以
下
略
）。

　
こ
れ
も
ま
た
、
ゆ
が
け
は
右
側
か
ら
は
め
て
、
左
側
か
ら
脱
ぐ
と
い
う
。『
家

中
竹
馬
記
』
は
斎
藤
（
土
岐
）
利
綱
（
？
～
一
四
五
四
年
戦
国
武
将
、
歌
人
。
小
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笠
原
元
長
と
親
交
が
あ
り
、『
弓
馬
故
実
』
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
）
編
の
故
実
書
で
、

奥
書
に
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
の
年
紀
が
見
え
る
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、『
筆
結
の
物
語
』
に
記
さ
れ
た
ゆ
が
け
の
着
脱
作
法
は
、

同
時
代
の
複
数
の
故
実
書
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
所
作
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、『
筆
結
の
物
語
』
に
見
え
る
ゆ
が
け
に

関
す
る
言
説
も
ま
た
、
室
町
期
に
お
け
る
武
家
礼
法
の
体
系
に
準
拠
し
た
、
一
般

性
の
高
い
作
法
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
前
掲
３
、
の
記
述
に
よ
る
と
、『
筆
結
の
物
語
』
で
は
、
沓
は
左
足
か
ら
履
い
て
、

右
足
か
ら
脱
ぐ
の
が
よ
い
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
沓
の
着
脱
に
関
す
る
順
番
に
つ

い
て
、『
奉
公
覚
悟
之
事
』
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一�

　
御
沓
左
よ
り
は
か
せ
申
。
御
ぬ
ぎ
と
も
左
よ
り
也
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
沓
は
左
よ
り
履
い
て
左
か
ら
脱
ぐ
と
い
う
作
法
が
示
さ
れ
、

『
筆
結
の
物
語
』
と
は
や
や
異
な
る
。
ま
た
、『
今
川
大
双
紙
』「
馬
に
付
て
式
法

之
事
」
に
は
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

一�

　
沓
を
は
き
馬
に
乗
に
は
左
を
先
に
は
き
。
又
ぬ
ぐ
時
は
右
を
先
ぬ
ぐ
べ

き
也
。
又
む
か
ば
き
も
同
前
。

　
こ
の
記
事
で
は
、
沓
を
履
い
て
馬
に
乗
る
と
き
は
左
足
か
ら
先
に
履
き
、
脱
ぐ

と
き
は
右
足
か
ら
先
に
脱
ぐ
べ
き
と
言
い
、
行
縢
も
同
じ
よ
う
に
す
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
作
法
は
『
筆
結
の
物
語
』
と
一
致
す
る
。
一
方
、『
家
中
竹

馬
記
』
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

一�

　
沓
は
左
か
ら
は
き
て
左
か
ら
ぬ
ぐ
也
。（
以
下
略
）

　
同
書
は
『
奉
公
覚
悟
之
事
』
と
同
じ
よ
う
に
、
沓
は
左
足
か
ら
履
き
、
左
足
か

ら
脱
ぐ
べ
き
と
い
う
。
さ
ら
に
、『
三
議
一
統
大
双
紙
　
又
號
當
家
弓
法
集
』「
騎

射
門
第
三
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

一�

　
沓
も
仏
詣
社
参
の
時
ハ
。
右
よ
り
は
か
せ
申
。
左
よ
り
ぬ
か
せ
申
也
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
寺
社
参
詣
の
時
の
沓
は
、
右
足
か
ら
履
い
て
左
足
か
ら
脱
ぐ

と
い
う
。
こ
の
着
脱
の
順
番
は
『
筆
結
の
物
語
』『
今
川
大
双
紙
』
の
そ
れ
と
は

左
右
逆
に
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、『
筆
結
の
物
語
』
に
記
さ
れ
た
沓
の
着
脱
作
法
は
、

左
右
の
順
序
に
関
す
る
若
干
の
差
異
を
含
む
も
の
の
、
同
時
代
の
複
数
の
故
実
書

に
お
い
て
も
類
似
の
言
説
が
確
認
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
作
法
も
ま
た
、

中
世
武
家
礼
法
に
お
い
て
広
く
共
有
さ
れ
た
規
範
的
所
作
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

『
筆
結
の
物
語
』
の
言
説
は
、
そ
の
一
端
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ

ろ
う
。

　
前
掲
４
、
の
記
述
に
よ
る
と
、『
筆
結
の
物
語
』
で
は
、
鐙
は
ま
ず
右
側
か
ら

か
け
る
べ
き
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
管
見
の
故
実
書
に
於
い
て
類

似
す
る
言
説
は
確
認
で
き
な
い
。

　
続
く
前
掲
５
、
の
記
述
に
よ
る
と
、『
筆
結
の
物
語
』
で
は
、
職
皮
（
＝
敷
皮
。

馬
具
の
一
種
）
は
、
白
毛
（
＝
白
い
毛
皮
の
面
）
を
左
側
に
置
く
べ
き
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
敷
皮
の
扱
い
方
に
つ
い
て
、『
奉
公
覚
悟
之
事
』
で
は
、
以
下
の
よ

う
な
作
法
が
見
え
る
。

一�

　
社
頭
に
て
敷
皮
を
し
く
に
ハ
。
く
び
か
み
を
前
へ
な
し
て
敷
候
。
常
は

白
毛
之
方
前
へ
成
候
や
う
に
敷
候
（
以
下
略
）。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
神
社
の
前
（
社
頭
）
で
敷
皮
を
敷
く
と
き
に
は
、「
く
び
か
み
」

（
＝
敷
皮
の
上
端
）
を
前
に
向
け
て
敷
き
、
白
毛
の
あ
る
面
が
前
に
来
る
よ
う
に

敷
く
の
が
通
常
の
作
法
で
あ
る
と
い
う
。『
筆
結
の
物
語
』
が
敷
皮
の
白
毛
を
「
左
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側
」
に
置
く
作
法
を
示
す
の
に
対
し
て
こ
れ
は
「
前
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、『
今
川
大
双
紙
』「
躾
式
法
の
事
」
で
は
、
敷
皮
の
扱
い
方
に
つ
い
て
以

下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

一�

　
敷
革
敷
事
。
白
毛
を
右
に
す
べ
し
。
陳
ニ
而
ハ
く
し
が
み
を
左
に
す
る

也
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
敷
皮
（
革
）
を
敷
く
際
に
は
、
白
い
毛
の
部
分
を
右
側
に
置

く
べ
き
と
い
う
。
ち
な
み
に
、
並
べ
て
置
く
場
合
に
は
、
櫛
紙
（
＝
馬
具
の
脇
に

添
え
る
紙
製
の
道
具
）
を
左
側
に
置
く
と
さ
れ
る
。
こ
こ
に
見
え
る
敷
皮
の
白
毛

を
置
く
場
所
は
『
筆
結
の
物
語
』
と
は
左
右
逆
に
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
小
笠
原
持
長
（
一
三
九
六
～
一
四
六
二
）
の
著
と
仮
託
さ
れ
る
『
射

礼
私
記
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
本
文
が
見
え
る
。

一
　
出
仕
の
次
第

（
中
略
）

馬
よ
り
お
り
て
は
。（
中
略
）
扨
敷
皮
を
取
べ
し
。
四
折
に
し
て
。
せ
折
の

方
を
右
へ
な
し
て
。
白
毛
を
上
へ
な
す
べ
し
（
下
略
）。

　
こ
れ
は
、
出
仕
の
手
順
に
つ
い
て
述
べ
た
条
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
馬
か
ら
降

り
た
ら
敷
皮
を
取
り
、
そ
れ
を
四
つ
に
折
り
た
た
み
、
折
り
目
の
あ
る
方
を
右
に
、

白
毛
の
あ
る
側
を
上
に
す
る
べ
き
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
敷
皮
の
白
毛
を
上
に
す

る
と
い
う
言
説
は
、『
筆
結
の
物
語
』
の
そ
れ
と
は
若
干
異
な
っ
て
い
る
。

　
一
方
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
に
小
笠
原
尚
清
（
一
四
六
五
も
し
く
は
一
四

七
四
～
一
五
〇
二
）
が
著
し
た
と
さ
れ
る
『
隨
兵
之
次
第
事
』
は
、
敷
皮
の
扱
い

方
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

一�

　
騎
馬
の
者
も
敷
皮
を
可
レ
敷
。
白
毛
を
左
へ
な
し
て
敷
也
（
以
下
略
）。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
騎
馬
の
者
も
敷
皮
を
敷
く
こ
と
が
で
き
、
そ
の
際
、
白
毛
は

左
側
に
向
け
て
敷
く
べ
き
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
敷
皮
の
白
毛
を
左
側
に
置
く

こ
と
を
示
す
言
説
は
、『
筆
結
の
物
語
』
と
一
致
す
る
。

　
そ
の
他
、『
三
議
一
統
大
双
紙
　
又
號
當
家
弓
法
集
』
に
も
、
敷
皮
の
扱
い
方

に
つ
い
て
言
及
す
る
記
述
が
複
数
存
在
す
る
。
ま
ず
は
、
同
書
の
「
法
量
門
第
二
」

に
収
め
ら
れ
た
該
当
本
文
を
挙
げ
る
。

一�

　
常
の
敷
革
の
敷
様
。
二
ツ
計
に
折
て
。
白
毛
を
見
せ
て
持
参
い
た
し
。

白
毛
の
方
を
主
人
の
御
左
へ
な
す
様
に
。
毛
の
有
方
を
向
に
し
て
敷
な
り
。

　
続
い
て
同
書
の
「
歩
射
門
第
四
」
に
見
え
る
該
当
本
文
を
挙
げ
る
。

一�

　
敷
革
を
し
く
様
に
。
二
計
に
折
て
参
り
。
白
毛
の
方
を
主
人
の
左
へ
な

る
や
う
に
。
毛
の
方
を
上
に
ひ
ろ
け
て
敷
な
り
。
心
を
持
也
。
座
敷
な
と

に
か
く
る
も
。
白
毛
を
面
へ
向
て
か
け
へ
し
。

　
右
掲
の
両
文
は
、
い
ず
れ
も
敷
皮
の
扱
い
方
に
関
し
て
ほ
ぼ
同
一
の
作
法
を
示

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
敷
皮
を
二
つ
折
り
に
し
、
白
毛
の
面
が
見
え
る
よ
う
に

し
て
持
参
し
、
そ
の
白
毛
部
分
を
主
人
の
左
側
に
置
き
、
毛
の
あ
る
面
を
上
方
に

向
け
て
敷
く
こ
と
が
礼
法
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
い
ず
れ
も
「
主

人
」
と
の
対
面
を
前
提
と
し
た
作
法
に
基
づ
い
て
お
り
、
特
に
そ
う
言
っ
た
前
提

を
示
さ
な
い
『
筆
結
の
物
語
』
の
礼
法
と
は
根
本
的
に
異
質
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
同
じ
く
『
三
議
一
統
大
双
紙
　
又
號
當
家
弓
法
集
』「
歩
射
門
第
四
」

に
収
め
ら
れ
た
敷
皮
の
作
法
に
関
す
る
別
条
文
を
以
下
に
挙
げ
る
。

一�
　
敷
皮
の
事
。
白
毛
を
我
右
に
よ
せ
は
。
必
人
の
左
に
な
る
な
り
。（
以

下
略
）

　
右
掲
の
記
事
に
よ
る
と
、
敷
皮
の
白
毛
部
分
を
自
ら
の
右
側
に
寄
せ
る
こ
と
で
、
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対
面
す
る
相
手
か
ら
見
れ
ば
左
側
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ
も
ま

た
他
者
と
の
対
面
を
前
提
と
し
た
礼
法
的
配
置
で
あ
る
こ
と
か
ら
、『
筆
結
の
物

語
』
と
は
齟
齬
の
あ
る
作
法
と
言
え
よ
う
。

　
た
だ
し
、『
三
議
一
統
大
双
紙
　
又
號
當
家
弓
法
集
』
に
お
け
る
敷
皮
に
関
す

る
上
記
三
箇
所
の
記
述
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
「
白
毛
」
部
分
の
扱
い
に
細
心

の
注
意
を
払
う
こ
と
、
な
ら
び
に
そ
れ
を
「
左
側
」
に
位
置
づ
け
る
所
作
を
重
視

す
る
点
に
お
い
て
、『
筆
結
の
物
語
』
に
見
ら
れ
る
作
法
と
同
系
統
の
も
の
と
言

え
る
。
両
書
に
お
け
る
敷
皮
の
礼
法
的
取
り
扱
い
は
、
礼
法
の
対
象
者
の
有
無
に

関
す
る
差
異
を
含
み
つ
つ
も
、
礼
法
思
想
の
根
幹
に
お
い
て
大
き
く
隔
絶
す
る
も

の
で
は
な
く
、
相
応
に
親
和
性
の
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、『
筆
結
の
物
語
』
に
記
さ
れ
た
敷
皮
の
扱
い
方

も
ま
た
、
同
時
代
の
故
実
書
に
広
く
見
ら
れ
る
多
様
な
礼
法
的
言
説
に
あ
る
程
度

準
拠
し
た
も
の
と
言
え
、
当
時
の
礼
法
的
な
普
遍
性
を
相
応
に
有
す
る
所
作
と
し

て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
前
掲
６
、
の
記
述
に
よ
る
と
、『
筆
結
の
物
語
』
で
は
、
太
刀
を
神
輿
の
中
に

お
供
え
申
し
上
げ
る
と
き
、
柄
を
向
こ
う
側
（
神
輿
の
奥
）
に
向
け
て
、
右
側
（
神

輿
の
右
方
）
へ
差
し
上
げ
る
べ
き
と
し
て
い
る
。
管
見
に
お
い
て
、“
神
輿
”
に

太
刀
を
供
え
る
作
法
を
説
く
故
実
書
類
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。た
だ
し
、“
御
輿
”

と
太
刀
の
扱
い
方
に
つ
い
て
、『
筆
結
の
物
語
』
と
近
似
し
た
作
法
を
示
す
事
例

は
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、『
今
川
大
双
紙
』「
馬
に
付
て
式
法
之
事
」

に
は
以
下
の
よ
う
な
叙
述
が
見
え
る
。

一�

　
御
輿
の
内
江
太
刀
を
ま
い
ら
す
る
事
。
右
の
方
よ
り
常
の
や
う
に
ま
い

ら
す
べ
し
。
左
か
ら
も
ま
い
ら
す
る
也
。
そ
れ
は
其
ま
ゝ
立
て
置
給
ふ
や

う
に
ま
い
ら
す
べ
し
。
長
柄
の
内
へ
入
る
事
。
努
々
あ
る
べ
か
ら
ず
。

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
御
輿
の
中
へ
太
刀
を
奉
る
と
き
は
、
右
側
か
ら
、
通
常
の
作

法
通
り
に
奉
る
べ
き
き
で
あ
る
と
い
う
。
ま
た
、
左
側
か
ら
奉
る
こ
と
も
あ
る
が
、

そ
の
場
合
は
そ
の
ま
ま
立
て
て
置
く
よ
う
に
と
説
明
す
る
。
ま
た
、
御
輿
の
「
長

柄
」
の
内
側
に
入
っ
て
奉
る
よ
う
な
こ
と
は
、
決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
も

述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
『
今
川
大
双
紙
』
に
見
え
る
御
輿
と
太
刀
に
関
す
る

作
法
は
、『
三
議
一
統
大
双
紙
　
又
號
當
家
弓
法
集
』「
法
量
門
第
二
」
に
も
類
似

の
言
説
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
室
町
時
代
に
お
い
て
普
遍
性
の
高
い
礼
法
で

あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
『
筆
結
の
物
語
』
に
見
え
る
神
輿
に

太
刀
を
供
え
る
所
作
と
近
い
こ
と
か
ら
、
室
町
期
に
お
け
る
太
刀
の
進
上
に
関
す

る
礼
法
は
、
一
定
の
類
型
を
持
っ
て
諸
書
に
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ

よ
う
。

　
な
お
、
前
掲
７
、
に
見
え
る
「
西
明
寺
の
さ
う
し
、
今
河
の
了
俊
の
お
ふ
さ
う

し
」
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
通
り
。
続
く
前
掲
８
、
の
記
述
で
は
、
馬
を
披
露

す
る
際
の
手
順
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
馬
の
正
面
（
顔
）
を
見

せ
、
次
に
右
側
、
次
に
左
側
、
そ
し
て
後
ろ
側
を
お
見
せ
し
、
再
び
顔
を
お
見
せ

し
て
、
左
（
回
り
？
）
に
回
し
て
入
れ
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
馬
を
披
露
す
る

作
法
に
つ
い
て
は
、『
今
川
大
双
紙
』「
馬
に
付
て
式
法
之
事
」、『
就
弓
馬
儀
大
概

聞
書
』、『
三
議
一
統
大
双
紙
　
又
號
當
家
弓
法
集
』「
馬
法
門
第
八
」
な
ど
に
類

似
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
三
書
は
、
い
ず
れ
も
共
通
し
て
、
馬
の
正
面
、
右

側
、
左
側
を
順
に
見
せ
る
こ
と
が
基
本
と
さ
れ
、
尻
（
お
つ
さ
ま
）
を
見
せ
る
こ

と
を
禁
忌
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
三
書
に
見
え
る
所
作
は
、
部
分
的
に
『
筆
結
の

物
語
』
に
見
え
る
そ
れ
と
一
致
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
筆
結
の
物
語
』
に
見
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え
る
馬
の
披
露
に
関
す
る
言
説
も
ま
た
、
当
時
、
普
遍
的
に
流
布
し
て
い
た
礼
法

に
基
づ
く
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

　
以
上
の
検
討
か
ら
、『
筆
結
の
物
語
』
に
記
さ
れ
た
１
、
～
８
、
に
至
る
諸
言

説
は
、
い
ず
れ
も
室
町
時
代
に
体
系
化
さ
れ
た
武
家
礼
法
の
枠
組
み
に
則
っ
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
礼
法
的
普
遍
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
室
町
時
代
に
隆
盛
し
た
武
家
礼
法
の
三
大
流
派
（
小

笠
原
家
・
今
川
家
・
伊
勢
家
）
の
い
ず
れ
か
に
偏
重
す
る
姿
勢
は
見
ら
れ
ず
、
む

し
ろ
礼
法
全
般
に
通
じ
る
基
礎
的
教
養
の
教
授
を
目
的
と
し
て
い
る
。
参
考
文
献

と
し
て
「
今
河
の
了
俊
の
お
ふ
さ
う
し
」
を
挙
げ
て
い
る
の
も
、
特
定
流
派
へ
の

帰
属
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
一
般
的
な
教
養
書
と
し
て
選
定
さ
れ
た
も
の
と
判

断
さ
れ
よ
う
。

二
　
『
筆
結
の
物
語
』
の
馬
術
関
連
の
言
説
と
馬
術
書

　
本
節
で
は
、『
筆
結
の
物
語
』
に
お
け
る
前
掲
９
、
～
16
、
の
言
説
を
検
討
対

象
と
す
る
。
ま
ず
は
、
９
、
～
16
、
の
具
体
的
な
内
容
を
掲
出
す
る
。

９�

、立
砂（
＝
庭
に
設
け
ら
れ
た
儀
礼
的
な
砂
の
盛
り
塚
）が
あ
る
庭
に
お
い
て
は
、

馬
の
歩
み
を
ゆ
る
め
る
時
、
左
側
の
手
綱
を
二
度
、
右
側
を
一
度
、
そ
っ
と
轡

で
合
図
し
て
、
後
に
平
常
ど
お
り
に
主
人
の
前
に
出
て
ご
挨
拶
申
す
べ
き
で
あ

る
。

10�

、
馬
と
縁
側
と
の
距
離
は
、「
馬
丈
」
と
い
っ
て
六
尺
（
約
1.8
メ
ー
ト
ル
）
ほ

ど
空
け
て
お
く
の
が
よ
い
。
た
だ
し
、
主
人
が
座
敷
の
奥
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
場

合
に
は
、
縁
側
よ
り
さ
ら
に
下
が
っ
て
、
お
目
に
か
け
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ

は
馬
の
「
す
そ
」（
＝
脚
元
や
全
体
の
姿
）
を
よ
く
お
見
せ
す
る
た
め
で
あ
る
。

11�

、
馬
を
拝
見
に
供
せ
よ
、
あ
る
い
は
騎
乗
せ
よ
。
庭
を
わ
る
こ
と
は
忌
み
事
で

あ
る
。
よ
く
心
得
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。

12�

、
こ
こ
で
い
う
「
庭
を
わ
る
」
と
は
、
例
え
ば
、
南
・
西
・
北
の
三
方
を
囲
ん

で
作
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
鞠
の
庭
（
蹴
鞠
を
す
る
空
間
）
な
ど
の
こ
と
を
指

す
。

13�

、
も
し
主
人
が
西
側
の
座
敷
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
な
ら
ば
、
当
然
、
東
側
か
ら
柳

や
桜
の
間
を
通
し
て
ご
覧
に
い
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
騎
乗
す
る
の
も
同
様
で
あ

る
。
も
し
ま
た
、
主
人
が
南
側
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
場
合
に
は
、
便
利
だ
か
ら
と

い
っ
て
先
程
と
同
じ
よ
う
に
馬
を
入
れ
る
の
は
、「
庭
を
割
る
」
行
為
と
な
る
。

桜
よ
り
外
側
を
通
っ
て
、
北
側
か
ら
入
っ
て
お
見
せ
す
る
べ
き
で
あ
る
。
騎
乗

も
同
様
で
あ
る
。
も
し
ま
た
、
主
人
が
北
側
の
座
敷
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
な
ら
ば
、

柳
の
外
側
を
通
っ
て
、
南
側
か
ら
馬
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
馬
は

北
向
き
に
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
柳
の
端
か
ら
西
北
の
方
向
に
首
を
向
け
て
、

松
の
木
の
下
で
お
見
せ
申
す
こ
と
。
騎
乗
も
同
様
で
あ
る
。

14�

、
雪
の
朝
や
雨
の
夕
暮
れ
な
ど
は
、
気
を
つ
け
て
丁
寧
に
ご
覧
に
い
れ
る
よ
う

に
す
る
べ
き
で
あ
る
。
雪
の
時
に
は
、
馬
の
太
も
も
を
強
調
し
て
見
せ
る
こ
と
。

こ
れ
は
、
雪
を
鑑
賞
す
る
作
法
の
一
つ
で
あ
る
。
雪
に
は
足
跡
が
残
る
も
の
な

の
で
、
馬
な
ど
で
そ
の
庭
を
乱
し
て
し
ま
う
の
は
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
雨

の
日
に
は
、
縁
側
か
ら
遠
く
に
馬
を
置
く
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
蹴
上
（
＝

縁
の
石
段
）
を
濡
ら
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

15�

、
馬
に
乗
る
心
得
と
し
て
、
春
は
桜
、
夏
は
柳
、
秋
は
楓
、
冬
は
松
を
避
け
て

馬
を
乗
る
べ
き
で
あ
る
。

16�

、
馬
を
拝
見
に
供
す
る
場
で
、
も
し
「
そ
の
馬
に
乗
れ
」
と
仰
せ
が
あ
っ
た
場
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合
、
自
分
が
馬
の
右
側
に
居
る
な
ら
、
そ
の
ま
ま
近
づ
い
て
乗
っ
て
よ
い
。
し

か
し
、
左
側
に
い
る
時
は
、
馬
の
後
ろ
を
通
っ
て
右
側
に
出
て
か
ら
乗
る
よ
う

に
す
る
。
た
だ
し
、
軍
陣
で
は
馬
の
後
ろ
を
通
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
馬

を
お
見
せ
す
る
場
合
も
、
騎
乗
す
る
場
合
も
、
軍
陣
の
場
で
は
作
法
が
す
べ
て

異
な
る
の
で
、
よ
く
心
得
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
詳
し
く
は
「
藤
長
入
道
」
に

お
尋
ね
さ
れ
よ
。

　
先
述
の
と
お
り
、
９
、
～
16
、
に
は
庭
乗
り
に
ま
つ
わ
る
作
法
に
つ
い
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
庭
乗
り
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
言
説
は
、『
了
俊
大
草
紙
』
お
よ

び
『
三
議
一
統
大
双
紙
（
又
號
當
家
弓
法
集
）』「
馬
法
門
第
八
」
に
も
散
見
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
両
書
に
見
え
る
内
容
は
『
筆
結
の
物
語
』
が
記
す
作

法
と
は
所
作
対
象
そ
の
も
の
が
異
な
っ
て
い
て
、
相
互
的
な
関
連
性
を
見
出
し
が

た
い
。

　
第
一
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、『
筆
結
の
物
語
』
１
、
～
８
、
の
記
述
に
つ
い

て
は
、
室
町
時
代
の
故
実
書
群
に
類
似
の
表
現
が
散
見
さ
れ
、
当
時
の
武
家
礼
法

と
し
て
体
系
化
さ
れ
た
普
遍
的
な
枠
組
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
９
、
～
16
、
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
第
一
節
で
検
討
対
象
と
し
た

中
世
故
実
書
群
に
近
接
す
る
言
説
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
同
一
の
礼
法
体

系
に
属
す
る
と
み
な
す
こ
と
は
難
し
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
中
世
故
実
書
群
に
お
い
て
類
似
の
表
現
を
確
認
す
る
こ
と
が
困

難
な
９
、
～
16
、
の
う
ち
、
本
節
で
は
14
、
お
よ
び
15
、
を
取
り
上
げ
る
。
両
項

に
記
さ
れ
た
庭
乗
り
に
関
す
る
言
説
に
つ
い
て
は
、
大
坪
流
に
属
す
る
馬
術
書
群

と
の
間
に
近
似
す
る
記
述
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
大
坪
流
と
は
、
小
笠
原
流
・
八
条
流
・
内
藤
流
と
並
ぶ
「
四
大
古
流
」
の
一
つ

と
し
て
、
室
町
時
代
か
ら
明
治
期
ま
で
約
五
百
年
に
わ
た
っ
て
盛
行
し
た
馬
術
の

流
派
で
あ
る
（
注
９
）。
開
祖
・
大
坪
慶
秀
（
道
禅
）
は
足
利
義
満
と
義
持
に
仕

え
た
と
さ
れ
（
一
説
に
足
利
義
教
以
降
に
活
躍
し
た
と
も
）、
小
笠
原
政
長
（
一

三
一
九
年
～
一
三
六
五
年
）
に
馬
術
を
学
ん
だ
と
さ
れ
る
。
継
承
者
と
し
て
村
上

永
幸
・
斎
藤
芳
蓮
な
ど
を
輩
出
し
、
江
戸
期
に
は
全
国
的
に
広
が
っ
た
。
さ
ら
に

斎
藤
定
易
（
一
六
五
七
年
～
一
七
四
四
年
）
が
大
坪
流
の
分
派
に
あ
た
る
「
大
坪

本
流
」
を
創
始
し
、
門
弟
数
千
人
を
擁
し
多
数
の
馬
術
書
を
著
し
た
こ
と
で
、
大

坪
流
は
一
層
の
発
展
を
遂
げ
た
。

　
大
坪
流
の
馬
術
書
群
の
う
ち
、
管
見
の
か
ぎ
り
最
古
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
の

は
、『
雲
霞
集
』
と
称
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
存
す
る
諸
伝
本

は
い
ず
れ
も
『
筆
結
の
物
語
』
よ
り
後
に
成
立
し
た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
と

は
い
え
、
奥
書
に
よ
れ
ば
、
上
原
賢
家
（
～
一
四
九
五
年
、
細
川
政
元
の
近
臣
）

が
小
笠
原
流
・
内
藤
流
・
外
記
流
を
参
照
し
て
著
述
し
た
も
の
を
、永
正
六
年（
一

五
〇
九
年
）
九
月
に
「
高
国
」
な
る
人
物
（
細
川
高
国
か
）
が
補
足
し
た
と
記
さ

れ
て
い
る
伝
本
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
来
歴
の
史
実
性
に
つ
い
て
は
な
お
疑
義
を

残
す
も
の
の
、
中
世
の
馬
術
を
標
榜
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
言
説
が
依
拠
す
る
位
相
に
は
『
筆
結
の
物
語
』
と
同
時
代
的
な
背
景
を
想
定

し
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
当
該
伝
本
を
分
析
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ

る
こ
と
と
す
る
。

　
ま
ず
は
、
こ
の
よ
う
な
『
雲
霞
集
』
に
お
い
て
、『
筆
結
の
物
語
』
14
、
に
言

及
さ
れ
て
い
る
雪
中
の
庭
乗
り
の
言
説
に
近
い
記
述
を
以
下
に
掲
出
す
る
（
句
読

点
は
私
意
に
付
し
た
。
以
下
同
じ
）。

此
三
ハ
い
つ
れ
も
雪
の
庭
に
て
乗
へ
し
。
二
返
共
乗
事
有
へ
か
ら
す
。
只
一
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返
、
跡
の
能
見
ゆ
る
樣
に
乗
へ
し
。
冬
の
雪
に
は
松
を
除
て
乗
、
春
の
雪
に

は
花
を
除
て
乗
へ
し
。
た
だ
し
、
乗
様
口
傳
に
あ
り
。

（
石
井
弁
三
氏
所
蔵
正
徳
五
年
（
一
七
一
五
）
写
本
『
大
坪
流
馬
術
書
（
仮

称
）』
十
巻
『
大
坪
流
雲
霞
集
』
巻
上
）（
注
10
）

　
右
の
記
述
に
お
い
て
は
、
雪
の
庭
に
お
け
る
乗
馬
作
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
雪
の
上
で
は
一
度
の
み
歩
き
、
し
か
も
馬
の
足
跡
（
蹄
跡
）
が
明
瞭
に

残
る
よ
う
に
乗
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
冬
の
雪
に
際
し
て
は

松
を
避
け
、
春
の
雪
に
際
し
て
は
花
を
避
け
て
乗
る
べ
き
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
具
体
的
な
乗
法
に
つ
い
て
は
口
伝
が
あ
る
と
い
う
。こ
の
よ
う
な『
雲
霞
集
』

に
見
え
る
「
庭
乗
り
」
の
作
法
は
、
雪
の
降
る
庭
で
蹄
の
跡
に
配
慮
を
し
な
が
ら

馬
に
乗
る
べ
き
と
す
る
点
で
『
筆
結
の
物
語
』
14
、
の
記
述
と
一
致
す
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
右
掲
の
『
雲
霞
集
』
で
は
『
筆
結
の
物
語
』
14
、
が
言
及
す
る
雨
天

時
の
作
法
に
関
す
る
記
述
は
見
え
な
い
。

　
こ
の『
大
坪
流
雲
霞
集
』と
同
じ
シ
リ
ー
ズ
の
大
坪
流
の
馬
術
書
群
の
中
に『
大

坪
流
場
乗
巻
』
と
い
う
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。
同
書
は
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
年
～

一
六
四
四
年
）
に
上
田
流
の
馬
術
家
で
あ
る
村
尾
良
継
が
『
雲
霞
集
』
か
ら
抜
粋

し
た
も
の
と
い
う
（
注
11
）。
同
書
に
も
以
下
の
よ
う
な
雪
中
の
庭
乗
り
に
関
す

る
記
述
が
見
え
る
。

一�

　
雪
之
朝
乗
様
之
事
。
跡
の
よ
く
見
ゆ
る
や
う
に
一
返
乗
也
。
四
本
を
籠

て
も
乗
。
又
、
木
を
除
て
も
乗
也
。
繪
圖
に
有
也
。

（
石
井
弁
三
氏
所
蔵
正
徳
五
年
写
本
『
大
坪
流
馬
術
書
（
仮
称
）』
七
巻
『
大

坪
流
場
乗
巻
』）（
注
12
）

　
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
雪
の
朝
の
乗
り
方
に
つ
い
て
は
、
足
跡
が
明
瞭
に
残
る

よ
う
一
度
だ
け
回
る
こ
と
が
作
法
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
四
本
の
掛

を
す
べ
て
含
め
て
乗
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
特
定
の
樹
木
を
除
い
て
乗
る
場
合
も
あ

る
と
さ
れ
、
そ
の
様
子
は
絵
図
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
掛
と
は
、
蹴

鞠
の
庭
の
四
方
に
植
え
ら
れ
た
樹
木
を
指
し
、
桜
・
柳
・
松
・
楓
な
ど
が
用
い
ら

れ
、
鞠
を
蹴
り
上
げ
る
際
の
高
さ
を
測
る
指
標
と
し
て
機
能
し
た
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
記
述
に
示
さ
れ
る
庭
乗
り
の
作
法
は
、
鞠
の
庭
す
な
わ
ち
蹴
鞠
の
場
に
お
い

て
馬
を
扱
う
所
作
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
記
述
も
ま
た
『
雲
霞

集
』
と
同
様
に
、
雨
天
時
の
庭
乗
り
作
法
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
当

該
本
文
が
『
雲
霞
集
』
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
そ
の
内

容
的
な
特
徴
が
一
致
す
る
の
は
む
し
ろ
当
然
と
い
え
よ
う
。

　
一
方
、
大
坪
流
の
流
れ
を
汲
む
大
坪
本
流
の
『
篲
木
之
巻 

右
』
に
は
、『
筆
結

の
物
語
』
14
、
に
見
え
る
作
法
の
系
譜
を
引
く
よ
う
な
雪
天
お
よ
び
雨
天
の
庭
乗

り
の
言
説
を
確
認
で
き
る
。
以
下
に
、
該
当
本
文
を
掲
出
す
る
。

雪
之
朝
庭

（
中
略
）

雪
朝
之
庭
乗
タ
ル
跡
ノ
見
ル
ヤ
ウ
ニ
乗
へ
シ
。

雨
朝
之
庭
　
雪
庭
同
断

（
中
略
）

雨
朝
之
庭
繪
ノ
如
シ
。
唯
一
返
乗
へ
シ
。
此コ

ナ
タ方

ニ
テ
乗
コ
ト
ナ
カ
レ
。
向
際

ヲ
遠
々
ト
乗
也
。
雪
之
庭
乗
心
得
同
前
。

（『
篲
木
之
巻 

右
』、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
、
請
求
記
号
ケ05 00044 

0069
）

　
こ
の
叙
述
で
は
、
ま
ず
、
雪
の
朝
の
庭
で
は
蹄
の
跡
が
見
え
る
よ
う
に
馬
に
乗
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る
べ
き
こ
と
、
雨
の
朝
の
庭
で
は
、
雪
の
庭
と
同
じ
く
取
り
扱
う
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。
次
い
で
、
雨
の
朝
の
庭
乗
り
は
、
一
度
の
み
乗
る
こ
と
や
手
前
側
で
は
乗

ら
ず
、
向
か
い
際
を
遠
く
離
れ
て
乗
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
雪
庭
の

心
得
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
。

　
な
お
、『
篲
木
之
巻 
右
』
は
、
大
坪
本
流
の
シ
リ
ー
ズ
本
に
含
ま
れ
る
テ
キ
ス

ト
で
、
著
者
は
斎
藤
定
易
で
あ
る
。
こ
の
『
篲
木
之
巻 

右
』
と
同
一
シ
リ
ー
ズ

に
は
、『
篲
木
之
巻 

聞
書 
右
』
お
よ
び
『
篲
木
之
巻 

聞
書 

左
』
と
称
さ
れ
る

テ
キ
ス
ト
も
存
在
す
る
。
同
書
は
書
名
の
と
お
り
『
篲
木
之
巻
』
の
内
容
に
基
づ

く
聞
書
で
あ
り
、
注
釈
書
的
な
性
格
を
有
す
る
馬
術
書
で
あ
る
。
右
掲
の
『
篲
木

之
巻 

右
』
に
見
え
る
雪
・
雨
の
庭
乗
り
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て
、『
篲
木
之

巻 

聞
書 

右
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
解
釈
が
記
さ
れ
て
い
る
。

雪
之
朝
庭

ハ
ツ
雪
ノ
形
陰
ノ
フ
ク
也
テ
居
ル
。
三
ツ
ノ
乗
分
ア
リ
テ
三
ツ
也
。
初
雪
中

ノ
雪
三
ツ
ル
雪
具
合
。
雪
朝
之
庭
乗
タ
ル
跡
ヲ
見
ル
ヤ
ウ
ニ
乗
へ
シ
。

（
中
略
）

雨
朝
之
庭
　
雪
庭
同
断

（
中
略
）

雨
朝
之
庭
繪
ノ
如
シ
。
唯
一
返
乗
へ
シ
。
此
方
ニ
テ
乗
コ
ト
ナ
カ
レ
。
向
際

ヲ
遠
々
ト
乗
也
。
雪
之
庭
乗
心
得
同
前
。
雪
ノ
朝
ハ
雪
見
花
見
其
事
ヲ
賞
翫

ナ
レ
ハ
心
得
ア
ル
コ
ト
也
。
雪
ノ
字
ヲ
ク
ツ
シ
タ
ル
形
也
。
雨
ノ
朝
モ
雨
ノ

字
ヲ
ク
ツ
シ
タ
ル
形
也
。
何
レ
モ
御
前
遠
々
ト
可
乗
雪
泥
ナ
ト
ハ
ネ
カ
ケ
テ

ハ
如
何
心
得
ア
ル
ヘ
シ
。

（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
『
篲
木
之
巻 

聞
書 

右
』、
請
求
記
号
ケ05 

00044 0143

）

　
右
掲
の
記
述
は
、雪
の
朝
の
庭
乗
り
を
め
ぐ
る
作
法
の
一
例
と
し
て
、ま
ず「
初

雪
」
の
庭
に
着
目
し
て
い
る
。
さ
ら
に
積
雪
の
程
度
に
応
じ
て
「
初
雪
」「
中
の
雪
」

「
三
重
の
雪
」
と
い
う
三
種
の
段
階
が
区
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
蹄
の
跡

が
観
賞
に
堪
え
る
よ
う
配
慮
し
て
馬
を
進
め
る
べ
き
と
強
調
さ
れ
る
。
加
え
て
、

雨
の
朝
の
庭
に
つ
い
て
も
雪
の
場
合
と
同
様
に
扱
う
べ
き
と
言
い
、
と
く
に
雨
天

時
は
一
度
だ
け
乗
る
こ
と
、
ま
た
手
前
側
を
避
け
て
遠
方
を
回
る
よ
う
に
乗
る
こ

と
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
雪
の
朝
の
庭
乗
り
は
「
雪
見
」
を
「
花
見
」
に

準
え
る
よ
う
な
賞
翫
の
心
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
や
、「
雪
」
や
「
雨
」
と
い
う
文

字
の
字
形
を
踏
ま
え
た
乗
馬
法
が
説
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
身
分
の
高
い
人
物

の
御
前
で
は
遠
乗
り
を
し
て
雪
や
泥
を
跳
ね
か
け
な
い
よ
う
に
注
意
を
促
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
叙
述
は
、
前
掲
の
『
篲
木
之
巻 

右
』
に
依
拠
し
つ
つ
、
庭
を
観

賞
す
る
精
神
性
や
儀
礼
的
な
所
作
を
よ
り
精
緻
に
補
足
す
る
も
の
と
し
て
理
解
で

き
る
。

　
こ
の
よ
う
な
『
篲
木
之
巻 

聞
書 

右
』
と
『
筆
結
の
物
語
』
14
、
の
叙
述
を
比

較
す
る
と
、『
筆
結
の
物
語
』
が
提
示
す
る
作
法
は
簡
潔
で
、
雪
や
雨
の
朝
に
お

け
る
庭
乗
り
の
基
本
的
な
心
得
を
要
点
と
し
て
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
最
小
限
の
規
範
を
伝
え
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
記
述
と
言
え
よ
う
。
こ
れ

に
対
し
て
『
篲
木
之
巻 

聞
書 

右
』
は
、『
筆
結
の
物
語
』
の
礼
法
を
体
系
化
す

る
方
よ
う
な
内
容
に
発
展
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
雪
の
庭
乗
り
に

つ
い
て
「
初
雪
」「
中
の
雪
」「
三
重
の
雪
」
と
積
雪
の
段
階
を
三
分
す
る
点
は
、

単
に
「
雪
の
朝
」
と
一
括
し
て
示
す
前
者
の
叙
述
を
よ
り
細
分
化
し
て
い
る
と
言

え
よ
う
。
ま
た
、「
雪
」「
雨
」
の
字
形
を
崩
し
た
乗
り
方
と
い
う
抽
象
的
な
要
素
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に
言
及
す
る
点
は
、
馬
術
の
実
技
を
よ
り
象
徴
的
な
儀
礼
へ
と
昇
華
さ
せ
よ
う
と

す
る
意
図
が
読
み
取
れ
る
。

　
さ
ら
に
、『
篲
木
之
巻 

聞
書 

右
』
に
お
い
て
「
唯
一
返
乗
へ
シ
」
や
「
向
際

ヲ
遠
々
ト
乗
也
」と
い
っ
た
具
体
的
な
規
定
を
し
て
い
る
叙
述
は
、『
筆
結
の
物
語
』

14
、
に
見
え
る
「
縁
を
遠
の
る
べ
し
」
と
い
う
端
的
な
指
示
を
発
展
的
に
解
釈
し

た
も
の
と
言
え
よ
う
。『
篲
木
之
巻 

聞
書 

右
』
の
叙
述
は
『
筆
結
の
物
語
』
14
、

の
大
枠
を
踏
襲
し
つ
つ
、
精
緻
化
し
た
作
法
が
記
さ
れ
た
も
の
と
判
断
で
き
る
。

　
ま
た
、『
篲
木
之
巻 

聞
書 
右
』
と
対
に
さ
れ
る
『
篲
木
之
巻 

聞
書 

左
』
と

い
う
テ
キ
ス
ト
が
同
じ
シ
リ
ー
ズ
本
に
含
ま
れ
る
。
こ
の
『
篲
木
之
巻 

聞

書 

左
』
に
お
い
て
も
ま
た
、
雪
・
雨
が
降
る
庭
で
の
乗
馬
の
作
法
が
以
下
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

掛
ノ
モ
ナ
キ
所
ニ
テ
雪
ノ
朝
ノ
庭
乗
コ
ト
一
段
秘
事
ア
リ
。
假
ハ
三
度
乗
廻

ス
ニ
三
度
乗
タ
ル
跡
ノ
見
ル
ヤ
ウ
ニ
乗
へ
シ
。
又
雪
見
ナ
ト
ノ
庭
ニ
テ
馬
打

廻
セ
ト
ア
ラ
ハ
唯
一
度
ニ
テ
置
へ
シ
。
雪
ヲ
賞
翫
ノ
心
也
。
三
度
乗
廻
ス
ニ

跡
ノ
見
ル
ヤ
ウ
ニ
乗
ハ
雪
露
ヲ
残
ス
心
得
ナ
リ
。
其
外
種
々
心
得
多
キ
コ
ト

ナ
リ
。
亦
雪
ノ
朝
之
庭
四
本
掛
リ
ナ
ト
ヲ
乗
ト
モ
主
人
高
人
軒
近
ク
御
座
在

所
ニ
テ
ハ
御
垣
ナ
ト
へ
雪
ノ
ア
カ
ラ
サ
ル
ヤ
ウ
ニ
気
遣
在
テ
乗
へ
シ
。
掛
リ

ニ
テ
モ
雨
降
之
庭
忽
滑
時
ハ
向
ノ
掛
リ
ニ
テ
遠
ク
乗
へ
シ
。
□
泥
ナ
リ
。
御

垣
へ
ア
カ
リ
テ
貴
人
ナ
ト
へ
カ
ゝ
ル
コ
ト
ア
ル
ユ
ヘ
、
右
ノ
如
ク
乗
ト
知
ル

ヘ
シ
。

掛
リ
モ
ナ
キ
所
ニ
テ
雪
見
ナ
ト
ノ
折
節
、
雪
ノ
庭
ヲ
乗
コ
ト
ハ
別
テ
秘
コ
ト

ナ
リ
。
三
返
乗
廻
ス
ニ
其
乗
タ
ル
跡
ノ
見
ユ
ル
ヤ
ク
ニ
初
乗
タ
ル
跡
ヲ
同
シ

ヤ
ウ
ニ
乗
ヘ
シ
。
足
跡
遠
ヘ
ハ
見
苦
シ
キ
也
。
掛
ト
同
シ
心
ナ
レ
ト
モ
雪
ナ

ト
乗
チ
ラ
ン
御
座
近
ク
雪
露
ト
ハ
シ
タ
ラ
ン
コ
ト
以
ノ
外
ノ
事
ナ
リ
。
軒

遠
々
ト
乗
心
得
ア
ル
ヘ
シ
。
惣
ン
テ
雪
ノ
庭
ニ
テ
馬
廻
ン
妻
戸
ノ
内
ナ
ト
ヘ

牽
入
ル
ト
モ
心
ナ
ク
。
雪
踏
ナ
ラ
サ
ム
心
得
ア
ル
ヘ
シ
。
雪
賞
翫
ナ
レ
ハ
掛

リ
ノ
花
ト
同
意
ト
知
ヘ
シ
。

�

（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
『
篲
木
之
巻 

聞
書 

左
』）

　
こ
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
掛
の
な
い
庭
に
お
け
る
雪
の
朝
の
庭
乗
り
は
「
一
段
の

秘
事
」
と
さ
れ
る
。
仮
に
三
度
乗
り
回
す
場
合
に
は
、
三
度
の
蹄
の
跡
が
鑑
賞
可

能
と
な
る
よ
う
、
初
回
と
同
一
の
道
筋
を
踏
む
べ
き
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、

蹄
の
跡
が
散
乱
す
る
こ
と
は
見
苦
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
雪
見
の
庭
で
は

雪
を
賞
翫
す
る
心
を
重
ん
じ
、
三
度
の
蹄
の
跡
を
鑑
賞
す
る
こ
と
は
雪
や
露
を
残

す
心
得
に
基
づ
く
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
雪
の
朝
の
庭
で
四
本
の
掛
が
あ
る
場
合
で
も
、
主
人
や
身
分
の
高
い

人
物
が
軒
近
く
の
御
座
所
に
い
る
際
に
は
、
御
垣
な
ど
に
雪
が
跳
ね
上
が
ら
な
い

よ
う
に
配
慮
し
て
乗
る
べ
き
と
さ
れ
る
。
同
様
に
、
掛
の
あ
る
庭
に
お
い
て
も
、

雨
に
よ
り
庭
が
滑
り
や
す
い
場
合
に
は
、
向
か
い
側
の
掛
で
遠
ま
き
に
乗
る
べ
き

で
あ
り
、
こ
れ
は
御
垣
に
跳
ね
上
が
っ
た
泥
が
貴
人
に
及
ぶ
こ
と
を
避
け
る
た
め

の
作
法
と
さ
れ
る
。

　
ま
た
、
掛
の
な
い
場
所
で
雪
見
を
し
な
が
ら
乗
馬
す
る
秘
事
に
関
し
て
は
、
三

度
庭
を
巡
る
場
合
、
最
初
の
蹄
の
跡
と
同
じ
経
路
を
踏
ん
で
乗
る
こ
と
が
定
め
ら

れ
、
貴
人
の
近
く
に
雪
や
露
を
飛
ば
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

軒
先
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
乗
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
総
じ
て
、
雪

の
庭
で
馬
を
廻
し
、
妻
戸
（
庭
に
面
し
た
戸
）
の
内
側
に
ま
で
引
き
入
れ
る
場
合

で
あ
っ
て
も
、
雪
を
踏
み
荒
ら
さ
ぬ
よ
う
心
掛
け
る
べ
き
で
あ
り
、
雪
の
鑑
賞
は
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掛
に
咲
く
花
を
愛
で
る
の
と
同
意
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
篲
木
之
巻 

聞
書 

左
』
に
お
い
て
は
、
雪
・
雨
の
庭
乗
り
が
「
秘

事
」
と
し
て
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
作
法
が
一
層
細
分
化
さ
れ
た
か
た
ち

で
記
述
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
雪
の
庭
に
お
い
て
は
蹄
の
跡
を
景
物
と
し
て
整

然
と
残
す
こ
と
、
ま
た
雨
天
に
際
し
て
は
距
離
を
と
っ
て
乗
り
、
泥
を
跳
ね
か
け

な
い
よ
う
配
慮
す
る
な
ど
と
い
っ
た
礼
法
の
基
本
的
骨
子
に
関
し
て
は
、『
篲
木

之
巻 

聞
書 

右
』
と
共
通
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、『
篲
木
之
巻
』
お
よ
び
『
篲
木
之
巻 

聞
書 

右
』『
篲
木
之

巻 

聞
書 

左
』
と
い
う
大
坪
本
流
の
馬
術
書
に
見
え
る
雪
・
雨
の
庭
乗
り
の
記
述

は
、
大
坪
流
の
『
雲
霞
集
』（
及
び
『
大
坪
流
場
乗
巻
』）
の
礼
法
を
よ
り
細
分
化

し
て
増
補
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
同
じ
礼
法
体
系
の
中
で
展
開
し

た
言
説
と
判
断
さ
れ
よ
う
。

　
翻
っ
て
、『
筆
結
の
物
語
』
14
、
も
ま
た
、
雪
や
雨
と
い
っ
た
気
象
条
件
を
庭

乗
り
に
お
け
る
鑑
賞
お
よ
び
作
法
の
契
機
と
し
て
積
極
的
に
取
り
込
ん
で
い
る
点

で
、
大
坪
流
・
大
坪
本
流
の
馬
術
書
に
示
さ
れ
る
礼
法
的
思
想
と
軌
を
一
に
す
る
。

す
な
わ
ち
、
雪
の
場
合
に
は
蹄
の
跡
そ
の
も
の
を
鑑
賞
の
対
象
と
し
、
雨
の
場
合

に
は
「
縁
を
遠
ざ
か
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
礼
節
の
保
持
を
図
る
姿
勢
に
お
い
て
、

両
者
は
符
合
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、『
筆
結
の
物
語
』
に
見
え

る
雪
・
雨
の
庭
乗
り
に
関
す
る
言
説
と
、
大
坪
流
お
よ
び
大
坪
本
流
の
伝
書
群
に

展
開
す
る
当
該
の
叙
述
と
は
、
直
接
的
な
相
関
関
係
を
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
も
の
の
、
一
定
の
思
想
的
脈
絡
を
共
有
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　
最
後
に
、『
筆
結
の
物
語
』
の
15
、
に
見
え
る
言
説
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
当

該
の
記
述
に
よ
る
と
、
馬
に
乗
る
心
得
と
し
て
、
春
は
桜
、
夏
は
柳
、
秋
は
楓
、

冬
は
松
を
避
け
て
馬
を
乗
る
べ
き
と
さ
れ
る
。
こ
の
桜
・
柳
・
楓
・
松
は
庭
の
掛

か
り
を
指
し
、
同
様
の
礼
法
を
示
す
言
説
が
、
大
坪
流
の
馬
術
書
群
に
散
見
す
る
。

ま
ず
は
、『
雲
霞
集
』
に
見
え
る
該
当
の
叙
述
を
以
下
に
挙
げ
る
。

一�

　
四
本
掛
に
て
四
季
の
乗
様
如
此
。
春
ハ
桜
を
の
そ
き
、
夏
ハ
柳
を
の
そ

き
、
秋
ハ
楓
を
の
そ
き
、
冬
ハ
松
を
の
そ
き
可
乗
。
其
季
に
よ
り
、
木
を

賞
翫
す
る
儀
也
。
と
な
た
向
の
庭
に
て
も
あ
れ
、
又
、
掛
の
植
様
い
か
や

う
に
も
植
よ
。
四
季
に
賞
翫
の
木
を
除
て
可
乗
。
但
、
乗
様
多
き
間
、
春

桜
を
こ
め
て
乗
事
も
有
。
一
篇
に
不
可
有
。
口
傳
有
。

（
中
略
）

一�

　
此
四
ハ
、
何
も
木
三
本
を
如
此
、
一
返
乗
也
。
春
ハ
花
、
夏
ハ
柳
、
秋

ハ
楓
、
冬
ハ
松
を
の
そ
き
て
是
を
乗
也
。
二
返
も
三
返
も
時
宜
に
よ
り
て
、

可
乗
馬
数
多
、
乗
時
ハ
一
返
可
乗
。
猶
、
乗
と
所
よ
り
の
時
ハ
又
二
返
も

三
返
も
乗
へ
し
。

（
石
井
弁
三
氏
所
蔵
正
徳
五
年
写
本
『
大
坪
流
馬
術
書
（
仮
称
）』
十
巻
『
大

坪
流
雲
霞
集
』
巻
上
）

　
こ
の
記
述
は
、
四
本
掛
を
備
え
た
庭
に
お
け
る
四
季
の
乗
り
方
を
説
い
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
春
に
は
桜
を
避
け
、
夏
に
は
柳
を
避
け
、
秋
に
は
楓
を
避
け
、
冬
に

は
松
を
避
け
て
乗
る
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
季
節
ご
と
に
相
応
の
木

を
鑑
賞
す
る
た
め
の
作
法
と
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
向
か
い
の
庭
で

あ
っ
て
も
同
様
で
あ
り
、
掛
に
植
え
ら
れ
た
樹
木
の
様
子
に
応
じ
て
適
宜
植
え
合

わ
せ
る
べ
き
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
四
季
の
鑑
賞
用
の
木
を
避
け
て
乗
る
こ
と
が

本
義
で
あ
る
が
、
乗
り
方
に
は
多
様
な
あ
り
方
が
あ
り
、
春
に
桜
を
含
め
て
乗
る

場
合
も
あ
る
と
い
う
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
口
伝
が
あ
る
と
い
う
。
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ま
た
、
そ
の
他
の
庭
乗
り
に
関
し
て
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
三
本
の
木
を
用
い
、

そ
れ
に
従
っ
て
一
度
だ
け
回
る
の
が
作
法
で
あ
る
と
い
う
。
春
に
は
花
、
夏
に
は

柳
、
秋
に
は
楓
、
冬
に
は
松
を
避
け
て
回
る
こ
と
が
基
本
で
あ
る
。
た
だ
し
、
二

度
三
度
と
回
る
こ
と
も
、
時
宜
に
応
じ
て
許
容
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
、
馬
の
数
が

多
い
場
合
や
、
特
定
の
時
節
に
あ
た
る
場
合
に
は
、
一
度
に
限
ら
ず
二
度
三
度
と

回
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、『
雲
霞
集
』
に
お
け
る
四
季
の
掛
に
関
わ
る
庭
乗
り
の
言
説
は
、

『
筆
結
の
物
語
』
に
見
え
る
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
雲
霞
集
』
で
は
、

そ
の
作
法
が
よ
り
詳
細
に
記
述
さ
れ
、
具
体
的
な
所
作
が
増
補
さ
れ
て
い
る
点
に

特
徴
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
同
じ
く
『
大
坪
流
場
乗
巻
』
に
も
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

一�

　
掛
に
て
四
季
の
乗
御
之
事
。
春
ハ
桜
を
除
、
夏
ハ
柳
を
除
、
秋
ハ
楓
を

除
、
冬
ハ
松
を
除
、
可
乗
。
長
季
に
依
て
木
を
賞
翫
す
る
儀
也
。
と
な
た（

マ

のマ
）

向
の
庭
に
て
も
又
掛
の
植
様
い
か
に
も
植
よ
。
四
季
に
賞
翫
の
木
を
除

て
可
乗
。
但
乗
様
多
き
間
一
篇
に
不
可
有
絵
圖
に
有
也
。

（
石
井
弁
三
氏
所
蔵
正
徳
五
年
写
本
『
大
坪
流
馬
術
書
（
仮
称
）』
七
巻
『
大

坪
流
場
乗
巻
』）

　
こ
の
記
述
は
、
掛
に
お
け
る
四
季
の
乗
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

春
は
桜
を
避
け
、
夏
は
柳
を
避
け
、
秋
は
楓
を
避
け
、
冬
は
松
を
避
け
て
乗
る
べ

き
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
は
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
木
を
鑑
賞
す
る
た
め
の
作
法

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
向
か
い
の
庭
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
掛
に
植
え
ら

れ
た
樹
木
の
様
子
に
従
っ
て
適
切
に
植
え
合
わ
せ
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
。
四

季
の
鑑
賞
木
を
避
け
て
乗
る
こ
と
が
本
義
で
あ
る
が
、
乗
り
方
に
は
多
様
な
あ
り

方
が
存
在
す
る
た
め
、
一
概
に
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
詳
細
は
絵
図
に

示
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
点
は
、『
雲
霞
集
』
か
ら
の
抜
粋
と
さ
れ
る
叙
述
に
ふ

さ
わ
し
く
、
同
書
の
内
容
と
類
似
し
て
お
り
、
ひ
い
て
は
『
筆
結
の
物
語
』
15
、

に
見
ら
れ
る
言
説
と
も
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、『
筆
結
の
物
語
』
14
、
お
よ
び
15
、
に
お
け
る
言
説
は
、

大
坪
流
の
系
譜
に
連
な
る
馬
術
書
の
礼
法
体
系
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
筆
結
の
物
語
』
に
見
え
る
馬
術
関
連
の
言
説
は
、
中
世

に
お
け
る
武
家
流
の
故
実
書
に
と
ど
ま
ら
ず
、
馬
術
書
と
も
交
錯
す
る
位
相
を
有

し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。

お
わ
り
に

　
以
上
に
お
い
て
、『
筆
結
の
物
語
』
に
お
け
る
馬
術
関
連
の
言
説
を
、
室
町
時

代
の
故
実
書
お
よ
び
大
坪
流
・
大
坪
本
流
の
馬
術
書
と
比
較
検
討
し
、
そ
の
生
成

位
相
と
受
容
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
ま
ず
、『
筆
結
の
物
語
』
に
見
え
る
行
縢
・
ゆ
が
け
・
沓
・
敷
皮
の
取
り
扱
い

な
ら
び
に
馬
を
披
露
す
る
作
法
を
、
同
時
代
の
武
家
礼
法
の
三
大
流
派
（
小
笠
原

家
・
今
川
家
・
伊
勢
家
）
お
よ
び
そ
の
他
の
故
実
書
類
に
見
え
る
類
似
表
現
と
比

較
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、『
筆
結
の
物
語
』
の
諸
言
説
は
、
当
時
の
武
家
の
故

実
書
群
に
散
見
す
る
普
遍
的
な
規
範
と
整
合
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
次
に
、『
筆
結
の
物
語
』
に
見
え
る
雪
・
雨
時
の
庭
乗
り
お
よ
び
四
季
の
掛
に

関
す
る
叙
述
を
、
大
坪
流
の
馬
術
書
（『
大
坪
流
雲
霞
集
』『
大
坪
流
場
乗
巻
』）

な
ら
び
に
大
坪
本
流
の
馬
術
書
（『
篲
木
之
巻 

右
』『
篲
木
之
巻 

聞
書 

右
』『
篲

木
之
巻 

聞
書 
左
』）
に
お
け
る
類
似
表
現
と
比
較
し
た
。
そ
の
結
果
、『
筆
結
の
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物
語
』
の
言
説
は
、
大
坪
流
の
礼
法
体
系
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

た
。

　
以
上
の
成
果
を
総
合
す
る
と
、『
筆
結
の
物
語
』
に
お
け
る
馬
術
関
連
の
言
説
は
、

中
世
の
普
遍
的
な
故
実
（
武
家
の
一
般
的
な
礼
法
）
と
専
門
的
な
馬
術
書
（
大
坪

流
お
よ
び
そ
の
系
譜
を
引
く
大
坪
本
流
）
と
が
交
錯
す
る
位
相
に
お
い
て
形
象
さ

れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
世
の
馬
術
文
化
の
う
ち
、
文
芸
的
営

為
に
関
す
る
事
象
に
は
、
こ
う
い
っ
た
種
類
の
書
物
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て

い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

　
な
お
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
『
筆
結
の
物
語
』
に
見
え

る
庭
乗
り
の
作
法
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
大
坪
流
以
外
の
諸
流
派
に
伝
わ
る
馬
術

書
に
も
視
野
を
広
げ
、
総
合
的
な
再
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
の

基
礎
作
業
と
し
て
、
室
町
時
代
に
流
布
し
た
各
馬
術
流
派
の
体
系
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
も
課
題
と
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
機
会
に
改
め
て

論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

【
注
】

（
１�

）『
馬
の
文
化
叢
書
』
第
一
巻
「
古
代
―
埋
も
れ
た
馬
文
化
」（
江
上
波
夫
・

木
下
順
二
・
児
玉
幸
多
監
修
、
森
浩
一
編
集
、
財
団
法
人
馬
事
文
化
財
団
、

一
九
九
三
年
）、『
馬
の
文
化
叢
書
』
第
二
巻
「
古
代
―
馬
と
日
本
史
１
」（
江

上
波
夫
・
木
下
順
二
・
児
玉
幸
多
監
修
、
高
橋
富
雄
編
集
、
財
団
法
人
馬
事

文
化
財
団
、
一
九
九
五
年
）、『
馬
の
文
化
叢
書
』
第
三
巻
「
中
世
―
馬
と
日

本
史
２
」（
江
上
波
夫
・
木
下
順
二
・
児
玉
幸
多
監
修
、
網
野
善
彦
編
集
、

財
団
法
人
馬
事
文
化
財
団
、
一
九
九
五
年
）、『
馬
の
文
化
叢
書
』
第
四
巻
「
近

世
―
馬
と
日
本
史
３
」（
江
上
波
夫
・
木
下
順
二
・
児
玉
幸
多
監
修
、
林
英

夫
編
集
、
財
団
法
人
馬
事
文
化
財
団
、
一
九
九
三
年
）、『
馬
の
文
化
叢
書
』

第
五
巻
「
近
代
―
馬
と
日
本
史
４
」（
江
上
波
夫
・
木
下
順
二
・
児
玉
幸
多

監
修
、
神
崎
宣
武
編
集
、
財
団
法
人
馬
事
文
化
財
団
、
一
九
九
四
年
）、
尾

崎
孝
宏
「
日
本
在
来
馬
の
歴
史
的
変
遷
と
現
状
」（「
鹿
大
史
学
」
59
、
二
〇

一
二
年
）。

（
２�

）
三
浦
億
人
「
異
類
幻
想
―
『
筆
結
物
語
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
お
伽
草
子

百
花
繚
乱
』
所
収
、
徳
田
和
夫
氏
編
、
二
〇
〇
八
年
）、
沢
井
耐
三
『
室
町

物
語
と
古
俳
諧
―
室
町
の
「
知
」
の
行
方
―
』
第
二
章
「『
筆
結
の
物
語
』

―
室
町
武
人
の
知
識
と
ユ
ー
モ
ア
ー
」（
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
参
照
。

（
３�

）
小
助
川
元
太
「
乱
世
に
お
け
る
百
科
事
典
と
文
学
」（『
い
く
さ
と
物
語
の

中
世
』
所
収
、
日
下
力
監
修
、
鈴
木
彰
・
三
澤
裕
子
編
集
、
汲
古
書
院
、
二

〇
一
五
年
）。

（
４�

）
伊
藤
慎
吾
氏
「『
玉
藻
の
草
紙
』
と
犬
追
物
起
源
譚
」（「
日
本
文
學
論
究
」

第
79
冊
、
二
〇
二
〇
年
）、
後
に
『
文
芸
の
な
か
の
怪
異
・
妖
怪
』（
小
松
和

彦
監
修
、
伊
藤
慎
吾
編
、
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
二
五
年
）
所
収
。

（
５�

）
注
（
３
）
に
同
じ
。

（
６�

）
沢
井
耐
三
『
室
町
物
語
と
古
俳
諧
―
室
町
の
「
知
」
の
行
方
―
』「
翻
刻
」。

（
７�

）
本
稿
に
お
い
て
参
照
し
た
故
実
書
群
は
次
の
通
り
。
論
中
に
引
用
し
た
本

文
も
こ
れ
ら
を
出
典
と
す
る
。

・�『
奉
公
覚
悟
之
事
』（
群
書
類
従
第
二
十
二
輯
所
収
）

・�『
今
川
大
双
紙
』（
群
書
類
従
第
二
十
二
輯
所
収
）

・�『
宗
五
大
双
紙
』（
群
書
類
従
第
二
十
二
輯
所
収
）
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・�『
射
礼
私
記
』（
群
書
類
従
第
二
十
三
輯
所
収
）

・�『
就
弓
馬
儀
大
概
聞
書
』（
群
書
類
従
第
二
十
三
輯
所
収
）

・�『
家
中
竹
馬
記
』（
群
書
類
従
第
二
十
三
輯
所
収
）

・�『
隨
兵
之
次
第
事
』（
群
書
類
従
第
二
十
三
輯
所
収
）

・�『
斎
藤
流
手
綱
之
秘
書
』（
続
群
書
類
従
第
二
十
四
輯
上
所
収
）

・�『
小
笠
原
流
手
綱
之
秘
書
』（
続
群
書
類
従
第
二
十
四
輯
上
所
収
）

・�『
三
議
一
統
大
双
紙
　
又
號
當
家
弓
法
集
』（
続
群
書
類
従
第
二
十
四
輯
上
収
）

・�『
了
俊
大
草
紙
』（
続
群
書
類
従
第
二
十
四
輯
上
収
）

・�『
小
笠
原
入
道
宗
賢
記
』（
続
群
書
類
従
第
二
十
四
輯
上
収
）

・�『
伊
勢
兵
庫
守
貞
宗
記
』（
続
群
書
類
従
第
二
十
四
輯
上
収
）

（
８�

）
山
根
一
郎
「
小
笠
原
流
礼
書
に
よ
る
作
法
体
分
析
―
『
三
議
一
統
』
系
の

テ
キ
ス
ト
か
ら
―
」（「
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
」
第
48
号
（
人
文
科
学

編
）、
二
〇
一
七
年
）。

（
９�

）『
日
本
馬
術
史
第
二
巻
』
第
六
篇
「
馬
術
流
派
」
第
一
章
「
古
流
系
傳
」（
社

団
法
人
日
本
乗
馬
協
會
編
、
財
団
法
人
大
日
本
騎
道
會
、
一
九
四
〇
年
）
な

ど
。

（
10�

）『
大
坪
流
馬
術
書
上
』（
小
泉
吉
永
編
、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）、『
大

坪
流
馬
術
書
下
』（
小
泉
吉
永
編
、
岩
田
書
院
、
二
〇
〇
八
年
）
所
収
。

（
11�

）『
大
坪
流
馬
術
書
下
』「
解
説
」。

（
12�

）
注
（
10
）
に
同
じ
。

【
付
記
】

　
本
研
究
は
、JSPS

科
研
費22K

00323

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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【論文】

スウェーデンボルグの 
キリスト教神秘主義思想

Swedenborg’s Christian Mysticism

髙梨　良夫（TAKANASHI Yoshio）

はじめに
　本稿は、ヨーロッパのキリスト教神秘主義思想のエマソン（Ralph Waldo Emerson, 

1803-82）の超越主義思想（Transcendentalism）の形成に対する影響に関する考察を目

的とする研究課題の一環として位置づけられる。スウェーデンボルグ（Emanuel 

Swedenborg, 1688-1772）は生涯の大半を、天文学、機械工学を学び、鉱山技師として活

躍し、さらに原子論、宇宙論、解剖学、生理学等を研究した当時の最先端の科学者であり

続けた。しかし後年になって幻視体験を契機として霊界探訪者、神秘主義神学者に転身し

ていったという特異な人生経歴を有する。本稿の論述の対象は、スウェーデンボルグの科

学及び宗教思想の全容ではなく、スウェーデンボルグのエマソンの思想形成に対する影響

に関する考察と密接に関連しているため、キリスト教神秘主義思想・神学の根幹部分の究

明に限定する。さらにエマソンが影響を受けた霊的世界と自然世界との照応、神の本質、

贖い、善悪の発生、自由意志と再生、みことばなどのスウェーデンボルグの根幹的思想の

究明、また欧米の主なスウェーデンボルグ主義者達のエマソンへの影響、そしてスウェー

デンボルグの思想とエマソンの思想との類似点、相違点の明確化を目的とする。

〈キーワード〉�スウェーデンボルグ、エマソン、キリスト教神秘主義思想、照応、神、魂、
自然

Ⅰ．スウェーデンボルグのキリスト教神秘主義思想

⑴　霊的世界と自然的世界の「照応」
　スウェーデンボルグは『霊魂と身体の交流』において、霊界と自然世界の二つの世界が
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あり、両世界は以下のように区別されていると説明している。すなわち霊や天使は霊界に、

人間は自然世界に住んでいる。そして霊界にも自然世界にも太陽が実在し、霊的太陽は純

粋愛、神エホバであり、霊的太陽の発する熱は愛、発する光は英知である。愛は「いのち」

の存在、英知は「いのち」の実在そのものであり、エホバは愛と英知を万物に「流入」（influx）

することによって宇宙を創造した。人間の精神は霊の太陽からの、人間の肉体は自然の太

陽からの流入を受け、熱は人間の意志のなかに愛の善を、光は理性のなかに入り英知の真

理を生む。1

　スウェーデンボルグはさらに『天界と地獄』において、古代人は天使を通じて霊的世界

と交流することが出来、「照応」（correspondence）2 の知識、理知と英知を得ていたが、

自己愛と世間愛によりこの世の外部感覚になじんでしまった現在の人間は、霊界に目を向

けることはなくなってしまっている。しかし照応に対する理解なしには、霊界が自然界に

及ぼす「流入」による霊界と自然界の関係、人間の霊魂について理解することが出来ない

と述べる。そして自然界は霊界と照応、すなわち自然界は霊界から存在を受けているとい

う関係にあるために、存在し続けることが出来るとしている。すなわち霊界は自然界の根

源、生命、いのちとして内部から維持し、自然界は霊界の表層、複製である。このように

霊界と自然界とは連続的につながっているのではなく、照応とは「不連続な階層」3 の関

係として次元を異にする事物の間の因果的な関係でつながっていながら、有機体のように

一つの全体を構成している。さらに人間においては霊的世界と自然的世界の結合の仲介者

として霊的世界と自然的世界が共存し、理性と意志に関係する精神の部分は内部人間とし

て霊的世界と、感覚作用と動作に関係する肉体の部分は外部人間として自然的世界と照応

している。全天界は「巨大なる神的人間」という一人の人間のイメージを持ち、天界は天

的王国と霊的王国に分けられるが、天的王国は人体の心臓、霊的王国は肺臓と照応してい

る。また人間の内部の霊的世界は善への情愛を通じて管理する意志と真理への情愛を通じ

て管理する理性に区分され、それぞれ人体の心臓と肺臓に照応している。また人間界のみ

ならずこの世にある地上の万物、すなわち動物は生命、植物界は増殖、鉱物界、さらには

太陽、月、星、あらゆる自然現象においてもそれぞれ天界との間に照応の関係がある。

⑵　「神人」としての神
　スウェーデンボルグは『神の愛と知恵』において、聖書「創世記」の「神は御自分にか

1 　長島達也訳『霊魂と肉体との交流』（アルカナ出版、1994年）、1-20頁。スウェーデンボルグの著作の原典
はラテン語で書かれている。

2 　「対応」ともされ、スウェーデンボルグ思想の最も重要な概念の一つ。比喩や象徴というよりも存在論的な
概念。

3 　「階層」（grade）は「度」（degree）とも表現され、スウェーデンボルグ思想のキーワードの一つ。長島達
也訳『天界と地獄』（アルカナ出版、2002年）、第11-13章、81-95、103-15節；高橋和夫『スウェーデンボルグ
の「天界と地獄」』（PHP、2008年）、182-89頁。また「流入」、「階層」、「照応」などはスウェーデンボルグが
新プラトン主義の教義の影響を受けていることを示している。
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たどって人を創造された」にしたがい、神の本質を人間そのもの、「神人」と記している。

さらに神は愛と知恵以外の何物でもないと述べる。そして神の愛と知恵の本質、神を愛す

るための「像」、「器」、「受容体」としての人間は、神の愛と知恵の「流入」を、愛を意志、

知恵を理性という二つの生命力として受け容れる。愛は善、正義、情愛、知恵は真理、公

正、思考として現れるが、愛と知恵の二つは区別されながらも、関係は相補的で、「いのち」

として一つである。4 さらにスウェーデンボルグは『真のキリスト教』において、三一の

神について記している。彼はニケア信条とアタナシウス会議でカトリック教会に導入され

た三位一体説に反対し、父、子、聖霊の三つの「位格」を想定する三位一体説は使徒の教

会にはなく、実体は三つの人格であり、これによりキリスト教会がゆがめられてしまって

いると主張する。神はイエス・キリストという一つの人格のなかに完全に現れていて、父・

子・聖霊は神の異なる側面であり、一つの実体であることを強調する。5

　スウェーデンボルグは、自然万物もまた人間と同様に、愛と知恵の源泉としての神によっ

て造られ、神の愛と知恵の「受皿」であるため、自然の中に存在する個々の事物全体が人

間の個々全体と「照応」の関係にあり、人間は一個の「宇宙」と述べる。すなわち人間の

情愛は動物界、人間の理性は植物界、人間の末端的な生命は鉱物界と照応しているとする。

このように自然万物は神によって造られ、神の充満、発出といっても、神との結合は延長

的ではなく隣接的で、神に似た類比的存在、鏡で見た神の像に過ぎない。また人間と全自

然物は神の愛と知恵の受皿として共通しているが、それぞれの「いのち」においては受皿

としての「段階」がありながら、同時に動物界は肢節、感覚器官、内臓、欲望、情愛、知

識、植物界は種による繁殖、形相を作り出す発芽・自己発展の推進力、鉱物界は成長の推

進力の内在という点でそれぞれ人間と関係している。このように自然界全体にはいのちか

ら発する「役立ち」（use）の形相、目的、原理が隠されていて、末端的なものから役立

ちが段階的に展開、上昇し、その最高部に位置する人間のみを通じて神にまで至る。人間

は自然界の三つの段階のいのちを受けることが出来、さらに神のいのちの力により自然界

を超えた霊的、天的な段階を経て、創造主である神にまで高く登ることが出来る。6

⑶　贖い
　スウェーデンボルグは、正統的キリスト教会の父・子・聖霊という三位一体説に反対し、

神の三一性を主張することによって、聖母マリアが聖霊により身籠り、父なる神の子イエ

スを産んだという教義に異義を唱える。そして神エホバは自らが人間を 贖
あがな

うために、自

らの神聖な秩序に基づき神の真理であり善である「みことば」を通してこの世に下り、乙

女マリアを通じて自ら「受肉」することにより人間性を身に帯びた贖い主となったと主張

4 　スヴェーデンボルイ原典翻訳委員会『神の愛と知恵』（アルカナ出版、1991年）、1-38節。
5 　スヴェーデンボルイ原典翻訳委員会『真のキリスト教』上巻（アルカナ出版、1988年）、第３章：聖霊と神

の御働き、164-84節。
6 　同上書、第１章：創造の神について、52-68節。
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する。伝統的なキリスト教の教義では、イエス・キリストは神であると同時に人でもあり、

十字架上の苦難と死によって復活し人類の罪を贖ったとされる。しかしスウェーデンボル

グはこのイエス・キリストによる代理 贖
しょく

罪
ざい

（redemption）という教理に反対する。そし

て贖い主である神は十字架の死によって人類の罪の身代わりになったのではなく、神の愛

による贖いの行為により、苦難と試練を克服することによって勝利を収め、自らを義とし、

人類を悪と罪から救済したと主張する。スウェーデンボルグは、神を一人格の「神人」と

し、肉体をまとった贖い主神の人間性が変容することにより完全に神性そのものと合体し、

霊的秩序が回復される過程を「栄化」（glorification）と呼んでいる。これにより完全に

神そのものとなることによって、人類に救済の道を示したとしている。7

⑷　人間の三段階と善悪の発生
　スウェーデンボルグは、人間には自然的人間と霊的人間、すなわち外部人間と内部人間

が存在し、人間の精神には、自然的、霊的、天的の三段階があり、順次上位の段階が開か

れてゆくと述べ、自然的人間について詳しく説明する。そして真理と偽り、善と悪を理解

する能力としての「合理性」、および自由に考え、意図し、実行する能力としての「自由」

選択力という神から与えられた人間固有の能力の乱用から悪が発生すると主張する。真理

と偽り、善悪は真っ向から相互に対立しているが故に、霊的精神が開かれていない自然的

人間は、真理と偽り、善悪を理解することがないのみならず、真理と善に反抗するが故に

偽りと悪のなかにあり、自らの意志によって善を意図し実行することはない。自然的人間

には、神の掟を知らない、神の掟を知りながら、それに基づいた生活をしない、神の掟、

真理を認識する能力を軽んじ、否定し、さらに悪用するという三つのグループがあり、そ

れぞれ自然的状態に留まる。自然的人間で霊的段階が開かれている場合、自らに内在する

霊的人間をもとにして、思考し、行動するが、霊的人間が内在し、霊的段階に進んでいて

もそれを感知することがない。また霊的段階が開かれても閉じられてもいない自然的人間

にとっては、愛と知恵の結合が必要で、真理を認識せずに愛だけでは霊的段階が開かれる

ことはなく、霊的世界が開かれる可能性がある状態に留まっているに過ぎない。霊的精神

が開かれることのない最低の自然的、感覚的人間は、自らが欲する偽りと悪を心に固め、

自らを愛しながら、悪が根をおろしている自然的世界としてのこの世、すなわち地獄的世

界のなかに留まって生き続ける。このような人間の「いのち」は悪のなかに浸っていて、

主の愛に反し悪の根源となる自己愛、世間愛、外的感覚の支配力にしたがって生きている

ために、霊的段階の扉はこの種の人達に対しては全く閉じられていて、霊界からの光を受

けても怪物のように見え、人間には見えない。一方人間とは異なる種類の秩序、すなわち

自然の段階のなかに生まれ、分析的に考える能力を付与されていない動物は、神から賦与

7 　『真のキリスト教』、第２章：贖い主について、81-137節；高橋和夫『スウェーデンボルグの思想―科学か
ら神秘世界へ』（講談社現代新書、1995年）、164-75頁。
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された自然的愛に対応した知識から行動しているに過ぎず、知識を乱用することはない。

このように神は完全な善であり、悪は神から生ずるのではなく、人間の自由意志の乱用に

よって生ずると主張している。8

　スウェーデンボルグは『天界と地獄』において、人間は天界と地獄の中間に位置し、善

霊を通じて天界、悪霊を通じて地獄とつながっているため、人間は死後天界と地獄の中間

の場所としての精霊界に赴き、しばらく滞在した後、天界と地獄に向かう霊魂に分かれる

と説く。人間の霊魂は精霊界に入ると心の表面が剝げ落ち、それぞれの心の深層の愛に応

じて自らの内面の本性が顕わになってゆく。愛の領域は広く根源的で、意欲、意志、情愛、

感情、情動の総体であり、神への愛、広く社会、人類に向けられる隣人愛、富、地位、名

誉などに執着する世俗愛、自己中心主義としての自己愛に大別される。そしてそれぞれの

霊魂は自らの意志によって、自らにとって最も居心地の良い場所、すなわち神への愛、人

類愛によって喜びを分かち合う善人は天界へ、自己愛と世俗愛によって霊的に転倒した生

命となった悪人は地獄へと向かうと説いている。神が罰として悪人を地獄に投げ込み、悪

魔に苦しめられるのではなく、悪人は自ら進んで地獄に赴き、地獄で互いに争い、悪を働

き合うのである。9

⑸　自由意志、自己改革と再生
　スウェーデンボルグは、全ての人間は神によって贖われている以上、魂を霊的に浄化・

発展させ、霊的に生まれ変わることによって「栄化」の道を辿り、神のもとへ導かれる可

能性が開かれていると説いている。しかしながら人間は「いのち」そのものである神とは

異なり、神からの「いのち」を受容する「器」として自由意志を付与された存在であるた

め、悪を犯す可能性もあるとしている。これは天界と地獄の中間に位置するこの世に生き

る人間が、霊的なことがらにおいて愛と信仰の働きの主体となり、神と結ばれるために、

自由選択の力と霊的な責任が与えられているからであり、この自由のうちに人間の意志と

理性があると主張する。

　スウェーデンボルグは、人間はあらゆる種類の悪を引き継いで生まれている粗野で未熟

な自然的な「外なる人間」であるため、霊的な「内なる人間」への再生はまず自らの心を

吟味し、神の前で罪を告白し、許しを請う「悔い改め」から始まり、隣人の役に立つ善の

実践である仁愛の行いと信仰によって実現してゆくことが必須であると説く。スウェーデ

ンボルグにとっての人間の自己改革と再生とは、イエス・キリストによる罪の贖いに依存

することなく、霊的な事柄に関する自由な意志を行使することを通じて、自らの責任で罪

を取り除き、内面的に進化、新生して新たな人間の心の本質的な構成要素である意志と理

8 　『神の愛と知恵』、第３部：248-73節。
9 　『天界と地獄』、第44章：421-31、第51章：491-98、第59-61章：570-87節。
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性を獲得してゆくことである。10

⑹　みことば
　スウェーデンボルグは『真のキリスト教』において、「みことば」すなわち神のことば、

聖言について記しており、みことばとは単なる地上の言葉ではなく、神から直接与えられ

る啓示、神の真理そのものであり、神聖な霊的意味を持つと説いている。神からはみこと

ばの本質である愛と知恵が発せられ、人間を神に結びつけ天界を開くために善と真理で満

たす、すなわち「いのち」が与えられる。みことばの文字上の意味は、霊的・天的意味の

基盤ではあるが、みことばを表面的な文字通りの意味のみで判断すると、肉体のなかに霊

魂が隠れているように、自然的意味に内在しながら文字を活性化する神聖な霊的意味を理

解することが出来ない。聖書のことばであるみことばは天界と自然界との間の「照応」に

よって書かれていて、神の愛から発せられる善としての天的神性、神の知恵から発せられ

る真理としての霊的神性、その複合としての自然的神性から成っている。みことばは人間

の魂を変容させる霊的な力を持つため、人間はみことばを正しく理解する神との霊的交流

のプロセスを通じて魂が浄化され、神と結ばれてより直接的な関係を築いてゆくことが出

来る。スウェーデンボルグはみことばと聖書とを区別している。旧約聖書は一部を除いて

みことばによって書かれており、特に「創世記」の第11章までは特別な宗教文書であるが、

新約聖書については、四福音書と「黙示録」以外はみことばによって書かれてはいないと

している。11

Ⅱ．エマソンのスウェーデンボルグ思想の受容
　ボストンには1818年８月にスウェーデンボルグ教会（The New Church）が設立され、

1827年９月からはThe New Jerusalem Magazineを発行し、スウェーデンボルグの思想の

普及に努め、当時のニューイングランドの超越主義者達にも多大な影響を及ぼしていた。

エマソンは1835年１月には、ボストンのスウェーデンボルグ教会を実際に訪れ、儀式の簡

素さに感心している。また彼は1837年までに、スウェーデンボルグの著作『天界と地獄』、『霊

魂と身体の交流』等の英訳版数冊を所蔵していた。12

　エマソンがスウェーデンボルグの「照応」（correspondence）の教義を学ぶ直接の契機

となったのは、超越主義思想を本格的に展開し始めるよりもかなり以前の、ハーヴァード

大学神学部大学院（Divinity School）在学中のことであった。1826年９月13日の兄ウィ

10　『真のキリスト教』下巻（アルカナ出版、1989年）、第８章：自由意志、463-508節；第９章：悔い改め、
509-70節；第10章：自己改革と再生、571-625節。

11　『真のキリスト教』上巻、第４章：聖書・主の〈みことば〉、189-276節；高橋和夫『スウェーデンボルグの
思想』、122-55頁。

12　エマソンとスウェーデンボルグについては、Kenneth W. Cameron, Emerson the Essayist, vol. 1 (Hartford, 
Conn.: Transcendental Books, 1945), “Swedenborg in Boston―Emerson and the New Church through 
1836,” 228-52参照。



－42－

『グローバルマネジメント』第13号

リアム宛の手紙には、スウェーデンボルグ信奉者で薬種商従事者のサンプソン・リード

（Sampson Reed, 1800-80） の「 精 神 の 成 長 に 関 す る 考 察 」（“Observations on the 

Growth of the Mind,” 1826）というパンフレットを読んで強い感銘を覚えたという記述

がある。13

　スウェーデンボルグから学んだ「照応」の教義が明確に示されているのは、ユニテリア

ン教会の牧師として1829年６月14日に試みた「夏」（“Summer,” Sermon No. 38）14 とい

う題目の説教である。この説教は、それ以前には自然にそれ程の圧倒的な力を認めていな

かったエマソンが、1832年５月27日に試みた説教「天文学」（“Astronomy,” Sermon No. 

157）と同様に、牧師辞任４年後に出版される『自然論』（Nature, 1836）の中心的主題に

直接つながってゆく内容を明確に説いた注目すべき説教である。エマソンは、自然界は人

間に神の遍在と慈愛という教訓を書き記している書物であり、外的自然は、人間の内部に

あるものの象徴や象形文字であると述べている。以上からエマソンの内面においては、

1832年10月のボストンのユニテリアン教会の牧師職辞任以前に、スウェーデンボルクの「照

応」の思想の影響によるエマソン独自の神概念、言語観の萌芽を既に見出すことが出来る。

最終的に「照応」の教義は、『自然論』及び講演「アメリカの学者」（“The American 

Scholar,” 1837）に結実され、次のように記されている。

世界は象徴として存在している。語られる言葉の部分部分が隠喩なのだ。自然全体が人間精神の

隠喩だからだ。精神の本性を支配する法則はさながら鏡のなかで対面するように、物質の法則に

符合する。15

自然は魂と相対していて、どの部分も魂と対応していることを知るでしょう。一方が印形で、も

う一方は捺印の跡です。自然の美しさは、人間の美しさです。自然の法則は、人間の精神の法則

です。このように自然は人間の力量を量る尺度なります。自然のなかで知らないところがあれば、

それだけ人間は自分自身の精神をまだ自分のものにしていないことになります。そして結局「汝

13　The Letters of Ralph Waldo Emerson, ed. Ralph L. Rusk and Eleanor M. Tilton (New York: Columbia 
UP, 1939-95), vol. 1, 173. リードについては、Cameron, op. cit., “Sampson Reed―‘My early Oracle,’” 253-
94; Clarence P. Hotson, “Sampson Reed, a Teacher of Emerson,” New England Quarterly, vol. 2, no. 2 
(1992), 249-77; ユージーン・テイラー「エマソン：スウェーデンボルグ主義と超絶主義の架け橋」ロビン・ラー
セ ン 編『 エ マ ヌ エ ル・ ス ウ ェ ー デ ン ボ ル グ ― 持 続 す る ヴ ィ ジ ョ ン 』（ 春 秋 社、1992年 ）、163-68頁; 
Biographical Dictionary of Transcendentalism, ed. Wesley T. Mott (Westport, Conn., 1996), 211-12などを
参照。

14　 エ マ ソ ン の 説 教 の 題 目 に つ い て は、Arthur C. McGiffert, Jr. ed., Young Emerson Speaks Boston: 
Houghton Mifflin, 1938）における仮の題目にしたがった。

15　The Collected Works of Ralph Waldo Emerson, eds. Alfred R. Ferguson, Joseph Slater, Douglas E. 
Wilson et al., 10 vols. (Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1971-2013), vol. 1, 21. 以後CWと略記：“The world 
is emblematic. Parts of speech are metaphors because the whole of nature is a metaphor of the human 
mind. The laws of moral nature answer to those of matter as face to face in a glass.” また訳文については、
酒本雅之訳『エマソン論文集（上・下）』（岩波文庫、1972-73年）を参考にした。
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自ら知れ」という古代の教えと「自然に学べ」という近代の教えは、同一の金言となります。16

　さらにエマソンは「アメリカの学者」において、「このような人生哲学のために大きな

貢献をしながら、かつて一度もその著作に正当な評価を与えられたことのない天才が一人

います──つまりエマニュエル・スウェーデンボルグです。… しかし彼は、自然と魂の

情感とのあいだの連関を理解して、人びとに教えました。目に見え、耳に聞こえ、手で触

れることの出来る世界の象徴的な霊的な性質を洞察しました」17 と語っている。

　 フ ラ ン ス 人 の ス ウ ェ ー デ ン ボ ル グ 主 義 者 エ ガ ー（Guillaume Oegger, circa 

1790s-1850s）もまたエマソンにスウェーデンボルグの教義の影響を与えた。エガーは、

人間の言葉は、人類の始祖アダムの転落前は事物と対応する「自然の言葉」であったが、

転落後は「慣習の言葉」になってしまった。それ故人間は自然の事物の象徴としての原初

の創造の言葉を再び見出し、世界の本源的な意味を回復しなくてはならないと説いている。

エマソンは、ピーボディ（Elizabeth P. Peabody, 1804-94）によって英訳されたエガーの

『真のメシア』（The True Messiah）を1835年７月に読んでいる。18

　さらにエマソンはスウェーデンボルグの思想に深く共鳴していた宗教思想家・社会評論

家のヘンリー・ジェイムズ・シニア（Henry James Senior, 1811-84）と長年の間密接な

交流を続け、宗教、哲学、社会のあり方などについて頻繁に議論を交わし合う関係を持っ

た。しかしエマソンはジェイムズの伝統的なキリスト教の枠を超えた霊性の成長に関する

見解を尊重しながらも、個人主義的な自己信頼（Self-reliance）を重視する立場から、ジェ

イムズのスウェーデンボルグ主義的な社会改革思想には必ずしも同調しなかったと言われ

ている。19

16　CW 1:55: “He shall see that nature is the opposite of the soul, answering to it part for part. One is seal, 
and one is print. Its beauty is the beauty of his own mind. Its laws are laws of his own mind. Nature 
then becomes to him the measure of his attainments. So much of nature as he is ignorant of, so much of 
his mind does he not yet possess. And, in fine, the ancient precept, “Know thyself,” and the modern 
precept, “Study nature,” become at last one maxim.”

17　CW 1:68: “There is one man of genius who has done much for his philosophy of life, whose literary 
value has never yet been rightly estimated. ... But he saw and showed the connexion between nature 
and the affections of the soul. He pierced the emblematic or spiritual character of the visible, audible, 
tangible world.”

18　The Journals and Miscellaneous Notebooks of Ralph Waldo Emerson, eds. William H. Gilman, Ralph H. 
Orth et al.,16 vols. (Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1960-82), vol. 5, 60-61; 66-70. 以後JMNと略記。エガー
については、Mott, op. cit., 188-89; Cameron, op. cit., “G. Oegger and the Language of Nature,” 295-302参
照。

19　ヘンリー・ジェイムズ・シニアについては、ラーセン編、前掲書、168-70頁；Mott, ed., op. cit., 152-54参照。
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Ⅲ．エマソンとスウェーデンボルグの思想の比較的考察

⑴　神とキリスト
　スウェーデンボルグは神の本質を人間、すなわち「神人」であり、愛と知恵以外の何物

でもでもないと述べている。また彼は伝統的キリスト教の教義としての神・聖霊・キリス

トの三位一体説を否認し、神が自ら人間性を帯びた贖い主キリストとなったとしている。

すなわち彼の神は「人格神」である。一方エマソンは「私は神の人格性を否定する」20 と

述べ、神の人格性を否定し、神を「父」（Father)、「主」（Lord）と呼ばずに、超越主義

的な「大霊」（Over-soul）という超人格的、さらに神性（Godhead）という非人格的神

概念までもを抱くようになってゆく。そしてユニテリアン教会の牧師として、三位一体説

を否定した点においては神の三一性を唱えたスウェーデンボルグと同様であるが、イエス

に「救世主」（Messiah）としての権威を与えているのは「道徳的真理」（moral truth)、「法」

（law）であり、イエスが神の超自然的な「特別啓示」としての「神の子」、メシアであ

ることを否認し、神と人間の間の「仲介者」と位置付けた点においてはスウェーデンボル

グとは異なる。さらにスウェーデンボルグは贖い主である神は十字架の死によって人類の

罪の身代わりになったとするイエス・キリストによる代理 贖
しょく

罪
ざい

という伝統的なキリスト

教の根本的教理を拒絶した。エマソンも同様にイエスの十字架上の贖罪の血を重視せず、

イエスを同志とみなし、人間の心に内在しているキリスト教の原理と同一化してゆく方向

に進むが、これはむしろ「内なるキリスト」というクェーカーの教義のエマソンへの影響

によるものと考えられる。

⑵　自由意志
　スウェーデンボルグは、人間は自然的・外部的な状態を含む存在として生まれるが、神

から与えられている真理と偽り、善と悪を理解する人間固有の能力を自らの意志によって

用いて霊的・内的人間に再生してゆくこと求められると説いている。エマソンも同様に自

己意識の二重性を説き、外的・表面的・利己的自己を克服し、内的・本源的・普遍的自己

を志向してゆくことを求めている。スウェーデンボルグは、愛には神への愛、隣人愛、自

己愛、世俗愛があり、自らの意志により神への愛、隣人愛に向かう霊魂は天界へ、自己愛、

世俗愛に留まる霊魂は地獄に向かう、すなわち人間に与えられている自由意志によって善

悪を選択し、悪は神から与えられているのではなく、自由意志の乱用によって生ずるとし

ている。エマソンもまた「神学部講演」（“The Divinity School Address,” 1838）において、

「人間は自分自身に対して摂理を施す神となり、おのれの善に対しては幸福を与え、おの

れの罪に対しては災難を与えます。… こうして自分自身の意志で、魂は天国のなかへ、

20　JMN 5:467: “I deny Personality of God ...”
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地獄のなかへはいりこんでゆくのです」21 と語り、全く同様の考えを表明している。

　スウェーデンボルグは、善悪を厳格に区別し、善とは神への愛、隣人愛に基づき、悪と

は神の愛と知恵に反した世俗愛、自己愛に基づくものとし、人間は自らの自由意志による

選択の結果として、善人は天国へ、悪人は地獄に赴くことによって天界と地獄界、善悪は

霊的な均衡を保っていると説いている。エマソンもまた人間の自由な意志を重視している

点においてはスウェーデンボルグと同様であるが、「神学部講演」に、「善は実在です。悪

は欠落に過ぎず、絶対的なものではありません」22、またエッセイ「自己信頼」（“Self-

Reliance,” 1841）に、「善や悪はただの名目に過ぎず、容易にくるくるとどちらにでも移

し変えることができる。正しいものは私の本性にしたがっているものだけであり、不正な

ものは私の本性にさからっているものだけだ」23 と記されているように、スウェーデンボ

ルグのように神の愛と知恵にしたがうか否かではなく、善とは人間の本性と宇宙の法にし

たがった「いのち」ある不断の活動的な状態、悪とは本性と法にさからった生命の活動を

停止した状態ととらえている。さらにエッセイ「運命」（“Fate,” 1860）においてはこうし

たダイナミックな善悪観をさらに発展させ、いのちが「自然力」（natural forces)、原初

的な根源（aboriginal source）と直接的に結びついていることが重要で、「悪とはいずれ

形をなそうとしている善」24 であり、エッセイ「力」（“Power,” 1860）においては「積極

的なものはすべて善である」25 と記している。

⑶　神、人間の魂、自然
　スウェーデンボルグは、人間は神の愛と知恵の「流入」を受け容れる「器」であり、「栄

化」のプロセスによる霊的秩序の回復を通じて、神に近づいてゆくことが出来ると説き、

あくまでも神は人間、万物に対して絶対的に超越した存在としている。一方エマソンは、「私

たちの内なる神が神を礼拝する」26 と日記に記しているように、神よりもむしろ人間個人

の魂（soul）に内在的な力として働く「内なる神」（God-within）を自らの思想の中核に

据え、「自己信頼」（Self-reliance）という個人中心的な思想を大胆に展開してゆくのであ

る。またエマソンの神概念としての「大霊」（Over-Soul）においては、スウェーデンボ

ルグの絶対超越的な神とは異なり、人間個人の “soul” と個々の魂を超越した宇宙霊魂と

しての “Over-Soul” との間には、「他のすべての存在と一体となってしまうあの〈一なる

者〉（Unity)、あの〈大霊〉だ。… 一方人間の内部には全体の魂がある。… あらゆる部

21　CW 1:78: “By it, a man is made Providence to himself, dispensing good to his goodness, and evil to his 
sin. ... Thus of their own volition, souls proceed into heaven, into hell.”

22　CW 1:78: “Good is positive. Evil is merely private, not absolute.”
23　CW 2:30: “Good and bad are but names very readily transferable to that or this; the only right is what 

is after my constitution, the only wrong what is against it.”
24　CW 6:19: “... evil is good in the making.”
25　CW 6:36: “... all plus is good.”
26　JMN 3:273: “God in us worships God.”
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分や分子が平等に結びつく … 永遠の〈一なる者〉がいる。」27 とエッセイ「大霊」に記

されているように、創造主と被造物との間に本源的な断絶は存在しない。

　さらにスウェーデンボルグは、霊界は自然界に「流入」により影響を及ぼし、自然界は

霊界から存在を受けていることによって、霊界と自然界は「照応」の関係にあると説いて

いる。それ故教義の体系においては精神界・内的世界は自然界・外的世界に対して優位の

関係にある。エマソンもまたスウェーデンボルグと同様に精神と自然との間の「照応」関

係を超越主義思想の中核として、講演「自然の方法」（“The Method of Nature,” 1841）

において、「神の秩序のなかでは、理知が第一で、自然は二次だ」28 と、スウェーデンボ

ルグと同様に精神の自然に対する優位性を述べている。しかしながら同時に、神の啓示の

第一義的な根拠を聖書のみならず自然に置き、自然の役割を人間にモラルを指し示し、道

徳的影響を及ぼすこととしており、神の言葉の伝達者としての自然の人間に対する役割を

強調している側面もまた認められる。さらに後年期のエッセイ「運命」においては、「物

質と精神はたえず押し合いながら均衡を保っている」29 と記しているように、エマソンは

スウェーデンボルグとは反対に、自然界と精神界とが相互に拮抗しながらも対立し、影響

を及ぼし合うという二極的な関係、さらには人間の魂が宇宙的大自然と同一化してゆくこ

とによって、自然界と精神界との間の優位性が逆転する関係にまでも、青年期の「自己」

中心的な超越主義的（Transcendental）な思想を修正・克服してゆく方向に進んでゆく

のである。

⑷　エマソンのスウェーデンボルグに対する批判
　エマソンはユニテリアン教会の牧師から出発したが、教会制度に対する疑念から牧師職

を辞し、講演者、文筆家、詩人として再出発した。この背景には彼の内的自己の深刻な苦

悩と「内なる神」の発見、自然との合一という神秘的体験があった。そしてエマソンは次

第により普遍的な宗教、自然観を希求する超越主義的思想を抱くようになってゆくのであ

る。こうした1820～30年代のユニテリアン・キリスト教の教義、教会制度から離脱していっ

たエマソンの青年期に、霊的な内面性、象徴性を提示したスウェーデンボルグのキリスト

教神秘思想から大きな影響を受けていたことは事実である。1845年には講演「神秘に生き

る人スウェーデンボルグ」（“Swedenborg, or the Mystic”）を試み、さらに1849年出版の

『代表的人物像』（The Representative Men）の第二章でスウェーデンボルグを取り扱い、

偉大な神秘家、天才として敬意を表し、褒め称えている。しかしながら実際には1840年代

にはスウェーデンボルグ思想に対する共感は薄れ始めており、階層的、統一的な神学体系

27　CW 2:160: “... that Unity, that Over-Soul, within which every man’s particular being is contained and 
made one with all other; ... Meantime within man is the soul of the whole; ... , to which every part and 
particle is equally related; the eternal ONE.”

28　CW 1:123: “In the divine order, intellect is primary: nature secondary.”
29　CW 6:23: “... the matter and mind are perpetual tilt and balance, so.”
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を保持している点に関して極めて批判的であったことは、『代表的人物像』からの以下の

引用文中の辛辣な見解からも明白である。

スウェーデンボルグが打ちたてた世界構造の中心には自発性が欠けている。それは動的ではある

が生気がなく、生命を生みだす力に欠けている。そこには個人的なものがすこしもない。宇宙は

巨大なひとつの結晶体なのであって、それを構成している原子も、重なりあっている地層も、す

べてが一糸みだれぬ秩序をたもち、とぎれのない統一をたもっているが、しかしやはり冷たく静

まりかえっているのだ。個性や意志をそなえていると思われるものはひとつもない。存在と存在

のあいだをつなぐ巨大な鎖が、中心から末端までひろがっていて、あらゆる運動から自由と性格

をすっかりうばっている。30

象徴を認識することによって、万物の詩的な構造や、精神と物質との本源的な結びつきを理解し

たこの人物が、その認識から当然うまれてくるはずの詩的な表現の道具を、なにひとつ持たない

ままに終始したということは、まことに注目にあたいする事実である。… いずれにしても彼の著

書には、旋律も情緒もユーモアもなく、生気のうせた散文の表面には、どのような浮彫もきざま

れてはいないのである。彼が描きだすゆたかで正確なイメージには、ほんのすこしの楽しささえ

感じられない。それがすこしも美しくないからである。われわれは、光の欠けた風景のなかを、

たださびしくさまようばかりだ。これら死人の園のひとすみにさえ、鳥の歌声がきこえたことは

一度もなかった。31

　以上のように、エマソンの批判は、スウェーデンボルグの「照応」の教義は、感性界は

英知界からの「流出」とする新プラトン主義の影響を多分に受けており、統一的な秩序を

保持している反面、生命のダイナミックな動き、個性、意志、自発性、自由、詩的感情な

どが認められないという点に向けられている。

参考文献
スヴェーデンボルイ著・長島達也訳『霊魂と肉体の交流』（アルカナ出版、1994年）。

30　CW 4:74-75: “Swedenborg’s system of the world wants central spontaneity; it is dynamic not vital, and 
lacks power to generate life. There is no individual in it. The Universe is a gigantic crystal, all whose 
atoms and laminae lie in uninterrupted order, and with unbroken unity, but cold and still. What seems 
an individual and a will, is none. There is an immense chain of intermediation extending from centre to 
extremes, which bereaves every agency of all freedom and character.” また訳文については、酒本雅之訳『代
表的人物像』、「エマソン選集」第６巻（日本教文社、1960-61年）を参考にした。

31　CW 4:80: “It is remarkable that this man who by his perception of symbols saw the poetic construction 
of things and the primary relation of mind to matter, remained entirely devoid of the whole apparatus of 
poetic expression, which that perception creates. ... Be it as it may, his books have no melody, no 
emotion, no humour, no relief to the dead prosaic level. In his profuse and accurate imagery is no 
pleasure, for there is no beauty. We wander forlorn in a lacklustre landscape. No bird ever sung in all 
these gardens of the dead.”
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1836” (pp. 228-52); “Sampson Reed― ‘My early Oracle’,” 253-94; and “G. Oegger 
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※本稿は令和７年度日本学術振興会科学研究費助成金（基盤研究C、課題番号：24K03705）による研究成果の一
部である。また以下の写真は2025年６月にスウェーデンで論者が撮影。

ウプサラ大聖堂内のスウェーデンボルグの石棺 ストックホルムのマリアトリエット
公園のスウェーデンボルグ像
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金融商品取引法193条と会社法431条
―これまでの裁判例と一体的開示―

金 　賢 仙（Kim Hyonson）

1　はじめに

2　裁判例の検討

2-1　抽出基準

2-2　民事4件

2-3　刑事1件

3　分析

3-1　共通点と特徴

3-2　時点

3-3　理由付け

4　若干の考察

4-1　金商法193条の解釈を巡って

4-2　会社法431条・会社計算規則3条と金商法193条との差異

4-3　一体開示がなされた文書との関係

5　むすびにかえて

1　はじめに
　一体開示・一体的開示 1 がなされた書類の提出企業の会計・計算に関する書類において、

遵守すべき会計処理の枠組みを示す、金融商品取引法（以下、金商法）193条と会社法431

1 　一体開示とは、「有価証券報告書と事業報告等の要請を満たす1つの書類を作成して、株主総会前に開示す
ること」を指し、一体的開示とは、「「一体開示」に加え、有価証券報告書と事業報告等の記載内容を可能な範
囲で共通化し、別々の書類として作成・開示する場合等を包含するより広い概念」を指す。そして、一体開示
は一体的開示の最終形であるという。金融庁「第1回有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた環境整
備に関する連絡協議会　事務局説明資料―2024年12月20日」（2024）35頁。なお、経済産業省「事業報告等と
有価証券報告書の一体的開示FAQ（制度編）・2021年1月18日」（2021）3頁によれば、「一体的開示の「一体的」
には、開示書類の記載の共通化と、開示を同時に行うという二つの「一体化」の考え方が含まれています。」
とある。本稿では、記載の共通化のみを検討対象としている。
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条とはどのような関係にあるのだろうか。これら書類の虚偽記載につき各関係者の法的責

任追及の際には、金商法、会社法、民法が根拠となり得るが、その際、上記2つの条文は

どのような関係にあるのか。

　単純かつ素朴に考えると、会社法と金商法とがそれぞれ条文を別に用意しており、両法

の法的効果が異なることからすれば、金商法を根拠とする請求には同法193条、会社法の

それには同法431条をそれぞれ適用するという整理もできそうだ。しかし、これまでの裁

判例にはそうでないものがある。すなわち、金商法の前身の2007（平成19）年改正前証券

取引法（以下、証取法）のみを請求の根拠とする事案において、証取法193条ではなく、

会社法431条の前身の2005（平成17）年改正前商法（以下、旧商法）32条2項の公正なる会

計慣行を当てはめるものである。また、しばしば文献でも、金商法193条の解釈ではない

と示しつつ旧商法32条2項への言及がなされている 2 。

　この背景には、かつて旧商法には会計処理に係る規定があったこと、法と会計との関

係 3 には複雑な歴史的経緯 4 があることのほか、会計処理を巡る裁判例の多くが金商法、

会社法、民法のそれぞれの条文を同時に根拠とする複数請求訴訟であり、その上、当事者

が重複する複数の事案が民事だけでなく刑事でも存在していること等の影響が考えられる

ところである 5 。ただ、上記のような各裁判例がなぜそのような論立てを採用したのか等

については、十分な整理がなされてないように思われる。

　この論点は、捉え方によれば、一体的・一体開示等に係る制度設計 6 のみならず、四半

期情報の開示や統合報告書等の任意開示書類との関係でも一定の意義を有し得る。という

のは、任意開示書類での虚偽記載には民法に基づく損害賠償請求 7 の可能性があるが、そ

の侵害の認定の際に拠るべき枠組みがどれ（或いはどちら）なのかは必ずしも明らかでは

ないためである。以上の問題意識に基づき、本稿では、上記の裁判例が何を理由としてか

2 　神田秀樹・黒沼悦郎ほか『金融商品取引法コンメンタール4―不公正取引規制・課徴金・罰則』487-488頁〔小
谷融〕（商事法務、2011）、黒沼悦郎・太田洋『論点体系金融商品取引法2―業者規制、不公正取引、課徴金』
623-624頁〔町田行人〕（第一法規、2015）

3 　大日方隆・弥永真生「法と会計の因縁」企業会計74巻1号（2022）16-29頁。
4 　拙稿「財務諸表規則第1条の系譜」早稲田法学94巻3号（2019）199-225頁。
5 　大日方・弥永前掲注⑴19頁では、証取法・金商法193条につき「…何がそれに当たるのかが議論された論文

や本があまりないのに対して、「公正ナル会計慣行」については、少なくとも1985年ごろまでは多くの論文が
書かれています。したがって、文献がたくさんあったことが1つの理由…」〔弥永発言〕との指摘がある。近時
の議論において両者をほぼ同義とするものとして、岸田雅雄「会計基準違反に対する刑事罰と公正会計慣行」
早稲田法学第85巻第3号（2010）217頁、220頁、岸田雅雄「公正な会計慣行」岩原紳作・小松岳志編『会社法
施行5年理論と実務の現状と課題』（ジュリ増、2011）202頁。含まれる会計規範は異なるとするものとして、
古田佑紀・梅林啓ほか『法律家のための企業会計と法の基礎知識』（青林書院、2018）69-73頁。

6 　金融庁「第1回有価証券報告書の定時株主総会前の開示に向けた環境整備に関する連絡協議会　事務局説明
資料―2024年12月20日」（2024）35-39頁によれば、現況、一体的開示の取組みは一部でなされているものの、
一体開示の実例は存在しない。「企業からは、…法令解釈上疑義が生じる点があるとの指摘がある」とされ、
①会社法の監査役監査の責任範囲、②一体開示書類に虚偽記載があった場合の金商法、会社法それぞれの責任
範囲が論点として挙げられている。

7 　黒沼悦郎「虚偽記載に対するエンフォースメント（四半期開示見直しが残した課題）」企業会計第75巻5号
（2023）44-45頁。
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かる理論構成を採用しているかについて整理を試み、主に、金商法193条の解釈のあり方

という視点から若干の検討を試みたい。

2　裁判例の検討
2-1　抽出基準
　検討にあたって、48件 8 の会計処理に関する裁判例・判例の中から、会社法・旧商法で

はなく金商法・証取法を請求の根拠とするもののうち、会社法431条の前身である旧商法

32条2項の公正ナル会計慣行を会計処理の規範の枠組みとして示すもののみを抽出し、そ

れらがどのような理由付け・論立てを用いたのかに焦点を当て整理を試みた。その際、時

に激動と表現される 9 近時の企業会計法制の動きを踏まえ、虚偽とされた開示の発生時点

にも注意を払うこととした。また、民事訴訟における裁判所の役割の特性（処分権主義等）

を勘案し、当事者双方の主張も一応整理している。なお、先行研究が多数蓄積されている

具体的な会計処理の評価等には立ち入らず最小限の記載としている。

2-2　民事4件
①　�N銀行の役員及び監査人損害賠償請求事件（京都地判平成15年9月24日判時1863号119
頁・大阪高判平成16年5月25日判時1863号115頁）

　原告は、N銀行の株式取得者であり、被告は、役員と監査人である。原告保有の株式は、

金融再生法39条1項に基づき預金保険機構に全部が取得され、のち、株価算定委員会によ

り対価を0円とされた。原告は、①関連20社への貸付金の貸倒引当金の過少計上、②保有

上場株式のオプション取引に関する資産の過大計上と株式評価損の不計上という虚偽記載

のある64期有報（1996（平成8）年4月～1997（同9）年3月末日）を前提に株式を取得して

損害を蒙ったとし、証取法10に基づき賠償請求をした（結果は1審棄却、控訴審棄却）。

　上記①に関し、原告は、具体的な金額の算定は公正な会計慣行によること、銀行には決

算経理基準が適用され、実務的には税法の債権償却特別勘定の実質的基準としての法人税

基本通達9-6-4が機能してきた等主張した。対して、被告らは、公正なる会計慣行又は一

般に公正妥当と認められる企業会計基準と認識されていたのは決算経理基準であり、「…

基本通達は…行政通達にすぎず、租税法における法源でないことはもちろん、…法律上の

義務を定めたものではない。」「…同通達それ自体は会計処理の基準とはなり得ない。」等

主張した。

　上記②に関し、原告は、「会計処理基準は当時存在していなかった」とした上で、企業

会計審議会第一部会「先物・オプション取引等の会計基準に関する意見書等について」等

8 　1審、控訴審及び上告審をそれぞれ1件とした延べ数。
9 　江頭憲治郎『株式会社法』（有斐閣、第9版、2024）630頁。
10　役員らには、証券取引法24条の4、22条及び21条1項1号。監査法人には、同法24条の4、22条及び21条1項3号。

連帯責任。
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を論拠に主張を展開した。対して、被告は、原告同様、会計処理基準は存在していなかっ

たとしつつ、原告のいう会計処理では却って投資家に誤解を与える虚偽の有報を作成する

結果となるのでオプション対象株式の評価損と同取引利益との双方を表示することはでき

ない、株価の下落相当額とオプション取引利益とを相殺すれば損失が生じていないことに

なることから、証取法の求める開示の意義・目的に沿って、時価を簿価で表示する方法（相

殺方式）を採用した等主張した。

　裁判所の判断では、上記①につき旧商法285条ノ411第2項を規範とし、「…これらの見込

額は公正な会計慣行（一般に公正妥当と認められる企業会計の基準）によって判断される

ことになる」とし、②の相殺方式による会計処理につき、「当時の会計基準あるいは会計

慣行に反しているとまではいえない」と示された。

小括
　以上を本稿の視点から整理すると、原告が公正なる会計慣行に拠り、被告が公正なる会

計慣行又は一般に公正妥当と認められる企業会計基準に拠りそれぞれ主張を展開した中で、

裁判所は、公正な会計慣行と一般に公正妥当と認められる企業会計の基準とを同一扱いし

た形で示して結論を導くという流れとなっている。その際、各法の条文番号は示されてお

らず、また、同一扱いにした理由や証取法を根拠とする請求において旧商法の枠組みを用

いたことの理由についての言及は特に見られない。

　控訴審においてもこの点に特に訂正はないので、原審の考え方を踏襲しているものと考

えられる。

②　�L銀行の役員及び監査人損害賠償請求事件（大阪地判平成19年4月13日判時1994号94頁）
　原告は、L銀行の株式取得者であり、被告は、役員と監査人である。原告は、半期報告

書（1997（平成9）年4月～同年9月30日）の記載により株価が下落し、さらには国有化さ

れ株価が0円と決定されたとして、証取法12に基づき、主位的には購入価格と処分額との

差額分、予備的には購入価格と粉飾がなければ形成されていたであろう価格との差額分の

損害につき賠償を求めた（結果は1審棄却・控訴13）。

　会計処理に関して、原告・被告双方とも、公正なる会計慣行にあたる関連先への貸出債

権の債権償却特別勘定への繰入額の算定基準が何であったかを争った。証取法に基づく請

求であるにも関わらず、証取法193条に基づく主張はどちらもしていないということになる。

　裁判所の判断でも証取法193条に言及されることはなく、当時の公正なる会計慣行は税

法基準に基づく会計処理であったとして結論を導いている。その際、認定事実において、

11　条文（平成15年4月1日 施行平成14年5月29日号外法律第44号）は、次のとおり。
　　�「第二百八十五条ノ四　金銭債権ニ付テハ其ノ債権金額ヲ附スルコトヲ要ス但シ債権金額ヨリ低キ代金ニテ

買入レタルトキ其ノ他相当ノ理由アルトキハ相当ノ減額ヲ為スコトヲ得
　　②金銭債権ニ付取立不能ノ虞アルトキハ取立ツルコト能ハザル見込額ヲ控除スルコトヲ要ス」
12　役員らには、証取法24条の5第5項、22条、21条1項1号。監査法人には、同法24条の5第5項、22条、21条1項3

号。
13　控訴審判決は判例データベースで入手不可であったため検討対象外とした。
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①旧商法285条の4の解釈には同32条2項でいう公正なる会計慣行を斟酌すること、それに

あたる企業会計原則・同注解には基準がなく、当時の公正なる会計慣行は税法基準であり、

これが「…商法32条2項を介し、｢公正なる会計慣行｣ として法規としての効力を取得する

に至っていた」こと、②L銀行には株式会社に適用される ｢株式会社の貸借対照表、損益

計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則｣ は適用されず、｢長期信用銀行法施行

規則｣ …によるべきとされていたが、同規則にも、当該債権の貸倒引当金への繰入れに関

する具体的基準が定められていなかったこと、③証取法・旧商法違反が問われたL銀行刑

事事件の第1審判決（東京地判平成14年9月10日）、旧商法違反が争われたL銀行民事訴訟

の第1審（東京地判平成17年5月19日）・控訴審（東京高判平成18年11月29日）と本稿の民

事①の事案においても当時の公正なる会計慣行が税法基準とされたことを取り上げた上で

上記の結論を示している点が特徴といえる。

小括
　以上を整理すると、原告・被告とも公正なる会計慣行に拠り主張を展開し、裁判所の判

断もまた、公正なる会計慣行に依拠したものであった。証取法を根拠とする請求において

旧商法の枠組みを用いたことの理由についての言及は特に見られない。なお、上記認定事

実②を踏まえると、銀行法体系下にも根拠となる規範が存在しないので旧商法の公正なる

会計慣行の枠組みを用いたということになりそうである。また、認定事実③で関連の裁判

例での考え方を示しているところから、それらとの整合性を重んじたことが推測される。

③　�S社の役員及び監査人損害賠償請求事件（東京地判平成20年2月19日判時2040号29頁・
東京高判平成20年8月28日判時2040号48頁）

　原告は、流通市場でのS社株式の取得者であり、被告は、役員と監査人である。原告は、

有報（1994（平成6）年～2000（同12）年）において、千葉S社グループ各社に対する貸

付金債権及び保証債務履行請求権につき、それぞれ①貸倒引当金及び②債務保証損失引当

金を計上していれば債務超過が明らかであったのに、その計上をしなかったことが虚偽記

載であるとして、証取法14に基づき、株価の下落分の損害の賠償を求めた（結果は1審棄却、

控訴審棄却）。

　上記①に関する原告の主張は、旧商法285条の4で求められる貸倒引当金必要額が計上さ

れているか否かであり、上記②に関しては、①の主張をそのまま援用したものであった15。

　判決では、法人税基本通達9-6-4による取扱いが公正なる会計慣行を形成していたかど

うかを検討するにあたって、まず、旧商法285条の4第2項が何ら指針も条文上の規定もお

いていないので、旧商法32条2項に拠り、公正なる会計慣行を斟酌して決めることを確認

した。その上で、企業会計原則・同注解は、一般的には、公正なる会計慣行を要約したも

のと理解されているものの、本件では「…企業会計原則そのものをもって ｢公正なる会計

14　役員には、24条の4、22条、21条1項1号。監査法人には、同法24条の4、22条、21条1項3号。
15　本件では、当事者らの主張が別紙にまとめられており、確認できなかったため、裁判所が原告の主張として

言及している箇所を参照している。
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慣行｣ とすることはできない」とし、「…貸倒引当金に関する会計慣行として、多くの企

業が税法基準を基本とし」ており、これが「一般的な会計上の基準となっていた」と示し

た。そしてこれをS社にあてはめ、最終的には、「｢事業好転の見通しがない｣ と判断する

ことは適当ではないといわなければならない」と結論付けた。

小括
　以上を整理すると、原告が旧商法285条4項に依る主張を展開した中で、裁判所も、同条

には具体的な定めがないことから旧商法32条2項の ｢公正なる会計慣行｣ を斟酌して結論

を導く、という流れとなっている。なお、証取法193条には触れられておらず16、証取法を

根拠とする請求において旧商法の公正なる会計慣行を用いたことの理由についての言及は

特に見られない。

　控訴審においても特に訂正はないので、原審の考え方を踏襲しているものと見受けられ

る。

④　�A銀行及び監査人損害賠償請求事件（宇都宮地判平成23年12月21日判例時報2140号88
頁）

　原告は、A銀行の2回の増資募集（既存の取引先や顧客等への第三者割当）での株式取

得者とその相続人らであり、被告は、発行者並びに監査法人及び公認会計士である。各回

とも募集にあたり発行登録書が提出されており、そこには、1999（平成11）年3月期の有

報の財務諸表、2001（平成13）年9月期半期報告書中の中間財務諸表と同内容の記載がそ

れぞれされていた。原告は、貸倒引当金の引当不足、繰延税金資産の過大計上による自己

資本の過大計上が虚偽記載であるとして、証取法17及び（又は）不法行為に基づき、預金

保険機構により強制取得され無価値となった株式の取得額相当額の損害の賠償を求めた

（結果は棄却・控訴18）。

　原告は、真実性の原則が会計基準として適用されること、上場会社の財務諸表の作成に

あたっては、財務諸表等規則に規定された一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を

遵守する必要があり、また監査人も、同基準に照らして財務諸表の記載内容が適正である

か否かについて監査を実施しているから、有報等の記載事項につき、旧商法32条2項公正

なる会計慣行に反する記載だけではなく、財務諸表等規則に規定された一般に公正妥当と

認められる企業会計の基準に反する記載も虚偽記載に当たる等主張した。

　対して、被告は、虚偽記載の要件の1つとして、法令若しくは企業会計審議会により公

表された企業会計の基準において会計上一定の計上額を導くことができる具体的な会計処

理方法が定められていること、又は、会計上一定の計上額を導くことができる具体的な会

16　弥永真生『会計処理の適切性をめぐる裁判例を見つめ直す』（日本公認会計士協会出版局、2018）240頁には、
本件のこの点に関して、「…同様に考えることができることが、暗黙の前提となっているのであろう。」との言
及がある。

17　会社には、24条の4、24条の5第5項又は23条の12第5項、22条、21条1項1号、18条、17条。監査法人及び公認
会計士に対しては、24条の4、24条の5第5項、22条、21条1項3号。

18　控訴審判決は判例データベースで入手不可であったため検討対象外とした。
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計処理方法が各期において唯一の公正なる会計慣行となっていたことが必要であり、ある

具体的な会計処理方法が唯一の公正なる会計慣行となっていたといえるためには、当該会

計処理方法が、各期において、一般的に広く公正な会計上の習わしとして相当の時間繰り

返して行われ根付いていなければならず、さらに、当該会計処理方法が従前の具体的な会

計処理方法を一義的明確に排除するに至らなければならない等主張した。

　判決は、旧商法285条の4第2項を論立ての起点とし、具体的な基準を定める明示的な規

定が（当時の）商法その他の法令には存在しないとして、旧商法32条2項を適用している。

その際、「証取法の目的が「有価証券の発行及び売買その他の取引を公正ならしめ、かつ、

有価証券の流通を円滑ならしめること」により、国民経済の適切な運営及び投資者の保護

を図ることにあることからすれば…、虚偽記載とは、投資者の投資判断に影響を与えるよ

うな基本的な事項について真実に合致しない記載があることをいい、その有無については、

有価証券報告書等に記載された内容が「公正なる会計慣行」を斟酌し、法令に定められた

方法により記載されるべきものに反しているか否かの観点から実質的に判断すべき…」「…

仮に財務諸表等の内容が有価証券報告書等に依拠すると記載されている基準に従っていな

いとしても、当該基準が「公正なる会計慣行」になっていなければ、虚偽記載に当たらな

いと解すべき…」と示している。そして、「財務諸表等規則一条一項は、有価証券報告書

…に記載される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、原則として一般に公正妥当と認め

られる企業会計の基準に従うべき旨定めているが、他方、…財務諸表は商法等の規定によっ

て作成される計算書類として…、公正なる会計慣行を斟酌して作成されるべきものである

と定められている（旧商法三二条二項…）ことからすると、財務諸表等規則における「公

正妥当な企業会計基準」と商法における「公正なる会計慣行」とは、少なくとも虚偽記載

の有無を判断する基準としては実質的に同内容のものを指すと解するのが相当」としてい

る。

小括
　以上を整理すると、まず、①②③の事例と異なり、原告が証取法193条に立脚した主張

をし、裁判所がそれに応答している点が特徴的といえる。上でみたとおり、裁判所は、証

取法でいう虚偽記載の有無は、「公正なる会計慣行」を斟酌し、法令に定められた方法に

より記載されるべきものに反しているか否かの観点から実質的に判断するとし、さらには、

虚偽記載を判断する基準としては、財務諸表等規則1条1項でいう一般に公正妥当と認めら

れる企業会計の基準と旧商法32条2項の公正なる会計慣行とは実質的に同内容と明示して

おり、この点は他の裁判例と異なる。
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2-3　刑事1件
①　�N銀行の役員虚偽有価証券報告書提出罪事件（東京地判平成16年5月28日刑集63巻11
号2400頁・東京高判平成19年3月14日刑集63巻11号2547頁・最判第二平成21年12月7日
刑集63巻11号2165頁・東京高判平成23年8月30日判時2134号127頁（第2次控訴審））

　被告人らは役員であり、取立不能と見込まれる貸出金の償却又は引当をしないことによ

り過少に圧縮して計上した1998年（平成10）年3月期有報（1997（平成9）年～1998（平成

10）年）につき虚偽記載有価証券報告書提出罪（旧証券取引法197条1号）が問われ、1審

で有罪、被告人が控訴し棄却・有罪、上告審で原審判決の破棄差戻し、差戻審で無罪となっ

た。

　1審において、証取法は商法の特別法であり、証取法が「…会計処理の基準について独

自の規定を定めておらず、また、商法の会計に関する規定を変更したり排除したりする特

別の規定も設けていない」ことから、財務諸表の会計処理の基準については，旧商法の会

計に関する規定が適用されるとして同法285条の4を、そして、その文言の解釈は同法32条

2項でいう公正なる会計慣行に拠るとして結論を導いている。

　控訴審では、1審の論立てを踏襲し、一貫して、旧商法「公正なる会計慣行」が何であっ

たかについて論じ、上告審・差戻第2次控訴審でも特にこの点の訂正はない。

小括
　刑事事件での裁判所の役割は民事とは異なることからか、裁判所が、商法と証取法との

関係性について明示している点が特徴といえる。すなわち、両者は、一般法と特別法との

関係にあることを理由付けとしているが、このような論立ては、民事では（少なくとも明

示的には）見られない。

3　分析
3-1　共通点と特徴
　以上、民事4件、刑事1件の裁判例を整理してきたが、これらには共通点と特徴がある。

すなわち、第一に、全ての事案において、株式会社の金銭債権の価額に係る貸倒見積額の

控除について定める旧商法285条ノ4及び商法計算書類規則10条19でいう「取リ立ツルコト

能ハザル見込額」の解釈が争点の1つとされている。そして、どの事案においても概ね、

当該金額の算出のための規定は法令上には存在していなかったため、旧商法32条2項の公

正な会計慣行の枠組みの下で拠るべき規範を判別する、という流れで結論が導かれている。

第二に、既述のとおり、同一の当事者に対して同一或いは類似・関連の問題に関する複数

19　条文は、次のとおり。「第10条　第7条及び第8条の規定により流動資産の部に記載された金銭債権について
取立不能のおそれがある場合には、その金銭債権が属する科目ごとに、取立不能の見込額を控除する形式で記
載しなければならない。ただし、取立不能の見込額を控除した残額のみを記載することを妨げない。

　　2　前項ただし書の場合においては、取立不能の見込額を注記しなければならない。
　　3　取立不能の見込額は、2以上の科目について一括して記載することを妨げない。」
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の民事訴訟と刑事訴訟とが提起されているものがある。民事②の事例では、認定事実にお

いて関連する裁判例群に言及されており、当該判決の結論もこれら裁判例群との整合性を

重んじたことが推測される。ただ、参照先の裁判例群の請求の根拠には旧商法が含まれて
4 4 4 4

いる
4 4

ことについては特に考慮はされていないものと思われる。第三に、民事では全件で原

告の請求棄却、刑事では無罪という結果となっており被告・被告人側の責任は問われてい

ない。

3-2　時点
　時点にも一定の共通性が見られる。下記表1は、虚偽記載の可能性が問われた開示の時

点をまとめたものであり、全件の事実の発生時点が1999（平成11）年以前となっているこ

とが見て取れる。

表1　虚偽記載とされる開示の時点一覧

民事① 1996（平成8）年～1997（同9）年

民事② 1997（平成9）年

民事③ 1994（平成6）年～2000（同12）年

民事④ 1999（平成11）年

刑事① 1998（平成10）年

　つまり、企業会計法の一連の重要改正、例えば、旧商法・会社法領域での1999（平成

11）年の金融商品会計への対応等20、2002（平成14）年の資産評価等の規定の商法典から

の削除と法務省令への委任等、2005（平成17）年の会社法及び会社計算規則21の制定、

2009（平成21）年の会社計算規則の各改正、証取法・金商法に関して、2006（平成18）年

の金融商品取引法の制定、2009（平成21）年の連結財務諸表規則の改正の第1条第3項（「企

業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体」の定め）の新設等が施さ

れる以前の事実関係についての判決ということになる。

3-3　理由付け
　証取法に基づく事案において旧商法の枠組みを用いた理由付けに関しては、民事④と刑

事①のみが比較的詳細な言及をしている。民事④では、証取法の目的規定の下では虚偽記

載は公正ナル会計慣行を斟酌して判断すること、財務諸表は商法等の規定によって作成さ

れる計算書類として公正なる会計慣行を斟酌して作成されるべきものであると定められて

20　久保大作「商法上の会計規範の決定に関する一考察⑴」法協124巻12号（2007）2725-2728頁。
21　会社計算規則では、旧商法施行規則にあったような資産の種類に応じた評価規定を設けていない。相澤哲ほ

か「会計帳簿」別冊商事300号（2006）65-66頁。
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いることを理由としているようである。刑事①では、証取法が旧商法第2編の特別法であ

るという点が理由とされていた。

4　若干の考察
4-1　金商法193条の解釈を巡って
　以上を整理すると、金商法193条の解釈に関するいくつかの素朴な疑問或いは論点が浮

かぶ。

　まず、これら裁判例の特殊性である。すなわち、全件において、旧商法285条の4が争点

の1つとなっていて、事実関係が1999年以前に発生していて、かつ、諸要素が重複する訴

訟がいくつも同時期に進行していて裁判所もそれらの整合性に一定の注意を払っていたこ

とが見受けられる、という特殊性である。とすると、考えるべきは、これを一般化した法

理としてよいかどうかということになるように思われる。つまり、上記のような特殊性を

持たない訴訟において、同じ理由付け・論立てを用いることが適切であるかどうか、また、

常に同じ考え方が導かれ得るかという点である。

　次に、仮に、民事④の示すように、証取法193条と旧商法32条2項とが虚偽記載の認定に

あたっては実質的に同内容であるというのであれば、至極単純に考えると、迂遠な道を採っ

て旧商法32条2項を適用せずに、直接193条を適用してもよいはずである。そうであるにも

関わらず、これら裁判例では敢えて旧商法32条2項を選択している、ということができよう。

とすれば、おそらく、格別意識されることはなかったのかもしれないが、旧商法32条2項

にしか担えない何かしらの固有の機能・役割があり、そのために同条を用いたと考えるこ

ともできないでもない。仮にそうとした場合において、その固有の機能・役割とは何であ

るかを若干検討するに、これらの事案では、共通して旧商法285条ノ4及び商法計算書類規

則10条でいう「取リ立ツルコト能ハザル見込額」の解釈が問題となっており、つまり、従

うべき会計規範が各法令上一義的には明確ではないという事実関係の状況下では、「慣習」

という文言を備えた旧商法32条2項の適用がより適しているという判断があったのかもし

れない（いわゆる唯一性の議論）。ただ、いずれにせよ、裁判例では区々の理由付けを用

いており、一貫していない。

4-2　会社法431条・会社計算規則3条と金商法193条との差異
　ここで一応、現行法の会社法431条及び会社法計算規則（以下、計算規則）3条と金商法

193条との法的効果の差異について若干整理する。

　会社法及び計算規則制定時のいわゆる「しん酌」規定（計算規則3条）についての解説

によれば、（計算規定の資産・負債評価の規律を例として）「現行商法施行規則と同様、あ

る種の会計事象について複数の会計処理の選択を認め、かつ、その選択の範囲については
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主として有価証券報告書提出会社が従うべき会計基準よりも広い選択肢を認めている22」

ほか、そもそも、「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行と認められるものは、株

式会社の規模、業種、株主構成などによって複数同時に存在し得るものと考えられる。…

有価証券報告書提出会社向けの会計基準が企業会計の慣行に含まれることは従来どおりで

あるが、これに限らず、中小企業等については、不文の会計慣行に委ねられている部分が

多く存するところであり、そのようなものが公正な「会計慣行」には含まれないものとす

ることが会社法の改正の趣旨ではない」とされる。端的にいえば、その対象となり得る会

計規範・会計処理方法の射程は、金商法193条よりも会社法431条のほうが広いということ

になる。

　一方、金商法193条ないし財務諸表等規則等でいう「一般に公正妥当と認められる企業

会計の基準」に該当する会計規範或いは会計処理方法であるか否かの判別にあたっては、

特に平成21年の財務諸表規則等も踏まえ、その設定主体や設定プロセス等が重視される23

こととなっており、その射程は、少なくとも会社法431条よりは狭い。

　つまり、会社法431条の射程と金商法193条のそれとが全く同一であるということは難し

いということになろう。よって、金商法を請求の根拠とする事案において、会社法431条

を会計規範を示す枠組みとして用いるという考え方は、―本稿で見てきたような過去の特

殊な裁判例では採り得た論立てであったのかもしれないが、―少なくとも現行法制下では、

不適切な解釈なのではないかと考えられる。

4-3　一体開示がなされた文書との関係
　一体的開示・一体開示された文書において、この論点はどう関係するだろうか。

　仮に、記載の内容面での完全な一体開示がなされると、1つの書類に両法間で①共通化

された情報24、②会社法独自の情報、③金商法独自の情報が混在することとなる25。

　本稿で検討してきた論点は、（これまで過去の裁判例を見てきたとおり、）一体開示がな

されているか否かに関わらず存在するが、一体開示がなされた書類においては、状況は、

より複雑になり得るようにも思われる26。というのは、上記①共通化された情報には、会

計処理を伴う情報が含まれており、理論的には、それらは、金商法193条及び会社法431条

双方の適用を受けた1つの情報として書類に記載されることとなるためである。仮にこの

22　相澤哲ほか「会計帳簿」別冊商事300号（2006）64-65頁。
23　弥永真生『会計基準と法』（中央経済社、2013）917-919頁。
24　端的には、金融庁、法務省「一体的開示をより行いやすくするための環境整備に向けた対応について（平成

29年12月28日）」（2017）で示された15項目。これには、会計処理を必要とする情報が含まれる。
25　平成30年に公表された内閣官房・金融庁・法務省・経済産業省による「事業報告等と有価証券報告書の一体

的開示のための取組の支援について」の資料（別紙1-2）「有価証券報告書兼事業報告書」では、書式が定めら
れた有価証券報告書をベースとして、事業報告等の会社法由来の情報を追加する形を採っている。

26　一体開示がなされた書類での虚偽記載についての金商法上の責任追及に関しては、現行法の下では、有価証
券報告書由来の情報のみが対象となることになりそうであるが、それでよいのか等の他の疑問点もあるが、別
稿で検討したい。
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ような会計情報に虚偽があり、金商法に基づき責任追及がなされる際には、上記の事実（1

つの情報が2つの法の適用を受けているという事実）があるがゆえに、金商法上の責任追

及の際に、当事者が会社法431条を根拠として示しやすくなり得、また、裁判所の示す解

釈にも影響を与え得ると考えられ、注意を要するものと思われる。

5　むすびにかえて
　本稿では、金商法の前身である証取法のみを請求の根拠とする事案のうち、同法193条

ではなく、旧商法32条2項の公正なる会計慣行を当てはめる裁判例が何を理由としてかか

る論立てを採用しているかについて整理を試みた。

　これら裁判例では、まず、その理由付けを明確に示すものは少なく、また、示されてい

るとしてもその内容は区々であった。次に、全件で旧商法285条の4が争点の1つとなって

いて、虚偽記載の問われた開示の事実関係の発生時点が1999年以前であり、かつ、諸要素

が重複する訴訟がいくつも同時期に進行していて裁判所もそれらの整合性に一定の注意を

払っていたことが見受けられる、という共通の特殊性が見られた。

　以上を踏まえて、上記の論立てを一般化したものと捉えてよいかにつき若干の検討を試

み、少なくとも現行法制下において、会社法431条と金商法193条とを同一とすることは難

しく、よって、上記の論立てを採ることは不適切なのではないかということを指摘した。

また、一体開示・一体的開示がなされた文書（記載の内容面での完全な一体開示をしたも

のを想定）においては、1つの情報が2つの法の適用を受けているという事実が前提となる

が故に、金商法上の責任追及の際に、当事者が会社法431条を根拠として示しやすくなり

得る素地があることを指摘した。

　私見としては、金商法の前身である証取法のみを請求の根拠とする事案のうち、同法

193条ではなく、旧商法32条2項の公正なる会計慣行を当てはめるという考え方は、過去の

特殊な状況においてのみ適用され得た法理であったと整理すべきと考える。その理由は、

①本稿でみてきたように、少なくとも裁判例においては、説得的な理由付けが示されてい

ないこと、②迂遠かつ複雑な解釈であり、無用な社会的コストの元となっている可能性が

否めないからである。後者に関しては、特に、一体的開示・一体開示の進展の阻害要素と

なっている可能性も考えられるため、整理が必要であると思われる27。

27　本稿は、公益財団法人全国銀行学術研究振興財団の助成を受けた。
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【論文】

人権政策の「グローバルマネジメント」
―国家行動計画と人権指標に基づくモニタリング・評価―

“Global Management”of Human Rights Policy: 
Monitoring and Evaluation through National 
Action Plans and Human Rights Indicators

三上　真嗣

要約
　本稿は、人権政策に関するグローバルマネジメントの構造を、行政学、公共政策学、評

価学、国際人権法の学際視座から解明する。国境を越える人権政策は、国連システムが提

示する普遍的目標や規範に基づき、各国が「国家行動計画（NAP）」を策定することで国

内的に実施される。この国際・国・地方自治体にまたがる多層的ガバナンスにおいて、グ

ローバルな規範とローカルな実践を連結するメカニズムが、「人権指標」を用いた「モニ

タリング・評価（M&E）」である。ここでは、女性・平和・安全保障（WPS）、子どもの

人権、ビジネスと人権の３分野におけるNAPとM&Eの関係を例示し、評価と指標が多元

的な行政主体を架橋する様子を示す。そこから、国内の政策体系に再編を促すグローバル

マネジメントの動態が明らかとなる。

〈キーワード〉�グローバルマネジメント、M&E（モニタリング・評価）、人権指標、国家
行動計画（NAP）、国際人権法

１．はじめに
　国際連合（以下、「国連」）の経済社会理事会は、1946年に国連人権委員会 1 を設置し、

その後の1948年12月には国連総会で世界人権宣言を採択した。この宣言は、後に続く中核

的人権条約や地域的人権条約 2 の礎となり、国際社会における人権の実現と促進に大きく

1 　国連人権委員会は、2006年３月に人権理事会に改組。
2 　ヨーロッパ人権条約（1950年採択、1953年発効）、米州人権条約（1969年採択、1978年発効）、バンジュー

ル憲章（1981年採択、1986年発効）、ASEAN人権宣言（2012年採択）など。人権条約に関する経緯は、申（2009）
に詳しい。また、ASEANにおける経緯は渡辺（2014）を参照。



－62－

『グローバルマネジメント』第13号

寄与した。さらに、人権という理念は、人道支援や開発、安全保障といった地球規模の政

策課題と不可分なものとして認識されるに至り 3 、その担い手も国際機関や各国政府（中

央政府及び地方自治体）、NGO・NPO、慈善事業家 4 、多国籍企業、市民社会など、極め

て多様なアクターへと拡大している。

　このような人権政策のグローバル化を象徴するのが、「持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals、以下「SDGs」）」5 である。人権の実現と促進を基盤に据えるSDGsが、

民主主義国のみならず、独裁政権や軍事政権を含む多様な政治体制の国も含めて、全会一

致で採択された事実は、現代における人権の普遍的価値を示す上で重要である 6 。一方で、

近年の国際政治においては米国のトランプ政権に象徴されるようにSDGsや関連理念に対

する反発もみられる 7 。本稿では、このように人権が国際社会の共通目標として浸透しつ

つも、同時に政治的な対抗軸ともなっている現状をふまえ、国境を越えて展開される人権

政策の総体を「グローバル人権政策」とよぶ。

　本稿の目的は、こうした「グローバル人権政策」のマネジメント活動を事例として、本

誌が掲げる「グローバルマネジメント」を解明し、議論するための一視座を提示する点に

ある。しかし、「グローバルマネジメント（Global Management）」という新奇の概念は

学術研究において十分に洗練、蓄積されているとは言えない。そこで「グローバル・ガバ

ナンス」の一定義である「越境する問題群の操舵、マネジメント」（遠藤編 2010：4）に「マ

ネジメント」の文言がある点に注目し、「グローバルマネジメント」を「グローバル・ガ

バナンス」の議論における「越境する問題群のマネジメント」とここでは定義してみたい。

　その上で本稿は、公共政策の議論に焦点を当て、「人権政策のグローバルマネジメントは、

いかなる構造で展開されているか」を問いとする。この問いを探究するにあたり、本稿は

行政学（国際行政学、開発行政学）、公共政策学（政策実施論、政策評価論）、評価学、国

3 　「ウィーン宣言及び行動計画」（1993年６月採択）の影響が一例。
4 　ビル＆メリンダ・ゲイツ財団やロックフェラー財団などが人権に関する国際的な会合でも活躍している。
5 　A/RES/70/1.
6 　人権は、グローバル・ガバナンス（「越境する問題群の操舵、マネジメント」（遠藤編 2010：4）の１テー

マでもある。
7 　無論、こうしたグローバル人権政策の進展は、無風のうちに受け入れられるわけではない。むしろ近年、

その普遍性に対する政治的なバックラッシュが各地で顕在化しており、その典型例が米国第２次トランプ政権
による陰謀論に基づく一連の対抗措置である。トランプ政権は、連邦補助金の配分を交渉材料とし、DEI
（Diversity, Equity, and Inclusion）にまつわる用語を政策文書から削除するよう地方自治体に同調を強いて
いる。

　　この圧力の本質は、単なる政策文書上の字句の修正という表層的な問題に留まらない。それは、行政運営の
実務、すなわち「マネジメント」の行方を左右するものである。筆者が2025年６月16日19時頃に米国ミズーリ
州コロンビア市議会を傍聴した際には、まさにこの問題が争点となっていた。連邦政府からの圧力に対し、議
会とシティ・マネージャーを中心とする市行政は抵抗を見せ、市の評価指標や重要業績指標（KPI）をどのよ
うに修正すべきか、あるいはその正当性をいかにして守るべきかという、極めて技術的かつ実務的な議論に直
面していたのである。

　　この事例が端的に示しているのは、グローバルなレベルでの理念やイデオロギーの対立が、国境を越えてロー
カルな行政現場における具体的な「マネジメント」の問題、すなわち行政技術や評価指標の設計・運用をめぐ
る攻防として顕在化するという様相であり、もう１つの「グローバルマネジメント」像である。
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際人権法の理論的蓄積を援用する。

　より具体的な分析の焦点は、グローバル人権政策のマネジメントを構成する具体的な仕

組み、すなわちグローバルな「人権指標」、各国が策定する「国家行動計画（National 

Action Plan、以下「NAP」）」、そしてそれらの進捗を測定・評価する「モニタリング・

評価（Monitoring and Evaluation、以下「M&E」）」の３点に置く。

２．グローバルな人権政策
⑴　人権の政策アプローチ
　グローバル人権政策が対象とする領域は、きわめて多岐にわたる。その核心には、国際

人権法が歴史的に追求してきた人種差別撤廃、子どもの権利、障害者政策、ジェンダー政

策（女性や性的マイノリティに関する諸政策）、難民保護といった基本テーマが存在する。

しかし、現代のグローバル人権政策は、これらの個別課題にとどまらず、人権教育の推進、

開発協力、政府開発援助（Official Development Assistance、以下「ODA」）といった

人権の普及・促進に関わる多様な手段や方法論をもその射程に収めている 8 。さらに、「人

権の主流化」という潮流のもと、食糧援助、災害復興、民主化支援、紛争解決、国連平和

維持活動（Peacekeeping Operation、以下「PKO」）、公衆衛生、地球環境問題といった

広範な政策領域において人権の視点が不可欠な要素として組み込まれるようになった。人

間の安全保障や人道支援 9 とも深く関わり、その結果、本来人権を主たる任務としていな

かった数多くの組織が、それぞれの専門領域から人権課題に取り組むようになっている。

　こうしたグローバル人権政策は、どのように国境を越えて実施されるか。この問いを考

えるための理論的支柱となるのが、国際人権法学者の棟居徳子が提示する「政策アプロー

チ」である（棟居 2013：37）。棟居は、人権の実現・促進には司法判断を通じて権利回復

を図る「司法アプローチ」と並行して、政策形成過程そのものに関与する「政策アプロー

チ」が重要であると論じる（棟居 2013：37）。この後者の視座を採用するならば、公共政

策学の分析枠組みである「政策過程論」を用いて、人権政策を形成、決定、実施、評価と

いう一連の動態として捉え直すことが可能となる。この政策過程において、地方自治体は

住民に対して「人権の実現と促進」という具体的な価値をデリバリーする、最終的な実施

の担い手として位置づけられる。

　しかし、地方自治体のような国内組織が、国連をはじめとする国際機関が設定したグロー

バルな基準を直接参照し、政策を実施することは容易ではない。ここに、国際機関と国内

の地方自治体との間を仲介する中央政府の役割が浮上する。この結果、国際機関－中央政

府－地方自治体という多層的なガバナンス構造が生まれるのである。このような構造にお

いて政策が円滑に実施されるためには、国際行政学が明らかにしてきたように、異なるレ

8 　国際人権法の観点から人権条約と開発の関係を考えるためには、申（2009）が重要な研究である。
9 　国際人権法と国際人道法は異なるものの、人権と人道支援は政策アプローチにおいて重なるところも多い。

とくにODAにおいては両者が重視されている。ODA評価については、三上（2025）を参照。
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ベルの行政機関が「歯車のかみ合うような『合成』」を前提とした「混成システム」とし

て機能する必要がある（福田 2012：12）。

　この多層的かつ多様なアクターから成る「グローバル・ガバナンス」においては、単一

の世界政府が存在しないため、トップダウンによる政策の強制は困難である（遠藤

編 2010：5）。他方で、各アクターの自発的な取り組みのみに委ねることも、政策の実効

性を担保する上では十分ではない。このような状況下で、政治体制の違いを乗り越え、実

務的な連携を促進する中立的なツールとしてM&Eの重要性が増している10。

　M&Eが機能するための鍵は、客観的な「指標」にある。人権政策の文脈において、棟

居は「人権指標11」が持つ４つの重要な機能を指摘している。すなわち、①人権内容の具

体化と政策過程への適用、②普遍的定期的審査（Universal Periodic Review、以下

「UPR」）等における客観的状況把握、③公共政策の形成・実施・評価への貢献、④義務

保有者に対する要求の明確化である（棟居 2013：38-39）。人権指標は、政策の進捗を管

理し、アカウンタビリティを確保するための基盤となるのである。

⑵　人権と国連システム
　グローバル人権政策の中核を担うのが国連である。国連においては、機能や役割、テー

マごとに設置された組織が連携をとりながら体系（system）をなしている（これを「国

連システム12」という）。人権政策においても、複数の組織が連携することで円滑な実施が

可能となっている（坂根 2020：185-189）。

　国連システム内部では、人権保障を主たる目的とする機関が、国連憲章に基づく機関

（Charter-based body）と人権条約に基づく機関（Treaty-based body）の２系統で整

備されており、それぞれが専門性と役割に応じて機能している。前者の国連憲章に基づく

機関には、国連総会の下部組織として設置されている国連人権理事会や国連総会第３委員

会、経済社会理事会における国連女性の地位委員会などの各種機能委員会がある。さらに

特定のテーマごとに各種作業部会を設置し、「特別手続き」を通じて人権侵害の個々のケー

スに介入する場合がある。テーマ別の問題に対する助言機能としては、人権理事会諮問委

員会13も設けられている。また、国連総会第３委員会も人権理事会と並び立って人権政策

10　評価（evaluation）は、国際機関と加盟国間の政策をつなぐ「インターフェース」の１つだとも考えられる。
城山は、このインターフェースを「国際機関と各加盟国政府との資源（財政的資源，人的資源等）移転関係や
政策をめぐる相互作用を規定する管理運営上の制度およびその運用」と定義する（城山 2004：344）。これに
従えば、評価（評価制度とその運用）は「政策をめぐる相互作用を規定する管理運営上の制度およびその運用」
にあたり、報告書やモニタリングを通じた情報資源の移転や責任追及、それによる組織間連携の手段であると
考えられる。

11　たとえば、OHCHRによる人権指標（OHCHR 2012）がある。その他にも、Human Rights Measurement 
Initiative（以下「HRMI」）のような非営利団体が集計する人権指標もある。HRMIの運営には大学の研究者
も携わっており、米ミズーリ大学のStephan Bagwell氏が一例。

12　「国連システム」については、行政学者の坂根徹の研究に詳しい（調達行政については坂根（2005）、欧州連
合との比較は福田・坂根（2020）を参照）。

13　人権委員会時代の下部組織であった人権小委員会を改組して設けられた。
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を推進しており、たとえば社会開発、犯罪、薬物、女性、子どもの権利、人種差別、難民

といった多様なテーマを議論している14。後者には、人権条約15に基づいて専門家によって

構成される各種の委員会がある16。人権条約の履行状況を監視する役割を担っており、条

約締約国が定期的に提出する報告書を審査している。これら２系統の機関の活動を事務局

として支え、人権基準の発展、実施、監視において中心的な役割を果たしているのが、国

連人権高等弁務官事務所（Office of the High Commissioner for Human Rights、以下

「OHCHR」）である。「ウィーン宣言及び行動計画」を受けて1994年に設置17された

OHCHRは、国際人権基準の発展や遵守状況を監視し、国際社会と協力して国際的な人権

保護、人権侵害の解決に向けた取り組みをすすめている。また、国連システム内の連携を

図りつつ、個々の国や地域における人権政策の実施状況を評価し、必要な支援や提言を行っ

ている。

　さらに、コフィ・アナン事務総長（当時）が提唱した「人権の主流化」以降、国連改革

は大きく進展した18。その結果、国連開発計画（UN Development Programme、UNDP）

や国連児童基金（UN Children’s Fund、以下「UNICEF」）、国際労働機関（International 

Labour Organization、以下「ILO」）、世界保健機関（World Health Organization、以

下「WHO」）といった多様な専門機関および関連機関が、それぞれの専門領域において

人権の視点を統合するようになった。2005年７月の国連民主主義基金の設立19も、人権と

開発、民主化支援という異なる政策領域が融合する現代的潮流を象徴するものである。

⑶　人権と開発目標：SDGs
　人権は、国際的な開発目標においても重要視されるようになった20。その過程のなかで、

国際人権法における諸基準はSDGsに普及していった（表１）。さらに国際的な開発目標

が発展途上国だけではなく先進国でも使われるようになり、多くの政策領域に人権指標が

浸透していった。いわば、人権という政策目的・目標の「傘」が、異なる政策領域や実施

14　A/C.3/77/L.1.
15　「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する条約」（人種差別撤廃条約）、国際人権規約（「経済的、社会的及び

文化的権利に関する国際規約」（社会権規約）、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」（自由権規約）、付
属の選択議定書）「あらゆる形態の女性差別の撤廃に関する条約」（女性差別撤廃条約）、「拷問および他の残虐
な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは刑罰に関する条約」（拷問等禁止条約）、子どもの権利条約、
障害者権利条約、強制失踪条約など。

16　行政学者の坂根徹によれば、国連における人権政策の体制は、複数の人権条約があるために分散的・分権的
であると考えられている（坂根 2020：187）。

17　A/RES/48/141.
18　A/59/2005.
19　A/RES/60/1, para. 136-137.
20　人権と開発の２レジームの実効的統合については申（2009）を参照。
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主体に差し掛けられ、影響の及ぶ範囲が拡大していったイメージである21。

　この接点として重要だったのが、1993年６月に世界人権会議で採択された「ウィーン宣

言及び行動計画」であった。ここで確認された人権の普遍性は、2000年９月に採択された

国連ミレニアム宣言22にも影響を与え、国連ミレニアム宣言では「人権」を含む７テーマ

に国際社会が連携・協調して取り組むことが合意された。すなわち、「①平和、安全及び

軍縮、②開発及び貧困撲滅、③共有の環境の保護、④人権、民主主義及びグッドガバナン

ス、⑤弱者の保護、⑥アフリカの特別なニーズへの対応、⑦国連の強化」23であった。

　この７テーマから、８目標60指標で構成される「ミレニアム開発目標（Millennium 

21　行政学者の村上裕一は、ワシントン条約の実施を例にした試論のなかで、政策目標・目的の「傘」が複数差
し掛けられ、SDGsのようなルールが重層化し、国際・国内、公共・民間といった「空間」を隔てた属性の一
体化が進むと考えている（村上 2020：1035）。類似の調整メカニズムは、途上国と先進国の「開発行政」でも
見られる（山谷・三上 2023）。

22　A/RES/55/2.
23　JICA「MDGsの概要と８つの目標」JICAウェブサイト（https://www.jica.go.jp/about/organization/sdgs/

about_MDGs.html, 2023年８月31日取得）。

表１　人権と開発目標の関係
人権諸条約等

（主な対応例）
MDGs（８目標）

21ターゲット、60指標
SDGs（17目標）

169ターゲット、231指標
子どもの権利条約26、27；
社会権規約６、９、11 … １�．極度の貧困と飢餓の撲

滅 →

１．貧困撲滅
２．飢餓撲滅
３．健康と福祉
４．質の高い教育
５．ジェンダー平等
６．安全な水とトイレ
７．エネルギー
８．雇用と経済成長
９．産業と技術革新
10．不平等の根絶
11．まちづくり
12．生産と消費
13．気候変動
14．海洋資源
15．陸上生態系の保護
16．平和と公正
17．パートナーシップ
（※省略表記）

子どもの権利条約28；社会
権規約13、14；女性差別撤
廃条約10；人種差別撤廃条
約５⒠；障害者権利条約７、
24

… ２�．普遍的初等教育の達成 →

子どもの権利条約２、28；
社会権規約13、14；女性差
別撤廃条約10；人種差別撤
廃条約５⒠；障害者権利条
約６、24

… ３�．ジェンダーの平等の推
進と女性の地位向上 →

子どもの権利条約２、６、
24；自由権規約６；社会権
規約12⑵⒜

… ４�．乳幼児死亡率の削減 →

女性差別撤廃条約10⒣、11
⒡、12⑴、14⒝、一般的意
見12；人種差別撤廃条約５
（e, iv）；社会権規約12；
子どもの権利条約24⒟

… ５�．妊産婦の健康の改善 →

HIV/AIDSと人権に関する
国際ガイドライン；社会権
規約12、一般的意見４、７

…
６�．HIV/エイズ、マラリ

ア及びその他の疾病の蔓
延防止

→

子どもの権利条約24C；社
会権規約11、12 … ７�．環境の持続可能性の確

保 →

国連憲章１⑶；社会権規約
２；子どもの権利条約４ … ８�．開発のためのグローバ

ル・パートナーシップ →

（出典）Kuruvilla et al.（2012：147-148）表２にSDGsを加筆し、三上作成。
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Development Goals、以下「MDGs」）」が作られた。MDGsの目標期間が終了すると、

2015年には「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が全会一致によって採択され、新

たな開発目標であるSDGsを次の目標に据えることとなった24。

　SDGsはMDGsの人権に関する視点も受け継ぎ25、より一層人権との結びつきを明確に打

ち出していった。2018年にはSDGsの実現と人権の保護・促進とが相互に補強しあう一体

のものであると考えられるようになり26、平和・安全保障・人権などの諸目的を集約して

いった。グローバル人権政策は転機を迎え、これ以降人権政策の展開にもSDGsが積極的

に用いられるようになった。

　このSDGsの進捗状況を把握するために、全世界共通の指標である「SDGグローバル指

標（SDG Global Indicator）」が作られるようになった。これは、2015年５月に設置され

たSDG指標に関する機関間専門家グループ（Inter-agency and Expert Group on SDG 

Indicator、IAEG-SDGs）における議論を経て、国連統計委員会で2017年７月に合意、同

年10月には経済社会理事会、国連総会で承認された指標である27。「ジェンダー平等の実現

と女性・女児のエンパワーメント」を例にあげれば、身体的暴行・心理的攻撃・経済的圧

迫・性的強要の比率、議会における女性議員の割合、管理職に占める女性の割合、あるい

は携帯電話の男女別保有割合など、さまざまなグローバル指標が設けられている。これに

基づいて、各国共通で経年的なモニタリングが行われるようになり、人権の視点はSDGs

の指標とともに幅広い政策に浸透していった。

３．国家行動計画とM&E
⑴　女性の人権：WPS
　日本はどのようにグローバル人権政策を国内行政に取り込んでいるか。ここでは３分野

（女性の人権、子どもの人権、ビジネスと人権）を取り上げ、「国家行動計画」と「M&E」

に注目して概観する。

　まず、女性の人権のうち「女性・平和・安全保障（Women, Peace and Security、以

下「WPS」）」に焦点をあてる。これに関連する主要な経緯は年表に整理している（表２）。

WPSアジェンダは、世界人権宣言（1948年）や国際人権規約（1966年）に源流を持つ国

際的な女性の権利向上の長い取り組みの系譜に位置づけられる。国際婦人年（1975年）を

経て、女性差別撤廃条約28（1979年）が採択され、法的基盤が整備された後、1995年の北

京宣言及び行動綱領では、「紛争解決の意思決定レベルへの女性の参加」と「紛争下に暮

24　A/RES/70/1.
25　SDGsにおいては、17目標が相互に関わるなかで経済・社会・環境の問題が解決に向かうと考えられている。

そのため、MDGsとSDGsの目標を単純な対応関係としては描写できない点に留意が必要である。
26　A/HRC/RES/37/24.
27　A/RES/71/313.
28　実務上は「女子差別撤廃条約」。学問領域によっては、より配慮の為された表現である「女性差別撤廃条約」

と書く慣習もあり、本稿はこちらの表現を採用している。
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らす女性の保護」が明確に謳われた。さらに、紛争下の性的暴力を戦争犯罪と規定した国

際刑事裁判所（ICC）ローマ規程（1998年）の採択は、WPSの理念を具体化する上で重

要な転換点となった。

　こうした歴史的文脈のもと、2000年に国連安全保障理事会において、紛争予防・解決プ

ロセスやPKOにおける女性の主体的な参画、そして紛争下における女性の権利保護と特

別なニーズへの対応に主眼を置く決議第1325号が全会一致で採択された。これを起点とす

る一連の安保理決議群が、今日「WPSアジェンダ」として知られる政策領域を形成して

いる。さらにジェンダー主流化の観点などから取組みを補強するために、追加の安保理決

議が採択されてきた。

　このWPSを推進する国際機関が、「ジェンダー平等と女性のエンパワーメントのための

国連機関（UN Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women」（国連女

性機関、以下「UN-Women」）である。UN-Womenは、ジェンダー主流化やこれに関連

表２　ジェンダー分野の主な出来事（WPS関連）
年号 国　際 国　内

1946年 経社理、国連婦人の地位委員会設置
1975年 国際婦人年
1979年 国連総会、女性差別撤廃条約採択
1985年 女性差別撤廃条約締結
1995年 第４回世界女性会議、北京宣言及び行動

綱領
外務省「女性と開発（WID）イニシアティ
ブ」公表

1999年 男女共同参画社会基本法制定、男女共同
参画基本計画策定

2000年 国連総会、「女性2000年会議：21世紀に向
けての男女平等・開発・平和」開催
安保理、WPS決議1325号

2005年 外務省「ジェンダーと開発（GAD）イニ
シアティブ」公表

2008年 安保理、WPS関連決議1820号
2009年 安保理、WPS関連決議1888号、1889号
2010年 安保理、WPS関連決議1960号

UNIFEM&国連グローバル・コンパクト、
「女性のエンパワーメント原則（WEPs）」
作成
国連総会、UN Women設立を決定

2013年 安保理、WPS関連決議2106号、2122号
女性差別撤廃委員会、一般勧告第30号

2014年 外務省、総合外交政策局女性参画推進室
設置

2015年 UN Women日本事務所設置 「WPS第１次行動計画」公表
2019年 「WPS第２次行動計画」公表
2023年 「WPS第３次行動計画」公表

（出典）WPS行動計画をもとに三上作成。
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する人権政策の重要な推進者であり29、日本政府との連携も図ってきた。

　日本は、従来、男女共同参画政策や開発協力の文脈でジェンダー政策を推進してきたが、

WPSアジェンダを履行するため、2015年に初の「女性・平和・安全保障に関する行動計

画（NAP）」を策定した。このNAPには、政策の実効性を担保するための「M&E」の枠

組みが明確に位置づけられており、関係府省庁によるモニタリング作業部会と、外部有識

者を交えた評価委員会が定期的に進捗評価（「WPS評価」）を実施する体制が構築されて

いる30。このように、WPSというグローバルな人権政策の実施過程において、NAPを経由

して「評価」が制度的に組み込まれている。

⑵　子どもの人権：GPeVAC
　女性の人権と同様の構造（NAPとM&E）は、子どもの人権に関する政策領域において

も確認することができる。その代表例が「子どもに対する暴力撲滅行動計画」である。日

本は子どもの権利条約の締結以降、関連する国内法の整備を着実に進めてきた（表３参照）。

この国内的な取り組みと並行して、2015年に採択されたSDGsが「子どもに対する虐待、

搾取、取引及びあらゆる形態の暴力及び拷問をなくす」（ターゲット16.2）という普遍的

目標を掲げたことは、政策実施の新たな推進力となった。ここには性的搾取や虐待等への

対策も含まれており、これまでの人権実現の努力や取組みとも重なり合う。

　この共通目標に向けた国際的な取り組みの強化を図るために、UNICEF主導の下で「子

どもに対する暴力撲滅グローバル・パートナーシップ（Global Partnership to End 

Violence Against Children、以下「GPeVAC」）」が設立された。日本は2018年に、この

GPeVACの参加国31となり、2021年には関係府省庁連絡会議を開催して、「子どもに対す

る暴力撲滅行動計画32」を策定することとなった。

　この行動計画では、既存の制度やガイドライン、政策などを組み合わせて体系化を試み

ており、関係府省庁や地方自治体の役割分担も方針付けている。たとえば、児童福祉法や

児童虐待防止法、いじめ防止対策推進法といった関連する法律にくわえて、その具体化と

なる各種の計画が体系化されている。いじめ防止の方針、人権教育の推進、「都道府県社

会的養育推進計画」、あるいは学校における部活動の指導ガイドラインまでもが計画のな

かに組み込まれている。このほか、子どもに対する性犯罪や性的搾取の課題も示されてい

る。いわゆる「JKビジネス」対策のように、女性の人権をはじめとする他の人権領域と

の連携も明記されており、政策の包括性と分野横断性が企図されている。

29　UN-Womenは、女性に関する人権政策の有効性を高めるべく2010年に既存のジェンダー関連機関を統合し
た組織である。具体的には、国連経済社会局女性の地位向上部（DAW）、国際婦人調査訓練研修所（INSTRAW）、
ジェンダー問題事務総長特別顧問室（OSAGI）、国連婦人開発基金（UNIFEM）の４機関である。

30　政府側の窓口を、外務省総合外交政策局女性参画推進室が担っている。
31　正式には「パスファインディング国」。
32　関係府省庁連絡会議（内閣府、警察庁、法務省、外務省、文部科学省、厚生労働省）（2021）「子どもに対す

る暴力撲滅行動計画」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100224422.pdf, 2023年８月31日取得）。
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　こうしたNAPの体系化には、GPeVACの「戦略文書（End Violence Partnership 

Strategy）」が国際的に参照されている33。ここには、UNICEF主導で作られた「INSPIRE」

パッケージが用いられ、各国の取組の共通化と戦略的な管理が試みられている。この

「INSPIRE」は７つの戦略から構成されるが、その１つとしてM&Eが明確に位置づけら

れている点が重要である。

　このM&Eを実務的に運用するための具体的な方針文書が、「INSPIRE M&E成果枠組

み（M&E Result Framework）」である。この枠組みは、子どもの人権に関する詳細な人

権指標を提示するとともに、アウトプット、アウトカム、インパクトの３段階に応じた評

価手順を規定している（UNICEF 2018）。ここにもまた、「評価」を媒介とした政策アプロー

チによって、グローバル人権政策の履行と実施を図ろうとする現代的なガバナンスの動態

をみることができる。

33　開発分野の評価で使われる「セオリー・オブ・チェンジ（Theory of Change）」も利用されている。

表３　子ども分野の主な出来事（GPeVAC関連）
年号 国　際 国　内

1951年 児童憲章
1959年 国連総会、子どもの権利に関する宣言
1979年 国際児童年、人権委員会に作業部会設置
1989年 国連総会、子どもの権利に関する条約採

択
1990年 国連、子どものための世界サミット開催、

世界宣言を実施するための行動計画採択
1994年 子どもの権利に関する条約締結
1999年 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処

罰及び児童の保護等に関する法制定
2000年 児童虐待防止法制定
2001年 児童の商業的性的搾取に反対する国内行

動計画策定
2002年 国連子ども特別総会
2003年 青少年育成施策大綱策定
2006年 国連事務総長、子どもに対する暴力に関

する調査報告
2006年 子どもの権利委員会、一般的意見８号採

択
2011年 子どもの権利委員会、一般的意見13号採

択
2015年 SDGs採択、ターゲット16.2子どもに対す

る暴力の撲滅
2016年 子どもに対する暴力撲滅グローバル・

パートナーシップ（GPeVAC）設立
SDGs推進本部設置、SDGs実施指針決定

2018年 GPeVACパスファインディング国（参加
国）入り

2021年 関係府省会議、子どもに対する暴力撲滅
行動計画策定

（出典）「子どもに対する暴力撲滅行動計画」を参考に三上作成。
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⑶　ビジネスと人権：Protect, Respect and Remedy
　最後に、近年国際社会において急速にその重要性が高まっている「ビジネスと人権」の

領域に目を向ける。この分野の理論的基礎を築いたのが、2008年に国連人権理事会へ提出

されたジョン・ラギー国連事務総長特別代表（当時）による報告書である。同報告書は、「人

権を保護する国家の義務」「人権を尊重する企業の責任」「救済へのアクセス」という３つ

の柱から成る枠組み（Protect, Respect and Remedy Framework）を提示した。この枠

組みを具体化した「ビジネスと人権に関する指導原則」34が2011年に人権理事会において

全会一致で支持され、国際的な標準として確立された。これを受けて、国連人権理事会に

は「ビジネスと人権」に関する作業部会が設置され、指導原則の普及と実施を世界的に推

進している（おもな経緯は表４参照）

　この国連における潮流を制度的に後押ししたのが、経済協力開発機構（Organisation 

for Economic Co-operation and Development、以下「OECD」）である。OECDは、国

連の「ビジネスと人権」指導原則と足並みを揃えるべく、既存の「OECD多国籍企業行動

34　A/HRC/17/31.

表４　「ビジネスと人権」分野の主な出来事（行動計画関連の一部）
年号 国　際 国　内

1976年 OECD、「OECD多国籍企業行動指針」策
定

1977年 ILO、「ILO多国籍企業宣言」を策定
1999年 国連グローバル・コンパクト
2005年 国連人権委員会、ジョン・ラギーを「人

権と多国籍企業」の国連事務総長特別代
表に任命

2008年 ラギー、「保護、尊重及び救済の枠組み」
を人権理事会に提出

2011年 人権理事会、「ビジネスと人権に関する指
導原則：国連『保護、尊重及び救済』枠
組みの実施」支持。「ビジネスと人権」作
業部会設置

2015年 SDGs採択
G7エルマウ・サミット首脳宣言、指導原
則を支持

2016年 SDGs推進本部設置（５月）、SDGs実施
指針策定（12月）

2018年 OECD、「 責 任 あ る 企 業 行 動 の た め の
デュー・ディリジェンス・ガイダンス」
公表

2020年 「ビジネスと人権」に関する行動計画（2020
－2025）策定

2021年 「ビジネスと人権に関する行動計画の実
施に係る関係府省庁連絡会議」設置

（出典）「『ビジネスと人権』に関する行動計画」を参考に三上作成。
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指針（OECD Guidelines for Multinational Enterprises）」（1976年策定）を2011年に改

訂し、企業が人権を尊重する責任を負うことを明記した章を新たに追加した（OECD 

2011：3）。G7エルマウ・サミット（2015年６月）やG20ハンブルク・サミット（2017年

７月）といった主要な国際会議の首脳宣言においても、指導原則への強い支持と各国の行

動計画策定を歓迎する旨が盛り込まれ、国際社会における規範化が一層進んだ35。

　これら国際的な規範の進展を受け、各国政府は指導原則を国内で履行するためのNAP

の策定を進めている。日本政府もまた、SDGs達成への貢献という文脈も踏まえ、「『ビジ

ネスと人権』に関する行動計画（2020－2025）」を策定した。この行動計画は、国際社会

を含む社会全体の人権保護・促進への貢献、関連政策の一貫性の確保、そして日本企業の

国際競争力と持続可能性の向上等を目的としている。計画の実施にあたっては、関係府省

庁施策推進・連絡会議36や関係府省庁連絡会議37といった省庁横断的な体制が整備されて

いる。

　そして、これまでの２事例と同様に、この行動計画においても「評価」の視点が制度的

に組み込まれている。行動計画の期間を2020年度から2025年度までの５年間と定め、その

実施状況を毎年、関係府省庁連絡会議において確認することが明記されている。特筆すべ

きは、その確認方法について、「関係府省庁における既存の評価指標の活用も含め、可能

な限り、客観的な指標を用いるように努める」と規定している点である38。ここにもまた、

評価をマネジメントのツールとして活用し、グローバルな規範を国内政策へと落とし込む

「政策アプローチ」の論理が貫かれている。

４．評価と指標によるグローバルなマネジメント
⑴　内部的・外部的な評価
　「グローバル人権政策」がNAPを通じてM&Eを制度化（institutionalization）し、グロー

バル人権政策と国内行政を接続するならば、このインターフェースでは「評価」活動はど

のように多層に展開されるのか。ここには国内行政における活動を集計し、国際機関に報

告するボトムアップな方法と、国際機関が外部的な評価を実施するトップダウンな方法の

２方向がある。

　第１に、国自身がその履行状況を評価し、国際社会に報告する内部的な評価の形態であ

る。各国政府は、前節で述べた各種人権条約の遵守状況を報告する義務を負っており、そ

35　ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議（2020）「『ビジネスと人権』に関する行動計画
（2020－2025）」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100104121.pdf，2025年９月30日取得）、３頁。

36　内閣官房（2023）「『ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議』設置要
綱」（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/business_jinken/pdf/yoko.pdf, 2023年８月31日取得）。

37　外務省（2021）「『ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁連絡会議』設置要綱」（https://
www.mofa.go.jp/mofaj/files/100180501.pdf, 2023年８月31日取得）。

38　ビジネスと人権に関する行動計画に係る関係府省庁連絡会議（2020）「『ビジネスと人権』に関する行動計画
（2020－2025）」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100104121.pdf，2025年９月30日取得）、31頁。
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のための共通様式として「共通コア文書39」を作成している。たとえば日本政府が2019年

10月に提出した共通コア文書は、国内の政治・行政制度から人権政策の全体像に至るまで、

網羅的な自己評価を国際社会に対して提示するものである。こうした報告の視点や指標な

ど詳細な様式もまた、国際的なガイドライン（HRI/GEN/2/Rev.6.など）によって定めら

れている。なお、SDGsの実施状況についても同様に、国連のハイレベル政治フォーラム

（HLPF）の場で「自発的国家レビュー（Voluntary National Review、以下「VNR」）」

として報告される。日本も2017年と2021年にVNRを提出しており、そこでは各種の統計

指標や地方自治体の先進的な取り組みが、目標達成度を測るためのエビデンスとして用い

られている。

　定期的な評価としては、基本的に内部的な評価が大半を占め、そのための評価委員会を

設けて外部有識者とともに評価活動をすすめる。より実務的には、次のようなメカニズム

である40。以下の図１のように国際的な大目標（Ⅰ「参画」、Ⅱ「予防」、Ⅲ「保護」、Ⅳ「人

道・復興支援」、Ⅴ「M&E、見直しの枠組」）のそれぞれに目標が設定され、その目標ご

とにそれを解決するための手段たる具体策がおよそ４種類程度設定される。次に、それぞ

れの具体策を把握するためにどのような指標が必要かをいくつかの指標群で説明する。最

後に、それぞれの指標がどの組織に該当するかを設定する。現実的には、行政活動で一般

的な「作業依頼」とそれに基づくペーパー・フロー（実際は、エクセルファイルの集計フ

ロー）を実施していると考えられる。すなわち、この評価指標に合わせて「作業依頼」を

各府省庁に出す。作業依頼を受け取ったときに、所掌の政策・施策が寄与していると考え

た場合に、自己申告の形で外務省に返送する、という手続きをふむ。

図１　WPSの評価体系（第１次NAPと第２次NAP）
（出典）第１次NAPと第２次NAPをもとに三上作成。

　第２に、国連機関等の外部主体が国の実施状況を評価する外部的な評価の形態である。

39　HRI/CORE/JPN/2019.
40　ここではWPSのケースを述べるが、人権領域が異なると細部には違いが生じる。また、この図１は第１次

NAPと第２次NAPをもとにしたものであり、第３次NAPでは異なる場合がある。この領域間比較や報告書の
変遷については別稿で取り上げる必要がある。
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その代表例が、国連人権理事会が全加盟国の人権状況を約４年半ごとに審査する「普遍的

定期的審査（UPR）」であり、各国政府と共同して報告を作成する形をとっている。さらに、

より特定の課題に焦点を当てた「特別手続き」に基づく調査活動も重要な外部評価メカニ

ズムとして機能する。2023年７月から８月にかけて「ビジネスと人権」作業部会が実施し

た訪日調査はその好例である。同作業部会は、日本政府が策定したNAPの実施状況を検

証するため、中央省庁や地方自治体、企業、労働組合、市民社会といった多様なステーク

ホルダーと面会を重ねた。その過程でジャニーズ事務所における性加害問題といった個別

具体的な事案にまで踏み込み、実効的な救済措置を促した報道は記憶に新しい41。こうし

た調査結果は報告書として国連人権理事会に提出され、国際的な監視と勧告の基礎となる。

⑵　評価システムの全体像
　これら内外の多様な評価活動は、相互に連携し、グローバルな規範をローカルな実践へ

と結びつける１つの巨大なシステムを形成している。本稿が提示した図２は、この多層的

なガバナンス構造を模式的に示したものである。

図２　グローバル人権政策の評価システム（イメージ図）
（出典）村上（2020）の図を参考に、本稿の議論をもとに三上作成。

　図２が示すように、国際レベルで設定されたSDGsや人権規範は、国連システム（人権

理事会、OHCHR等）を通じて具体的な「人権指標」へと落とし込まれる。この指標体系

41　OHCHR（2023）「国連ビジネスと人権の作業部会：訪日調査、2023年７月24日～８月４日、ミッション終
了ステートメント」（https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/development/wg/statement 
/20230804-eom-japan-wg-development-japanese.pdf, 2023年８月31日取得）。
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を拠り所として、各国は国内の行動計画であるNAPを策定する。重要なのは、国連等の

国際機関が、このNAPの策定を「奨励42」しており、その策定・運用状況を注視し、その

内部にM&Eのメカニズムを埋め込むことを促している点である43。換言すれば、NAPと人

権指標に紐付けられた国の政策、ひいては地方自治体の政策や日常業務の遂行状況が、グ

ローバルなレベルでモニタリング可能となる構造が構築されているのである44。たとえば、

前節で述べた「ビジネスと人権」の分野では、OHCHRがNAPの策定ガイダンスを公表し、

各国の取り組みの標準化と進捗管理を図っている45。随所に浸透させた人権指標に基づい

たこの評価の連鎖こそが、グローバルな「政策アプローチ」を実効化するためのマネジメ

ント・メカニズムである。

５．おわりに
　本稿は、「グローバル人権政策」のマネジメントという現象を分析対象とすることで、

現代におけるグローバルマネジメントの動態を解明するための一視座を提示することを目

的としてきた。冒頭で設定した問い、すなわち「人権政策のグローバルなマネジメントは、

いかなる構造で展開されているか」に対する本稿の結論は、「評価」と「指標」を媒介と

する、グローバルな規範とローカルな実践の制度連関として要約することができる。

　本稿で明らかにしてきたように、この連関は３つの段階を経て構築される。第１に、国

連システムを中心とする国際機関が、SDGsに代表される普遍的な目標や各種人権条約に

基づき、グローバルな政策課題を設定する「国際行政の展開」である。第２に、これら国

際的な要請に応答する形で、各国政府が国内の法制度や政策を改めて体系化し、「国家行

動計画（NAP）」として具体化する「国内行政の再編成」である。そして、これら２つの

レベルを連結し、政策の実効性を担保するメカニズムとして機能するのが、第３の「評価

による接合」に他ならない。

　この評価メカニズムは、他の政策評価と同じような事後的な検証活動に留まるものでは

ない。むしろ、評価活動を通じて複数の既存の政策体系に対して、別の角度から光を当て、

異なる組織や目的で進められている政策の実施活動を１つのストーリーに位置づける役割

を演じている。

　国際機関は、NAPの策定段階からM&Eの枠組みを制度的に埋め込むことを促し、客観

的な「人権指標」を用いることで、国内政策の進捗をグローバルなレベルでモニタリング

42　主権国家に対して強制ができないために、このような表現が頻繁に用いられる。
43　外務省においては、NAPの整備について国連と他国の状況をウォッチしている。ただし、必ずしも省内の

隣接組織間でNAPに関する整備方針を共有しているわけではない。そのため人権領域ごとにNAPの作り方に
は差異があると考えられる。このNAPの差異とそれが評価報告書にもたらす差異の比較検討についても別稿
に譲る。

44　様式や戦略的な運用方針も国際的に整備され、監視されている場合もある。
45　OHCHR（2016）「Guidance on National Action Plans」（https://www.ohchr.org/sites/default/files/

Documents/Issues/Business/NationalPlans/NAPconsultation.pdf, 2023年８月31日取得）。
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することを可能にしている。このモニタリング・評価の仕組み・仕掛けこそが、人権政策

の履行と実施の実態である。女性・平和・安全保障（WPS）、子どもの権利、ビジネスと

人権といった本稿で検討した事例が示すように、この構造は多様な政策領域に浸透しつつ

ある。さらにその射程は、人権関連予算のモニタリングといった財政領域にまで拡大する

兆候を見せている46。

　この一連の動態が意味するのは、指標と評価を媒介とした、国内政策体系の静かなる再

編である。地方自治体が策定する個別の計画や、現場レベルで実施される日常的な行政サー

ビスまでもが、グローバルな指標体系と評価の論理によって意味づけられ、国境を越えた

マネジメントの対象として組み込まれていく。それは、ローカルな行政実践が、もはや純

粋に国内的な文脈のみで完結するのではなく、グローバルなガバナンス機構の一翼を担う

存在へと変容しつつあることを示唆している。

　とはいえ冒頭でふれたように、このグローバルな政策再編の潮流は、政治的な抵抗やイ

デオロギーの対立と無縁ではない。しかし、そうした緊張関係の中でさえ、評価と指標と

いう客観性と技術性をまとったツールが、異なるレベルの行政主体を架橋し、有効な政策

実施を図るための駆動力となっている。グローバルな理念とローカルな実践とが交錯する

現代において、この静かなる攻防こそがグローバルマネジメントの最前線なのである。

付記
　本稿は、日本学術振興会科研費基盤研究C「国際人権法の国内実施における自治体の役

割と課題」（研究代表者：棟居徳子早稲田大学教授、研究課題：20K01320）のプロジェク

トにおける研究成果の一部である（筆者は研究協力者）。

　また、日本評価学会第24回全国大会（於大阪大学、2023年12月16日）の「グローバルな

政策の架橋―評価と計画―（共通論題「政策学と評価学」）」、現代行財政研究会（於長野

県立大学、2025年５月21日）「現代の行財政における評価管理の重要性―開発協力行政と

男女共同参画政策の交錯―」の各報告にて賜ったアドバイスを反映した。
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【Review】

Developing Speaking Fluency: 
Investigating the Role of a Custom 
AI Chatbot in Japanese University 

English Education

Mision, Miguel Alberto

Introduction
　The integration of artificial intelligence (AI) technologies into language education 

has accelerated in recent years, offering new opportunities to support second 

language (L2) learners through personalized and accessible tools. Both Huang et al. 

(2021) and Busso and Sanchez (2024) highlight how AI-driven chatbots support 

speaking practice in low-pressure environments, consistently demonstrating benefits 

such as personalization, increased social presence, and improved learner confidence. 

For students who may feel anxious or hesitant to speak in front of teachers or peers, 

such technologies offer an alternative mode of interaction that can help build 

confidence and fluency over time.

　A key challenge in Japanese EFL education is the limited opportunity that 

students have to engage in spoken English, both in and outside the classroom 

(Haugh, 2019). Classroom speaking activities often focus on lower-order thinking 

skills (LOTS), such as memorization and recall, which leaves little time for 

meaningful interaction or increased confidence and willingness to communicate 

(Cutrone & Beh, 2018). This emphasis on lower-order thinking skills is strongly 

influenced by traditional teaching methods such as the grammar-translation method 

(GTM) and its Japanese adaptation, yakudoku, which prioritize literal translation and 

grammar acquisition over spoken interaction. Recent classroom research shows that 

yakudoku remains deeply ingrained in Japanese secondary schools; Lawrence (2025), 

for example, observed that even after policy shifts encouraging communicative 



－79－

� The Global Management of Nagano, Vol.13

approaches, translation and grammar-based instruction still dominated lesson time. 

Busso and Sanchez (2024) similarly note that high school curricula continue to 

prioritize grammar and reading skills aligned with entrance exam preparation, 

limiting opportunities for authentic communicative practice. In addition, Humphries 

(2023) found that Japanese university English majors perceive their speaking ability 

as inconsistent and underdeveloped, a reflection of the limited oral practice offered 

throughout their schooling. This issue is compounded by Japan’s largely 

monolingual environment, which offers few chances for authentic language use 

outside the classroom (Dizon, 2020). Taken together, these factors reveal a persistent 

gap between national policy goals for communicative competence and the realities of 

classroom practice, leaving many learners underprepared for practical English 

communication. This highlights the need for supplementary tools that can create 

consistent opportunities for oral practice and build communicative competence 

beyond what current curricula and teacher training allow.

　Considering these challenges, there is growing interest in how AI-powered tools, 

particularly chatbots, can help bridge the gap between classroom instruction and 

real-world communicative competence. Chatbots can be programmed to replicate 

natural conversational patterns while still using controlled, level-appropriate 

language. This makes them a scalable and flexible tool for providing learners with 

additional speaking opportunities both inside and outside the classroom. Research 

has shown that AI chatbots are especially promising for contexts like Japan, where 

learners struggle with limited speaking practice - a result of exam-focused curricula 

(Kobayashi, 2020), restricted classroom interaction, and the lack of English use in 

daily life (San Jose et al., 2025). By allowing students to engage in repeated, low-

pressure oral interactions - whether guided by curriculum or customized to learner 

needs - AI chatbots may offer an accessible solution for increasing speaking fluency, 

confidence, and learner autonomy. This literature review examines the current body 

of research related to AI-mediated conversation practice and argues that such tools 

represent a necessary and pedagogically sound response to persistent challenges in 

English speaking instruction. Focusing on Japanese EFL speaking instruction, this 

review considers current challenges, assesses existing technological interventions, 

and proposes that the next stage of development requires voice-enabled, curriculum-

aligned AI chatbots.

　To address these issues, this literature review is organized into four main sections. 

First, it examines the current challenges in developing speaking skills within 

Japanese EFL contexts, highlighting curricular, cultural, and institutional factors that 
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limit communicative practice. Second, it traces the development of speaking-practice 

technology, from early CALL tools to today’s mobile and online platforms, to explain 

the rise of conversational AI. Third, it synthesizes recent research on AI chatbots for 

language learning, with attention to both global findings and Japan-specific 

applications. Finally, the review identifies key gaps in the existing literature and 

argues that future progress will depend on voice-enabled, curriculum-aligned 

chatbot systems that can integrate directly with classroom instruction. Together, 

these sections build a case for the pedagogical necessity of tailored AI-mediated 

speaking tools in Japanese university settings.

Speaking Skill Development in EFL Contexts
In recent decades, Japan has made notable efforts to reform English education by 

promoting communicative competence as a central objective. The Ministry of 

Education, Culture, Sports, Science, and Technology (MEXT) has introduced 

teaching methods such as communicative language teaching (CLT), project-based 

learning (PBL), and content and language-integrated learning (CLIL) to better 

prepare students for global participation (Nakashima, 2021; Okihara, 2014). These 

reforms reflect a broader national goal of preparing students with the skills needed 

to succeed in a globally connected and rapidly changing world. However, Japan 

continues to rank near the bottom in international English proficiency, falling behind 

neighboring countries such as Thailand and South Korea, which have shown 

stronger overall performance in English education (Education First, 2024). While the 

EF English Proficiency Index is not a flawless measure - being based only on self-

selected test-takers - it still provides a useful benchmark for comparing relative 

trends across countries. With English now officially a subject in Japanese elementary 

and secondary schools; however, the emphasis on practical communication skills 

remains inconsistent and underdeveloped (Smith, 2025).

　One significant barrier to achieving MEXT’s communicative goals lies in the 

limited communicative proficiency of many Japanese EFL teachers. Although most 

are strong in grammar and vocabulary, their lack of frequent engagement with 

spoken English and exposure to authentic communicative situations often prevents 

them from confidently using English for authentic interaction (Saito & Turner 2025). 

Despite generally positive attitudes toward communicative language teaching, many 

teachers report that they are unable to implement CLT effectively in practice due to 

a combination of low confidence in their own speaking skills, rigid curriculum 

requirements, large class sizes, and a lack of institutional support (Cirocki et al., 
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2024).

　Although the focus of this review is on university learners, it is important to 

recognize that many of their speaking difficulties originate in their pre-university 

experiences. In secondary schools, for example, assistant language teachers (ALTs) 

are often positioned in limited, non-instructional roles due to licensing regulations 

and institutional norms (Hiratsuka, 2025; Borg, 2020). As a result, students receive 

few opportunities for sustained communicative interaction during their formative 

years. By the time these learners enter university, their speaking skills are already 

underdeveloped - a pattern repeatedly noted in research on Japanese EFL learners 

(Humphries et al., 2023; Cutrone & Beh, 2018). Thus, pre-university instructional 

constraints, including the restricted use of ALTs, directly contribute to the speaking 

challenges faced by university students today. 

　Beyond teacher qualifications, deeply rooted cultural and curricular factors also 

hinder the development of communicative competence. Japan’s exam-driven 

educational system continues to prioritize reading and writing over speaking, with 

entrance exams reinforcing this imbalance across junior high and high schools 

(Koizumi et al., 2022; San Jose et al., 2025). Moreover, cultural norms such as valuing 

silence, indirectness, and group harmony often discourage students from speaking 

up or taking risks in English (Crosby, 2024). Textbooks reinforce this limitation with 

unnatural examples focusing on sentence-level grammar and transactional phrases, 

often omitting the sociolinguistic nuance needed for real-world communication (Arita 

& Imamura, 2024). As Haugh (2019) notes, “it is common to find Japanese English 

learners who struggle to navigate simple conversations despite extensive knowledge 

of grammar and vocabulary” (p. 173). Collectively, these pedagogical shortcomings 

contribute to a pronounced disconnect between classroom learning and practical 

communicative ability.

Technological Support for Speaking: Past and Present
　Early forms of technology in language education, often referred to as 

Computer‑Assisted Language Learning (CALL), were largely passive - emphasizing 

drill-and-practice routines over interactive or communicative engagement. Language 

laboratories, cassette tapes, and basic digital programs provided structured language 

input but offered limited opportunities for spontaneous speaking or meaningful 

social interaction. These tools reinforced rote memorization and repetition rather than 

fostering fluency and authentic language use. Scholars such as Warschauer and 

Healey have described the formative phase of CALL (often dubbed “Behavioristic 
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CALL”) in the 1960s and 70s as dominated by stimulus-response patterns and 

behaviorist pedagogy (1998).

　In recent years, Japanese EFL classrooms have gradually incorporated more 

interactive technologies, including digital whiteboards, learning management 

systems (LMS), online quizzes, and mobile-assisted language learning (MALL) tools 

(MEXT, 2011). However, the integration of these tools often remains at surface-level, 

primarily supporting test preparation or reinforcing vocabulary and grammar drills 

rather than enabling real-time communication. Despite national initiatives 

encouraging communicative competence and digital transformation in education, 

many teachers still struggle to implement technology in ways that support spoken 

language development (Enright, 2023). Challenges include limited professional 

development opportunities, lack of institutional support, and low teacher confidence 

in both using technology and facilitating student-centered speaking activities 

(Tanaka & Saito, 2021).

　While earlier technologies and current classroom tools have not fully addressed the 

gap in speaking opportunities, they nonetheless highlight an important trajectory: 

digital resources are becoming increasingly central to language learning. Mobile-

assisted tools and online platforms demonstrate that learners are willing to engage 

with technology outside of class, but these resources often lack the interactivity and 

communicative depth required to build fluency (Huang et al., 2021). This evolution 

suggests a growing need for tools that combine accessibility with authentic spoken 

interaction. AI-powered chatbots represent the next step in this progression, not only 

because they enable real-time, adaptive, and personalized speaking practice, but also 

because they require very little training or technical skill to implement. Unlike 

traditional CALL or LMS platforms that often demand teacher training and software-

specific preparation, AI chatbots can be applied with simple, conversation-level 

instructions, making them immediately usable in the classroom (Busso & Sanchez, 

2024). This combination of low entry barrier and high communicative potential 

positions AI chatbots as uniquely capable of addressing the long-standing challenges 

of fostering oral proficiency in Japanese EFL contexts.

AI Chatbots for Spoken Language Learning
　Recent developments in AI have enabled chatbots to provide more naturalistic 

interactions than earlier rule-based systems, which relied on scripted responses and 

limited flexibility. Contemporary chatbots can process natural language input, adjust 

to learner proficiency, and maintain conversational context, offering a closer 
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approximation to human interaction (Huang et al., 2021). As Winkler and Söllner 

(2018) explain, “chatbots have the potential to create individual learning experiences 

for students and therefore increase learning outcomes and support lecturers and their 

teaching staff” (p. 29). These capabilities allow learners to receive immediate 

feedback and engage in extended dialogue while also reducing affective barriers - 

what Huang, Hew, and Fryer (2021) describe as individualized, low-pressure practice 

that supports risk-taking and reduces fear of mistakes.

　A recent meta-analysis by Lyu (2025), which examined the effectiveness of AI-

powered chatbots on second language learning outcomes, reported a medium-to-

large overall effect (g = 0.61), though the authors noted substantial heterogeneity 

across studies involving different age groups, proficiency levels, and instructional 

contexts. These improvements were largely attributed to features such as frequent 

practice, immediate feedback, and adaptive interaction. The analysis also highlighted 

that mobile access, multimodal interaction, and the use of generative AI contributed 

to stronger learning gains. Similarly, Klímová and Ibna Seraj (2023) reviewed seven 

experimental studies involving university EFL learners and found consistent 

improvements in speaking performance, particularly in fluency, intonation, and 

stress. Beyond linguistic benefits, their review emphasized increased learner 

motivation and engagement, both during lessons and in independent practice. 

Drawing on self-regulated learning theory, the authors argued that chatbots support 

autonomy by allowing learners to engage with English flexibly, inside and outside of 

formal instruction. 

　AI chatbots can also deliver notable psychological and emotional benefits that 

traditional methods often lack. In a 2025 mixed-methods study, Ding and Yusof 

investigated the effects of structured chatbot sessions using the AI platform Mondly 

over a six-week period. Students in the chatbot group demonstrated significant 

improvements in speaking proficiency and marked reductions in speaking anxiety 

compared to a control group that engaged only in traditional classroom tasks. 

Drawing on IELTS Speaking scores, a validated anxiety scale, and follow-up 

interviews, the authors found that learners felt more confident, motivated, and 

relaxed when speaking with the chatbot. As Ding and Yusof (2025) conclude, “these 

findings underscore the value of designing chatbot interactions to build a 

comfortable and engaging learning experience, particularly for learners who may 

experience higher levels of anxiety in traditional classroom settings” (p. 5). These 

affective benefits align with broader trends in the literature. For example, 

Wiboolyasarin et al. (2025) observed strong gains in speaking and writing skills 
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across multiple studies, attributing improvements in part to reduced anxiety, 

increased practice opportunities, and personalized feedback. Though chatbots appear 

less capable of capturing emotional nuance or deep conversational complexity (Yuan 

& Liu, 2024), research suggests they are highly effective when paired with human-

led pedagogies, particularly in ways that promote learner autonomy and provide 

repeated, personalized practice. Taken together, this body of work demonstrates that 

AI chatbots function best as a complementary tool, enhancing - but not replacing - 

the forms of communicative development that require human interaction.

Chatbot use in Japanese EFL Contexts
　Recent empirical studies in Japan have begun to demonstrate the potential of AI 

and chatbot-based tools to improve English speaking skills in EFL settings. A 

randomized controlled trial conducted by Kittredge et al. (2025) involved 567 

Japanese learners using the Duolingo platform over a 30-day period. Participants in 

the experimental group completed at least two video calls per day using Duolingo’s 

AI-powered video call feature, while the control group followed the standard lesson 

format without calls. Results showed significantly greater gains in speaking and 

listening proficiency for the video call group. Furthermore, the study found a 

positive correlation between the number of words spoken during the calls and test 

score improvements, suggesting that active speaking practice played a key role in 

skill development. Although the gains are notable, it should be interpreted cautiously 

given the nature of an internal study and the company’s vested interest in positive 

outcomes. In another Japan-based study, Shishido (2023) introduced an AI-powered 

e-learning system focused on oral drills, pronunciation practice, shadowing, and 

simulated conversations. Using TOEIC and the Oral Proficiency Interview (OPI) 

Online Language Test as pre- and post-test measures, the study reported measurable 

improvements in speaking ability. The AI driven oral practice tools helped students 

by offering repetition, flexibility of timing, and supportive feedback - features that 

are rarely feasible with teacher-centered instruction alone.

　However, learner and teacher perceptions of chatbot usefulness are mixed, and 

there are clear implementation challenges. For instance, a usability study conducted 

by Kovalʼyova (2023) with 69 Japanese university students explored how three AI-

powered chatbots: Replika, Cleverbot, and Koddy - performed in English text-based 

conversation practice. Learners appreciated the opportunity to engage in unscripted 

dialogues and enjoyed the low-pressure environment, but they raised concerns about 

the inconsistency of responses, limited conversational memory, and the lack of 
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naturalness in the bots’ replies. Other barriers to implementing technology on a wide 

scale include inconsistent access to reliable devices or internet, limited motivation to 

practice autonomously, and the need for better institutional support (Tanaka & Saito, 

2021). These findings suggest that while AI chatbots are a promising tool for 

enhancing speaking in Japanese EFL contexts, long-term success depends on better 

chatbot design, sustained exposure, teacher training, and alignment with learner 

needs and goals. Thus, future research must not only refine chatbot design but also 

ensure these systems are closely aligned with local curricula and capable of 

supporting spoken, voice-enabled practice that learners can seamlessly integrate into 

their studies.

Gaps in the Literature and Emerging Directions
　Although recent research has shown promising results for AI chatbots in 

improving English-speaking outcomes, most existing studies are still short-term. 

They typically run for a few weeks or a semester, making it hard to know whether 

gains are sustained over time. There’s a clear lack of longitudinal studies that follow 

learners for multiple semesters or years to see if improvements in speaking ability, 

willingness to communicate, or reduced anxiety persist. Similarly, very few studies 

focus on textbook-aligned chatbot integration - that is, chatbots designed to work 

with the specific content students are already using in class. This alignment could 

potentially help in contexts where study materials are tightly prescribed and exams 

dictate much of the curriculum.

　Another emerging direction involves understanding more deeply what factors 

make chatbot-assisted speaking practice truly effective. A study by Du et al. (2024) 

suggests that voice-enabled chatbots - ones that support speech recognition and 

spoken interaction represent an important frontier. But these tools are not yet well 

studied in the Japanese EFL context. Thus, future work should emphasize longer 

exposure, design of voice-bot tools, teacher training, and infrastructural support so 

that the technology isn’t just an experiment but a sustainable part of EFL instruction.

Conclusion
　In conclusion, while AI-powered chatbots have demonstrated significant potential 

in enhancing speaking skills, reducing anxiety, and increasing learner engagement 

in EFL contexts, there remains a clear need for tools that are both voice-enabled and 

curriculum-aligned. Existing studies show that generic chatbot interactions can 

improve overall proficiency, but to maximize their effectiveness in Japanese 
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classrooms, these tools must integrate spoken interaction with carefully scaffolded 

content drawn directly from students’ textbooks. This targeted approach ensures 

linguistic consistency, reinforces classroom learning, and provides meaningful, low-

pressure speaking opportunities beyond the confines of traditional instruction. 

Moving forward, the development and adoption of voice-based AI chatbots tailored 

to local curricula have significant potential as a critical step in bridging the gap 

between classroom instruction and communicative competence in real-world English 

use.
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資
料
紹
介
】
近
世
中
期
の
犬
追
物
・
笠
懸
・
流
鏑
馬

―
大
坪
本
流
の
馬
術
書
―

二
本
松
泰
子

要
旨

　
本
稿
は
、
大
坪
本
流
に
属
す
る
馬
術
伝
書
『
大
坪
本
流
兩
翼
之
巻
』（
斎
藤
定

易
著
）
の
う
ち
、「
犬
追
物
　
濫
觴
之
部
　
一
」・「
笠
懸
　
十
」・「
流
鏑
馬
　
十
三
」

を
翻
刻
し
、
そ
の
本
文
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
大
坪
本
流
は
、
江
戸
中
期
に

お
い
て
徳
川
吉
宗
の
武
芸
奨
励
策
と
軌
を
一
に
し
て
隆
盛
し
た
流
派
で
あ
り
、
斎

藤
定
易
に
よ
っ
て
多
数
の
伝
書
が
編
纂
・
著
述
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　
本
稿
で
紹
介
す
る
テ
キ
ス
ト
に
は
、
騎
射
三
物
（
犬
追
物
・
笠
懸
・
流
鏑
馬
）

の
技
法
・
作
法
に
加
え
、
そ
の
由
来
を
伝
え
る
故
実
や
伝
承
を
含
む
多
様
な
知
識

が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
近
世
中
期
に
お
け
る
武
芸
復
興
の
具
体
的
な
様
相
を
窺
い

知
る
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
群
を
提
示
す
る
こ

と
に
よ
り
、
近
世
馬
術
書
研
究
の
深
化
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉�

大
坪
本
流
馬
術
（
斎
藤
定
易
）、
騎
射
三
物
（
流
鏑
馬
・
笠
懸
・

犬
追
物
）、
馬
術
伝
書
・
故
実
（『
大
坪
本
流
兩
翼
之
巻
』）

は
じ
め
に

　
わ
が
国
に
お
け
る
乗
馬
の
歴
史
は
古
く
、
そ
の
起
源
は
千
年
以
上
前
に
さ
か
の

ぼ
る
。
具
体
的
に
は
、
５
世
紀
後
半
に
朝
鮮
半
島
南
部
か
ら
軍
事
的
な
目
的
で
乗

馬
の
技
術
（
馬
術
）
が
伝
来
し
、
国
内
に
普
及
し
た
と
い
う
（
注
１
）。
６
世
紀

末
に
は
、
天
皇
直
属
の
騎
兵
を
中
心
と
す
る
軍
事
集
団
が
形
成
さ
れ
（
注
２
）、

そ
れ
以
降
は
、
軍
事
に
馬
が
利
用
さ
れ
る
事
例
が
増
え
た
と
さ
れ
る
。
平
安
末
期

に
な
る
と
武
士
階
級
が
台
頭
し
、
馬
を
軍
事
利
用
す
る
ケ
ー
ス
が
さ
ら
に
多
く

な
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
、
わ
が
国
の
乗
馬
の
歴
史
は
武
芸
の

そ
れ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
鎌
倉
時
代
に
は
、
馬
術
は
弓
術
と
併
せ
て
武
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士
た
ち
に
と
っ
て
は
必
須
で
身
に
付
け
る
べ
き
武
芸
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　
さ
ら
に
室
町
時
代
に
な
る
と
、
流
鏑
馬
や
犬
追
物
と
い
っ
た
弓
馬
の
諸
芸
は
全

国
各
社
の
神
事
と
し
て
も
実
演
さ
れ
、
儀
礼
の
一
種
と
し
て
定
着
す
る
。
そ
れ
に

と
も
な
い
、
さ
ま
ざ
ま
な
流
派
が
確
立
し
た
。
そ
れ
ら
は
固
有
の
伝
書
（
馬
術
書
）

を
制
作
し
て
故
実
を
含
む
知
識
や
技
術
の
伝
授
を
図
り
、
結
果
と
し
て
馬
術
は
学

芸
の
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
正
徳
四
年
（
一
七
一
四
）
に
完
成
し
、
享

保
元
年
（
一
七
一
六
）
に
版
行
さ
れ
た
『
本
朝
武
芸
小
伝
』
巻
之
四
「
馬
術
」（
注

３
）
で
は
、
室
町
時
代
の
馬
術
の
流
派
を
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

馭キ
ヨ

‐
法
ハ
者
　
本
‐
邦
自
二
往
‐
古
一
而
爲
二
武
事
ノ
始
ト
一
故
ニ
其
ノ
‐
法

之
傳
授
有
リ
二
諸
家
ニ
一
京
‐
都
將
軍
家
ノ
‐
末
天
‐
下
大
ニ
亂
テ
諸
家
‐
各

失
フ
二
家
傳
一
ニ

偶
タ
マ
〳
〵

‐
僅
ニ
存
ル
‐
者
ハ
小
笠
原
家
ノ
馬
‐
術
而
‐
已
故
ニ

諸
‐
士
皆
ヲ
因
ル
レ
之
ニ
大
坪
慶
秀
抜
テ
二
諸
士
ヲ
一
而
得
タ
リ
二
精
妙
ヲ
一
八

條
江
州
悟
ル
二
微
妙
ノ
緒
ヲ
一
各
‐
皆
ナ
建
ル
二
一
‐
家
ノ
法
ヲ
一
方
ニ
今
ノ
之

‐
世
謂
ヲ
二
馬
藝
ヲ
一
者
ノ
不
レ
外
ナ
ラ
二
大
坪
八
條
ニ
一
故
ニ
以
テ
二
大
坪
八

條
ヲ
一
爲
二
騎
‐
法
中
‐
興
ノ
祖
ト
一

　
右
に
よ
る
と
、「
馭
法
（
馬
を
扱
う
術
）」
は
、
わ
が
国
で
は
古
く
か
ら
武
事
の

始
ま
り
と
さ
れ
、
そ
の
技
術
は
諸
家
に
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
し
か
し
、
足

利
将
軍
時
代
の
末
期
に
、
天
下
が
大
き
く
乱
れ
た
こ
と
で
諸
家
は
家
伝
を
失
っ
て

し
ま
い
、た
ま
た
ま
、わ
ず
か
に
残
っ
て
い
た
の
が
小
笠
原
家
の
馬
術
だ
け
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
武
士
た
ち
は
皆
そ
れ
に
倣
っ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
大
坪
慶
秀

と
八
条
江
州
が
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
ん
で
た
才
覚
を
以
て
自
ら
一
派
を
立
て
る
に
至
り
、

今
で
は
こ
れ
を
「
馬
芸
」
と
呼
ん
で
い
る
。
馬
芸
は
も
と
も
と
、
大
坪
・
八
条
の

系
統
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
両
系
統
は
騎
法
（
馬
術
）
の
中
興
の
祖
と
さ

れ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

　
こ
の
説
明
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
弓
馬
術
の
各
流
派
は
室
町
時
代
の
末
期
以
降
、

徐
々
に
消
滅
す
る
。
戦
国
時
代
が
終
わ
っ
て
太
平
の
世
に
な
る
と
馬
術
の
儀
礼
そ

の
も
の
が
衰
退
し
て
ゆ
く
。そ
れ
を
復
興
さ
せ
た
の
は
、江
戸
幕
府
第
八
代
将
軍
・

徳
川
吉
宗
で
あ
っ
た
。
吉
宗
は
武
芸
奨
励
を
推
進
す
る
一
環
と
し
て
、
騎
射
三
物

（
流
鏑
馬
・
笠
懸
・
犬
追
物
）
の
再
興
を
目
指
し
た
。
そ
う
い
っ
た
情
勢
に
呼
応

し
て
、
当
時
の
武
家
の
間
で
も
馬
術
の
流
派
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
り
、
関
連
す

る
技
術
や
故
実
・
礼
法
な
ど
を
記
し
た
伝
書
（
馬
術
書
）
が
多
数
制
作
さ
れ
た
。

先
に
挙
げ
た
『
武
芸
小
伝
』
は
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
出
版
さ
れ
た
日
本
最
古
の
武
芸

列
伝
書
と
言
え
よ
う
。

　
そ
う
い
っ
た
な
か
で
、
多
く
の
門
弟
を
抱
え
て
（
注
４
）
隆
盛
し
た
と
さ
れ
る

の
が
大
坪
本
流
と
い
う
流
派
で
あ
る
。
そ
の
名
が
示
す
よ
う
に
、
大
坪
流
の
本
流

を
主
張
す
る
。
天
保
七
（
一
八
三
六
）
年
頃
に
書
写
さ
れ
た
同
流
派
の
系
譜
に
よ

る
と
、
そ
の
伝
授
の
系
統
は
以
下
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。

大
坪
本
流
馭
馬
系
傳

〇
天
照
皇
太
神
〔�

在
於
天
上
、
降
天
熊
人
、
求
馬
而
甚
喜
之
。
曰
此
有
情
者
、
飛
行
千
里
而
、

面
白
哉
。
國
有
人
之
宝
而
猶
快
也
〕

〇
月
夜
見
尊
〔�

伊
勢
皇
女
。
傳
紀
月
夜
見
尊
馬
馭
男
也
〕

〇
大
己
貴
尊
〔�

狩
牧
而
得
地
馬
妍
哉
。
受
一
道
一
術
哉
。
可
馭
之
馭
之
哉
。
此
神
則
始
馭
熊

作
書
能
也
。
策
祖
也
〕

〇
保
食
神
〔�

葦
原
中
國
在
。
是
則
生
出
保
食
神
之
頂
馬
也
〕
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〇
武
甕
槌
神
〔�

譴
策
之
祖
也
。
皇
孫
葦
原
中
國
降
臨
之
于
時
、
此
神
馭
乗
天
班
駒
而
飛
馳
時
、

紀
伊
國
熊
野
山
而
作
足
焉
故
堀
天
坂
樹
柏
之
為
策
。
蓋
譴
策
之
祖
神
也
〕

〇
日
本
武
尊
〔�

一
貫
間
手
綱
之
祖
也
。
當
流
之
宗
師
也
〕

〇
八
幡
太
神
宮
〔�
弓
馬
之
祖
神
也
〕

〇
厩
戸
皇
子
〔�

作
馭
馬
本
紀
〕

〇
貞
純
親
王
〔�

迎
來
傳
之
祖
也
。
故
為
流
祖
也
〕

〇
義
家
朝
臣
〔�

作
五
紀
鹿
嶋
流
之
祖
也
〕

〇
六
條
判
官
爲
義
〔�

本
傳
之
祖
也
〕

〇
湯
山
入
道
中
原
玄
性
〔�

中
興
之
祖
也
〕

〇
大
坪
式
部
太
輔
廣
秀
〔�

信
州
住
村
上
故
ニ
村
上
式
部
少
輔
。
號
源
慶
秀
。
京
都
仕
將
軍
而
、

参
州
領
岡
崎
之
大
坪
于
時
、
四
品
。
慶
ハ
義
ニ
訓
ス
ル
故
ニ
、

改
廣
而
大
坪
式
部
太
輔
源
廣
秀
云
々
。
至
老
年
為
入
道
、
大
坪

菴
主
入
道
廣
秀
ト
号
ス
。
歳
八
十
四
歳
。
五
月
十
八
日
卒
去
ス
。

大
坪
流
之
祖
也
。
善
守
馳
驅
之
法
明
乗
也
。
命
永
幸
及
國
忠
、

註
義
家
之
五
紀
五
馭
全
備
、
自
是
于
此
號
大
坪
流
者
也
〕

〇
村
上
加
賀
守
永
幸
〔�

守
父
廣
秀
之
教
而
正
馳
驅
範
遂
至
明
乗
。
亦
命
先
生
之
仰
而

註
義
家
五
紀
。
為
老
年
入
道
徳
全
ト
云
也
。
歳
五
十
二
歳
二

月
晦
日
卒
去
〕

〇
斎
藤
備
前
守
國
忠
〔�

守
廣
秀
及
永
幸
之
教
而
事
理
全
備
ス
。
命
先
生
之
仰
而
註
義

家
五
紀
。
遂
受
家
傳
而
成
馬
術
之
長
者
。
老
年
為
入
道
號
芳

蓮
者
也
〕

〇
斎
藤
安
藝
守
好
玄
〔�

法
術
全
備
家
傳
相
續
之
明
乗
也
。
又
註
善
御
譜
及
作
好
玄
紀

盛
年
之
時
者
、
號
左
兵
衛
尉
也
。
文
明
九
年
十
月
九
日
成
馬

術
之
長
者
〕

〇
斎
藤
備
後
守
忠
玄
〔�

従
好
玄
傳
馭
武
之
道
。
天
文
六
年
二
月
二
日
、
遂
為
馬
術
之

長
者
〕

〇
斎
藤
斎
宮
頭
辰
遠
〔�

従
忠
玄
傳
馭
武
之
道
。
為
馬
術
之
長
者
〕

〇
丹
州
住
僧
了
慶
法
師
〔
従
辰
遠
傳
馭
武
之
道
。
為
馬
術
之
長
者
也
〕

〇
斎
藤
求
馬
助
辰
光
〔�

従
了
慶
傳
馭
武
之
道
。
正
保
二
年
正
月
十
一
日
、
為
馬
術
之

長
者
〕

〇
斎
藤
主
税
定
易
〔�

従
辰
光
傳
馭
武
之
道
、
而
得
免
状
赤
鞭
、
至
廿
四
歳
而
、
受
卯

可
紫
鞭
為
廿
七
歳
而
暁
馭
家
三
傳
理
會
馭
馬
之
。
本
領
然
後
、

得
金
鞭
為
馬
術
之
長
者
也
。
至
廿
八
歳
而
作
武
馬
見
笑
集
。
亦

編
武
馬
必
用
五
巻
于
。
此
弘
之
或
作
銅
馬
或
撰
馬
相
繪
或
註
色

紙
之
巻
及
飛
鳥
息
相
之
巻
。
亦
加
善
御
譜
再
註
然
後
、
且
欲
撰

馭
家
必
用
編
武
馬
名
鑑
者
也
。
蓋
今
天
之
下
因
為
本
家
而
大
坪

本
流
云
々
〕

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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久
保
田
宗
須
弘
道
〔�

五
馭
令
免
許
〕

〇
久
保
田
多
忠
弘
隆
〔�

定
易
直
弟
五
馭
令
免
許
〕

〇
堀
江
源
五
右
衛
門
藤
弘
前
〔�

喜
連
川
家
藩
五
馭
令
免
許
〕

〇
足
利
左
馬
頭
源
熙
氏
〔�

天
保
七
丙
申
歳
夏
五
月
五
馭
令
免
許
〕

（
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
『
大お

お

坪つ
ぼ

本ほ
ん

流
り
ゅ
う

馭ぎ
ょ

馬ば

系け
い

伝で
ん

』（
請
求
記
号
№
ケ08 

00754 0001

））

�

※
句
読
点
は
私
意
に
付
し
た
。

　
右
に
見
え
る
大
坪
廣
秀
の
注
記
に
よ
る
と
、
足
利
幕
府
に
仕
え
、「
参
州
領
岡

崎
之
大
坪
于
時
」
に
四
位
に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
廣
秀
は
、
義
家
（
源

義
家
）
に
関
す
る
五
紀
五
馭
（
五
つ
の
時
代
・
五
つ
の
馬
術
の
技
法
）
に
つ
い
て

息
子
・
永
幸
と
そ
の
高
弟
で
あ
る
国
忠
に
命
じ
て
注
釈
・
整
備
し
た
。
こ
れ
を

も
っ
て
、
大
坪
流
と
称
す
る
に
至
り
、
廣
秀
は
「
大
坪
流
之
祖
」
と
見
な
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
注
記
に
よ
る
と
、
大
坪
流
は
小
笠
原
家
の
馬
術
で
は
な
く
、

源
義
家
の
そ
れ
を
継
承
し
た
も
の
と
主
張
さ
れ
る
。

　
そ
の
廣
秀
か
ら
八
代
目
を
継
承
し
た
の
が
斎
藤
主
税
定
易
で
あ
る
。
右
掲
の
定

易
の
注
記
に
よ
る
と
、
先
代
の
「
斎
藤
求
馬
助
辰
光
」
か
ら
武
芸
の
馬
術
の
道
を

受
け
継
ぎ
、二
十
七
歳
に
し
て
す
べ
て
の
馬
術
の
奥
義
を
習
得
し
て
長
者（
名
人
）

に
な
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
、
二
十
八
歳
の
と
き
に
『
武
馬
見
笑
集
』
を
著
し
、

馬
術
に
お
け
る
必
須
の
知
識
を
五
巻
に
ま
と
め
、
銅
馬
を
制
作
し
た
り
馬
の
相
の

絵
を
描
い
た
り
し
た
と
い
う
。
ま
た
、『
色
紙
之
巻
』
や
『
飛
鳥
息
相
』
の
巻
に

注
釈
を
加
え
た
り
す
る
。
ま
た
、『
善
御
譜
』
に
も
再
注
釈
を
加
え
、
馭
家
に
お

い
て
必
須
と
さ
れ
る
『
武
馬
名
鑑
』
の
編
纂
を
志
し
た
と
い
う
。
そ
れ
ら
は
、
大

坪
本
流
が
本
家
と
し
て
の
由
緒
を
持
つ
た
め
に
制
作
さ
れ
た
書
物
群
で
あ
っ
た
。

こ
の
注
記
に
見
え
る
馬
術
書
以
外
に
も
定
易
が
大
坪
本
流
を
創
設
し
た
と
さ
れ
る

所
以
は
、
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
馬
術
書
を
執
筆
し
た
業
績
に
よ
る
こ
と
が
理

解
さ
れ
よ
う
。
定
易
が
著
し
た
と
さ
れ
る
大
坪
本
流
の
馬
術
書
の
一
部
は
『
本
朝

弓
馬
要
覧
』（
版
本
）
に
所
収
さ
れ
る
な
ど
し
て
世
に
広
ま
っ
た
。
現
存
す
る
写

本
も
多
数
確
認
さ
れ
、
四
十
冊
を
超
え
る
シ
リ
ー
ズ
本
も
あ
る
（
注
５
）。

　
さ
て
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
大
坪
本
流
の
馬
術
は
吉
宗
の
武
芸
奨
励
策
と
連
動

す
る
よ
う
に
台
頭
し
た
流
派
で
あ
る
。
定
易
が
著
し
た
大
坪
流
の
馬
術
書
に
は
そ

う
い
っ
た
世
相
が
反
映
さ
れ
、
当
時
衰
退
し
て
い
た
騎
射
三
物
お
よ
び
鎌
倉
時
代

早
々
に
廃
絶
し
て
い
た
牛
追
物
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
文
献
は
、
近
世
中
期
に
お
け
る
騎
射
の
認
識
を
窺
い
知
る
た
め
の
貴
重
な
手
が

か
り
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
断
続
的
な
我
が
国
の
馬
術
史
を
体
系
的
に
理
解
す

る
う
え
で
有
益
な
資
料
群
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
当
該

文
献
群
は
、
伝
統
的
な
武
芸
の
復
興
お
よ
び
再
構
築
を
媒
介
す
る
役
割
を
担
っ
て

い
た
点
に
お
い
て
、
従
来
の
伝
書
群
と
は
一
線
を
画
す
る
書
物
文
化
の
様
態
を
示

し
て
お
り
、
そ
の
特
異
性
は
注
目
す
べ
き
対
象
と
見
做
せ
よ
う
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
定
易
が
著
し
た
大
坪
本
流
の
馬
術
書
（『
大
坪
本
流
兩

翼
之
巻
』）
の
う
ち
、
吉
宗
が
復
興
し
た
騎
射
三
物
（
犬
追
物
・
笠
懸
・
流
鏑
馬
）

の
テ
キ
ス
ト
を
翻
刻
・
紹
介
す
る
。
犬
追
物
に
つ
い
て
は
、
一
～
九
の
合
計
九
冊

あ
る
中
か
ら
一
「
濫
觴
之
部
」
を
取
り
上
げ
る
。

　
「
凡
例
」
は
以
下
の
通
り
。

一�

　
翻
刻
は
架
蔵
本
『
大
坪
本
流
兩
翼
之
巻
』「
犬
追
物
　
濫
觴
之
部
　
一
」、
同
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『
大
坪
本
流
兩
翼
之
巻
』「
笠
懸
　
十
」、
同
『
大
坪
本
流
兩
翼
之
巻
』「
流
鏑

馬
　
十
三
」
に
よ
っ
た
。

一�

　
改
行
は
／
で
示
し
た
。
改
丁
は
」
を
も
っ
て
示
し
、（
一
オ
）
の
よ
う
に
丁

数
な
ら
び
に
表
裏
を
示
し
た
。

一�

　
字
体
は
出
来
る
だ
け
底
本
の
表
記
を
重
ん
じ
る
よ
う
に
し
た
が
、
異
体
字
な

ど
、
一
部
通
行
の
字
体
に
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

一�

　
明
ら
か
な
誤
字
や
脱
字
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
、傍
ら
に（
マ

マ
）
を
付
け
た
。

一�

　
虫
食
い
な
ど
で
判
読
不
能
な
文
字
は
□
で
示
し
た
。
予
想
さ
れ
る
文
字
が
あ

る
場
合
に
は
、
ル
ビ
に
該
当
す
る
位
置
の
（
　
）
内
に
お
い
て
末
尾
に
「
カ
」

を
付
し
て
示
し
た
。

一�

　
朱
書
に
つ
い
て
は
（
朱
書
）
の
語
と
合
わ
せ
て
【
　
】
で
囲
ん
だ
。

一
　
架
蔵
本�

『
大
坪
本
流
兩
翼
之
巻
』�

「
犬
追
物
　
濫
觴
之
部
　
一
」

　
架
蔵
本
『
大
坪
本
流
兩
翼
之
巻
』「
犬
追
物
　
濫
觴
之
部
　
一
」
に
つ
い
て
、

ま
ず
は
書
誌
を
以
下
に
掲
出
す
る
。

表
紙
左
肩
に
「
大
坪
流
兩
翼
之
巻
　
犬
追
物
濫
觴
之
部
【（
朱
書
）
一
】」
の

張
題
簽
（
縦
18.3
㎝
、
横
4.5
㎝
）。
縦
25.5
㎝
×
横
18.3
㎝
。
一
丁
表
に
「
武
道
専

門
學
校
圖
書
印
」
の
朱
方
印
。
袋
綴
。
本
文
料
紙
楮
紙
。
四
つ
目
綴
。
全
六

丁
。
半
葉
九
行
。
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
。

　
本
文
（
全
文
）
は
以
下
の
通
り
。

大
坪
本
流
両
翼
之
巻
／
　
犬
追
物
　
濫ラ

ン

觴
シ
ヤ
ウ

之
部
　
春
生
軒
齋
藤
定
易
撰
／

大ヲ
フ

凡ヨ
ソ

犬
追
物
者
昔ソ

ノ

時カ
ミ

神シ
ン

功コ
ウ

皇
ク
ワ
ウ

后ゴ
ウ

三サ
ン

韓カ
ン

征セ
イ

伐バ
ツ

之
御
時
／
新シ

ン

羅ラ

百ハ
ク

濟サ
イ

髙カ
ウ

麗ラ
イ

之
王

等
戰

タ
ゝ
カ
ヒ

負マ
ケ

テ
悉

コ
ト
〳
〵

ク
降コ

ウ

ヲ
乞コ

ウ

テ
／
云
ク
自イ

マ

今ヨ
リ

以イ

來ラ
イ

日
本
ノ
奴

ヤ
ツ
コ

ト
ナ
リ
テ
皇

ク
ワ
ウ

后ゴ
ウ

ニ
隨

シ
タ
ガ

ヒ
／
奉
リ
年ト

シ

毎コ
ト

ニ
貢

ミ
ツ
キ

物モ
ノ

ヲ
備

ソ
ナ
ヘ

ヘ
其
勤ツ

ト

メ
懈ケ

怠タ
イ

ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
誓ケ

イ

／
約ヤ

ク

ヲ
ナ
ス
皇
后
ノ
曰

ノ
玉
ク

汝
ナ
ン
ジ

等ラ

者
日
本
ノ
犬
ノ
如
シ
ト
テ
／
御
弓
ノ
天ウ

ラ

彇ハ
ズ

ヲ

以
テ
大ダ

イ

盤バ
ン

石
ヂ
ヤ
ク

ノ
上ウ

ヘ

ニ
三サ

ン

韓カ
ン

ノ
王
ハ
日
／
本
ノ
犬
ナ
リ
ト
銘メ

イ

ヲ
書カ

キ

付ツ
ケ

嗔
イ
カ
ツ

テ
弓

ノ
架ホ

コ

ヲ
以
テ
地
ヲ
打
」（
一
オ
）
玉
フ
故
ニ
犬
打
ト
弓ユ

架ホ
コ

ヲ
云
モ
其ソ

ノ

因
コ
ト
ノ

縁
モ
ト
イ

也
亦
汝

ナ
ン
ジ

等ラ

子
孫
／
永ヱ

イ

々〳
〵

日
本
ノ
奴

ヤ
ツ
コ

ト
ナ
リ
タ
ル
ヲ
忘

ワ
ス
ル
ゝ

事
ナ
カ
レ
ト
テ
御

／
鉾ホ

コ

ヲ
彼カ

ノ

國
ノ
宮キ

ウ

門モ
ン

ニ
立タ

チ

置ヲ
キ

テ
御ゴ

歸キ

朝テ
ウ

ナ
ラ
シ
メ
玉タ

マ

フ
／
今
ノ
世
ニ
犬
追
物

ト
云
事
ハ
異イ

國コ
ク

ノ
人
民ミ

ン

ヲ
犬
ニ
象

カ
タ
ド
リ

テ
／
敵
軍
ヲ
射イ

ル
表

ヒ
ヤ
ウ

示ジ

也
我ワ

朝テ
ウ

ヨ
リ

ハ
三
韓
ハ
戌イ

ヌ

ノ
方
ニ
／
ア
タ
リ
タ
ル
國
ナ
レ
ハ
ナ
リ
日
本
ノ
官

ク
ワ
ン

軍グ
ン

引
取
テ

後
／
末マ

ツ

代ダ
イ

マ
デ
國
ノ
耻ハ

辱ジ

ナ
リ
ト
テ
水
ヲ
以
テ
洗ア

ラ

ヒ
火
ヲ
以
テ
焼ヤ

ケ

／
失

ウ
シ
ナ

ハ

ン
ト
ス
レ
ド
モ
イ
ヨ
〳
〵
文
字
鮮

ア
ザ
ヤ
カ

ニ
ナ
リ
テ
今
ニ
ア
リ
ト
／
神
功
皇
后
ノ

御ゴ

縁エ
ン

記ギ

ニ
載ノ

セ

タ
リ
ト
云
云
」（
一
ウ
）
人
皇
七
十
六
代
　
近コ

ン

衞ヱ
ノ

天
皇
御
宇
ニ
　

下
野
國
ヨ
リ
／
采ウ

ネ

女メ

ナ
リ
ケ
ル
女
ノ
勝ス

グ

レ
テ
美ビ

女ジ
ヨ

ナ
リ
ケ
ル
ガ
其
名
ヲ
玉タ

マ

／

藻モ
ノ

前マ
ヘ

ト
云
内ナ

イ

外ゲ

ノ
事
ヲ
問ト

フ

ニ
能ヨ

ク

々〳
〵

答
ル
智チ

惠ヱ

ア
リ
テ
／
天テ

ン

子シ

ニ
幸

サ
イ
ハ
イ

セ
ラ
レ

遂ツ
イ

ニ
玉

ギ
ヨ
ク

躰タ
イ

ニ
近

チ
カ
ヅ

キ
奉
ル
久キ

ウ

壽ジ
ユ

二
年
ノ
初ハ

ツ

／
秋ア

キ

中
ノ
十
日
ア
マ
リ
月
澄ス

ミ

照テ
ラ

シ

ケ
レ
バ
天
皇
清セ

イ

凉
リ
ヤ
ウ

／
殿デ

ン

ニ
御ミ

幸ユ
キ

成ナ
ツ

テ
月ケ

ツ

卿ケ
イ

雲ウ
ン

客カ
ク

ノ
堪カ

ン

能ノ
ウ

ナ
ル
ヲ
召メ

シ

テ
管

ク
ワ
ン

／

絃ケ
ン

ノ
御ギ

ヨ

遊ユ
ウ

ア
リ
于ト

キ

時ニ

雲ク
モ

氣ケ

色シ
キ

変
カ
ハ
リ

テ
冷

ス
サ
マ
シ

ク
月
陰カ

ク

レ
雨ア

メ

／
風カ

セ

烈
ハ
ケ
シ

ク
吹フ

キ

テ
御
殿

ノ
燈ト

ウ

明メ
ウ

悉
コ
ト
〳
〵

ク
消キ

ヱ

タ
リ
殿
上
人
立タ

チ

／
騒サ

ワ

ギ
燈ト

ウ

明メ
ウ

疾ト
ク

ト
進ス

ゝ

ム
玉タ

マ

藻モ
ノ

前
身シ

ン

中チ
ウ

ヨ
リ

光
ヒ
カ
リ

ヲ
放ハ

ナ

」（
二
オ
）
チ
清セ

イ

凉
リ
ヤ
ウ

殿テ
ン

ヲ
輝

カ
ゝ
ヤ
カ

ス
諸シ

ヨ

卿
キ
ヤ
ウ

奇キ

異イ

ノ
思
ヲ
ナ
ス
其
後
／

玉
藻
前
主シ

ユ

上
シ
ヤ
ウ

ニ
近

チ
カ
ツ

ク
時
御ゴ

脳ナ
フ

ト
成ナ

リ

醫イ

療
リ
ヤ
ウ

更サ
ラ

ニ
効

シ
ル
シ

／
ナ
シ
安ア

倍ベ
ノ

泰ヤ
ス

成ナ
リ

ニ

仰
ア
フ
セ

テ
是
ヲ
占

ウ
ラ
ナ
ハ

シ
メ
ラ
ル
泰
成
／
蜜ミ

ツ

奏ソ
ウ

シ
テ
曰
御ゴ

腦ナ
フ

偏
ヒ
ト
ヘ

ニ
玉
藻
前
ノ
所シ

ヨ

爲イ
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也
古フ

ル

／
狐

キ
ツ
ネ

ノ
化ケ

シ
テ
采
女
ト
ナ
リ
タ
ル
ニ
テ
コ
ソ
ア
レ
／
天テ

ン

丘ヂ
ク

ニ
テ
ハ
班ハ

ン

足ソ
ク

王
ノ
夫フ

人ジ
ン

塚
ツ
カ
ノ

神カ
ミ

ト
化
シ
テ
王
ニ
／
勧

ス
ゝ
メ

テ
世
ヲ
亂ミ

ダ

シ
千
王
ノ
首
ヲ
斬キ

ラ

シ
メ

タ
ル
モ
大タ

イ

宛ヱ
ン

／
ノ
野ヤ

狐コ

也
大タ

イ

唐タ
ウ

ニ
テ
ハ
紂チ

ウ

王
ノ
后

キ
サ
キ

妲ダ
ツ

己キ

ト
現

ア
ラ
ハ

レ
タ
／
ル
モ

九キ
ウ

尾ビ

ノ
野ヤ

狐コ

也
幽ユ

ウ

王
ノ
后
褒ホ

ウ

似ジ

ト
化
テ
烽ホ

ウ

火ク
ワ

ヲ
」（
二
ウ
）
好コ

ノ

ミ
兵
ヲ
動
シ

亂
ヲ
招マ

ネ

キ
終
ニ
幽ユ

ウ

王
ヲ
亡

ホ
ロ
ボ
シ

タ
ル
モ
異イ

／
國
ノ
野ヤ

狐コ

也
今
ノ
玉
藻
前
モ
下
野

國
那ナ

須ス

野ノ

ニ
／
年
久
シ
キ
古フ

ル

狐
キ
ツ
ネ

ナ
ル
ベ
シ
惣
シ
テ
百
歳
ヲ
經ヘ

タ
ル
野
／
狐

ハ
里リ

婦フ

ト
成
テ
人
ニ
交

マ
ジ
ハ

ル
例レ

イ

ア
リ
ト
記シ

ル

ス
是
故
ニ
／
玉
藻
前
ヲ
加カ

持ヂ

ス
ベ

キ
ノ
宣セ

ン

下ゲ

ア
リ
泰
成
宮キ

ウ

中チ
ウ

ニ
入
テ
／
壇ダ

ン

ヲ
餝カ

ザ

リ
四シ

目メ

縄ナ
ワ

ヲ
二フ

タ

重ヱ

ニ
張ハ

リ
壇タ

ン

上
シ
ヤ
ウ

ニ
ハ
玉
藻
前
ニ
／
御ゴ

幣ヘ
イ

ヲ
持モ

タ

セ
東
西
南
北
ニ
ハ
五
色
ノ
幣ヘ

イ

ヲ
立
テ
泰
成

／
祝ノ

ツ

詞ト

ヲ
上
祭サ

イ

文モ
ン

ス
玉
藻
前
忽

タ
チ
マ
チ

ニ
五ゴ

躰タ
イ

ヲ
縮チ

ゞ

メ
幣
ヲ
／
捨ス

テ
白
狐
ト
成
テ

東
ヲ
指
テ
飛ト

ビ

去サ
リ

ヌ
御ゴ

腦ナ
フ

即
ス
ナ
ハ

チ
」（
三
オ
）
平ヘ

イ

喩ユ

ス
其
後
公
卿
詮セ

ン

議ギ

ア
リ
テ
三

浦
介
上
総
介
常
／
陸
介
ニ

詔
ミ
コ
ト
ノ
リ

ア
リ
テ
下
野
國
那ナ

須ス

野ノ

ヲ
狩
シ
メ
テ
白
狐

／
ヲ
狩
取
ベ
キ
ノ
由
ア
リ
依

コ
レ
ニ

之
ヨ
ツ
テ

三
介
心
ヲ
合
テ
下
野
國
ニ
至
／
リ
數
万
人

ノ
列セ

卒コ

ヲ
入
テ
那
須
野
ヲ
八ヤ

重ヱ

十ト

重エ

ニ
巻マ

イ

／
テ
狩
シ
ム
于ト

キ

時ニ

白
狐
ヲ
狩
出
ス

三
介
矢
ヲ
放ハ

ナ

ス
其
矢
共
ニ
／
白
狐
ニ
皆ミ

ナ

中ア
タ

ル
野
狐
倒タ

ヲ

伏レ
フ

ス
是
ヲ
殺コ

ロ

シ
テ
持
セ

テ
／
上

シ
ヤ
ウ

洛ラ
ク

ス
其
狐
ノ
腹ハ

ラ

ニ

金
キ
ン
コ

　コ
ガ
ネ
ノ
ツ
ボ

壺

ア
リ
壷ツ

ボ

ノ
中
ニ
佛フ

ツ

舎シ
ヤ

利リ

／
ア
リ
院

ノ
御
所
へ
奉
ル
額

ヒ
タ
ヒ

ニ
白ハ

ク

玉
ギ
ヨ
ク

ア
リ
常
陸
介
ニ
給

タ
マ
ハ

／
ル
尾
ノ
サ
キ
ニ
二
ツ
ノ

針ハ
リ

ア
リ
一
ツ
ハ
赤セ

キ

針シ
ン

也
上
総
介
」（
三
ウ
）
ニ
給
ル
亦
一
ツ
ハ
白
針
也
三
浦

介
ニ
給
ル
也
狐

キ
ツ
ネ

ヲ
バ
宇ウ

／
治ジ

ノ
寶ホ

ウ

藏ゾ
ウ

ニ
納ヲ

サ

ム
其
霊レ

イ

化ケ

シ
テ
那ナ

須ス

野ノ
ゝ

殺セ
ツ

生
シ
ヤ
ウ

石セ
キ

ト
于ヨ

世ニ

云
／
モ
是
也
天
皇
御ギ

ヨ

感カ
ン

ノ
餘ア

マ

リ
勅

チ
ヨ
ク

シ
テ
那
須
野
ノ
狩カ

リ

ノ
學

マ
ナ
ビ

ヲ
／
ナ

ス
ベ
シ
ト
ア
リ
ケ
レ
バ
三
介
共
ニ
狩カ

リ

装
シ
ヤ
ウ

束ゾ
ク

シ
テ
帝テ

イ

闕ケ
ツ

ニ
於
テ
／
白

シ
ロ
キ

犬
ヲ
一

疋
牽ヒ

キ

出
シ
追ヲ

イ

放ハ
ナ

ス
三
介
是
ヲ
追ヲ

フ

三
浦
介
ガ
矢
／
犬
ノ
ミ
ナ
シ
腹ハ

ラ

ニ
中ア

タ

ル
二
番

ニ
赤
キ
犬
ヲ
放ハ

ナ

ス
常
陸
介
／
カ
矢
犬
ノ
膊カ

タ

先サ
キ

ニ
中
ル
ト
イ
ナ
ヤ
上
総
介
カ
矢

尾ヲ

様サ
マ

尻シ
リ

骨ホ
ネ

／
掛カ

ケ

テ
中
ル
三
番
ニ
黒
キ
犬
ノ
放ハ

ナ

ス
上
総
介
カ
矢
ミ
ナ
シ
腹
ニ
／

中
ル
何
レ
ヲ
勝カ

チ

ト
稱

シ
ヤ
ウ

シ
是
ヲ
劣

ヲ
ト
レ
リ

ト
モ
分ワ

ケ

カ
タ
キ
矢ヤ

業ワ
ザ

ナ
」（
四
オ
）
レ
バ

犬
即

ス
ナ
ハ
チ

倒
タ
ヲ
レ

伏フ

ス
其
業ワ

ザ

三
度
ニ
及
テ
終
ル
天
皇
叡ヱ

イ

感カ
ン

斜
ナ
ゝ
メ

／
ナ
ラ
ズ
シ
テ
録ロ

ク

ヲ

給
ル
是
犬
追
物
ノ
濫ラ

ン

觴
シ
ヤ
ウ

ト
ス
ル
者
也
／
武
家
ニ
犬
追
物
ヲ

翫
モ
テ
ア
ソ
ブ

事コ
ト

ハ
鎌
倉

頼
朝
公
ヨ
リ
發ヲ

コ

レ
リ
賴ヨ

リ

／
朝
公
平
家
ヲ
討ウ

タ
ン
事
如
何
ト
シ
テ
カ
勝

シ
ヤ
ウ

利リ

ヲ

得ウ

ベ
シ
／
ト
テ
北
條
時
政
大ヲ

フ

庭バ
ノ

平
太
景カ

ゲ

義ヨ
シ

ニ
蜜ミ

ツ

談ダ
ン

ス
景
義
カ
云
軍ク

ン

／
慮リ

ヨ

ノ
事

ハ
御ミ

心
コ
ゝ
ロ

ニ
ア
リ
兵
ヲ
馴ナ

ラ

ス
ハ
弓
馬
ニ
越コ

ス

物モ
ノ

ナ
シ
就

ナ
カ
ン

／
中ツ

ク

騎
射
ノ
道
者
一
騎

ヲ
以
テ
万
騎
ヲ
支サ

ゝ

ヘ
懸カ

ケ

合ア
ヒ

ノ
軍

イ
ク
サ

ニ
／
功コ

ウ

ア
ル
也
其
業

ギ
ヤ
ウ
ユ
ウ

　ワ
ザ熊ゝ

ニ
三
術

ジ
ユ
ツ

ア

リ
第
一
流ヤ

鏑ブ
サ

馬メ

第
二
牛
追
物
第
三
犬
追
物
也
君
流
鏑
馬
ヲ
好コ

ノ

ン
テ
未

イ
マ
ダ

牛
追

物
犬
追
」（
四
ウ
）
物
ヲ
好コ

ノ

マ
ス
遠
矢
ノ
業
ハ
牛
追
物
ニ
ア
リ
細サ

イ

馬バ

ニ
乗
テ

遠エ
ン

／
近キ

ン

ノ
敵テ

キ

ニ
渡

ワ
タ
リ

合ア
ヒ

其
働

ハ
タ
ラ

キ
ヲ
ナ
ス
ハ
犬
追
物
ニ
ア
リ
其
家イ

ヘ

然シ
カ

モ
／
幕バ

ツ

下カ

ニ
属

シ
ヨ
ク

ス
三
浦
介
上
総
介
常
陸
介
也
彼
等
ヲ
召メ

シ
テ
犬
／
追
物
興コ

ウ

行
ギ
ヤ
ウ

ア
ル
ベ

シ
ト
云
ヘ
リ
頼
朝
公
其
儀
然
ベ
シ
ト
テ
／
家
々
ノ
舊キ

ウ

記キ

ヲ
集ア

ツ

メ
則
チ
興コ

ウ

行
ギ
ヤ
ウ

ア
リ
兵ヘ

イ

各ヲ
ノ

々〳
〵

是
ニ
／
隨

シ
タ
ガ
ツ

テ
其
業ワ

ザ

ヲ
勤ツ

ト

メ
終ツ

イ

ニ
習シ

ウ

錬レ
ン

ヲ
ナ
サ
シ
メ
テ
木キ

曽ソ

ト

平
／
家
ヲ
討ウ

ツ

テ
天
下
泰
平
ノ
統ト

ウ

ヲ
ホ
ド
コ
ス
モ
騎
射
ノ
徳ト

ク

ナ
レ
／
バ
ナ
リ
從ソ

レ

夫ヨ
リ

以コ
ノ

來カ
タ

武
家
ノ
犬
追
物
ヲ
第
一
ニ

翫
モ
テ
ア
ソ
ビ

タ
ル
事
／
也
」（
五
オ
）
當
流
宗
師

　

日
本
武
尊
／
迎
來
流

　
貞
純
親
王
／
鹿
嶋
流

　
八
幡
太
郎
　
義
家
／
六
條
判

官
　
爲
義
／
湯
山
入
道
中
原
　
玄
性
／
大
坪
流

　
大
坪
式
部
太
輔
　
廣
秀
／

村
上
加
賀
守
　
永
幸
／
齋
藤
備
前
守
　
國
忠
／
齋
藤
安
藝
守
　
好
玄
」（
五

ウ
）
齋
藤
備
後
守
　
忠
玄
／
齋
藤
斎
宮
頭
　
辰
遠
／
丹
州
住
了
慶
坊
／
齋
藤

求
馬
助
　
辰
光
／
大
坪
本
流

　
齋
藤
主
税
　
定
易
／
飯
野
端
立
　
恒
忠
／
飯

野
彦
作
　
恒
直
／
濱
田
彦
内
　
正
憲
／
濱
田
真
住
　
正
恕
」（
六
オ
）
濱
田

真
住
　
正
榮
／
濱
田
三
平
　
正
徳
」（
六
ウ
）
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二
　
『
大
坪
本
流
兩
翼
之
巻
』「
笠
懸
　
十
」

　
『
大
坪
本
流
兩
翼
之
巻
』「
笠
懸
　
十
」
の
書
誌
は
以
下
の
通
り
。

表
紙
左
肩
に
「
大
坪
流
兩
翼
之
巻
　
笠
懸
【（
朱
書
）
十
】」
の
張
題
簽
（
縦

18.3
㎝
、
横
4.5
㎝
）。
縦
25.5
㎝
×
横
18.3
㎝
。
一
丁
表
に
「
武
道
専
門
學
校
圖
書
印
」

の
朱
方
印
。
袋
綴
。
本
文
料
紙
楮
紙
。
四
つ
目
綴
。
全
三
十
二
丁
。
半
葉
八

行
。
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
。

　
本
文
（
全
文
）
は
以
下
の
通
り
。

大
坪
本
流
兩
翼
之
巻
／
笠
懸
　
春
生
軒
齋
藤
定
易
撰
／
笠カ

サ

懸カ
ケ

ハ
鎌カ

マ

倉ク
ラ

右ウ

大タ
イ

將
シ
ヤ
ウ

家ケ

ニ
始

ハ
ジ
マ

レ
リ
治ジ

承
シ
ヤ
ウ

六
年
五
／
月
卅
日
頼ヨ

リ

朝ト
モ

公コ
ウ

由ユ

井イ
ノ

浦ウ
ラ

ニ
出
テ
供グ

奉ブ

ノ

輩
ト
モ
ガ
ラ

ニ
／
弓
馬
ノ
藝ゲ

イ

ヲ
施

ホ
ド
コ

ス
ベ
シ
ト
テ
先マ

ヅ

牛ウ
シ

追ヲ
フ

物モ
ノ

ア
リ
／
其
時
武ブ

衛ヱ
イ

如イ
カ

何ゞ

思
ヲ
ボ
シ

召メ
シ

ケ
ル
ヤ
股モ

ゝ

解
ト
キ
ノ

沓ク
ツ

ヲ
以
テ
／
八
尺
之
串ク

シ

ニ
指サ

シ

立タ
テ

サ
セ
愛ア

イ

甲
カ
ウ
ノ

三
郎
季ス

ヱ

隆タ
カ

ヲ
召メ

サ
／
レ
射
サ
セ
ラ
ル
五ゴ

度ド

是コ
レ

ヲ
射
テ
毎マ

イ

度ド

皆ミ
ナ

中
ア
タ
ル

以
モ
ツ
テ

レ
是

コ
ゝ
ヲ

」（
一
オ
）

武ブ

衞ヱ
イ

馬
ノ
跡
ト
的
ノ
下
ト
ヲ
ウ
タ
シ
メ
テ
小
笠
懸
／
ノ
馬
場
ヲ
定

サ
タ
メ

ラ
ル
也

遠ト
ヲ

笠カ
サ

懸カ
ケ

ハ
頼
朝
公
富フ

士ジ

／
野
ニ
テ
暮ク

レ

カ
ゝ
ル
ホ
ト
ニ
鹿
一ヒ

ト

頭
カ
シ
ラ

馬メ

手テ

ヨ
リ
弓ユ

ン

／
手テ

ヘ
切キ

レ

テ
走ハ

シ

ル
ヲ
遊

ア
ソ
バ
シ

外ハ
ズ

シ
テ
無
念
思
召
テ
工ク

藤ド
ウ

／
荘

シ
ヤ
ウ

司ジ

三
郎
景カ

ゲ

光ミ
ツ

ヲ

召メ

サ
レ
其
旨
ヲ
仰

オ
フ
セ

ラ
ル
ゝ
景
／
光
馬
ヨ
リ
下ヲ

リ

テ
暫

シ
バ
ラ

ク
案ア

ン

シ
テ
己ヲ

ノ

ガ
乗ノ

ル

所
ト
コ
ロ

ノ
馬
ニ
掛カ

ケ

／
タ
ル
障ア

ヲ
リ泥

ヲ
外ハ

ズ

シ
テ
物モ

ノ

䟽
サ
ク
リ

ノ
通ト

ヲ

リ
ニ
引ヒ

キ

掛カ
ケ

立タ
テ

テ
／
是
ヲ
遊

ア
ソ
バ

シ

御ゴ

覧ラ
ン

ト
云
將
軍
家ケ

如
何
思
召
ケ
ル
ニ
」（
一
ウ
）
ヤ
愛
甲
三
郎
季ス

ヱ

隆タ
カ

ヲ
召
サ

レ
射
セ
ラ
ル

季ゝ
隆
由
井
浦
ノ
功
ヲ
頼

朝
思
召
サ
ル
ゝ
ニ
ヤ

／
季
隆
馬
ノ
䟽

サ
ク
リ

ヲ
走

ハ
シ
ラ

セ
少
シ
ハ
ム
カ
ヘ
テ
是

ヲ
射
取
コ
ト
數ス

／
度ド

ニ
及
ヌ
レ
共
皆ミ

ナ

中ア
タ

ル
景
光
感カ

ン

シ
テ
云
少
シ
馬
ヲ
ハ
ム
／

カ
ヘ
テ
仕
ヘ
キ
旨ム

ネ

傳
ツ
タ
ヘ

度タ
ク

ハ
候
ツ
レ
共ド

モ

一ヒ
ト

方カ
タ

ノ
射イ

手テ

ナ
／
レ
ハ
其
事
ヲ
扣ヒ

カ

ヘ

侍
ハ
ン
べ

ル
所
ニ
神シ

ン

妙メ
ウ

ニ
仕
ケ
ル
ト
云
將
軍
／
家
季
隆
ガ
功コ

ウ

ヲ
稱

シ
ヤ
ウ

美ビ

シ
テ
馬
ト
物

ト
ノ
䟽
ノ
間
ヲ
／
ウ
タ
シ
メ
給
フ
ニ
九
杖ツ

エ

也
其
杖
ノ
數ス

ウ

ヲ
ツ
モ
リ
テ
馬
／
場

ヲ
廣ヒ

ロ

ク
定

サ
タ
メ

ラ
レ
遠
笠
懸
ノ
馬
場
ト
ス
世ヨ

ノ

人ヒ
ト

擧
コ
ゾ
ツ

テ
」（
二
オ
）
是
ヲ
射
ル
其

比コ
ロ

ハ
末ス

ヘ

廣ヒ
ロ

扇ア
フ
ギ子

ヲ
懸
テ
繪ヱ

ノ
白
キ
／
所
黒
キ
所
ヲ
指サ

シ

テ
射
ケ
ル
也
狩カ

リ

場バ

ノ
次ツ

ギ

ニ
端ハ

山ヤ
マ

ノ
／
麓

フ
モ
ト

野ノ

筋ス
ヂ

ノ
直ス

グ

成ナ
ル

所
ト
コ
ロ

ニ
竹タ

ケ

笠カ
サ

ヲ
鞭ム

チ

ニ
懸
テ
遊

ア
ソ
バ

シ
／
ケ
ル
ヨ
リ

笠
懸
ノ
名
ア
リ
馬
場
ニ
テ
ハ
綾

ア
ヤ
イ

　レ
ウ
リ
ン

蘭
笠カ

サ

ヲ
／
藤フ

ヂ

鞭ム
チ

ニ
挟

ハ
サ
ミ

テ
立
ル
也
口
訣

其
後
皮カ

ワ

的マ
ト

ヲ
射
ル
也
亦
貞テ

イ

／
應ヲ

フ

ノ
比コ

ロ

伊イ

豫ヨ
ノ

中
將
ト
云
人
ア
リ
騎キ

射シ
ヤ

ヲ
好コ

ノ

ミ
テ

笠
／
懸
的
ト
テ
連レ

ン

錢セ
ン

付ツ
ケ

タ
ル
薫

フ
ス
ベ

皮カ
ワ

的マ
ト

ヲ
用
ラ
レ
ケ
ル
ナ
リ
／
興ケ

ウ

ア
リ
ト
テ

人
皆
用

モ
チ
ユ

レ
之

コ
レ
ヲ

用ヨ
ウ

皮ヒ

ノ
古コ

實ジ
ツ

ト
ス
ル
」（
二
ウ
）
者
也
蓋ケ

ダ

シ
小
笠
懸
ハ
股モ

ゝ

解
ト
キ
ノ

沓ク
ツ

ニ
始

ハ
ジ
マ

リ
遠ト

ヲ

笠カ
サ

懸カ
ケ

ハ
／
障ア

フ
リ泥

ニ
發

ヲ
コ
ル

ト
云イ

ゝ

傳
ツ
タ
ヘ

侍
ハ
ン
べ
ル

也
／
笠
懸
馬
場
之
圖
／

馬
場
之
長
サ
一
町
亦
内ウ

チ

屋ヤ

形カ
タ

ニ
構カ

マ

ユ
ル
時
ハ
四
十
／
二
杖
程
ニ
モ
ス
ル
也
矢

道
マ
テ
三
十
六
杖
矢
道
ヲ
／
越コ

シ
テ
六
杖
也
但

タ
ゞ
シ

矢
道
ハ
丈

ジ
ヤ
ウ

ノ
外
也
何

イ
ヅ
レ

モ

外
ハ
ズ
シ

弓ユ
ミ

ノ
尺
也
／
䟽

サ
ク
リ

ノ
廣ヒ

ロ

サ
二
尺
深フ

カ

サ
一
尺
二
寸
也
但
シ
射イ

習
ナ
ラ
ヒ

ノ
人
多オ

フ

ク

／
ハ
溝ミ

ゾ

ノ
深フ

カ

サ
一
尺
八
寸
程ホ

ド

ニ
モ
ス
ル
也
」（
三
オ
）【
図
①
】
此
所
同
前
／

扇
ア
フ
ギ

形カ
タ

同
前
／
馬
場
末
／
下
ノ
足
入
口
傳
／
境
口
同
前
／
垜

ア
ツ
チ

／
布ヌ

ノ

革カ
ワ

／
日
暮

テ
射
時
篝

カ
ゞ
リ

ア
カ
ス
也
／
其
明ア

カ

ス
所
矢
道
ノ
前
的
ノ
見
／
ヱ
ル
ヤ
ウ
ニ
ア
カ

ス
ヘ
シ
馬
ナ
ト
驚
ヌ
／
ヤ
ウ
ニ
ス
ヘ
シ
／
圓
坐
敷
テ
／
雜ゾ

ウ

職シ
キ

三
人
／
此
所
ニ

有
ヘ
シ
／
將
軍
家
ノ
矢
取
ハ
／
圓
坐
敷
テ
二
人
此
／
所
ニ
有
へ
シ
中

ア
タ
リ

告ツ
ゲ

之

役
／
ト
モ
云
口
訣
／
矢
道
／
圓
坐
敷
テ
／
常
ノ
矢
取
ハ
／
此
所
ニ
二
人
有
／

ヘ
シ
口
傳
／
藤
鞭
／
綾ア

ヤ

蘭井

笠カ
サ

」（
三
ウ
）【
図
②
】
䟽
溝
／
上カ

ミ

ノ
足ア

シ

入イ
レ

口
傳
／

境
ノ
口
ヨ
リ
隅
人
縄
ヲ
引
張
也
／
扇
形
／
馬
場
本
／
扇
形
ノ
横
境
ノ
口
ト
同

シ
／
境
ノ
口
ヨ
リ
扇
形
／
同
シ
如
シ
／
床
餝
／
御
前
／
伺
公
／
面
々
／
見
物

／
所
／
日
記
／
所
／
役
人
／
侍
所
／
見
物
／
所
／
侍
所
／
見
物
／
所
／
篝

カ
ゞ
リ

火
此
所
ニ
／
ア
カ
ス
ヘ
シ
／
矢ヤ

代タ
イ

爰
ニ
振
ス
ヘ
シ
／
蟇
目
䟽

サ
ク
リ

ヘ
ナ
ル
ヘ
シ

／
見
物
／
此
所
／
モ
苦
／
カ
ラ
ス
／
色イ

ロ

筵
ム
シ
ロ

」（
四
オ
）【
図
③
】
〇
此
所
同
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前
／
〇
馬
場
末
扇
／
形
同
前
／
下
ノ
足
入
／
〇
此
所
同
前
／
ウ
チ
入
所
馬
場

末
扇
形
／
ノ
端
マ
テ
六
挟
角
ニ
テ
ハ
亦
／
尺
伸
／
〇
此
所
ヨ
リ
馬
場
末
ノ
／

扇
形
ノ
縄
ヲ
一
尺
八
寸
／
ホ
ト
的
ノ
方
ヘ
ヨ
セ
ユ
カ
ム
ヘ
シ
／
〇
埒
ノ
外
ニ

テ
此
所
ヨ
リ
馬
場
末
マ
テ
／
見
物
所
ニ
吉
／
〇
縄
ノ
引
張
ヤ
ウ
同
前
／
矢
通

ヨ
リ
馬
場
末
ノ
串
／
數
十
六
ナ
リ
／
〇
是
ヨ
リ
垜
マ
テ
九
杖
也
的
ハ
七
杖
ニ

モ
／
五
杖
ニ
モ
立
ヘ
シ
的
串
笠
串
ト
モ
ニ
五
寸
／
ニ
立
ル
ナ
リ
䟽
ノ
方
へ
ヨ

セ
テ
ハ
ム
ク
ヘ
シ
／
的
ト
布
皮
ノ
間
張
弓
一
杖
也
／
矢
通
ヨ
リ
馬
場
末
ノ
串

／
數
十
六
ナ
リ
／
〇
縄
ノ
引
張
ヤ
ウ
同
前
／
矢
道
廣
サ
一
杖
／
矢
取
ノ
通
／

扇
形
ヨ
リ
前
ノ
串
／
マ
テ
五
十
二
ナ
リ
／
〇
垜
ノ
髙
サ
五
尺
五
寸
／
土
際
ヨ

リ
如
此
／
〇
垜
ト
布
皮
ノ
間
一
杖
／
〇
布
皮
ト
的
ト
ノ
間
一
杖
」（
四
ウ
）【
図

④
】
〇
小
笠
懸
ノ
矢
道
／
此
邊
ニ
付
ヘ
シ
／
〇
此
ウ
チ
上
所
馬
／
場
本
扇
形

ノ
／
端
ヨ
リ
十
七
杖
／
境
ノ
口
ノ
縄
手
分
土
ニ
入
ル
也
／
䟽
溝
廣
サ
上
二
尺

底
一
尺
二
寸
／
上
ノ
足
入
／
馬
場
本
扇
／
形
ニ
ハ
色
砂
ヲ
／
敷
ヘ
シ
／
此
間

數
四
杖
半
／
此
ウ
シ
ロ
ノ
串
マ
テ
馬
場
本
ノ
／
馬
走

ハ
シ
リ

境
ノ
口
ヨ
リ
三
十
三

杖
也
／
境
ノ
口
ヨ
リ
扇
形
ノ
／
端
マ
テ
四
杖
半
也
／
的
ト
屋
形
ノ
間
／
四
杖

ホ
ト
ニ
有
へ
シ
／
屋
形
ノ
破
風
／
䟽
へ
向
テ
作
ル
／
ヘ
シ
」（
五
オ
）
垜
ノ

髙
サ
五
尺
八
寸
廣
サ
九
尺
五
寸
土
際
ヨ
リ
其
如
ク
也
／
䟽
ヨ
リ
垜
マ
テ
弓
杖

九
杖
ハ
カ
リ
垜
ヨ
リ
布
皮
ノ
間
一
杖
其
所
／
ニ
布
皮
ノ
串
ヲ
立
ヘ
シ
夫
ヨ
リ

又
一
杖
隔
テ
的
串
ヲ
立
ヘ
シ
的
／
ヲ
ハ
猶
以
テ
近
ク
懸
ル
事
故
實
也
／
馬
場

ヲ
開

ア
ク
ル

事
䟽
ヲ
少
的
ノ
方
ヘ
由ユ

曲ガ
メ

テ
開
ル
コ
ト
故
實
也
／
馬
場
本
馬
場
末
ニ

扇
形
ア
リ
其
所
ヲ
大
配
ト
云
境
ノ
口
／
ヨ
リ
四
杖
半
ニ
ナ
ス
ヘ
シ
／
埒ラ

チ

ハ

䟽
サ
ク
リ

際キ
ワ

ヨ
リ
一
尺
二
寸
ハ
カ
リ
横
埒
ニ
結
ヘ
シ
馬
場
ノ
」（
五
ウ
）
方
ノ
竹
ヲ

上
へ
ナ
シ
テ
結
コ
ト
ナ
リ
串
數
ハ
繪
圖
ノ
所
ニ
／
出
タ
リ
此コ

ナ
タ方

ノ
埒
モ
向

ム
カ
フ

ノ
埒
モ
同
前
也
／
布
革
ノ
串
ハ
根ネ

堀ホ
リ

ノ
丸
竹
也
土
ヨ
リ
上
五
尺
餘
リ
土
入
／

一
尺
横
串
六
尺
餘
リ
両
方
ヘ
二
寸
宛
角ツ

ノ

ヲ
出
ス
ヘ
／
シ
布
ハ
大タ

イ

概ガ
イ

六ム

濃ノ

也
然

共
其
主
ノ
好
ミ
ニ
隨
テ
幾イ

ク

／
濃
ニ
モ
ス
ル
也
能
縫ヌ

イ

合
ア
ハ
セ

テ
上
ヲ
括ク

ゝ

リ
細
竹
ヲ

入
テ
横
／
串
ノ
角ス

ミ

ニ
結
付
也
勿
論
四
方
ノ
角ス

ミ

共
ニ
同
前
細ホ

ソ

皮カ
ワ

／
ニ
テ
結
ヘ
シ

布
ヌ
ノ
ハ

浅ア
サ

黄ギ

成
ヘ
シ
上
ヨ
リ
八
寸
宛
下
テ
菊キ

ク

結ト
ヂ

」（
六
オ
）
ヲ
付
黑
皮
又
ハ
黑
皮

ナ
ル
ヘ
シ
／
布
革
之
圖
【
図
⑤
】
此
巻
目
一
寸
ハ
カ
リ
切
入
テ
／
其
巻
目
ヲ

黒
ク
ヌ
ル
ヘ
シ
／
竹タ

ケ

根ネ

土ツ
チ

ニ
入
分
一
尺
計
／
爰
ヲ
布
ノ
ス
サ
リ
サ
ル
／
ヤ
ウ

ニ
皮
ニ
テ
モ
細
縄
／
ニ
テ
モ
結
付
ヘ
シ
／
此コ

ナ
タ方

モ
同
前
／
菊キ

ク

結ト
ヂ

上
ヨ
リ
一
尺

二
寸
ニ
付
／
裾
ヲ
袴
ノ
括
リ
サ
シ
ノ
如
ニ
シ
テ
細
／
差
縄
ヲ
引
通
シ
堅カ

タ

ク
串

ニ
張ハ

ル

ベ
シ
／
此
緒
ヲ
ハ
二
所
ニ
モ
付
ヘ
シ
／
此
方
モ
同
前
／
此
サ
キ
一
寸
ハ

カ
リ
出
／
シ
テ
セ
ン
ヲ
打
也
／
横
串
竹
ニ
布
ヲ
縫ヌ

イ

括ク
ゝ

ム
ナ
リ
」（
六
ウ
）
將

軍
家
ノ
布
革
ハ
色
絹
ニ
モ
遊
シ
ケ
ル
古
實
モ
ア
リ
／
笠
懸
折
掛
串
之
圖
將
軍

家
／
【
図
⑥
】
左
右
ノ
竹
ハ
常
ノ
竹
ヲ
用
ヨ
ク
／
火
ヲ
入
テ
タ
メ
タ
ル
吉
／

堅タ
テ

竹タ
ケ

ノ
末ス

ヘ

ヲ
曲マ

ゲ

テ
上
ヨ
リ
紫
竹
ヲ
渡
シ
テ
面
ヨ
リ
釘
／
ニ
テ
打
付
テ
細
キ
縄

ニ
テ
三
巻
宛
ニ
巻
テ
三
所
𦀽
ヘ
シ
／
釘
モ
𦀽
下
ニ
三
所
打
ヘ
シ
／
上
ノ
竹
ハ

紫シ

竹チ
ク

ヲ
用
／
右
之
折
掛
串
ハ
將
軍
家
ニ
用
ラ
ル
ゝ
所
ノ
圖
也
歩
射
ノ
／
方
ニ

テ
ハ
丸
物
ノ
折
掛
串
ニ
此
形
ヲ
用
ル
ト
イ
ヘ
共
紫
竹
ニ
ア
」（
七
オ
）
ラ
ス

竹
二
本
ヲ
以
テ
上ウ

ヱ

ニ
テ
合
セ
𦀽
也
／
小
笠
原
ノ
折
掛
串
之
圖
【
図
⑦
】
／
前マ

ヘ

串ク
シ

／
竹
ノ
寸
左
右
同
前
合
セ
ヤ
ウ
ハ
横
ニ
合
ス
ル
也
／
面
ニ
ナ
ル
方
ノ
竹
ヲ

前
串
ト
云
其
方
ヨ
リ
釘
／
ニ
テ
乄シ

メ

細
縄
ニ
テ
三
巻
宛
三
所
𦀽
ヘ
シ
繪
ニ
ハ
／

後
串
ニ
見
ユ
レ
ト
モ
左
ニ
ハ
ア
ラ
ス
裏
ニ
成
ル
ナ
リ
／
後

ウ
シ
ロ

串
／
武
田
ノ
折

掛
串
之
圖
」（
七
ウ
）【
図
⑧
】
前
串
／
巻
ヤ
ウ
青
緒
ヲ
以
テ
五
巻
ニ
𦀽
也
／

大
方
小
笠
原
家
ト
同
前
也
／
後
串
／
亦
的
串
ト
云
物
ア
リ
廻マ

ハ

リ
六
寸
餘ヨ

〇

丸マ
ル

ク
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ス
ル
ナ
リ
／
檜

ヒ
ノ
キ

ニ
テ
モ
杉
ナ
ト
ニ
テ
モ
鏟ケ

ヅ

リ
テ
黑ク

ロ

ク
塗ヌ

ル

也
髙
サ
四
」（
八
オ
）

尺
六
寸
ハ
カ
リ
土
ヘ
ハ
一
尺
ホ
ト
堀
入
ヘ
シ
横
串
五
尺
／
也
両
方
ヘ
二
寸
宛

角ツ
ノ

ヲ
出
ス
ヘ
シ
常
ニ
用
ル
所
ノ
串
／
ト
知
ヘ
シ
／
的
ハ
三
六
寸
也
口
傳
圓

マ
ル
ク

薫
フ
ス
ベ

革カ
ワ

ニ
テ
ス
ル
也
面
ニ
白
ア
／
リ
真マ

ン

中ナ
カ

ハ
薫

フ
ス
ブ

ル
也
的
ノ
裏
ニ
三
所
ニ
乳チ

ヲ

付
テ
純ツ

リ

繩ナ
ワ

／
ヲ
付
ヘ
シ
白
黑
青
打ウ

チ

交マ
ゼ

ノ
縄
也
又
白
繩
ニ
モ
ス
ル
ナ
リ
／
繩
ノ

太フ
ト

サ
小コ

指ユ
ビ

ホ
ト
吉
長
サ
五
尺
二
寸
ハ
カ
リ
又
貞
應
／
ノ
比
世
ニ
用
タ
ル
連レ

ン

錢セ
ン

付
タ
ル
的
ト
云
ハ
駒コ

マ

牽ヒ
キ

錢ゼ
ニ

ヲ
六
所
」（
八
ウ
）
ニ
附
タ
ル
ヲ
云
也
／
笠
懸
御

牀
之
餝
／
御ミ

床ト
コ

ノ
真マ

ン

中ナ
カ

ニ
白シ

ラ

和ニ

幣ギ
テ

ヲ
立
左
右
ニ
青ア

ヲ

和ニ

幣ギ
テ

ヲ
立
／
ル
也
中
ハ
八

幡
三
嶋
左
ハ
　
箱
根
　
伊
豆
　
右
ハ
　
鹿
嶋
／
香カ

取ト
リ

也
／
置ヲ

キ
ト
リ

野
雞
　
御
牀
之

左
ニ
餝カ

ザ

ル
羽ハ

ヲ
拍タ

ゝ
イ子

テ
勇

イ
サ
ム

形
カ
タ
チ

　
一
番
／
置
鯉コ

ヰ

　
御
牀
之
右
ニ
餝
ル
進

ス
ゝ
ン

デ
瀧タ

キ

ヲ
上ノ

ボ

ル
形

　
一
副
／
置
瓶ヘ

イ

子シ

　
御
牀
之
中
ニ
餝
ル
蝶テ

ウ

花ハ
ナ

形カ
タ

ハ
蠺

カ
イ
コ

ノ
蝶テ

ウ

形
／
瓶
子
ノ
其
前

ニ
金
ノ
畫

ヱ
カ
ケ

ル
盃

サ
カ
ツ
キ

ヲ
置
ヘ
シ

　
一
對
」（
九
オ
）
右
者
將
軍
家
及
ヒ
髙カ

ウ

家ケ

ノ
殿ト

ノ

原ハ
ラ

モ
上
坐
ノ
牀ト

コ

ニ
餝
／
ル
事
也
惣
而
弓
馬
ノ
儀シ

式シ
キ

ノ
折オ

リ

柄カ
ラ

ハ
三サ

ン

種シ
ユ

之
餝
リ
／

ハ
ア
リ
ト
知
ル
ヘ
シ
／
騎
射
之
人
出
立
／
頼
朝
公
ヨ
リ
鼡
久
ノ
比コ

ロ

マ
テ
ハ
折

烏
帽
子
ニ
水
干
小
手
／
サ
シ
テ
夏
毛
行
騰
ヲ
着
シ
拾
决
掛
沓
ハ
キ
テ
鞭
ヲ
／

懸
弓
矢
ヲ
取
タ
ル
也
貞
應
ノ
比
ヨ
リ
折
烏
帽
子
ニ
青
／
襖
小
手
サ
シ
拾
决
掛

行
騰
沓
ハ
キ
テ
鞭
ヲ
腰
ニ
納
」（
九
ウ
）
メ
弓
矢
ヲ
帯
シ
タ
ル
也
／
素ス

袍ア
フ

ノ

紐ヒ
モ

ヲ
留ト

ム

ル
コ
ト
常
ノ
如
ク
前
ニ
テ
一ヒ

ト

𦀽
ム
ス
ビ

々
ム
ス
ビ

テ
／
其
儘マ

ゝ

紐
ノ
サ
キ
ヲ
取ト

リ

合
ア
ハ
セ

テ
前マ

ヘ

腰コ
シ

ニ
押ヲ

シ

込コ
ム

ベ
シ
又
襟エ

リ

ノ
／
上
ニ
テ
真マ

𦀽
ム
ス
ビ

ニ
シ
テ
後

ウ
シ
ロ

ヘ
廻マ

ワ

シ
後

ウ
シ
ロ

ノ
襟エ

リ

ノ
縫ヌ

イ

目メ

ノ
ヘ
ン
／
ニ
テ
両
方
取ト

リ

合
ア
ハ
セ

坪ツ
ボ

𦀽
ム
ス
ビ

ニ
ス
ル
ナ
リ
／
同
篭
手
差
事
ハ
常

ノ
如
ク
紐
革
ヲ
モ
下
緒
ヲ
モ
／
止ト

メ

行
騰
ノ
左
皮
ヲ
蹈
込
テ
又
右
皮
へ
蹈
入
緒

ヲ
／
𦀽
ヘ
シ
素
袍
帷
子
共
ニ
肩
ヲ
脱
也
素
袍
帷
子
ノ
袖
」（
十
オ
）
ヲ
能
引

重
テ
引
立
サ
セ
テ
巻
ヘ
シ
素
袍
ノ
折
目
／
ノ
角カ

ド

ノ
上ウ

ヘ

ノ
角カ

ド

ヲ
左
へ
巻
也
巻
タ

ル
袖
ヲ
刀

カ
タ
ナ

ノ
下
へ
／
取
下
緒
ヲ
留
ル
コ
ト
ク
ニ
右
革
ノ
緒
ニ
押
込
ヘ
シ
上

ヨ
リ
／
下
へ
通
シ
二フ

タ

繞
マ
ト
ヒ

々
マ
ト
フ

ヘ
シ
小
笠
原
家
ニ
左
へ
巻
ト
ハ
ア
レ
／
ト
モ
口

傳
ナ
ケ
レ
ハ
心
得
カ
タ
シ
ト
云
ヘ
リ
素
袍
ノ
外ト

／
ノ
方カ

タ

後
ウ
シ
ロ

ヘ
巻
ヲ
左
へ
ト

教ヲ
シ

へ
リ
」（
十
ウ
）
繪
ノ
如
ク
素
袍
帷
子
ノ
袖
ト
モ
ニ
引
揃
外
ノ
方
ア
ト
ヘ
巻
テ
／

下
緒
ノ
如
ク
腰
物
ノ
下
ヨ
リ
右
ノ
方
ノ
袴
ノ
帯
エ
押
込
ヘ
シ
其
／
後
行
騰
ノ
左
皮
ヲ
引

立
緒
ヲ
乄シ

メ

ヘ
シ
【
図
⑨
】」（
十
一
オ
）
小
手
掛
ト
テ
畫
ノ
如
ク
左
ノ
／
通
ニ
黒
革
ヲ

細
ク
打
テ
小
手
／
ノ
緒
ヲ
マ
タ
ケ
テ
ト
ツ
ル
也
帷
子
素
／
袍
ノ
裏
ニ
テ
能
ク
緒
ヲ
留
ル

也
／
【
図
⑩
】
畫
ノ
如
ク
手
ヲ
胸
ニ
組
テ
／
小
手
ノ
緒
ヲ
乄シ

メ

ト
サ
ス
ヘ
シ
／
袖
ヲ
畫

ノ
如
ク
前
エ
取
テ
後ア

ト

ノ
方
ニ
／
テ
押
込
ヘ
シ
／
袖
ヲ
巻
サ
テ
左
ノ
皮
ヲ
袖
ノ
下
へ

行
騰
ノ
上
ノ
ヒ
レ
ヲ
押
」（
十
一
ウ
）
入
テ
腰
指
ヲ
常
ノ
如
ク
指
テ
緒
ヲ
シ

メ
小
手
ヲ
指
ヘ
シ
／
緒
ヲ
納
ル
所
ハ
手
ヲ
捻
リ
組
テ
留
サ
ス
ヘ
シ
小
手
掛
／

ノ
緒
ヲ
以
テ
乄

シ
ム
ル

也
／
素
袍
モ
小
袖
モ
常
ニ
着
ス
ル
如
ク
美

ウ
ツ
ク
シ

ク
打
合
テ
小

／
手
ノ
ウ
ツ
タ
レ
ニ
袖
ヲ
折
目
ノ
如
ク
一
寸
ハ
カ
リ
出
／
シ
テ
緒
ヲ
留
ヘ
シ

其
留
所
ハ
右
ノ
ソ
シ
ゝ
ノ
所
ニ
テ
／
留
ル
也
組
數
ハ
定
ス
長
五
寸
ハ
カ
リ
也

上
ニ
𦀽
ハ
／
二
廻
リ
廻マ

ワ

シ
テ
夫
ヲ
モ
片カ

タ

輪ワ
ナ

ニ
ナ
ル
ヤ
ウ
ニ
留
ル
也
」（
十
二

オ
）
輪ワ

ナ

二
ツ
緒ヲ

ノ
サ
キ
一
ツ
已
上
三
ツ
出
ス
ヘ
シ
片カ

タ

輪ワ
ナ

ノ
／
先
ヲ
ハ
鞭
ノ
取

柄
ノ
如
ク
ニ
折
入
ヘ
シ
／
後
ノ
小
手
掛
ハ
黒
キ
糸
ニ
テ
如
此
小
手
ノ
緒
ヲ
曲マ

ゲ

テ
綴ト

ヅ

ル
是
ハ
／
小
手
ノ
緒
ヲ
動
カ
ス
マ
ジ
キ
タ
メ
ナ
リ
／
【
図
⑪
】
繪
ノ
如
ク
小
手
ノ
ウ

ツ
タ
ン
ノ
如
ク
素
袍
ノ
袖
ヲ
緒ヲ

摺ス
レ

ノ
様ヤ

ウ

ニ
／
廻
シ
前
ヘ
取
ヘ
シ
」（
十
二
ウ
）
小
手

地
ハ
上
下
ノ
品
ア
リ
老
若
中
老
ニ
依
テ
又
品
ア
／
リ
犬
追
物
之
巻
ニ

詳
ツ
マ
ヒ
ラ
カ

也
／
笠
懸
决
拾
／
笠
懸
决
拾
指
ヤ
ウ
右
ヨ
リ
指
テ
左
ヨ
リ
取
也
緒
ノ
／
留
ヤ

ウ
ニ
陰
陽
ノ
習
ア
リ
陰
ハ
二
重
目
ニ
中
ヘ
通
／
シ
前
ヘ
取
テ
留
ル
也
陽
ハ
一

重
廻
シ
テ
前
ニ
テ
緒
／
ヲ
取
揃
テ
留
ル
也
是
ヲ
武
田
家
ニ
テ
ハ
下
品
下
生
／
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ノ
指
ヤ
ウ
ト
云
也
又
緒
ヲ
留
ル
時
神
咒
ノ
傳
ア
リ
」（
十
三
オ
）
八
幡
太
神

宮
ト
三
返
／
豊
斟
渟
尊
ト
三
返
／
鹿
嶋
大
明
神
ト
三
返
／
八
百
萬
神
達
ト
三

返
／
心
コ
ソ
誠
ノ
道
ニ
叶
イ
ナ
ハ
／
祈

イ
ノ
ラ

ズ
ト
テ
モ
神
ヤ
守マ

モ

ラ
ン
ト
陽
ノ
歌

ヲ
三
返
／
慈ジ

悲ヒ

佛
ホ
ト
ケ

直ス
グ

ナ
ル
ヲ
神
曲ユ

ガ

ム
ヲ
ハ
／
人
獨

ヒ
ト
リ

ヲ
ゾ
三
ツ
ニ
分ワ

ケ

ケ
ル
ト

陰
ノ
歌
ヲ
三
返
」（
十
三
ウ
）
指ユ

懸カ
ケ

ヲ
ハ
弓
手
ノ
紐ヒ

モ

皮カ
ワ

ニ
付
テ
懐

フ
ト
コ
ロ

へ
押ヲ

シ

入イ
レ

タ
ル
吉
冬
ハ
／
温

ア
タ
ゝ
マ

リ
テ
吉
又
下サ

ケ

緒ヲ

ニ
附ツ

ク

ル
ニ
ハ
二
ツ
ノ
緒
ヲ
取ト

リ

揃ソ
ロ

ヘ
引
／

解
ホ
ド
ク

ヤ
ウ
ニ
ス
ヘ
シ
然

シ
カ
レ

共
法ホ

ウ

ニ
ハ
非
ス
古コ

人シ
ン

ノ
傳
也
／
烏エ

帽ボ

子シ

掛カ
ケ

シ
テ
大
口

直ヒ
タ

垂ゝ
レ

ニ
テ
射
事
ハ
東

ヒ
カ
シ

山ヤ
マ

殿
御
／
代
也
近チ

カ

比コ
ロ

ハ
小コ

素ス

袍ア
フ

行
騰
ニ
テ
射
タ
ル
事

也
／
介カ

イ

副ゾ
ヘ

ノ
人
モ
素
袍
小
袴
ヲ
着

チ
ヤ
ク

シ
烏
帽
子
掛
ス
ヘ
シ
／
矢
取
ノ
者
ハ
小

素
袍
小
袴
ヲ
着
シ
烏
帽
子
掛
ス
ヘ
シ
／
馬
餝

カ
ザ
リ

ハ
官

ク
ハ
ン

ニ
依
テ
其
品
ア
リ
又
四シ

季キ

ニ
依
テ
其
法
」（
十
四
オ
）
ア
リ
然
共
一
番ハ

ン

ト
押

ヲ
サ
ヘ

ト
ハ
カ
リ
餝

カ
ザ
リ

リ
ヲ
用

テ
次ツ

キ

々〳
〵

／
ノ
射
手
ノ
馬
ハ
其
人
々
ノ
好コ

ノ

ミ
ニ
依
テ
何
ヤ
ウ
ノ
／
餝
リ
モ
苦ク

ル

シ

カ
ラ
ス
紫

ム
ラ
サ
キ

色イ
ロ

ハ
御
所
様
ノ
懸
サ
セ
ラ
／
ル
ゝ
所
也
自ジ

餘ヨ

ノ
人
者
用
捨
ス
ベ

シ
口
傳
／
鎌カ

マ

差サ
シ

繩ナ
ワ

ハ
戰セ

ン

場
ジ
ヤ
ウ

及
ビ
犬
追
物
笠
懸
等ト

ウ

ニ
用
也
其
／
繩
ニ
色イ

ロ

ア
リ

丈
ジ
ヤ
ウ

尺
シ
ヤ
ク

ア
リ
委

ク
ワ
シ
ク

ハ
犬
追
物
之
書
ニ
説ト

ク

ガ
故
／
ニ
此
所
ニ
略
ス
／
笠
懸
馬
ニ

ハ
鞍
ヲ
常ツ

ネ

ヨ
リ
少
シ
後ア

ト

ヘ
ヨ
セ
テ
力

チ
カ
ラ

革カ
ワ

」（
十
四
ウ
）
ノ
寸
ハ
六
寸
ヲ
用
鞍

ヲ
前
ヘ
置ヲ

ク

ハ
弓
引
所
ニ
テ
蹬ハ

ネ

／
躍ヲ

ト

ル
コ
ト
ア
ル
カ
ユ
ヘ
也
亦
弓
打
上
ル
所
ニ

テ
蹬
ル
／
馬
ヲ
ハ
面
懸
ノ
下
ヲ
紬
糸
ニ
テ
強
ク
割
テ
乗
／
ヘ
シ
／
騎
射
ノ
士シ

弓
ト
蟇ヒ

キ

目メ

ヲ
取ト

リ

添ソ
エ

テ
一
騎
宛ヅ

ゝ

䟽
サ
ク
リ

／
ノ
中
ヲ
先マ

ヅ

直ス

馳ハ
セ

ヲ
ス
ル
也
其
時
モ
的
ノ

通ト
ヲ

リ
ニ
／
テ
急キ

ツ

度ト

見
テ
矢
比
ヲ
思
フ
ヘ
シ
扨
五
騎
ニ
テ
モ
十
／
騎
ニ
テ
モ
ア

レ
一
返
右
ノ
如
ク
乗
通
シ
テ
馬
場
末
ノ
」（
十
五
オ
）
上
䟽
ヨ
リ
馬
ヲ
打
上

扣
テ
後ア

ト

々〳
〵

ノ
人
々
ヲ
待マ

チ

合ア
ハ

ス
ル
／
ナ
リ
次ツ

キ

々〳
〵

ノ
射
手
ハ
一
番
ニ
上
テ
扣
タ
ル

馬
ノ
後

ウ
シ
ロ

／
ヲ
通
リ
馬
場
末
ヘ
次
第
ニ
立タ

チ

並
ナ
ラ
ブ

ヘ
シ
是
ヲ
笠
懸
／
馬
ノ
返
シ
様

ト
ハ
云
也
又
下シ

モ

ノ
足ア

シ

入イ
レ

上ア
ゲ

䟽
サ
ク
リ

ヨ
リ
乗
入
／
テ
打ウ

チ

連ツ
レ

テ
䟽
ノ
中ウ

チ

ヲ
乗ノ

リ

歸
カ
ヘ
リ

テ
馬

場
本
ノ
上ア

ゲ

䟽
ヨ
／
リ
乗
上
テ
検ケ

ン

見ミ

ノ
左
右
ヲ
待マ

ツ

也
其
時
馬
ヲ
ハ
北キ

タ

頭
カ
シ
ラ

ニ
／

立タ
テ

ベ
シ
馬
場
本
南
ナ
ル
ヘ
シ
扇
形
ノ
末ス

ヘ

ノ
角ス

ミ

ハ

乾
ヒ
ツ
ジ
サ
ル

ニ
／
向
フ
故
ニ
馬
ノ

頭
ヲ
右
ノ
如
ク
向
テ
ハ
扣ヒ

カ

ユ
ル
ナ
リ
」（
十
五
ウ
）
一
番
ノ
射
手
者
扇
形
ヨ

リ
上
ノ
足
入
ノ
䟽
／
へ
乗
入
テ
吉
鞍
ハ
生
ノ
鞍
ニ
深フ

カ

々〳
〵

ト
乗
テ
／
後
輪
ヲ
重ヲ

モ

ク
鐙
ヲ
双サ

ウ

當ト
ウ

ノ
肉シ

ゝ

ニ
能ヨ

ク

蹈フ
ミ

付
テ
／
右
ノ
手
ニ
テ
ハ
片
手
綱
ニ
取
テ
左
ニ
テ
ハ

矢
／
ト
弓
ト
ヲ
取
テ
蟇ヒ

キ

目メ

ノ
方
ヲ
上ウ

ヱ

へ
ナ
シ
扇
形
／
ヨ
リ
䟽
へ

皆
カ
イ
ヲ
ル

　ミ
ナ
ヲ
ロ
ス

下

時
打
入
テ
披ヒ

ラ

キ
出
シ
馬
ニ
／
足
ヲ
カ
ゝ
セ
出
シ
右
ニ
持
タ
ル
手
綱
ヲ
馬
ノ
知

／
サ
ル
ヤ
ウ
ニ
湯ユ

髪カ
ミ

ニ
捨ス

テ

テ
矢
筈ハ

ズ

ヲ
取
テ
打
」（
十
六
オ
）
上
ル
時
的
ヲ
見

又
蟇ヒ

キ

目メ

尻シ
リ

ヲ
見
テ
拳

コ
ブ
シ

ニ
目
ヲ
／
付
ヘ
シ
矢ヤ

指サ
シ

ノ
髙タ

カ

サ
肩カ

タ

ヨ
リ
水
走

ハ
シ
リ

也
懷

フ
ト
コ
ロ

ニ
ナ
／
ラ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
矢
指
カ
ウ
テ
的
ニ
指サ

シ

當ア
テ

三ミ

足ア
シ

バ
カ
／
リ
カ
ゝ
セ
テ
能ヨ

ク

引ヒ
キ

正タ
ゞ

シ
猶ナ

ヲ

馬
ニ
足
ヲ
カ
ゝ
セ
テ
後

ウ
シ
ロ

／
ノ
串
ノ
通
ヨ
リ
真ネ

ラ
イ中

シ
ト
ゝ
射
付
手
ノ

内
ヲ
射
／
廻
シ
弓
ヲ
五
寸
ハ
カ
リ
取
下
両
手
ニ
手
綱
ヲ
早ハ

ヤ

ク
／
取
テ
鞍
直ナ

ヲ

リ

姝
ウ
ル
ハ
シ

ク
止
メ
テ
其
儘マ

ゝ

扇
形
へ
乗
止
テ
／
残
ル
射
手
ヲ
待マ

ツ

也
段タ

ン

々〳
〵

射
終ヲ

ハ

リ
テ
乗

歸
ル
時
」（
十
六
ウ
）
矢
取
者
矢
ヲ
䟽
ノ
際
ヘ
持
來
テ
右
ノ
方
ヨ
リ
／
蟇
目

ノ
方
ヲ
サ
キ
ヘ
指
出
ス
ヲ
取
テ
弓
ニ
持
添
／
也
ソ
レ
ヨ
リ
一
番
ノ
射
手
ヨ
リ

前セ
ン

繰ク
リ

ニ
䟽
ヘ
乗
／
入
歸
ル
也
／
笠
懸
馬
ハ
イ
カ
ニ
モ
能
乗
入
テ
閑

シ
ヅ
カ

成ナ
ル

練ネ
リ

馬

ヲ
／
用
古
書
ニ
モ
笠
懸
馬
ハ

タ
リ

　シ
鷙
付ツ

キ

タ
ル
足
ノ
如
／
ク
練ネ

リ

足
ヲ
用
ト
モ
記シ

ル

セ

リ
閑

シ
ヅ
カ

ニ
ナ
キ
馬
ハ
打
／
入
披ヒ

ラ

キ
其
外
物モ

ノ

逢ア
ヒ

萬
ヨ
ロ
ヅ

調
ト
ゝ
ノ
ヒ

カ
タ
シ
人
ニ
ヨ
リ
少

シ
」（
十
七
オ
）
早
キ
馬
ヲ
好コ

ノ

ム
モ
ア
リ
更サ

ラ

ニ
好コ

ノ

マ
シ
カ
ラ
ス
ト
多
／
賀
豊

後
守
髙
忠
モ
云
レ
シ
ナ
リ
／
笠
懸
馬
村ム

ラ

掻カ
キ

成
ヲ
ハ
搔カ

キ

淀
ヨ
ト
ム

搔カ

益マ
ス

ト
云
ヘ
シ
能

／
歩
ミ
ノ
馬
ト
云
ハ
後ア

ト

足ア
シ

ヲ
搔
揃ソ

ロ

へ
前
足
ノ
本
ヘ
／
運

ハ
コ
ビ

前
足
ヲ

カ
セ
グ
セ
ル

ヲ
云

也
／
同
笠
懸
馬
ニ
向

ム
カ
フ

ナ
ン
ト
返カ

エ

ス
ナ
ン
ト
ゝ
云
事
ハ
馬
／
場
本
ヘ
乗
歸

カ
ヱ
リ

サ
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マ
ニ
云
コ
ト
ナ
リ
馬
場
本
ヨ
／
リ
今イ

マ

射イ

初
ハ
ジ
ム

ル
言コ

ト

葉バ

ニ
ハ
向
ナ
ン
ト
ゝ
ハ
カ

リ
云
」（
十
七
ウ
）
ナ
リ
／
笠
懸
ハ
一
騎
二
騎
ニ
テ
モ
射
ル
也
五
騎
十
騎
或

ハ
／
十
二
騎
マ
テ
モ
揃
テ
射
タ
ル
事
也
然
ト
モ
十
騎
ヲ
／
本
式
ト
ス
七
夕
笠

懸
ハ
七
騎
ヲ
以
テ
射
事
也
／
笠
懸
兩

フ
タ
ツ
ノ

立タ
テ

所
ト
コ
ロ

ト
云
ハ
一
番
ト
十
番
ヲ
賞
翫

ト
／
シ
テ
上
手
ノ
人
也
／
落
馬
ノ
禮
ハ
馬
場
半

ナ
カ
バ

ヨ
リ
此コ

ナ
タ方

ナ
ラ
ハ
馬
場
本

／
へ
乗
㱕
射イ

直ナ
ヲ

ス
ヘ
シ
半
過ス

ギ

ハ
射
直
ス
ヘ
カ
ラ
ス
」（
十
八
オ
）
沓ク

ツ

ヲ
脱ヌ

キ

馬
場
本
馬
場
末
ニ
テ
沓
ヲ
履ハ

キ

テ
乗
／
ヘ
シ
／
介カ

イ

副ソ
ヘ

ノ
人
自シ

然ゼ
ン

馬
上
へ
物
云
コ

ト
ア
ラ
ハ
䟽
ヲ
越コ

サ

／
ズ
シ
テ
䟽
ノ
際キ

ワ

ニ
蹲カ

シ

居
コ
マ
リ

テ
申
ヘ
キ
者
也
主
人
等ナ

ト

／
落

馬
ア
リ
ト
テ
モ
埒ラ

チ

ヲ
越コ

ヘ

䟽
ノ
内
へ
ハ
參

マ
イ
ラ

ザ
ル
法
／
式
ナ
リ
／
介
副
又
ハ
矢

取
ノ
者
其
外
笠
懸
役ヤ

ク

者シ
ヤ

用
事
ア
リ
／
テ
其
場
ヲ
往ワ

ウ

來ラ
イ

ス
ル
ニ
ハ
的
前
ヲ
ハ
通

ヘ
カ
ラ
」（
十
八
ウ
）
ス
的
ノ
後
又
垜
ト
布
革
幕
ノ
間
ヲ
ハ
通
ル
ヘ
シ
／
然

ト
モ
笠
懸
始
リ
テ
ハ
通
サ
ル
方
式
也
心
得
ヘ
シ
／
介
副
又
ハ
矢
取
ノ
者
ニ
代

蟇
目
持
セ
ル
數
ハ
凡

ヲ
ヨ
ソ

／
五
ツ
吉
六
ツ
ハ
持
ヘ
カ
ラ
ス
晴
ノ
笠
懸
神
事
ノ
笠

／
懸
ニ
ハ
鶴
ノ
羽
ヲ
用
ヘ
カ
ラ
ス
／
弓
弦ツ

ル

切
タ
ル
時
ハ
手
ノ
内
ヲ
射
カ
ヘ
ス

如
ク
持
テ
／
張
替
ヲ
取
ヘ
シ
／
小
笠
懸
ノ
後
ニ
本ホ

ン

ノ
笠
懸
ノ
事
ヲ
云
ニ
ハ
遠

笠
」（
十
九
オ
）
懸
ト
云
ヘ
シ
／
笠
懸
ノ
小
的
ノ
次
ニ
大
的
ト
云
ヘ
カ
ラ
ス

式
ノ
的
／
ト
云
ヘ
シ
大
的
ト
テ
ア
ル
ユ
ヘ
ナ
リ
的
ヲ
ハ
／
懸
ル
外ハ

ズ

ス
ト
云
ヘ

シ
／
笠
懸
矢
代
振
事
検
見
ノ
役
也
勝
負
笠
懸
ノ
時
／
ハ
射
手
ノ
中
ヨ
リ
勤
ヘ

シ
射
手
前
後
ヲ
辞
宣
ス
／
ル
時
蟇
目
ヲ
一
ツ
宛
取
テ
振
ヘ
シ
馬
場
ノ
淺
敷
ノ

／
在
所
ニ
テ
振
也
蟇
目
手
ニ
ア
ラ
ハ
二
度
ニ
モ
振
也
」（
十
九
ウ
）
其
次
第

ヲ
見
テ
射
也
蟇
目
䟽
ノ
方
へ
ナ
ス
ヘ
シ
／
笠
懸
検ケ

ン

見ミ

矢ヤ

沙サ

汰タ

之
事
／
的
ニ
中ア

タ

ル
矢
飛ト

ビ

カ
ヘ
リ
テ
彇ハ

ヅ

土
ニ
ア
タ
リ
テ
的
ヨ
リ
／
裏
へ
越
矢
イ
カ
ニ
遠
ク
行
共

前
ニ
落
タ
ル
矢
也
能
／
矢
也
的
ニ
中

ア
タ
リ

倒
タ
ヲ
レ

テ
繩
ニ
懸
矢
之
取
前
ヨ
リ
取
テ
／

吉
同
倒
テ
矢
ツ
ゝ
ト
ハ
ネ
ア
カ
リ
テ
横
串
ヲ
廻マ

ワ

／
リ
テ
前
ヘ
落
ル
矢
串
廻
リ

ト
テ
能
矢
也
同
シ
如
／
ク
倒
テ
立
串
ヲ
廻
ル
モ
矢
前
ヘ
出
ル
ハ
能
矢
也
」（
二

十
オ
）
的
ニ
中
テ
柄カ

ラ

折ヲ
レ

蟇
目
後
ヘ
ヌ
ケ
イ
カ
ニ
遠
ク
行
／
共
柄カ

ラ

繩ナ
ワ

ニ
カ
ゝ
リ

前
ニ
落
ハ
能
矢
也
蟇
目
ノ
底ソ

コ

ヌ
／
ケ
テ
箟ノ

中
モ
ト
ハ
キ
ナ
ト
ヘ
行
ト
モ
的
ニ

中
ル
ハ
／
能
矢
也
繩
ニ
中
ル
矢
イ
カ
ニ
前
ヘ
落
タ
リ
ト
モ
外ハ

ヅ

／
レ
ナ
リ
的
ニ

中
テ
下
へ
倒
タ
ル
矢
ヲ
ウ
ツ
事
馬
／
ヨ
リ
下ヲ

リ

沓ク
ツ

ヲ
ヌ
キ
弓
ヲ
右
ニ
弦
ヲ
下
へ

ナ
シ
持
／
テ
ヨ
リ
的
ノ
前
ニ
テ
左
ノ
手
ニ
テ
握

ニ
ギ
リ

ヨ
リ
五
寸
計
／
上
ヲ
取
右

ニ
テ
下
ヲ
取
未ウ

ラ

彇ハ
ヅ

後
ウ
シ
ロ

ノ
串
ヘ
ナ
ル
ヤ
ウ
」（
二
十
ウ
）
ニ
前
ノ
串
ヨ
リ
後
ノ

串
ヘ
渡
シ
テ
的
ノ
上
ヨ
リ
／
弦
ヲ
押ヲ

シ

上サ
ゲ

テ
見
ル
ニ
彇ハ

ヅ

弦ツ
ル

ニ
カ
ゝ
レ
バ
吉
カ
ゝ

ラ
ザ
／
レ
ハ
捨ス

テ

ベ
シ
又
倒
レ
タ
ル
矢
ノ
紛

マ
ギ
レ

タ
ル
不フ

審シ
ン

ナ
ル
ヲ
／
ハ
蟇
目
尻シ

リ

ヲ
見
テ
土ツ

チ

付ツ
カ

ハ
捨ス

テ

土
付
ズ
バ
能
矢
也
／
蟇
目
外

ハ
ヅ
シ

テ
海
河
へ
入
矢
ハ
タ
ン
漂ヘ

イ

ト
語

カ
タ
ル

ベ
シ
中
矢
／
ハ
ヘ
シ
ト
射
付
テ
シ
ツ
ト
ゝ
射
付
テ
ト
云
ナ
リ
／
笠
懸

日
記
之
事
／
誰タ

レ

殿ド
ノ

　
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
●
〇
〇
」（
二
十
一
オ
）
某

ナ
ニ
カ
シ

殿ト
ノ

　

〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
〇
〇
〇
／
誰タ

レ

殿ト
ノ

　
〇
〇
〇
●
〇
〇
●
〇
●
〇
／
某
殿
　
●

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
／
誰
殿
　
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
／
年
号
月
日
／

笠
懸
日
記
百
番
ニ
ハ
前
ノ
如
ク
笠
懸
射
手
ト
計ハ

カ

／
リ
書
テ
其
笠
懸
ノ
懸
ノ
字

ノ
並

ナ
ラ
ビ

ヨ
リ
第
一
第
／
二
ト
第
十
マ
テ
射
手
ノ
名
ヲ
記
シ
矢
數
中

ア
タ
リ

ヲ
記
」（
二

十
一
ウ
）
ス
也
紙
十
枚
ニ
調
ヘ
シ
亦
紙
ヲ
續ツ

グ

事
ア
リ
法
ニ
非ア

ラ

／
サ
レ
ト
モ
大

勢
ノ
時
ハ
奥
へ
段
々
續
テ
日
記
ヲ
付
也
／
勝
負
笠
懸
之
事
／
勝
負
笠
懸
ハ
略

儀
ナ
ル
ユ
ヘ
人
數
ニ
定
リ
ナ
シ
集

ア
ツ
マ
リ

／
次
第
馬
場
ヘ
打
連
テ
出
馬
ヨ
リ
下
的

懸
サ
セ
／
射
手
紐
オ
サ
メ
蟇
目
袋
ヨ
リ
取
出
シ
鞢

ユ
ガ
ケ

指サ
シ

馬
場
本
／
ニ
テ
乗
連

一
騎
宛
閑
ニ
先
通
シ
次
第
ニ
乗
㱕
一
番
ニ
／
通
シ
タ
ル
人
ヨ
リ
射
也
射
果
テ

ハ
馬
場
末
ニ
テ
各

ヲ
ノ
〳
〵

」（
二
十
二
オ
）
馬
ヨ
リ
下
テ
沓
ヲ
脱ヌ

グ

鞢
ヲ
巻
紐
𦀽
蟇
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目
袋
ニ
入
テ
／
馬
場
本
ノ
方
へ
馬
ヲ
ハ
䟽
ヲ
牽
セ
射
手
モ
馬
場
／
本
ヘ
行
テ

馬
場
ノ
外

ハ
ヅ
レ

ヨ
リ
馬
ニ
乗
連
テ
㱕
ヘ
シ
然
／
ト
モ
馬
場
ノ
模モ

様ヤ
ウ

ニ
ヨ
ル
ヘ
シ

又
扇
形
ニ
馬
ノ
立
様
馬
／
ノ
返
シ
様
ハ
本
式
ノ
笠
懸
ニ
替
ル
事
ナ
シ
／
勝
負

笠
懸
蟇
目
調

シ
ラ
へ

テ
給タ

マ

ハ
ン
ト
人
ノ
云
シ
時
云
シ
／
人
ハ
的
ヲ
懸
ル
射
手
ハ

タ
ゝ
ミ
ヲ
ト
云
ヘ
シ
的
ヲ
ハ
上
ノ
／
繩
ヲ
ハ
釘
ニ
懸
横
繩
ヲ
二
人
シ
テ
両
方

ヘ
引
張
へ
」（
二
十
二
ウ
）
シ
タ
ゝ
ミ
ト
好
ム
コ
ト
ハ
射
外
モ
ヤ
ト
ノ
心
也

亦
肩
脱
テ
／
射
ト
イ
ヘ
ト
モ
大
事
ノ
蟇
目
袖
ニ
モ
ウ
ツ
コ
ト
ア
リ
／
肩
ヲ
脱

ヘ
シ
古
書
ニ
小コ

手テ

指サ
ス

ニ
ハ
膚ハ

ダ

脱ヌ
グ

ホ
ト
ニ
膚
脱
／
マ
シ
キ
ニ
モ
ア
ラ
ス
ト
記
セ

リ
勝
負
笠
懸
ハ
略
ナ
ル
／
ユ
ヘ
定サ

ダ

マ
レ
ル
式
ナ
シ
／
鬮ク

ジ

笠
懸
射
手
十
騎
ア
レ

ハ
一
ノ
鬮
二
ツ
二
ノ
鬮
ニ
三
ノ
／
鬮
ニ
四
ノ
鬮
ニ
五
ノ
鬮
二
ツ
有
ヘ
シ
又

同
ヲ
ナ
シ

如コ
ト

ク
ナ
ル
繪ヱ

／
ヲ
鬮
ニ
二
ツ
宛ツ

ゝ

モ
書
也
鬮ク

ジ

ノ
形ナ

リ
【
図
⑫
】」（
二
十
三
オ
）

大タ
イ

概ガ
イ

圖ヅ

ノ
如
ク
有
ヘ
シ
筒ツ

ゝ

ニ
入
テ
出
シ
ヲ
馬
場
ニ
馬
／
ヲ
乗ノ

リ

並
ナ
ラ
べ

テ
馬
上
ヨ

リ
取
也
䦰
ノ
納ヲ

サ

メ
所
烏ヱ

帽
子
ノ
／
右
ノ
手
ノ
下
へ
字
ヲ
下
へ
ナ
シ
テ
指サ

ス

ベ
シ

入
道
ハ
行
／
騰
ノ
右
ノ
首ク

ビ

髪カ
ミ

ト
袴

ハ
カ
マ

ノ
間ア

イ

ヘ
押ヲ

シ

込コ
ム

ベ
シ
行
騰
ハ
カ
／
ヌ
時
ハ

袴
ノ
腰
ト
素
袍
ト
ノ
間
ヘ
込
ヘ
シ
射
果
テ
／
後
䦰
ヲ
合
セ
相
䦰
相
手
也
矢
代

ノ
如
シ
小
的
ノ
勝
／
負
ノ
如
ク
二
人
宛
勝
負
ス
ル
也
又
十
人
カ
五
人
／
宛

カ
ケ

　ト
賭
勝
負
ナ
ラ
ハ
二
人
宛
組
分
ヘ
シ
十
人
ニ
テ
ハ
」（
二
十
三
ウ
）
四
人
宛

相
䦰
ニ
分
テ
今
一ヒ

ト

番
ツ
カ
ヒ

ヲ
一
人
宛
ニ
分
ヘ
シ
別
／
ニ
又
引ヒ

キ

逢ア
フ

鬮ク
ジ

次ナ
ミ

有
ベ
シ
／

笠
懸
丸
物
ニ
連レ

ン

錢セ
ン

勝
負
ト
云
ハ
的
ノ
白シ

ロ

身ミ

ヲ
云
／
ナ
リ
／
勝
負
笠
懸
ノ
馬
場

ニ
敷
皮
ヲ
敷
時
ハ
イ
ツ
ク
／
ヨ
リ
モ
的
ノ
方
へ
白
毛
ヲ
ナ
ス
ヘ
シ
犬
ノ
時
ハ

繩
ノ
／
方
へ
ナ
ス
ヘ
シ
本
式
ノ
犬
笠
懸
ノ
時
モ
敷
皮
ノ
法
／
替
コ
ト
ナ
シ
亦

行
騰
ヲ
敷
テ
鬢ビ

ン

ヲ
付
酒
ナ
ト
呑ノ

ム

」（
二
十
四
オ
）
時
ハ
左
皮
ヲ
取
テ
敷
テ
座

ス
ヘ
シ
白
毛
ノ
方
左
へ
／
ナ
ス
ヘ
シ
行
騰
ノ
表

ヲ
モ
テ

ノ
方
上
へ
ナ
シ
テ
敷
也
ヒ

レ
ノ
／
方
少
堅タ

テ

樣サ
マ

ニ
折
テ
敷
ヘ
シ
又
白
毛
ノ
方
ノ
折
目
／
ノ
端
ヲ
堅タ

テ

樣サ
マ

ニ
少

折
テ
モ
敷
也
両

リ
ヤ
ウ

様
ウ
ヤ
ウ

ノ
内
何

イ
ヅ
レ

ニ
テ
／
モ
一
方
折
テ
敷
ヘ
シ
ヒ
レ
ノ
方
一
重

ニ
テ
折
能
者
也
／
行
騰
両
方
ナ
カ
ラ
取
テ
左
皮
ヲ
敷
事
モ
ア
リ
／
又
左
皮
ハ

カ
リ
ヲ
取
テ
敷
テ
右
皮
ヲ
履ハ

キ

テ
居ヲ

／
ル
事
モ
吉
流
鏑
馬
犬
追
物
又
ハ
狩
場
ノ

時
モ
右
」（
二
十
四
ウ
）
ノ
如
ク
敷
也
儀
式
ニ
ハ
ア
ラ
ス
／
神
事
笠
懸
之
事

七
夕
笠
懸
共
云
／
神
事
笠
懸
ハ
儀
式
ナ
ル
カ
ユ
ヘ
ニ
諸
事
本
式
ノ
如
／
ク
ナ

ル
ヘ
シ
諏ス

訪ノ

社
ニ
於
テ
尊
氏
將
軍
年
々
／
勤キ

ン

行カ
ウ

ア
リ
シ
ナ
リ
／
諏ス

訪ワ
ノ

社
ヤ
シ
ロ

ノ

笠
懸
ニ
ハ
犧ニ

ヱ

ヲ
掛
ル
也
其
掛
所
ハ
馬
／
場
本
ノ
馬
立
所
ノ
䟽
ヲ
越
シ
テ
射
手

ノ
向

ム
カ
フ

ニ
掛
ル
也
／
日
記
付
モ
同
犧ニ

ヱ

ノ
後

ウ
シ
ロ

タ
ル
ヘ
シ
犧ニ

ヱ

掛カ
ケ

様
一ヒ

ト

年ゝ
セ

紫
ム
ラ
サ
キ

」（
二

十
五
オ
）
野
ニ
於
テ
諏
訪
ノ
笠
懸
興
行
ニ
ハ

鮎
ア
ユ
ノ
ウ
ラ

ヲ
十
六
稻
／
穂ホ

ニ
貫

ツ
ラ
ヌ

キ

テ
松
枝
ニ
掛
テ
土ツ

チ

ニ
指サ

シ

タ
ル
也
古
實
ハ
白ヌ

／
膠ル

木デ

也
鹿
ヲ
掛
ル
ヤ
ウ
四

ヨ
ツ
ノ

足ア
シ

ヲ
常
ニ
掛
ル
如
ク
鮎
／
ヲ
四
ツ
宛
稲
穂
ニ
通
シ
四ヨ

品シ
ナ

ヲ
白
膠
木
ヲ
立
其
枝
ニ

／
掛
ル
也
口
傳
／
犧

ニ
ヱ
ノ

魚ウ
ヲ

掛カ
ケ

様ヤ
ウ

之ノ

圖ヅ

【
図
⑬
】」（
二
十
五
ウ
）【
図
⑭
】
犧
ノ

掛
ヤ
ウ
圖
ノ
如
シ
又
左
右
ニ
ハ
カ
リ
白
膠
木
ヲ
」（
二
十
六
オ
）
立
テ
細ホ

ソ

竹タ
ケ

ヲ
渡
シ
掛
ル
事
モ
ア
リ
／
尊
氏
將
軍
諏
訪
大
明
神
ノ
靈
夢
ノ
告ツ

ケ

ア
ル
ニ
ヨ
リ

貞
／
和
四
年
四
月
五
日
笠
懸
十
番
太
刀
一
振
馬
一
疋

鵇
毛

駮

／
神
納
セ
ラ
ル
ゝ
所

也
其
後
例
ト
シ
テ
年
々
七
月
七
／
日
笠
懸
ヲ
勤
行
セ
ラ
ル
夫
ヨ
リ
七
夕
笠
懸

ト
モ
云
也
／
諏
訪
社
法
樂
御
笠
懸
射
手
／
正
二
位
尊
氏
　
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
　
十
／
命
鶴
丸
　
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
　
十
」（
二
十
六
ウ
）

南
次
郎
兵
衛
尉
　
宗
貞
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
●
　
九
／
勝
田
能
登
守
　
佐

長
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
　
十
／
嶋
津
周
防
三
郎
左
衛
門
尉
　
忠
兼
〇
〇

〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
　
十
／
杉
原
与
四
郎
　
國
遠
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

　
九
／
勝
田
治
部
亟
　
長
直
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
　
十
／
福
能
部
又
太
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郎
　
氏
重
〇
〇
●
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
　
九
／
貞
和
四
年
四
月
五
日
／
右
者
當

時
上
原
興
行
諏
訪
神
事
笠
懸
日
記
之
」（
二
十
七
オ
）
写
シ
也
將
軍
家
ニ
ハ

御
ノ
字
有
ヘ
シ
實
名
官
／
マ
テ
記
ス
事
也
／
神
事
ノ
笠
懸
之
行
騰
ニ
一ヒ

ト

刀
カ
タ
ナ

ト
云
事
ア
リ
行
騰
／
折
目
裾ス

ソ

ノ
角カ

ド

ヲ
直ス

ヂ

違カ
ヱ

テ
切
テ
履ハ

ク

也
又
押ヲ

シ

廻マ
ワ

シ
／
テ
ト
チ

テ
モ
吉
是
ハ
水
圓ヱ

ン

形
ギ
ヤ
ウ

ニ
カ
タ
ト
リ
テ
穢

ケ
ガ
レ

／
ヲ
免

マ
ヌ
カ
ル

ル
心
也
其
行
騰
ノ
法
流

鏑
馬
之
巻
ニ
記
ス
／
神
事
笠
懸
ニ
ハ
鉢ハ

チ

鞍ク
ラ

葛ツ
ゝ
ラ籠

切キ
ツ

付ツ
ケ

遊
ア
ソ
ビ

ノ
鑵

ク
ワ
ン

ア
／
ル
轡
ニ

水
付
染ソ

メ

タ
ル
手
綱
ヲ
掛
ル
也
」（
二
十
七
ウ
）
連

ツ
ル
ゝ

笠
懸
射イ

殘
ノ
コ
ス

笠
懸
之
事
／

連
ツ
ル
ゝ

笠
懸
ト
云
ハ
日
暮
ニ
及
テ
急
ク
時
ハ
前
ノ
射
／
手
打
入
披
キ
出
ス
時
分

ヨ
リ
扇
形
へ
馬
ヲ
入
矢
／
ヲ
番ツ

カ

ヒ
前
ノ
射
手
矢
ヲ
放
セ
ハ
ヤ
カ
テ
馬
ヲ
返
／

ス
ヲ
指
テ
連
笠
懸
ト
ハ
云
也
／
射イ

殘
ノ
コ
ス

笠
懸
ト
云
ハ
髙
人
ノ
相
手
ニ
乗
連
タ

ル
／
時
髙
人
ノ
矢
外
レ
ハ
此
方
モ
扣ヒ

カ

ヘ
テ
中

ア
タ
リ

ヲ
残ノ

コ

ス
／
ヲ
指
シ
テ
射
殘
ス

笠
懸
ト
云
也
」（
二
十
八
オ
）
笠
懸
ニ
三
筒
之
大
事
十
之
工
夫
ト
云
事
／
三

筒
之
大
事
ト
ハ
第
一
打
入
ヲ
大
事
ニ
思
ヒ
第
／
二
打
入
テ
披
出
シ
ヲ
思
ヒ
第

三
中
ヲ
思
ヘ
ト
／
小
笠
原
幡
州
モ
云
ハ
レ
シ
也
何
レ
ノ
流
儀
モ
同

ヲ
ナ
ジ

心
／
得

也
十
之
工
夫
ハ
一
ヨ
リ
十
マ
テ
初
ヨ
リ
終
マ
テ
／
惡
シ
キ
所
ヲ
心
ニ
懸
テ
稽

古
ナ
シ
テ
工
夫
ヲ
ス
／
レ
ハ
上
手
ニ
至
ル
ト
高
忠
モ
教
ラ
レ
タ
ル
也
／
笠
懸

ニ
用
ル
弓
矢
之
事
（
二
十
八
ウ
）
弓
ハ
相サ

ウ

位ヰ

弓キ
ウ

ヲ
用
ル
ト
イ
ヘ
ト
モ
近
代
ハ

夏
ハ
塗ヌ

リ

木キ

ノ
／
弓
冬
ハ
白シ

ラ

木キ

ノ
弓
ヲ
用
ル
ト
多
賀
髙
忠
モ
云
シ
也
／
小
笠
懸

ノ
矢
箟ノ

ハ
焦コ

ガ

シ
箟
也
遠
笠
懸
ノ
箟
ハ
／
澁

サ
ハ
シ

箟
也
筈ハ

ズ

ハ
剛カ

ラ

竹
ヲ
節
ヲ
鏟ケ

ズ

リ
テ

其
儘
ス
／
ヘ
シ
的
矢
ノ
如
ク
有
物
也
若
シ
節
髙

タ
カ
ク

バ
節フ

シ

䕃カ
ゲ

／
ヲ
取
テ
モ
拵
ル

ナ
リ
然
ト
モ
略
儀
也
竹
ハ
枝
ノ
榮

サ
カ
ヘ

タ
／
ル
ヲ
用
ヘ
シ
塗
ヘ
カ
ラ
ス
白
カ
ル

ヘ
シ
／
笠
懸
稾カ

ラ

ハ
渋
タ
ル
カ
本
式
也
節
ハ
三
節
カ
本
式
」（
二
十
九
オ
）
ノ

箟
也
渋
タ
ル
時
ハ
皮
ニ
テ
矯ハ

グ

也
此
外
ハ
色
糸
ニ
／
テ
矯
テ
モ
苦ク

ル

シ
カ
ラ
ズ
然

ド
モ
皮
矯
カ
本
式
也
又
／
拭

ヌ
グ
ヒ

箟
ハ
略
儀
也
／
小
笠
懸
ノ
柄カ

ラ

ニ
限

カ
ギ
リ

テ
鬼マ

箭ユ
ミ

ノ

上
ニ
漆

ウ
ル
シ

指サ
ス

ス
事
秘
／
ス
ル
也
又
蟇
目
赤ア

カ

漆
ウ
ル
シ

ハ
本
式
也
晴ハ

レ

ノ
笠
懸
ナ
ド
／
ノ

蟇
目
ニ
藤ト

ウ

巻マ
キ

重シ
ゲ

ク
仕
タ
ル
ニ
テ
ハ
射
サ
ル
者
也
／
笠
懸
蟇
目
ト
テ
其
法
ア
リ

／
羽
ハ
眞マ

羽ハ

本
式
也
鶴ツ

ル

ノ
羽
ハ
略
儀
也
然
共
近
代
ハ
」（
二
十
九
ウ
）
鶴
ノ

羽
ヲ
賞
翫
ス
ル
人
多
シ
又
矢
ノ
羽
ノ
長タ

ケ

ハ
凡
／
四
寸
也
ト
イ
ヘ
ト
モ
犬
笠
懸

ノ
稾カ

ラ

ノ
羽
ハ
三
寸
七
八
分
／
宜
シ
キ
ト
武
田
大
膳
太
夫
モ
云
レ
シ
也
／
笠
懸

篝
カ
ゝ
リ

釣ツ
リ

籠カ
ゴ

ハ
衛ヱ

士ジ

籠カ
ゴ

ノ
如
ク
ナ
ル
物
也
將
軍
家
／
ノ
笠
懸
ニ
用
髙
家
大
名
ノ

殿
原
モ
用
捨
ス
ヘ
シ
／
地
ヲ
窪ク

ボ

メ
其
所
テ
篝

カ
ゝ
リ

明ア
カ

ス
ベ
シ
／
釣
籠
之
圖
【
図

⑮
】」（
三
十
オ
）
落ヲ

チ

取ト
リ

籠カ
ゴ

取ト
リ

入イ
レ

扚
シ
ヤ
ク

之
形
圖
ノ
如
シ
落
ヲ
取
コ
ト
ハ
一
立
／

笠
懸
済ス

ミ

テ
二
立
ト
ノ
間
ニ
取
ヘ
シ
射イ

連ツ
レ

タ
ル
所
へ
入
／
テ
取
事
ハ
セ
サ
ル
法

也
下
部
ノ
者
ノ
役
也
／
落
取
籠
之
圖
／
取
入
杓
之
圖
【
図
⑯
】」（
三
十
ウ
）

右
笠
懸
之
法
式
雖
二
記

シ
ル
シ

‐
置

ヲ
ク
ト

一
口
‐
傳
不
レ
可
二
勝

ア
ケ
テ

‐
計

ハ
カ
ル

一
上
‐
古
／
以

‐
來
爲シ

テ
二
面メ

ン

‐
授ジ

ユ

口ク

‐
訣

ケ
ツ
ト

一
而
家
之
爲タ

リ
二
教カ

ウ

訓キ
ン

一
焉
筆
‐
墨
ノ
／
非
レ
可
レ

盡
ツ
ク
ス

唯
愚
‐
昧
之
子
‐
孫
可
二
心
‐
得
一
旨
‐
趣
之
條
粗ホ

ゞ

／
書カ

キ

‐
載

ノ
ス
ル

者モ
ノ

也
／

當
流
宗
師

　
日
本
武
尊
／
迎
來
流

　
貞
純
親
王
／
鹿
嶋
流

　
八
幡
太
郎
　
義

家
」（
三
十
一
オ
）
六
條
判
官
　
爲
義
／
湯
山
入
道
中
原
　
玄
性
／
大
坪
流

　
大
坪
式
部
太
輔
　
廣
秀
／
村
上
加
賀
守
　
永
幸
／
斎
藤
備
前
守
　
國
忠
／

斎
藤
安
藝
守
　
好
玄
／
斎
藤
備
後
守
　
忠
玄
／
斎
藤
斎
宮
頭
　
辰
遠
」（
三

十
一
ウ
）
丹
州
住
僧
了
慶
坊
／
斎
藤
求
馬
助
　
辰
光
／
大
坪
本
流

　
斎
藤
主

税
　
定
易
／
飯
野
端
立
　
恒
忠
／
飯
野
彦
作
　
恒
直
／
濱
田
彦
内
　
正
憲
／

濱
田
真
住
　
正
恕
／
濱
田
真
住
　
正
榮
」（
三
十
二
オ
）
濱
田
三
平
　
正
徳
」

（
三
十
二
ウ
）
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三
　
『
大
坪
本
流
兩
翼
之
巻
』「
流
鏑
馬
　
十
三
」

　
『
大
坪
本
流
兩
翼
之
巻
』「
流
鏑
馬
　
十
三
」
の
書
誌
は
以
下
の
通
り
。

表
紙
左
肩
に
「
大
坪
流
兩
翼
之
巻
　
流
鏑
馬
【（
朱
書
）
十
三
】」
の
張
題
簽

（
縦
18.3
㎝
、
横
4.5
㎝
）。
縦
25.5
㎝
×
横
18.3
㎝
。
一
丁
表
に
「
武
道
専
門
學
校

圖
書
印
」
の
朱
方
印
。
袋
綴
。
本
文
料
紙
楮
紙
。
四
つ
目
綴
。
全
十
四
丁
（
う

ち
遊
紙
後
一
丁
）。
半
葉
八
行
。
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
。

　
本
文
（
全
文
）
は
以
下
の
通
り
。

大
坪
本
流
両
翼
之
巻
／
　
流
鏑
馬
　
春
生
軒
齋
藤
定
易
撰
／
抑

ソ
モ
〳
〵

流ヤ

鏑ブ
サ

馬メ

者

古コ

來ラ
イ

之
騎キ

射シ
ヤ

也
天
武
天
皇
ノ
御ギ

ヨ

／
宇ウ

ニ
盛
ニ
行
ル
清
和
天
皇
ハ
皇ワ

ウ

子ジ

ニ
テ
御ヲ

座ハ

シ
／
ケ
ル
時
ヨ
リ
弓
馬
ニ
賢

カ
シ
コ

ク
御
歳
十
三
ニ
テ
流
鏑
／
馬
ヲ
召
サ
レ
三

ツ
ノ
的
ナ
カ
ラ
遊

ア
ソ
バ

シ
ケ
ル
ト
ゾ
東

ア
ヅ
マ

／
鑑

カ
ゝ
ミ

ニ
ハ
諸
大
名
諸
士
ノ
勤

ツ
ト
メ

ト
シ
テ

武モ
ノ

士ゝ
フ

ノ
第
一
／
ニ
爲ナ

シ

タ
ル
道
也
堅
キ
ヲ
研ク

ダ

キ
危

ア
ヤ
ウ

キ
ヲ
遁ノ

ガ

ル
ハ
此
」（
一
オ
）

事
ニ
有
ヘ
シ
諏ス

訪ハ
ノ

太
夫
盛モ

リ

澄ス
ミ

ト
云
者
ハ
平
家
ノ
／
囚メ

シ

人ウ
ド

タ
リ
ケ
レ
共
流
鏑
馬

ノ
藝
ヲ
窮キ

ワ

メ
テ
秀ヒ

デ

／
郷サ

ト

朝ア

臣ソ
ン

ノ
秘
决
ヲ
慣

ナ
ラ
ヒ

傳
ツ
タ
ユ

ル
ニ
依
テ
頼
朝
公
其
／
罰ツ

ミ

ヲ

免ユ
ル

シ
鶴
岡
神
事
ノ
流
鏑
馬
ヲ
仰
付
ラ
／
ル
折
節
馬
惡ア

シ

ク
シ
テ
空
地
ス
ル
コ
ト

三
度
ニ
及
／
ヌ
レ
ト
モ
達タ

ツ

者シ
ヤ

ニ
シ
テ
乗
直ナ

ヲ

シ
三
ツ
ノ
的
共
ニ
射
／
取
ヌ
レ
ハ

頼
朝
公
感カ

ン

ニ
入
本ホ

ン

領レ
ウ

安ア
ン

堵ド

ス
ベ
キ
ノ
吉
／
ア
リ
ケ
ル
ト
ゾ
今
ハ
神
社
ノ
執
行

ト
ナ
リ
テ
」（
一
ウ
）
天
皇
ニ
モ
公
方
家
ニ
モ
此
術ミ

チ

棄ス
タ

レ
リ
神
モ
武
國
ニ
跡

／
ヲ
垂タ

レ

玉
ヘ
ハ
弓
馬
ノ
武
備
ヲ
以
テ
祭

マ
ツ
ル

者モ
ノ

ナ
ル
ヘ
シ
／
又
神
代
人
代
ノ
神

ニ
ヨ
リ
テ
其
法ホ

ウ

式シ
キ

ニ
差
別
ア
ル
／
事
也
／
流
鏑
馬
馬
場
殿
／
馬
場
殿
ハ
内ウ

チ

屋ヤ

形カ
タ

ニ
構カ

マ

ユ
ル
時
ハ
百
二
十
五
間
也
／
馬
ノ
翔
場
ニ
ハ
白
砂
ヲ
敷
也
的
ハ
三
ツ

掛
ル
也
其
／
形
四
半
ノ
如
シ
一
ノ
的
ノ
間
場
本
ヨ
リ
弓ユ

ン

杖ツ
ヘ

二
」（
二
オ
）
十

六
杖
二
ノ
的
ノ
間
弓
杖
五
十
間
三
ノ
的
ノ
間
弓
杖
／
五
十
五
間
也
／
神
前
流

鏑
馬
馬
場
殿
ハ
長
サ
四
町
八
反タ

ン

ニ
構

カ
マ
ユ
ル

／
也
男
土
居
女
土
居
關セ

キ

土
居
ア
リ
馬

ノ
翔
場
ニ
ハ
／
白
砂
ヲ
敷
也
的
ハ
三
ツ
掛
ル
也
口
訣
一
ノ
的
ノ
間
場
／
本
ヨ

リ
五
十
五
間
二
ノ
的
ノ
間
其
所
ヨ
リ
五
十
六
／
間
三
ノ
的
ノ
間
其
所
ヨ
リ
三

十
六
間
也
／
的
ハ
四
半
ノ
如
シ
古
來
ハ
三
尺
ノ
的
也
串
ハ
八
尺
ニ
ス
ル
」（
二

ウ
）
者
也
土
際
ヨ
リ
上
六
尺
ニ
立
ル
者
也
昔

ム
カ
シ

ハ
人
ニ
／
持
セ
テ
射
タ
ル
也

但
串
ハ
挟
物
ノ
串
ト
等
シ
／
キ
也
／
借
屋
形
ハ
其
神
ノ
御ヲ

旅タ
ビ

所
ト
コ
ロ

野ノ
ゝ

宮ミ
ヤ

ヨ
リ

一
段
下
テ
／
作
ル
ヘ
シ
然
共
其
君
主
ヨ
リ
其
神
ノ
位
畢

ヒ
キ
ク

バ
同ヲ

ナ

シ
／
高
サ
ニ

作
ル
也
床ト

コ

餝カ
ザ

リ
ハ
ナ
セ
ト
モ
神
前
ハ
野
／
宮
ニ
神
輿
ヲ
出
ス
故
ニ
外
ニ
構カ

マ

ユ

ル
ニ
不
及
也
／
流
鏑
馬
馬
場
殿
之
圖
」（
三
オ
）【
図
⑯
】
此
所
ヨ
リ
下
馬
ヲ

シ
宮
廻
ヲ
／
シ
テ
馬
拂
前
乗
ノ
人
ノ
左
右
／
ヲ
待
ヘ
シ
騎
時
モ
此
所
ヨ
リ
騎

／
テ
馬
場
ヘ
乗
出
ス
ナ
リ
／
〇
外
ノ
警
固
此
所
ニ
有
ヘ
シ
／
一
ノ
的
／
宮
廻

ノ
道
／
〇
矢ヤ

ツ

番カ
ヒ

　
〇
中

ア
タ
リ

　
〇
打ウ

チ

上ア
ゲ

　
〇
追ヲ

イ

出
イ
ダ
シ

　
〇
乗ノ

リ

出
イ
ダ
シ

／
モ
ガ
リ
／
野

宮
御
旅
所
ハ
一
ノ
的
ノ
／
向
ナ
リ
破
風
的
ニ
向
テ
作
／
ヘ
シ
神
輿
此
所
ニ
移

ス
／
見
物
所
／
〇
外
ノ
警
固
此
所
ニ
有
ヘ
シ
」（
三
ウ
）
男
土
居
／
〇
外
ノ

警
固
此
所
ニ
有
ヘ
シ
／
三
ノ
的
／
二
ノ
的
／
関
土
居
／
警
固
人
／
此
所
ニ
有

／
ヘ
シ
馬
止ト

メ

／
ノ
者
モ
此
所
／
ノ
末ス

ヘ

ニ
有
ヘ
シ
〇
馬
止ト

メ

　
〇
中
　
〇
打
上
　

〇
矢
番
　
〇
中
　
〇
打
上
／
〇
外
ノ
警
固
此
所
ニ
有
ヘ
シ
　
女
土
居
／
見
物

所
／
的
立
ノ
役
人
圓
坐
敷
テ
／
此
所
ニ
有
ヘ
シ
／
借
屋
形
破
風
二
ノ
的
ニ
向

／
テ
作
ヘ
シ
／
打
物
ノ
士
圓
坐
敷
テ
此
所
ニ
有
ヘ
シ
」（
四
オ
）
流
鏑
馬
式

日
ノ
四
五
日
前
ヨ
リ
足
揃
ヲ
乗
也
的
ハ
／
藁ワ

ラ

的
ヲ
射
ル
也
本
式
ノ
的
ハ
當
日

ナ
ラ
テ
ハ
射
ヌ
者
／
也
／
流
鏑
馬
御
牀
之
餝
／
置
野
雞
　
御ミ

牀ト
コ

之
左
ニ
餝
ル
羽

ヲ
拍タ

ゝ

子キ

テ
勇

イ
サ
ム

形
カ
タ
チ

　
一
番

ツ
カ
ヒ

／
置
鯉
　
御
牀
之
右
ニ
餝
ル
進

ス
ゝ
ミ

テ
瀧タ

キ

ヲ
上
ル
形

　
一

副ソ
ヱ

／
置
瓶ヘ

イ

子ジ

　
御
牀
之
中
ニ
餝
ル
蝶テ

ウ

花ハ
ナ

形カ
タ

ハ
蠶

カ
イ
コ

ノ
蝶テ

ウ

形カ
タ

／
瓶
子
ノ
其
前
ニ
金

キ
ン
ノ

畫
ヱ
カ
ケ
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ル
盃

サ
カ
ヅ
キ

ヲ
置
ベ
シ

　
一
對ツ

イ

／
右
者
將
軍
家
及
ヒ
髙
家
ノ
殿ト

ノ

原ハ
ラ

モ
上
坐
之
牀ト

コ

ニ

／
餝
ル
事
也
野
宮
御
旅
所
ア
ル
ト
キ
ハ
其
所
ニ
ナ
リ
ト
／
モ
餝
ル
ヘ
シ
」（
四

ウ
）
守カ

ミ

司
ツ
カ
サ

ノ
好

コ
ノ
ミ

ニ
依
ヘ
シ
／
將
軍
家
流
鏑
馬
射
手
装

シ
ヤ
ウ

束ゾ
ク

第
一
俗
衣
第
二

小コ

／
手テ

拵
コ
シ
ラ
へ

錦
ニ
シ
キ
ノ

上ウ
ワ

衣キ
ヌ

第
三
帯
第
四
行
騰
第
五
沓
第
六
／
决ユ

拾カ
ケ

第
七
横
太
刀

第
八
扇
第
九
畳

タ
ト
ウ

紙カ
ミ

第
十
綾ア

ヤ

笠カ
サ

／
第
十
一
策
第
十
二
弓
矢
也
／
流
鏑
馬
决ユ

拾カ
ケ

指サ
シ

樣ヤ
ウ

先
一ヒ

ト

重エ

廻マ
ワ

シ
テ
𦀽

ム
ス
ビ

手
ノ
甲カ

ウ

ヨ
リ
薬

ク
ス
リ

／
指ユ

ビ

ヘ
掛
ル
也
三
巻
々
テ
手
ノ
甲

ニ
テ
一ヒ

ト

𦀽
ム
ス
ビ

宛
三
所
ニ
𦀽

ム
ス
ビ

留
ト
ム
ル

／
也
又
决
拾
ヲ
手テ

袋
フ
ク
ロ

ト
云
ハ
流
鏑
馬
ニ
限

カ
ギ
リ

タ
ル
コ
ト
也
」（
五
オ
）
兎ウ

サ

八
幡
太
神
ト
三
返
／
面ヲ

モ

足
タ
ル
ノ

尊
ミ
コ
ト

惶
カ
シ
コ

根ネ
ノ

尊
ミ
コ
ト

ト
三

返
／
鹿カ

嶋シ
マ

大
明
神
香カ

取ト
リ

大
明
神
ト
三
返
／
八
百
萬
神
達
ト
三
返
／
右
之
神
名

ヲ
唱ト

ナ

エ
六
合
秡
ノ
策
ヲ
打
テ
身
堅
シ
テ
／
其
後
弓
矢
取
テ
馬
ニ
騎
也
／
前
乗

ノ
人
装
束
ハ
布ホ

衣イ

ノ
出
立
ヲ
用
也

俗
ニ
場
拂

ノ
役
ト
云

／
的
立
ノ
役ヤ

ク

人
者
烏ヱ

帽ホ

子シ

掛
素ス

袍ア
フ

袴
ハ
カ
マ

ヲ
着
ス
也
雜ザ

ウ

職シ
キ

」（
五
ウ
）
輩

ト
モ
ガ
ラ

矢ヤ

取
ト
リ
ノ

者
モ
小
素
袍
小
袴
烏
帽
子
掛
ヲ

ス
ヘ
シ
的
持
ノ
／
下シ

モ

部ベ

モ
袖
ナ
シ
打ウ

チ

掛カ
ケ

ニ
袴
ヲ
着
ス
ル
也
／
流
鏑
馬
ノ
馬
ハ

七
箇
日
前
ヨ
リ
湯ユ

洗
ア
ラ
ヒ

シ
テ
馬
ヲ
清キ

ヨ

メ
／
當
日
ニ
至
テ

緋
ア
ケ
ノ
イ
ト

ヲ
以
テ
額

ヒ
タ
ヒ
ノ

髪カ
ミ

ヲ
𦀽ユ

ウ

ベ
シ
小コ

松マ
ツ

原ハ
ラ

頚ク
ビ

／
根ネ

ノ

髪カ
ミ

ハ
藁ワ

ラ

蘂シ
ベ

ニ
テ
𦀽
也
鞍
ハ
倭

ヤ
マ
ト

鞍ク
ラ

置
テ
半ハ

ン

舌ゼ
ツ

ノ
鐙

サ
／
シ
連レ

ン

着
ジ
ヤ
ク

鞦
シ
リ
ガ
イ

ヲ
懸
ル
也
手
綱
ハ
足ア

シ

利カ
ゞ

染ソ
メ

ヲ
用
也
／
流
鏑
馬
式
／
當
日

先
前
ニ
的
立
ノ
役
人
雜ザ

ウ

職シ
キ

并
ニ
矢
取
ノ
者
的
持
」（
六
オ
）
ノ
者
ニ
行

キ
ヤ
ウ

ニ
引

連
テ
馬
場
ニ
至
リ
神
前
ニ
向

ム
カ
イ

テ
拜ハ

イ

禮レ
イ

／
シ
テ
的
ノ
弓
杖
ヲ
考

カ
ン
カ
ヘ

テ
段タ

ン

々
立

サ
シ
ム
ヘ
シ
的
ハ
角カ

ド

ヲ
立
／
テ
立
串
ニ
挟
也
其
勢
土
際キ

ワ

ヨ
リ
上
六
尺
ニ
立
ル

也
的
立
終

ヲ
ワ
リ

／
テ
其
身
ハ
屋
形
ノ
落ヲ

チ

縁ヱ
ン

ノ
際キ

ワ

ニ
圓ヱ

ン

座ザ

敷シ
キ

テ
君
ノ
渡ト

御ギ
ヨ

／
ヲ
待

也
此
役ヤ

ク

ハ
弓
馬
ノ
達タ

ツ

人
古コ

實ジ
ツ

ノ
士
ヲ
用
ル
ナ
リ
／
頼
朝
公
熊
谷
次
郎
直
實

直
實

ハ
惡

源
太
ノ
十
六

騎
ノ
其
内
也

ニ
此
役
仰
付
ラ
／
レ
ル
ト
ソ
犬
追
物
ノ
検ケ

ン

見ミ

ニ
等ヒ

ト

シ
キ
役
也
君
流
鏑

馬
ノ
乗
／
尻シ

リ

ト
矢
沙サ

汰タ

ヲ
知シ

ロ

シ
召
レ
ン
カ
タ
メ
ニ
近キ

ン

士シ

ニ
奉

ツ
カ
ウ

仕
マ
ツ
ル

役
也
」（
六

ウ
）
調テ

ウ

度ト

懸カ
ケ

ノ
役
打ウ

チ

物モ
ノ

執ト
リ

ノ
役
ハ
將
軍
家
ニ
用
ラ
ル
ゝ
所
ナ
リ
／
君
渡ト

御ギ
ヨ

ノ

節
打
物
執
ノ
役
ハ
的
立
ノ
役
ノ
向
フ
ニ
圓ヱ

ン

座ザ

／
敷
テ
白ニ

ラ

眼ミ

合ア
ヒ

テ
在
ヘ
シ
調
度

懸
ノ
役
ハ
端ハ

シ

縁ヱ
ン

ニ
進ス

ゝ

ン
／
デ
君
ノ
矢ヤ

表
ヲ
モ
テ

ノ
方
ニ
居キ

ヨ

ス
ヘ
シ
右
三サ

ン

役ヤ
ク

之
士シ

者ハ

古コ

實ジ
ツ

ニ
／
甲カ

ツ

冑チ
ウ

ヲ
着

チ
ヤ
ク

シ
タ
ル
役
ト
佐
々
木
加
賀
入
道
道ド

ウ

綩
ク
ワ
ン

ノ
／
云
レ
シ
ト

也
又
今
様
ハ
素
袍
袴
烏
帽
子
掛
ヲ
ス
ル
也
略
／
儀
也
／
將
軍
家
渡
御
在
テ
正セ

ウ

面メ
ン

ニ
座
シ
玉
フ
時
的
立
ノ
某

ソ
レ
カ
シ

先マ
ヅ

」（
七
オ
）
進ス

ゝ

ン
テ
其
日
ノ
賀

ヨ
ロ
コ
ビ

ヲ
伸ノ

ベ

其

後ノ
チ

流
鏑
馬
射
サ
シ
メ
ン
ヤ
／
ト
伺

ウ
カ
ガ
ヒ

テ
則
雜ザ

ウ

職シ
キ

ヲ
以
テ
前ハ

ナ

乗ノ
リ

ノ
某

ソ
レ
カ
シ

ニ
告ツ

グ

ル

夫
ヨ
リ
前ハ

ナ

／
乗ノ

リ

行
キ
ヤ
ウ

列レ
ツ

調
ト
ゝ
ノ
ヘ

テ
押ヲ

シ

出イ
タ

シ
神
前
ニ
向
テ
拜
禮
シ
御
前
ニ
／
一
禮

シ
テ
乗
通
ル
其
後ア

ト

ヨ
リ
射
手
ノ
面メ

ン

々〳
〵

引ヒ
キ

連ツ
レ

々〳〵
々
／
乗
出
シ
神
前
御
前
ニ
テ
弓

ヲ
臥フ

セ

弦ツ
ル

ヲ
内
ニ
シ
鐙
ヲ
／
外ハ

ヅ

シ
一
禮
シ
テ
乗
通
ナ
リ
鳥ト

リ

居イ

ノ
際キ

ワ

少
ス
コ
シ

此コ
ナ
タ方

ニ

テ
下
／
馬
シ
テ
宮ミ

ヤ

廻
メ
グ
リ

ヲ
ナ
シ
又
馬
ニ
騎ノ

リ

テ
前ハ

ナ

乗ノ

ノ
法ノ

リ

ノ
守マ

モ

ル
／
前ハ

ナ

乗ノ
リ

翔カ
ケ

場バ

へ
乗
出
シ
神
前
御
前
ニ
テ
一
禮
シ
テ
乗
通
」（
七
ウ
）
リ
馬
場
末
標シ

メ

下シ
タ

ニ
テ

馬
ヲ
扣ヒ

カ

ヘ
下ヲ

リ

立タ
チ

テ
見
物
所
へ
上ノ

ボ

／
ル
也
前
乗
見
物
所
ニ
至
リ
其
馬
ヲ
入
タ
ル

ヲ
相
圖
ト
シ
／
テ
一
番
ノ
射
手
馬
ヲ
出
シ
場
へ
打
入
テ
十
間
ハ
カ
リ
／
走
ラ

セ
夫
ヨ
リ
追
出
ス
ヘ
シ
矢
ハ
弓
ニ
初
ヨ
リ
取ト

リ

添ソ
エ

／
手
綱
ヲ
豊

ユ
タ
カ

ニ
持モ

チ

テ
馬
進

ン
テ
場
ヲ
見ミ

入コ
ミ

翔
行
時
／
手
綱
ノ
曲
リ
ヲ
鞍
ノ
内
へ
入
テ
弓
ヲ
打
上
テ
的
ニ

眼
マ
ナ
コ

ヲ
／
付
矢ヤ

比コ
ロ

ニ
至

イ
タ
リ

テ
放ハ

ナ

ス
ヘ
シ
中

ア
タ
ル

ト
矢
聲コ

エ

發ハ
ツ

シ
テ
又
二
／
ノ
的
ニ
心

ヲ
付
矢ヤ

番
ツ
カ
イ

シ
テ
打
上
矢
比
ニ
放
ス
也
三
」（
八
オ
）
ノ
的
ハ
馬
平

タ
イ
ラ

ニ
成
テ

翔カ
ケ

行ユ
ク

カ
ユ
ヘ
ニ
打
上
ヨ
リ
能ヨ

ク

持
タ
モ
チ

テ
／
矢
比
ニ
放
ス
ヘ
シ
三
ツ
ノ
矢
射
テ
ハ

標シ
メ

下シ
タ

ニ
テ
馬
ヲ
品シ

ナ

／
能ヨ

ク

止ト
メ

テ
策
ヲ
揚ア

ゲ

テ
戈ホ

コ

ノ
外ホ

カ

へ
出
ル
也
次ツ

キ

々〳
〵

ノ
射
手
皆ミ

ナ

／

是
ニ
順

ジ
ユ
ン

ス
ヘ
シ
口
傳
／
矢
業ワ

ザ

ハ
打
上
ヨ
リ
真ネ

ラ
イ中

矢ヤ

比コ
ロ

少
ス
コ
シ

前マ
ヘ

ニ
射
テ
遣ヤ

ル

ヲ

莟
ツ
ボ
ミ

／
手
ト
云
矢
比
ニ
至
テ
射
テ
放
ス
ヲ
開

ヒ
ラ
ク

手
ト
云
矢
比
ヲ
／
越コ

シ
テ
矢
ヲ

放
ス
ヲ
崣

ス
ボ
ミ

手テ

ト
云
然
ト
モ
狩カ

リ

倉ク
ラ

ノ
外ホ

カ

／
ハ
崣

ス
ボ
ミ

手テ

ヲ
ハ
押ヲ

シ

戻モ
ジ
リ子

ト
唱

ト
ナ
ヘ

タ
ル
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カ
宜
シ
キ
也
又
矢
ヲ
抜ヌ

キ

」（
八
ウ
）
出
ス
ニ
武
田
ハ
笠カ

サ

端ノ
ハ

ヲ
切
ト
云
テ
矢
ヲ

上ウ
ヘ

サ
マ
ニ
出
ス
也
／
小
笠
原
ニ
ハ
犬
ノ
二
目
ノ
如
ク
サ
キ
エ
直
ニ
矢
ヲ
出
ス

也
／
將
軍
家
ニ
ハ
宜ヨ

ロ

シ
キ
ニ
順

ジ
ユ
ン

ジ
テ
何
レ
ト
モ
定

サ
ダ
マ
リ

タ
ル
コ
ト
／
ナ
シ
／

流
鏑
馬
三
之
心
得
秀
郷
朝
臣
ノ
秘
决
ノ
内
也
／
沛ハ

イ

哎カ
イ

ノ
馬
ナ
ラ
ハ
追ヲ

イ

出
シ
尖

ス
ル
ド

成
ユ
ヘ
一
ノ
的
ヲ
大
事
／
ト
心
得
ヘ
シ
／
細サ

イ

馬バ

ニ
シ
テ
悍

イ
サ
ミ

宜ヨ
キ

馬
ハ
平

タ
イ
ラ
カ

ナ

ル
カ
ユ
ヘ
ニ
射イ

能ヨ
キ

也
打
上
」（
九
オ
）
矢
比
ヲ
大
事
ト
心
得
ヘ
シ
／
沛ハ

イ

哎カ
イ

ナ

キ
馬
ハ
追
出
シ
テ
豊

ユ
タ
カ

ニ
末ス

ヘ

強ツ
ヨ

ク
翔
テ
終

ヲ
ハ
リ

ノ
／
三
ノ
的
ヲ
大
事
ト
心
得
ヘ
シ

／
馬
曲マ

ガ

リ
テ
左
へ
添ソ

ハ

バ
弓
ヲ
以
テ
目
ノ
上
ヨ
リ
扇

ア
ヲ
リ

見ミ

ス
ヘ
／
シ
右
へ
添
ハ

矢
ヲ
以
テ
目
ノ
上
ヨ
リ
扇
見
ス
ヘ
シ
馬
見
入コ

ミ

／
翔
テ
ハ
曲マ

ガ

ル
コ
ト
ナ
シ
揚ア

ガ

リ

蹬ハ
ネ

躍
ヲ
ド
ル

コ
ト
モ
ナ
キ
者
也
唯タ

ゞ

／
追
出
シ
ヲ
大
事
ト
乗
ヘ
シ
聲
ヲ
始
ニ
シ
テ

勢
イ
キ
ヲ
ヒ

強ツ
ヨ

ク
／
蹬
ヲ
蹴ケ

テ
追
コ
ト
ナ
カ
レ
物モ

ノ

逢ア
ヒ

惡ア

シ
ク
又
ハ
蹬
ヲ
蹈フ

ミ

」（
九
ウ
）

外
シ
テ
落
馬
ス
ル
事
ア
ル
者
也
／
馬
強

ツ
ヨ
ク

折モ
キ

レ
懸
ラ
ハ
先
抱
テ
其
折

モ
キ
レ

ル
方
ヘ

折ヲ
リ

付ツ
ケ

止
ヘ
シ
／
左
へ
折モ

キ

レ
行ユ

ク

ハ
六
ケ
敷
馬
ナ
リ
弓
ヲ
流

ナ
カ
シ

下
ヲ
ロ
シ

テ
折ヲ

リ

付ツ
ケ

／
ヘ
シ

口
傳
馬
止ト

マ

ラ
ハ
射
直
ニ
及
ハ
ス
馬
場
末
ヘ
乗
通
ヘ
シ
／
然
ト
モ
己

ヲ
ノ
レ

一
人
流

鏑
馬
ノ
射
手
ナ
ラ
ハ
馬
幾
度
空
地
ス
／
ル
ト
モ
押
直
シ
射
タ
ル
カ
宜
シ
キ
ナ

リ
／
不
堪
ノ
射
手
ニ
ハ
蹬
ニ
マ
ク
ツ
ケ
テ
乗
ス
ル
コ
ト
秀ヒ

テ

郷サ
ト

／
朝
臣
ノ
秘ヒ

决ケ
ツ

ノ
内
也
」（
十
オ
）
初ハ

ツ

聲コ
ヱ

之
事
　
口
訣
／
狩カ

リ

倉ク
ラ

ノ
矢
聲
ニ
非ア

ラ

サ
ル
也
／
矢
聲
之

事
　
口
訣
／
馬
居ス

ヘ

止ト
ム

ル
ニ
身ミ

寄ヨ
リ

止ト
メ

ア
リ
抱
ヘ
止
ア
リ
流

ナ
カ
シ

止ト
メ

ア
リ
　
切キ

リ

／
止ト

メ

ア
リ
口
訣
若モ

シ
馬
止
ラ
ス
標シ

メ

下
ヲ
破ヤ

フ

リ
朱【
ラ
ハ
】

竹
警ケ

イ

／
固
ノ
人
押ヲ

シ

止ト
ム

ヘ
シ
／
流
鏑

馬
ニ
用
弓
矢
之
事
／
弓
ハ
陰
陽
弓
也
二フ

タ

所
ト
コ
ロ
ト

藤
ノ
弓
也

八
張
弓
ノ
内
第

六
番
ノ
弓
也

鏑
カ
フ
ラ

ノ
長
サ

三ミ
ツ

／
ブ
セ
目
ハ
二
目
也
厚

ホ
ウ
ノ

木キ

ニ
テ
作ツ

ク

ル
也
又
目メ

無ナ
シ

鏑
カ
ブ
ラ

矢
ヲ
」（
十
ウ
）
用

ル
ト
云
説セ

ツ

モ
ア
リ
／
流
鏑
馬
神
事
ニ
用
行ム

カ

騰ハ
キ

之
事
／
神
事
流
鏑
馬
ニ
ハ
老ラ

ウ

若
ニ
ヤ
ク

ニ
限カ

ギ

ラ
ス
夏ナ

ツ

毛ケ

ノ
行ム

カ

騰ハ
キ

ヲ
／
履ハ

ク

ヘ
シ
例レ

イ

式シ
キ

ヨ
リ
短

ミ
チ
カ

ク
誥ツ

メ

テ
切
ヘ
シ
折ヲ

リ

目メ

ノ
裾ス

ソ

ヲ
直ス

／
違

チ
カ
ヘ

テ
切
ル
也
口
傳
／
行
騰
ノ
長
サ
三
尺
六
寸
腰コ

シ

ノ
背セ

筋ス
チ

通
ト
ヲ
リ

ヨ

リ
白シ

ラ

毛ゲ

マ
テ
／
也
此
尺
ハ
我
手
ノ
定

ジ
ヤ
ウ

也
本
尺
ト
ス
則
圖
ニ
記
ス
／
神
事
行

騰
之
圖
」（
十
一
オ
）
此
直ス

違
チ
カ
イ

ノ
長
サ
六
寸
但
シ
腰
ニ
ヨ
リ
テ
切
ヘ
シ
／
是

故
ニ
此
間
ヲ
小コ

腰
ト
云
人
ノ
腰
ニ
隨
テ
切
也
／
此
蟇
目
止
メ
長
サ
𦀽
タ
ル
分

悉シ
ツ

皆カ
イ

四
寸
／
此
所
ヲ
白
毛
ト
云
／
此
間
四
寸
　
此
間
五
寸
／
此
所
ヲ
四
寸
直

違
テ
／
切
也
口
傳
／
此
通
ヲ
中ナ

カ

腰
ト
云
唯
腰
ト
ハ
カ
リ
モ
云
也
／
神
事
行
騰

例
式
ヨ
リ
少
シ
短

ミ
シ
カ

シ
蟇ヒ

キ

目メ

止ト
ゝ

メ
ハ
タ
ト
／
ヒ
蟇
目
ヲ
腰
ニ
指サ

ゝ

ズ
ト
モ
付
ヘ

シ
左
皮
ノ
緒ヲ

ヲ
蟇ヒ

キ

目メ

止ト
ゝ

／
メ
ヘ
通
ス
ヘ
シ
裾ス

ソ

ヲ
ハ
繪エ

ノ
如
ク
折
目
ヲ
四
寸

違
チ
カ
ヘ

テ
切
ナ
リ
」（
十
一
ウ
）
此
行
騰
ヲ
履
事
ハ
神
事
ニ
限
タ
ル
事
也
夏
毛
ヲ

／
用
祐
ヲ
直
違
テ
切
ハ
カ
リ
ノ
儀
也
此
外
切
ヤ
ウ
例
／
式
ニ
替
ル
事
ナ
シ
」

（
十
二
オ
）
當
流
宗
師

　
日
本
武
尊
／
迎
來
流

　
貞
純
親
王
／
鹿
嶋
流

　
八
幡

太
郎
　
義
家
／
六
條
判
官
　
爲
義
／
湯
山
入
道
中
原
　
玄
性
／
大
坪
流

　
大

坪
式
部
太
輔
　
廣
秀
／
村
上
加
賀
守
　
永
幸
／
齋
藤
備
前
守
　
國
忠
」（
十

二
ウ
）
齋
藤
安
藝
守
　
好
玄
／
齋
藤
備
後
守
　
忠
玄
／
齋
藤
齋
宮
頭
　
辰
遠

／
丹
州
住
僧
了
慶
坊
／
齋
藤
求
馬
助
　
辰
光
／
大
坪
本
流

　
齋
藤
主
税
　
定

易
／
飯
野
端
立
　
恒
忠
／
飯
野
彦
作
　
恒
直
」（
十
三
オ
）
濱
田
彦
内
　
正

憲
／
濱
田
眞
住
　
正
恕
／
濱
田
真
住
　
正
榮
／
濱
田
三
平
　
正
徳
」（
十
三
ウ
）

【
注
】

（
１�
）『
馬
の
文
化
叢
書
』
第
一
巻
「
古
代
―
埋
も
れ
た
馬
文
化
」（
江
上
波
夫
・

木
下
順
二
・
児
玉
幸
多
監
修
、
森
浩
一
編
集
、
財
団
法
人
馬
事
文
化
財
団
、

一
九
九
三
年
）、『
馬
の
文
化
叢
書
』
第
二
巻
「
古
代
―
馬
と
日
本
史
１
」（
江

上
波
夫
・
木
下
順
二
・
児
玉
幸
多
監
修
、
高
橋
富
雄
編
集
、
財
団
法
人
馬
事
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文
化
財
団
、
一
九
九
五
年
）、『
馬
の
文
化
叢
書
』
第
三
巻
「
中
世
―
馬
と
日

本
史
２
」（
江
上
波
夫
・
木
下
順
二
・
児
玉
幸
多
監
修
、
網
野
善
彦
編
集
、

財
団
法
人
馬
事
文
化
財
団
、
一
九
九
五
年
）、『
馬
の
文
化
叢
書
』
第
四
巻
「
近

世
―
馬
と
日
本
史
３
」（
江
上
波
夫
・
木
下
順
二
・
児
玉
幸
多
監
修
、
林
英

夫
編
集
、
財
団
法
人
馬
事
文
化
財
団
、
一
九
九
三
年
）、『
馬
の
文
化
叢
書
』

第
五
巻
「
近
代
―
馬
と
日
本
史
４
」（
江
上
波
夫
・
木
下
順
二
・
児
玉
幸
多

監
修
、
神
崎
宣
武
編
集
、
財
団
法
人
馬
事
文
化
財
団
、
一
九
九
四
年
）、
尾

崎
孝
宏
「
日
本
在
来
馬
の
歴
史
的
変
遷
と
現
状
」（「
鹿
大
史
学
」
59
、
二
〇

一
二
年
）。

（
２�

）
前
掲
注
（
１
）
に
同
じ
。

（
３�

）『
本
朝
武
芸
小
伝
』（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
本
朝
武

芸
小
伝
―
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

（
４�

）
江
戸
幕
府
が
編
集
し
た
地
誌
『
新
編
武
蔵
風
土
記
稿
』（
文
化
七
～
文
政
十

一
年
（
一
八
一
〇
年
～
一
八
二
八
年
）
下
豊
澤
村
の
「
氷
川
社
」（
現
・
東

京
都
渋
谷
区
の
渋
谷
氷
川
神
社
）「
常
盤
松
」
に
よ
る
と
、
同
松
の
下
に
「
萬

代
石
ト
刻
シ
タ
ル
石
」
が
あ
り
、「
浪
人
斎
藤
定
易
」
が
建
て
た
と
記
さ
れ

て
い
る
。
現
在
も
渋
谷
氷
川
神
社
に
は
（
常
盤
松
は
枯
死
）「
守
武
万
代
石
」

が
あ
り
、
裏
に
は
「
青
人
門
人
三
千
之
徒
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

（
５�

）
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
「
斎
藤
定
易
大
坪
本
流
馬
書
」
の
シ
リ
ー
ズ
古

典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な
ど
。

【
付
記
】

　
本
研
究
は
、JSPS

科
研
費22K

00323

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
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【
資
料
】【

資
料
紹
介
】
架
蔵
本
『
新
修
鷹
経
』
の
全
文
紹
介

二
本
松
泰
子

要
旨

　
『
新
修
鷹
経
』
は
日
本
最
古
の
鷹
書
と
さ
れ
、
奥
書
に
よ
っ
て
嵯
峨
天
皇
時
代

の
成
立
が
伝
え
ら
れ
る
。
全
三
巻
か
ら
成
り
、
鷹
の
形
相
・
飼
養
・
疾
病
治
療
な

ど
を
体
系
的
に
説
く
。
著
者
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、
近
年
の
研
究
で
は
魏
澹

の
『
鷹
賦
』
と
の
構
成
的
な
類
似
か
ら
、
日
本
で
漢
籍
を
参
照
し
つ
つ
編
纂
さ
れ

た
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中
世
以
降
は
写
本
が
広
く
流
布
し
、
江

戸
時
代
に
は
『
群
書
類
従
』
に
収
録
さ
れ
、
古
典
研
究
の
基
礎
資
料
と
し
て
活
用

さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
外
来
知
の
受
容
と
翻
案
の
痕
跡
を
伝
え
る
資
料
と
し

て
の
意
義
に
注
目
し
、
そ
の
伝
来
の
広
が
り
を
探
る
一
助
と
し
て
架
蔵
本
を
紹
介

す
る
。

〈
キ
ー
ワ
ー
ド
〉�

鷹
書
、
魏
澹
『
鷹
賦
』、
漢
籍
受
容
と
翻
案

は
じ
め
に

　
日
本
最
古
の
鷹
書
と
さ
れ
る
『
新
修
鷹
経
』
は
、
桓
武
・
嵯
峨
両
天
皇
が
熱
心

に
親
し
ん
だ
放
鷹
の
技
法
を
体
系
化
し
た
三
巻
本
で
あ
り
、
嵯
峨
天
皇
（
在
位
八

〇
九
～
八
二
三
）
の
御
代
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
上
巻

に
鷹
の
形
相
や
相
鷹
法
、
中
巻
に
養
鷹
法
・
放
鷹
法
、
下
巻
に
疾
病
治
療
法
を
配

し
、
養
鷹
の
理
論
と
実
践
を
体
系
的
に
説
示
す
る
構
成
を
有
す
る
。

　
『
新
修
鷹
経
』
の
著
者
・
編
者
に
つ
い
て
は
古
来
諸
説
が
あ
る
。
南
北
朝
時
代

の
公
卿
で
連
歌
の
大
成
者
と
さ
れ
る
二
条
良
基
の
『
嵯
峨
野
物
語
』、
な
ら
び
に

戦
国
大
名
朝
倉
氏
と
の
関
わ
り
が
論
じ
ら
れ
る
『
養
鷹
記
』
に
よ
れ
ば
（
注
１
）、

本
書
は
嵯
峨
天
皇
在
位
中
の
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
に
鷹
所
へ
下
さ
れ
、
国
内
に

広
く
施
行
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
ま
た
江
戸
後
期
の
国
学
者
伴
信
友
の
『
比
古

婆
衣
』
に
よ
る
と
（
注
２
）、『
新
修
鷹
経
』
の
巻
頭
に
見
え
る
序
文
中
に
「
朕
毎

因
務
隙
翫
好
」
と
の
語
が
見
え
、
天
皇
自
ら
の
関
与
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
か
ら
、
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同
書
を
嵯
峨
天
皇
の
御
製
と
み
な
す
見
解
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
近
代
以
降
に
な
る
と
、
和
田
英
松
氏
が
寛
平
三
年
（
八
九
一
）
頃
に
藤
原
佐
世

が
作
成
し
た
漢
籍
分
類
目
録
で
あ
る
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
「
新
修
鷹
経
三
」

と
見
え
る
点
に
注
目
し
、
本
書
を
隋
唐
時
代
の
漢
籍
と
比
定
し
た
（
注
３
）。
一

方
で
比
較
的
新
し
い
見
解
と
し
て
、
秋
吉
正
博
氏
が
唐
代
類
書
『
芸
文
類
聚
』『
初

学
記
』
に
収
め
ら
れ
る
「
鷹
賦
」（
孫
楚
・
傳
玄
・
魏
彦
深
作
）
と
の
構
成
的
な

類
似
性
を
指
摘
し
、『
新
修
鷹
経
』
は
中
国
資
料
を
参
照
し
つ
つ
日
本
で
編
纂
さ

れ
た
可
能
性
が
高
い
と
論
じ
て
い
る
（
注
４
）。
秋
吉
氏
は
さ
ら
に
、
本
書
は
、

嵯
峨
朝
に
お
い
て
主
鷹
司
か
ら
蔵
人
所
鷹
飼
を
分
立
さ
せ
る
な
ど
の
制
度
整
備
の

過
程
で
、
養
鷹
技
術
を
統
一
す
る
基
準
書
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
分
析
し
、

作
者
に
つ
い
て
は
従
来
、
嵯
峨
天
皇
の
御
撰
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
が
、
実
際
の
執

筆
者
は
明
ら
か
で
な
く
、
天
皇
の
権
威
を
背
景
に
成
立
し
た
編
纂
書
と
結
論
づ
け

て
い
る
（
注
５
）。

　
以
上
の
よ
う
に
、『
新
修
鷹
経
』
は
、
そ
の
成
立
に
お
い
て
漢
籍
か
ら
の
影
響

を
受
け
て
い
る
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
漢
籍
と
見
な
さ
れ
る
可
能
性
を
帯
び
た
テ

ク
ス
ト
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
存
す
る
中
国
側
の
典
籍
に
お
い
て
同
書
の

存
在
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
中
世
以
降
の
日
本
国
内
に
お

い
て
、
同
書
は
多
数
の
写
本
が
流
布
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
三
保
忠
夫
氏
が

宮
内
庁
書
陵
部
に
伝
存
す
る
六
点
の
写
本
を
含
め
、
注
釈
書
を
伴
う
も
の
も
併
せ

て
十
八
点
の
写
本
を
紹
介
し
て
（
注
６
）、
そ
の
伝
来
の
広
が
り
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
。
ま
た
、
活
字
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、『
群
書
類
従
』
第
十
九
輯
「
管

絃
部
・
蹴
鞠
部
・
鷹
部
・
遊
戯
部
・
飲
食
部
」
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
近
代
以
降

も
研
究
基
盤
と
な
る
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。

　
『
日
本
書
紀
』
仁
徳
天
皇
四
十
三
年
（
三
五
五
）
九
月
条
に
は
（
注
７
）、
百

済
の
王
族
が
天
皇
に
鷹
を
献
上
し
、
百
舌
鳥
野
に
お
い
て
本
邦
初
の
鷹
狩
り
が
実

施
さ
れ
た
旨
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
記
述
は
、
日
本
の
放
鷹
文
化
が
朝
鮮
半
島
を
経

由
す
る
外
来
要
素
の
受
容
に
よ
っ
て
成
立
・
展
開
し
た
こ
と
を
示
す
古
代
的
根
拠

の
一
つ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
日
本
に
お
け
る
鷹
書
の
成
立
過
程

に
お
い
て
も
、
外
来
文
化
と
の
相
互
作
用
─
受
容
・
翻
案
・
再
編
─
が
想
定
さ
れ

て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
交
渉
の
具
体
相
、
す
な
わ
ち
語
彙
の
位
相
や
記
述
様
式
、

さ
ら
に
は
典
拠
の
運
用
や
章
句
配
置
の
作
法
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し

も
体
系
的
に
解
明
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
し
た
が
っ
て
、
放
鷹
と
い
う
外

来
知
が
い
か
に
日
本
的
な
文
事
の
営
為
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、「
鷹
書
」
と
い
う

書
物
形
態
へ
と
定
着
し
て
い
っ
た
か
を
追
究
す
る
に
は
、
個
別
テ
ク
ス
ト
の
本
文

そ
の
も
の
に
即
し
た
精
緻
な
分
析
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
こ
の
観
点
か
ら
、『
新
修
鷹
経
』
は
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
べ
き
資
料
で
あ
る
。

本
書
は
単
な
る
技
術
書
に
と
ど
ま
ら
ず
、
外
来
知
─
と
り
わ
け
漢
籍
的
な
知
と
編

纂
原
理
─
の
受
容
・
翻
案
・
再
編
が
交
錯
す
る
文
献
と
し
て
、
日
本
の
鷹
書
と
外

来
文
化
と
の
接
続
関
係
を
可
視
化
す
る
格
好
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
本
文
に
示
さ
れ
た
構
造
・
語
彙
・
章
法
の
あ
り
方
を
緻
密
に
解
読
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
日
本
の
放
鷹
文
化
が
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
外
来
知
を
取
り
込

み
、
日
本
的
な
実
践
へ
と
変
換
し
た
の
か
、
そ
の
深
層
に
迫
る
こ
と
が
可
能
と
な

ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
本
稿
に
お
い
て
は
詳
細
な
本
文
分
析
は
別
稿
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。

本
稿
で
は
、『
新
修
鷹
経
』
が
日
本
国
内
で
広
く
流
布
し
た
写
本
群
の
具
体
的
な



－110－

� The Global Management of Nagano, Vol.13

相
貌
を
明
ら
か
に
す
る
一
助
と
し
て
、
架
蔵
本
の
全
文
翻
刻
を
掲
出
す
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
当
該
テ
ク
ス
ト
が
外
来
知
と
の
交
渉
の
痕
跡
を
内
包
し
つ
つ
、
日
本

的
文
脈
に
お
い
て
重
層
的
に
伝
承
さ
れ
て
き
た
姿
を
探
る
手
掛
か
り
と
し
た
い
。

　
「
凡
例
」
は
以
下
の
通
り
。

一�

　
翻
刻
は
架
蔵
本
『
新
修
鷹
經
』
に
よ
っ
た
。

一�

　
改
行
は
／
で
示
し
た
。
改
丁
は
」
を
も
っ
て
示
し
、（
一
オ
）
の
よ
う
に
丁

数
な
ら
び
に
表
裏
を
示
し
た
。

一�

　
字
体
は
出
来
る
だ
け
底
本
の
表
記
を
重
ん
じ
る
よ
う
に
し
た
が
、
異
体
字
な

ど
、
一
部
通
行
の
字
体
に
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

一�

　
明
ら
か
な
誤
字
や
脱
字
と
思
わ
れ
る
箇
所
は
そ
の
ま
ま
翻
刻
し
、傍
ら
に（
マ

マ
）
を
付
け
た
。

一�

　
虫
食
い
な
ど
で
判
読
不
能
な
文
字
は
□
で
示
し
た
。
予
想
さ
れ
る
文
字
が
あ

る
場
合
に
は
、
ル
ビ
に
該
当
す
る
位
置
の
（
　
）
内
に
お
い
て
末
尾
に
「
カ
」

を
付
し
て
示
し
た
。

一
　
架
蔵
本
『
新
修
鷹
經
』

　
架
蔵
本
『
新
修
鷹
經
』
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
書
誌
を
以
下
に
掲
出
す
る
。

縦
27.5
㎝
×
横
20.2
㎝
。
序
標
題
「
新
修
鷹
經
序
」（
一
丁
表
）、
巻
首
題
「
新
修

鷹
經
上
」（
二
丁
表
）、「
新
修
鷹
經
中
」（
十
一
表
）、「
新
修
鷹
經
下
」（
十

九
表
）。
袋
綴
。
本
文
料
紙
楮
紙
。
四
つ
目
綴
。
全
二
十
三
丁
。
半
葉
十
一
行
。

訓
点
本
文
。

　
本
文
（
全
文
）
は
以
下
の
通
り
。

新
修
鷹
經
序
／
夫
レ
鷹
ハ
者
俊
‐
鳥
也
稟
ケ
二
瑶春

秋

‐傳

光瑶
光

ノ星
散

之爲
鷹

精せ
い

‐ー

氣き

ヲを

一い
っ

生
し
ょ
う

スす

二

鐘
‐
岱
之
増
‐
巣
二
一
驍
‐
伐
ヲ
自
シ
レ
天
雄四

字

‐出
傳

姿玄

‐鷹

邈
ナ
リ
／
也賦

春
ハ
‐
化
シ

爲
ル
レ
鳩
ト
仁
也
秋
‐
至
行
フ
レ
戮
ヲ
義
也
食
ス
ル
ニ
不
ハ
レ
忘
レ
先
ヲ
敬
也
誅
ス
ル

ニ
不
ハ
レ
避
レ
強
ヲ
勇
也
／
動
ニ
无
シ
ニ
遠
乄
而
不
ト
云
コ
ト
一
レ
覽
物
有
レ
ハ
レ
形

而
盡
ク
見
ル
ハ
智
也
成
シ
ニ
君
‐
子
之
娯
‐
樂
ヲ
一
助
ク
ニ
庖
‐
饌
之
宰
／
宍
ヲ

一
以
ニ
彼
一
‐
物
ヲ
一
兼
ヌ
ニ
茲
衆
‐
美
ヲ
一
雖
レ
同
ス
ト
ニ
族
ヲ
於
羽
‐
毛
ニ
一
固

ニ
殊
ニ
シ
レ
慧
ヲ
而
援
エ
ツ
萃
ヲ
故
ニ
孫
行
人
ハ
／
喩
ニ
忠
‐
猛
ヲ
前
ニ
一
支
遁
林
ハ

賞
ス
二
神
‐
俊
ヲ
於
後
ニ
一
僕
毎
ニ
因
チ
二
務
‐
隟
ニ
一
不
レ
廢
二
翫
－
好
ヲ
一
愛
ス

下
其
隨
二
指
－
／
授
ニ
一
以
應
シ
レ
機
ニ
任
ス
ニ
馴
‐
擾
ニ
一
以
効
ル
コ
ト
ヲ
レ
上
力

ヲ
豈
同
ン
ヤ
下
魯
‐
候
ノ
之
鵠
徒
ニ
費
シ
ニ
稲
‐
梁
ヲ
一
衛
‐
君
之
鶴
空
ク
／
御
ス

ル
ニ
中
華
‐
軒
ニ
上
哉
若
ク
ハ
‐
乃
殀
‐
壽
快
‐
性
ハ
寔
ニ
有
リ
ニ
相
‐
法
一
調
‐

羪
瘳
‐
治
非
レ
无
ニ
ニ
厥
ノ
術
一
所
‐
以
ニ
斟
ニ
‐
／
酌
シ
古
‐
今
ヲ
一
隨
レ
類

甄
‐
別
ス
懼
ク
ハ
覽
ル
レ
之
ヲ
者
未
ル
コ
ト
ヲ
レ
詳
重
‐
復
乄
示
ス
ニ
以
ス
ニ
圖
‐
像

ヲ
一
勒
乄
成
乄
ニ
三
‐
巻
ト
一
名
ニ
テ
曰
ニ
／
新
修
鷹
經
ト
一
斯
ノ
‐
事
雖
レ
細
ン
ト

可
ニ
以
喩
一
レ
大
ニ
凡
厥
來
ル
‐
者
得
二
以
觀
コ
ト
ヲ
一
焉
」（
一
オ
）
白
紙
」（
一

ウ
）
新
修
鷹
經
上
／
形
‐
相
／
相
‐
者
蓋
性
‐
命
之
著
平
ニ
シ
ニ
形
‐
骨
ヲ
一

吉
‐
凶
之
道
平
ス
ル
ニ
氣
‐
貌
ヲ
一
者
也
後
‐
魏
ノ
顯
‐
祖
有
レ
言
ル
コ
ト
／
雖

ニ
人
‐
鳥
事
‐
別
ナ
リ
ト
一
至
テ
ハ
二
於
資―

‐
識―

情―

性―

ニ
一
竟
ニ
何
ソ
‐
異
ナ
ラ
ン
哉

故
ニ
孫
‐
楚
カ
之
賦
ニ
ハ
賛
シ
ニ
其
形
‐
状
ヲ
一
魏
‐
／
収
之
經
ハ
述
フ
ニ
其
體

‐
例
ヲ
一
但
形
‐
相
悪
乄
而
心
‐
術
善
ク
心
‐
術
悪
乄
而
形
‐
相
善
キ
者
ノ
時
ニ

有
リ
／
焉
譬
ハ
以
レ
言
ヲ
信
ス
ル
ニ
レ
行
ヲ
失
シ
ニ
之
宰
‐
予
ニ
一
以
レ
貌
ヲ
度
レ
ハ

レ
性
ヲ
失
フ
ニ
之
子
‐
羽
ニ
一
理
既
ニ
微
‐
奥
ナ
リ
非
ニ
識
‐
量
ノ
／
之
所
ニ
一
レ

及
之
令
略
陳
テ
レ
法
ヲ
列
二
之
于
後
ニ
一
／
相
ス
ル
ニ
鷹
ノ
大
‐
體
ヲ
一
法
／
凡
良

‐
鷹
ノ
體
者
欲
レ
得
ン
コ
ト
ヲ
二
魁
‐
岩
ヲ
一

大
ナ
ル
‐
者
ハ
威
‐
能
凌
キ
レ
鳥

ヲ
小
ナ
ル
‐
者
ハ
鳥
所
レ
凌
也

遠
乄
而
視
レ
ハ
レ
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之
ヲ
毛
‐
羽
如
ク
レ
多
カ
近
乄
而
／
視
ル
ニ
レ
之
ヲ
毛
‐
羽
似
テ
レ
少
ニ
骨
‐
肉
還

テ
‐
多
シ
前
ハ
者
有
二
胸
‐
腹
一
而
无
ニ
羽
‐
翼
一
彎
ル
コ
ト
ハ
如
ク
レ
軒軒

者
ノ車

後前

ロ高
ハ

者軽
以
ニ者

／
羽前

下

‐詩

翼小
雅

ヲ如
軒

一如

裹軽

テて

二に

身み

‐ー

體
か
ら
だ

ヲを

一
如
ク
レ
軽
ノ
繋
キ
レ
格
ニ
上
ル
ノ
レ
韝
ニ

之
時
鶱―

翥
向
フ
ヲ
レ
上
ニ
爲
レ
佳
ト
若
鶱―

翥
向
ヘ
ハ
レ
下
ニ
以
」（
二
オ
）
レ
肩
ヲ

摩
ル
ニ
首
‐
體
ヲ
一
是
不
レ
謂
ニ
良
‐
鷹
ト
一
也
／
凡
醜
‐
鷹
ノ
體
ハ
者
頭
‐
小

ニ
乄
而
尖
リ
瞳
‐
子
小
ク
‐
露
レ
目
ノ
‐
後
溝
‐
穴
カ
リ
テ
而
近
ク
レ
頂
ニ
鼻
ノ
‐

孔
窄
乄
而
鳴
‐
／
聲
不
レ
美
觜
‐
小
ニ
乄
而
仰
キ
頂
‐
細
乄
而
撓

タ
ハ
ム

或
如
ク
ニ
曲

‐
鉤
ノ
一
一
ノ
‐
翼
‐
節
骨
‐
小
ニ
翼
‐
羽
短
ク
‐
曲
レ
リ
世
ニ

号
乄

／
曰
フ
二
鈍

‐
羽
ト
一

腋
ノ
‐
羽

覆
‐
羽
亂
‐
起
テ
而
出
テ
腰
‐
細
ク
尾
本
‐
細
ク
末
‐
廣
ク
髀モ

ゝ

‐
短
ク
脛ハ

キ

細
ク

‐
長
シ
兩
ノ
‐
肘ヒ

チ

相
‐
／
薄
テ
兩
ノ
‐
脚
離
レ
‐
懸
ル
有
レ
ハ
レ
一
モ
ニ
於
〇

此
ニ
一

是

謂
ニ
醜
‐
鷹
ト
一
也
／
凡
鷹
頚
‐
仰

ア
フ
ノ
キ

體
‐
俯

ウ
ツ
フ
キ

腰
‐
低

雖
レ
低
ト
不

レ
弱
カ
ラ
也

是
謂
ニ
三
‐

段
ノ
鷹
ト
一
也
凡
鷹
ノ
體
如
ク
ニ
蔓カ
‐
菁フ

‐ラ
根
ノ
一
上
／
下
ノ
毛
‐
羽
倶
ニ
‐
短

ク
如
ク
レ
剪
カ
是
ヲ
謂
ニ
蔓
‐
菁
‐
鷹
ト
一
也
如
レ
此
ノ
之
徒
ラ
鳥
若
‐
近
ヲ
起
ツ

時
ハ
則

投
―
ス
レ
ト
モ

不
レ
能
ニ
／
遠
ク
‐
遂
フ
コ
ト
一
凡
鷹
髀
‐
脛
倶
ニ
‐
短
ク
肘
‐
骨

屈
‐
曲
ニ
乄
腰
‐
剛

ツ
ヨ
キ

是
謂
ニ
鳥
‐
居
ノ
鷹
ト
一
也
古
‐
人
爲
ス
レ
ト
モ
レ
良
ト
今

／
則
不
‐
可
也
／
相
ス
ル
ニ
別
‐
體
ヲ
一
法
／
凡
鷹
ノ
頚
者
欲
二
大
ニ
乄
而
守
リ

レ
靜―

ヲ
頂
‐
平
ニ
中
‐
高
乄
口
頜

ヲ
ト
カ
ヒ

倶
ニ
大
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
一
擎
‐
繋
之
時
頭
‐
正

ク
與
二
格
‐
」（
二
ウ
）
韝
一
相
‐
當
ル
如
レ
此
之
徒
有
二
快
ク
武
キ
‐
心
一
也

目
‐
者
欲
離
テ
レ
觜
ヲ
稍
ク
近
ク
レ
後
ニ
淺
‐
深
小
‐
大
與
／
レ
體
ト
相
‐
稱
フ

眼
ノ
‐
光
清
‐
利
ニ
乄
如
ク
ニ
明
‐
星
ノ
一
靜
二
乄
而
不
レ
轉
セ
視
ル
ニ
レ
物
ヲ
如
レ

對
カ
鼻
ノ
‐
後
眼
ノ
‐
前
溝
‐
深
ク
隴ウ

ネ

／
高
擔ノ

キ

‐
廣
乄
而
透
リ
如
ク
レ
此
ノ
之
徒

ラ
情
ケ
不
ニ
轉
‐
移
一
能
捉
テ
二
大
‐
物
ヲ
一
亦
爲
レ
壽
ト
也
故
ニ
幽
‐
明
‐
録
ニ

／
曰
楚
‐
王
之
鷹
ハ
方
軒ア

ケ
レ
頭
ヲ
澄
シ
レ
目
ヲ
遠
ク
瞻
テ
二
雲
際
ヲ
一
欲
レ
下
サ
ン
ト

ニ
鵬
‐
雛
ヲ
一
也
凡
鼻
者
欲
ス
下
穴
‐
大
ニ
／
息
‐
細
緩
乄
‐
而
且
ツ
‐
長
ク
吻ク

チ

不
ニ
輙
ク
‐
開
カ
一
愁
ノ
毛
不
ン
コ
ト
ヲ
上
レ
起タ

ゝ
愁
ノ
‐
毛
者
突
‐

金
ノ
後
ノ
毛
是
也

此
‐
乃
壽
キ
‐
相
ナ
リ
亦

鳴
‐
／
聲或

聲

響字

‐下

高有
ン
凡赤

字

觜
ハ
者
欲
下
本
‐
襛ア

ツ
ク

末
‐
細
ク
黑
乄
而
潤
‐
澤
上
ノ

‐
觜
似
テ
二
鸚
‐
鵡
ニ
一

吻
ク
チ
ワ
キ
ノ

‐
上
喉
ノ
‐
下
大
ナ
ル
／
者
下
觜
直
ニ
乄
而
廣

‐
開
ン
コ
ト
ヲ
上
若
曲
リ
‐
撓
ム
者
上
‐
平
ナ
ル
則
麁

ア
ラ
ク

懼
ル
或
垂
‐
出
ル
者
ハ
並

ニ
爲
ニ
醜
‐
拙
ト
一
但
／
放
ツ
‐
時
不
レ
驚
レ
情
ヲ
也
凡
頚
‐
者
欲
下
襛
タ
長
‐

短
與
レ
體
相
‐
稱
ニ
其
‐
上
隥

タ
カ
ク

‐
起タ

チ

如
ナ
ラ
ン
中
卵
‐
子
ノ
上
偏
ニ
‐
／
長
キ
者

不
レ
得
レ
通
ニ
飛
ス
ル
コ
ト
ヲ
樹
中
ニ
一
偏
ニ
‐
短
キ
者
ハ
此
似
テ
レ
鷹
ニ
非
ニ
真
ノ

‐
鷹
ニ
一
也
凡
肩
ハ
者
欲
下
剛

ツ
ヨ
ク

厚
ウ
ク
二
ノ
‐
／
翼
‐
節
‐
骨
薄

セ
ハ
ク

而
高
ク
‐
指

シ
與
レ
肩
倶
ニ
シ
〇薄

イ

一
‐
翼
‐
節
‐
骨
大
ニ
乄
而
高
ク
肩
ト
與
一
ノ
翼
‐
節
‐
骨

ノ
間
タ
隆
ク
‐
／
起
リ
相
‐
經
ル
コ
ト
ヲ
上
此
‐
乃
迅
ク
‐
飛
フ
有
ヲ
ハ
二
一
モ
於
斯

ニ
一
則
羽
‐
相
不
レ
合
ハ
猶
レ
不
カ
レ
廢
ニ
少
シ
‐
飛
コ
ト
ヲ
一
縱
肩
‐
羽
有

〇
レ
相
イ
ト
モ

」（
三
オ
）
頭
‐
目
違
フ
レ
理
ニ
者
爲
ニ
體
‐
重
ト
一
也
凡
胸
‐
腹
者
欲

下
廣
‐
大
ニ
乄
溢ム

ク
リ
ト
イ
ツ
ル

‐
出
シ
雖
レ
有
ト
ニ
肥
‐
痩
一
不
レ
變
ニ
恒
ノ
‐
／
體
ヲ
一
骨

‐
長
乄
而
肚
‐
窳

ク
ホ
ク

腹
‐
大
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
上
此
‐
乃
爲
レ
壽
ト
骨
‐
短
而
腹
‐
大

ナ
ル
者
飢
‐
易
ク
但
短
‐
命
也
骨
‐
／
長
ノ
而
腹
‐
小
ナ
ル
者
飢
‐
難
シ
矣
能
乄

ニ
其
去
‐
就
一
然
‐
後
ニ
可
レ
放
凡
背
者
欲
レ
有
ン
コ
ト
ヲ
ニ
溝
‐
穴
一
凡
翼
‐

／
羽
者
欲
下
長
ク
‐
直
ク
乄
如
ン
コ
ト
ヲ
中
鳩
ノ
‐
羽
ノ
上
側
タ
チ
置
キ
ニ
尾
ノ
‐
上

ニ
一
羽
〇次

イ

疎
ニ
‐
薄
ク
末
少
‐
平
可
ニ
腋
ノ
‐
羽
覆
‐
羽
重
錢
ノ
／
羽
皆
相
‐

薄
ク
覆
テ
如
ク
ニ
約
ニ
‐
著
カ
一
羽
‐
葉
厚
ク
‐
頚

ツ
ヨ
ク

羽
‐
幹
如
レ
甲
ノ
不
レ
嫌
ニ

廣
‐
狹
ヲ
一
雖
レ
有
ト
レ
此
レ
肩
ノ
‐
相
／
違
‐
者
ハ
爲
ニ
體
‐
重
ン
ト
一
也
羽
‐

幹
ケ
タ
ニ
乄

　カ
ト
タ
ツ

方

而
羽
‐
次
密
ナ
ル
者
好
シ
爲
ニ
逆サ

‐カ

羽ハ

一
者
モ
亦
體
‐
鈍
也
又
凌

‐
／
風
ノ
羽
欲
正
シ
ク
附
キ
レ
翼
ニ
如
レ
有
カ
如
レ
无
カ
或
ハ
曲
リ
テ
‐
附
ク
者
自
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‐
然
揚
‐
出
ス
此
ヲ
爲
レ
醜
ト
也
凡
尾
ハ
者
／
欲
二
本
‐
末
倶
ニ
‐
襛
ク
而
強
‐

直
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
一

或
曰
‐
越
‐

逸
ス
ル
也

承ウ

‐チ

尾オ

ハ
柔
‐
細
テ
而
饒

ユ
タ
カ
ヒ
キ
ヒ
シ

密
シ
如
ニ
白
‐
綿
ノ
一
尾

‐
魁
襛
乄
而
／
如
レ
甲
乄
其
箭
‐
像
町
‐
像
‐
尾
ハ
者
不
レ
關
ラ
ニ
吉
‐
凶
ニ
一

或
‐
曰
箭
‐
像
‐
尾
者
良
ク
揚
‐
催
而
論
不
ニ
／
必
‐
吉
ナ
ラ
一
也
尾
‐
幹
屈

マ
リ
‐
擧
テ
而
本
‐
襛
ク
末
‐
細
キ
者
不
レ
耐タ

ヱ
ニ
迅
‐
飛
ニ
一
如
シ
ハ
‐
以
毎
ニ
レ

送
ル
レ
年
ヲ
彌
拙
キ
‐
耳
／
凡
毛
ハ
者
欲
二
剛
‐
密
ニ
乄
鮮
‐
浄
ナ
ラ
フ
ヲ
一
故
ニ

傳
玄
カ
蜀
‐
都
ノ
賦
ニ
曰
青
‐
體
素
‐
羽
取
ニ
其
ノ
‐
浄
ニ
一
又
鷹
ノ
賦
」（
三

ウ
）
曰
頚
‐
翮
二
‐
六
機
‐
速
カ
ニ
體
輕
ク
取
‐
毛
堅
ク
背
ノ
‐
上
有
レ
光
リ

頂
‐
面
ノ
毛
潔
‐
着
不四

字

廢不
審

翫
好
／
此
レ
壽
之
相
也
胸
‐
腹
ノ
斑
‐
毛
ハ
欲
ニ
廣

‐
大
一

俗
ニ
号
乄
爲
最

‐
矢
ト
一
也

但
老
鷹
者
斑
‐
文
欠
ル
‐
耳
凡
臀

イ
サ
ラ
ヒ

／
者
欲
二
孔
ノ
‐
大
ナ
ル

ヲ
一
其
放
‐
失
ノ
時
漸
ク
擧
ク
レ
尾
ヲ
揺
‐
動
シ
低
テ
レ
頭
ヲ
遠
ク
‐
放
ツ
此
‐
乃

孔
ノ
‐
大
ニ
乄
力
ラ
‐
多
カ
之
所
／
レ
致
ス
也
凡
腰
者
欲
レ
勁
ン
コ
ト
ヲ
其
奔
ル
ニ

格
‐
上
ニ
一
時
少
シ
擧
テ
二
首
‐
尾
ヲ
一
鶱
‐
翥
放
ツ
‐
時
能
上
‐
飛
フ
上
‐
飛

険
ク
飛

／

謂
レ
値
ヲ

レ
上
ヲ
也

此
レ
勁
‐
相
也
但
劣
ル
ハ
下
‐
飛
テ
而
モ
亦
失
レ
物
ヲ
也

下
‐
飛
ハ
謂
背
テ
レ

険
ヲ
飛
‐
下
ヲ
一
也

腰
‐

弱
キ
者
ハ
雖
レ
耐
ニ
上
‐
／
下
飛
ニ
一
而
モ
失
ス
レ
物
ヲ
也
凡
ソ
脾
ハ
者
欲
二
長
ク

外
隆
ク
‐
起
リ
如
コ
ト
ヲ
一
レ
甲
ノ
以
レ
手
ヲ
揣
レ
之
宍
少
ク
‐
内
平
ニ
乄
而
／
筋

多
髀
蒺
‐
䔧
ノ
骨
背
カ
‐
大
ニ
肘
ノ
‐
毛
流ナ

ニ
‐
靡ヒ

ク

於
後
ニ
一
也
凡
脛
ハ
者
欲
下

襛
ク
短
ク
而
如
レ
圓
カ
傍
ヨ
リ
‐
／
視
レ
ハ
如
レ
廣
キ
カ
前
ヨ
リ
‐
視
レ
ハ
如
レ
細
カ

肌
‐
皮
鱗
‐
次
有
中
襞
‐
襀
ノ
文
上
不
レ
論
ニ
文
ノ
大
‐
小
ヲ
一

趺
‐
指
ノ
文
一
欲
レ

同
ン
コ
ト
ヲ
レ
此
ニ

其
薄

ク
‐
／
弱
キ
者
毎
ニ
レ
經
ル
レ
年
ヲ
成
ス
ニ
偏
‐
側
ノ
之
容
ヲ
一
枯
テ
不
レ
膩

ア
ラ
ラ

者
壽

シ
故
孫
楚
カ
鷹
ノ
賦
ニ
曰
足
ハ
若
ニ
雙
‐
枯
ノ
一
／
凡
足
者
踝ク

ル
フ
シ

‐
節
欲
ニ
大
ニ

趹
イ

　ア
シ

趺

‐
平
ニ
乄
而
枯
ン
コ
ト
ヲ
一
若
肥
‐
溢
乄
而
色
如
ニ
地
‐
黄
ノ
一
者
易
シ
レ

腫
レ
也
凡
指
ハ
／
者
放
シ
レ
節
ヲ
大
ニ
乄
而
間
タ
開
キ
縮
マ
ル
者
也
大
‐
指
集

ヰ
ル
コ
ト

ニ

格
‐
韝
ニ
一
三
‐
時
ニ
乄
正
相
‐
對
シ
小
‐
指
モ
亦
得
ニ
正
ク
‐
」（
四
オ
）
立

コ
ト
ヲ
一
後
‐
指
ノ
本
上
ハ
‐
皮
薄
乄
而
柔
ニ
凡
爪
ハ
者
欲
本
‐
襛
末
‐
細
上
‐

隆
ク
下
‐
平
ニ
黑
乄
而
潤
‐
澤
／
鉤
‐
曲
大
ナ
ル
‐
者
捉
テ
レ
鳥
ヲ
レ
不
レ
被
レ

奪
本
‐
末
失
シ
レ
襛
ヲ
鉤
‐
曲
小
キ
‐
者
捉
テ
レ
鳥
ヲ
好
ク
抽
キ
‐
脱
ス
又
集
レ

格
ニ
／
時
易
シ
レ
抗ア

ケ
レ
幣
ヲ
相
ス
ル
ニ
羅

ア
カ
ケ

巣
‐
鷹
ヲ
一
者
難
レ
知
者
也
但
シ
巣
‐

鷹
ハ
者
捉
テ
レ
鳥
ヲ
放立

論
テ
レ
毛
ヲ
御
テ
不
レ
示
レ
人
ニ
／
捉
リ
‐
ニ
囓
人
ノ
‐
手
ヲ
一

恒
ニ
多
シ
ニ
鳴
‐
聲
一
羅
‐
鷹
ハ
者
毛
‐
羽
鮮
‐
美
ニ
乄
色
如
ニ
曬
‐
曝
ス
ル
カ
一

恒
ニ
少
シ
ニ
鳴
‐
聲
一
加
‐
以

ナ
ラ
ス

／
毎
ニ
レ
經
ル
レ
年
ヲ
數
老
‐
幼
難
シ
レ
了
リ
或

ハ
雖
レ
歴
ト
ニ
三
‐
四
‐
年
ヲ
一
毛
‐
羽
斑
‐
文
不
レ
變
脚
ノ
‐
形
モ
亦
不
レ
改

／
前
或
斑
‐
文
年
‐〳

〵

減
ス
脚
ノ
‐
形
ハ
易
ク
レ
側
タ
チ
變
‐
改
モ
亦
多
‐
端
ナ
リ

誰
ソ
知
ン
ニ
其
ノ
‐
機
ヲ
一
然
モ
惣
ヘ
テ
言
ヘ
ハ
レ
之
ヲ
脚
‐
團
キ
／
者
ハ
難
レ
側
チ

褊
ナ
ル
レ
者
ハ
易
シ
レ
側
但
雖
レ
團
ト
脚
得
レ
ハ
レ
掻
ヲ
必
‐
側
ツ
／
相
ス
ル
ニ
隼
‐

鶻
ヲ
一
法
／
凡
隼
‐
鶻
ハ
者
頂
欲
レ
平
コ
ト
ヲ
觜
裒ア

ツ

‐
厚マ

ル
ニ
乄
而
曲
リ
鼻
ノ
‐
穴

大
ニ
‐
决

サ
ケ
テ

有
レ
如
ナ
ル
コ
ト
ニ
懸
‐
窖
ノ
一
者
ハ
小
也
鼻
ノ
‐
上
／
皮
‐
薄
ク
頷

奢
リ
レ
張
リ
頚
‐
本
襛
ク
如
ニ
卵
‐
子
一
翼
‐
羽
廣
ク
而
側
背
ハ
如
レ
甲
ノ
髀
大

ニ
‐
張
リ
指ア

シ

‐
蹋フ

シ

如
ニ
／
十
‐
字
ノ
一
爪
ノ
‐
上
團
ク
下
偏
ヘ
ニ
腰
‐
襛
乄
而
勁

シ
餘
ノ
‐
相
ハ
與
レ
鷹
同
」（
四
ウ
）
良
鷹
傍
體
／
頂
〇欲

ニ

平
ニ
乄
而
中
‐
高
ナ
ラ

ン
コ
ト
ヲ
一
／
眼
ハ
欲
下
清
‐
利
如
ク
ニ
明
‐
星
ノ
一
静
ニ
乄
而
不
レ
轉
視
ル
ニ
レ
物

ヲ
如
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
上
レ
對
ス
ル
カ
如
レ
此
之
徒
能
捉
ニ
大
‐
物
ヲ
一
／
而
モ
‐
亦
爲

レ
壽
／
頚
ハ
欲
三
襛
ク
長
‐
短
與
レ
體
相
‐
稱
ヒ
其
‐
上
隆
ク
‐
起
リ
如
ナ
ラ
ン
コ

ト
ヲ
ニ
卵
‐
子
ノ
一
／
第
‐
二
ノ
翼
‐
節
ハ
〇骨

ハ

欲
ニ

薄
セ
ハ
ク
乄

而
高
ク
‐
指
シ
與
レ
肩

相
‐
薄
コ
ト
ヲ
一
／
第
‐
一
ノ
翼
‐
節
‐
骨
欲
ニ
大
ニ
乄
而
高
コ
ト
ヲ
一
此
‐
乃
迅

ク
‐
飛
也
」（
五
オ
）【
図
①
】
鼻
ハ
欲
ニ
孔
‐
大
ニ
息
‐
細
ク
緩
乄
而
且
ツ
‐
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長
ラ
ン
コ
ト
ヲ
一
此
‐
乃
爲
レ
壽
也
／
胸
‐
腹
ハ
欲
ニ
廣
‐
大
溢
‐
出
ニ
乄
而
骨

‐
長
ヲ
一
／
目
ハ
欲
ニ
離
レ
觜
ヲ
稍
近
ク
レ
後
ニ
小
‐
大
與
レ
體
相
‐
稱
ン
コ
ト
ヲ

一
」（
五
ウ
）
良
鷹
對
體
／
肚
ハ
欲
レ
窳
ヲ
／
髀
ハ
欲
ニ
長
外
‐
隆
ル
ニ
‐
起
リ

如
レ
甲
ノ
〇内

イ

平
ニ
多
レ
筋
骨
‐
節
大
コ
ト
ヲ
一
／
臂
ハ
欲
ニ
孔
‐
大
コ
ト
ヲ
一
╱
足
ハ

欲
ニ
踝
‐
節
大
ニ
趺
‐
平
ニ
枯
ン
コ
ト
ヲ
一
／
承
‐
尾
ハ
欲
ニ
柔
ニ
‐
細
ク
饒
密
如

コ
ト
ヲ
ニ
白
‐
綿
一
」（
六
オ
）【
図
②
】
疾
‐
䔧
ノ
骨
欲
レ
大
ヲ
／
胸
‐
腹
ハ
斑

‐
毛
欲
ニ
廣
大
コ
ト
ヲ
一
／
腹
ハ
欲
大
ヲ
此
‐
乃
壽
也
／
脛
ハ
欲
ニ
襛
ク
‐
長
而

圓
ニ
肥
‐
滿
シ
鱗
‐
次
嬖
‐
襀
ノ
文
コ
ト
ヲ
一
趹
ノ
‐
指
ノ
文
モ
亦
同
レ
之
ニ
」（
六

ウ
）【
図
③
】
良
鷹
背
／
背
ハ
欲
レ
有
ン
コ
ト
ヲ
ニ
溝
穴
一
／
重
錢
ノ
羽
ハ
欲
三
覆

テ
如
コ
ト
ヲ
ニ
約
エ
‐
着
カ
一
／
翼
‐
羽
ハ
欲
下
長
‐
直
ニ
如
ニ
鳩
ノ
‐
羽
ノ
一
〇側

イ

置

尾
ノ
‐
上
ニ
上
此
‐
乃
迅
‐
飛
也
／
腋
ノ
‐
羽
ハ
欲
三
相
‐
薄
覆
テ
如
コ
ト
ヲ
ニ

約
ニ
‐
着
カ
一
／
覆
‐
羽
ハ
欲
ニ
約
ニ
着
ン
コ
ト
ヲ
一
」（
七
オ
）【
図
④
】
良
鷹

軒
翥
／
腰
ハ
欲
レ
勁
ン
コ
ト
ヲ
／
尾
‐
魁
ハ
欲
ニ
襛
乄
而
如
コ
ト
ヲ
一
レ
甲
ノ
／
尾
ハ

欲
ニ
本
‐
末
倶
ニ
襛
乄
而
／
強
‐
直
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
一
／
毛
ハ
欲
ニ
強
‐
密
ニ
乄
鮮

‐
浄
ヲ
一
餘
‐
毛
モ
亦
同
／
凌
‐
風
ノ
羽
ハ
欲
ニ
正
ク
附
レ
翼
ニ
如
レ
有
カ
如
コ
ト

ヲ
一
レ
無
カ
／
羽
‐
次
ハ
欲
ニ
疎
‐
薄
ニ
乄
而
／
末
‐
少
シ
平
ニ
羽
‐
葉
厚
コ
ト
ヲ

一
」（
七
ウ
）【
図
⑤
】
醜
鷹
體
／
頂
‐
細
乄
而
撓
ム
／
第
‐
一
ノ
翼
‐
節
骨
‐

小
ナ
リ
／
覆
‐
羽
亂
‐
起
リ
テ
而
出
ツ
／
腋
ノ
‐
羽
起
リ
‐
出
／
腰
‐
細
乄
而

弱
シ
／
尾
ノ
‐
本
細
ク
末
‐
廣
シ
／
觜
小
乄
而
仰
ク
／
鼻
ノ
‐
孔
窄
シ
／
頭
‐
小

乄
而
尖
ル
／
目
‐
小
乄
而
露
ル
／
髀
短
シ
／
脛
細
ク
‐
長
乄
而
兩
‐
足
／
離
レ
‐

懸
ル
」（
八
オ
）【
図
⑥
】
三
段
鷹
體
」（
八
ウ
）【
図
⑦
】
鳥
居
鷹
體
」（
九
オ
）

【
図
⑧
】
蔓
菁
鷹
體
」（
九
ウ
）【
図
⑩
】
隼
鶻
體
／
額
ハ
欲
ニ
奢
‐
張
ヲ
一
／

頚
ハ
欲
三
本
‐
襛
ク
如
ニ
卵
‐
子
コ
ト
ヲ
一
／
背
ハ
欲
レ
如
コ
ト
ヲ
レ
甲
／
翼
‐
羽
ハ

欲
ニ
廣
乄
而
側
コ
ト
ヲ
一
／
頂
ハ
欲
レ
平
／
鼻
ノ
‐
上
欲
ニ
皮
‐
薄
コ
ト
ヲ
一
／
觜
ハ

欲
ニ
裒
‐
厚
而
曲
コ
ト
ヲ
一
／
髀
ハ
欲
三
大
ニ
‐
張
指
‐
蹋
如
コ
ト
ヲ
ニ
十
‐
字
ノ

一
」（
十
オ
）（
白
紙
）」（
十
ウ
）
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図①

図②
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図④

図⑥

図③

図⑤



－116－

� The Global Management of Nagano, Vol.13

新
修
鷹
經
中
／
調
‐
養
／
鷹
者
飢
ニ
‐
附
飽
テ
‐
揚
ル
之
禽
也
故
ニ
曹
‐
大
‐

祖
謂
ニ
陳
‐
登
ニ
一
况
ヤ
鷹
ノ
性
不
レ
同
調
モ
亦
須
ク
レ
別
／
天
‐
性
快ヨ

キ

者
ハ
本

不
レ
須
レ
調
大
‐
概
懼
ル
者
ハ
調
モ
亦
難
レ
得
苟
モ
非
ハ
ニ
其
‐
人
ニ
一
遁
不
ニ
虚

ク
‐
行
レ
一
故
ニ
／
魏
‐
収
カ
曰
察
コ
ト
ハ
レ
之
ヲ
爲
ニ
易
ト
調
コ
ト
ハ
レ
之
ヲ
實
ニ

難
シ
今
嵆
ヘ
テ
ニ
衆
‐
術
之
異
‐
同
ヲ
一
擇
テ
ニ
其
ノ
善
‐
者
ヲ
一
而
從
フ
レ
焉
ニ

／
養
ノ
レ
鷹
法
／
凡
養
コ
ト
ハ
レ
鷹
ヲ
者
就
テ
ニ
陽
‐
地
ノ
高
‐
燥
ニ
一
爲
ニ
構
ヘ
レ

屋
ヲ
作
シ
レ
窓
ヲ
使
ニ
明
‐
暖
ナ
ラ
一
懸
テ
ニ
隔
‐
子
ヲ
一
陽
ノ
時
ハ
則
‐
褰
ケ
陰
ノ

／
時
ハ
則
垂
ル
中
ニ
置
テ
レ
架
ヲ
懸
ニ
格
‐
帳
ヲ
一
架
ノ
前
ニ
置
ニ
掌タ

カ

‐ゝ
飼ヒ

ノ

床
ヲ
一

架
床
相
‐
去
ノ
間
可
二

鷹
ノ
矢
不
一
レ
及
也

設
テ
ニ
燈
鑪
ヲ
一

設
ル

灯
ヲ

／
者
爲
三
令
レ
鷹
ヲ
馴
シ
乄
レ
眼
ヲ
及
辨

ン
カ
二
暗
‐
裏
ニ
倒
ニ
‐
懸
ル
ヲ
一
也

日
‐
夜
護
リ
‐
視
コ
ト

更
‐〳

〵

代
爲
ヨ
レ
之
ヲ
鷹
或
ハ
驚
キ
‐
飛
ヒ
下
リ
レ
格
ヲ
倒
ニ
‐
懸
リ
不
レ
上
ヲ
／
或

ハ
脱
ニ
‐
免
旋モ

ト

‐
子ヲ

シ
ヲ
一
日
ニ
相
‐
傳ハ

ヲ

‐
接ウ

ツ
ス
如
乄
レ
斯
ノ
不サ

ル
ル
時
ハ
レ

救
ア
ケ
ラ
レ

ハ
則

図⑧

図⑨

図⑦
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致
ニ
殨
‐
絶
ヲ
一
故
ニ
令
三
レ
人
ヲ
不
ラ
ニ
暫
モ
離
レ
一
凡
日
／
晴
‐
暖
ナ
レ
ハ
繋
ニ

庭
ノ
中
格
ニ
一
負
テ
レ
陽
ヲ
炙
リ
レ
背
ヲ
有
テ
レ
間
タ
浴
ス
レ
之
ヲ
凡
浴
ス
ル
コ
ト
ハ
者

任
ス
ニ
鷹
ノ
慾
‐
否
ニ
一
若
‐
鷹
ノ
情
不
」（
十
一
オ
）
レ
應
セ
レ
體
ニ
也
汚
‐

穢
ス
ル
則
強
ク
浴
ス
レ
之
ヲ
凡
調
ル
レ
肥
ヲ
者
以
ニ
馬
豕
兎
鼠
鷄
鴙
ノ
宍
ヲ
一
哺
フ

凡
切
コ
ト
ハ
レ
宍
ヲ
／
者
長
サ
寸
‐
許
リ
廣
サ
半
‐
寸
ニ
乄
而
薄―

ク
諸
稱
二
切
‐
宍
ト

一
者
皆
效
レ
此
ニ

湛
ニ

之
ヲ
温
‐
湯
ニ
一

四
‐
月
八
‐
月
湛
二

之
ヲ
冷
‐
水
ニ
一
也

以
レ
箸
ヲ
攪カ

ク
コ
ト
／
レ
之
ヲ
十
‐
許
‐
遍
如
ス
ル
コ
ト

レ
此
ノ
五
‐
度

毎
‐
度
換

フ
レ
湯
ヲ

然
‐
後
ニ
洗
ヒ
レ
手
ヲ
欋
ニ
‐
碎
之
ヲ
一
令
レ
有
レ
沸
ル
コ
ト
ヲ

更
ニ
換
テ
レ
湯
ヲ
令
メ
ニ
澄
‐
／
浄
ナ
ラ
一
而
緩
‐
緩
ニ
却
ケ
テ
レ
湯
ヲ
纔
ニ
留
テ
ニ

微ヰ

‐
液シ

ル
ヲ
一
側
テ
レ
器
ヲ
向
テ
レ
日
ニ
而
炙
リ
レ
之
ヲ
良
‐
久
乄
取
テ
二
鳥
ノ
‐
毛
ヲ

一
丸
メ
テ
如
ク
ニ
碁
‐
／
子
ノ
一
四
‐
五
許
‐
枚
糅

カ
キ
マ
セ

テ
レ
宍
ニ
與
フ
レ
之
ヲ
不
レ
厭
レ

飽
ヲ
也

凡
欲
時
ハ
レ
入
ン
ト
レ
田カ

リ
ニ
則
前
五
‐
六
‐
日
調
フ
レ
之
ヲ
若
太
‐
肥
テ
／
不
ハ
レ

貪
ラ
者
前
十
‐
許
‐
日
隔
テ
レ
日
ヲ
哺
フ
レ
之
ヲ
レ

或
一
‐
日
或
二

‐
三
‐
日
也

凡
調
ル
レ
痩
ヲ
者
豕

兎
ノ
宍
ハ
者
切
テ
湛
ヘ
ニ
／
之
ヲ
温
‐
湯
ヲ
一
少シ

ハ

‐
之ラ

ク

去
テ
レ
汁
ヲ
哺
フ
馬
鼠
ノ
宍

ハ
者
切
湛
ヘ
ニ
之
ヲ
温
‐
湯
ニ
一
以
レ
箸
ヲ
攪
コ
ト
レ
之
ヲ
兩
‐
遍
換
コ
ト
レ
湯
ヲ
／

二
‐
度
去
テ
レ
汁
ヲ
而
哺
フ
馬
鼠
ノ
食
ハ
鹽
‐
醎
傷
レ

鷹
ヲ
故
ニ
必
濯
レ
之
ヲ
也

鷄
鴙
水
‐
鳥
ノ
宍
ハ
者
臠

シ
ゝ
ム
ラ

‐
割サ

キ

胸

‐
宍
湛
ニ
之
ヲ
温
‐
／
湯
ニ
一
令
ニ
氣
ヲ
徹
一
而
上
テ
レ
韝
ニ
令
ニ
其
ヲ
ソ
啄
一
レ
之

ヲ
水
‐
鳥
不
二
必
‐
哺
一
又
者
聴
哺
二
雜
ノ
小
‐
鳥
ヲ
一
鷂
者

與
二
鶉
雀
鼠
一
若
レ
之
ノ
餌
レ
鳥
其
哺
ノ
レ
鳥
ヲ
法
與
レ
鷹

／
同也

若
太
‐
痩
ハ
者
日
ニ
哺フ

二
或
ハ
二
‐
過
或

ハ
三
‐
過
ヲ
一
凡
巣
‐
鷹
ハ
者
勝
‐
撃
之
時
漸
ク
呼
ヒ
‐
宍
ヲ
旬
‐
／
日
ニ
乄
然

‐
後
以
ニ
鷄
鴙
ノ
雛
ヲ
一
投
テ
與
フ
レ
之
ヲ
鷂
ハ
者
以
二
鷄
雉
ノ
雛
及

鶉
小
－
鳥
ヲ
一
與
フ
也

五
－
六
－
度
然
‐
後
ニ

着
テ
レ
鈴
ヲ
入
ル
田
ニ
」（
十
一
ウ
）
放
ツ
ニ
野
－
鷄
ニ
一
不
レ
論
ニ
雌
‐
雄
ヲ
一
隨

テ
レ
獲
ニ
則
與
フ
鷂
者
放
ツ
二
鶉
及
雜
ノ
小
‐
鳥
ニ
一
或
扶
－
壮
者
自
摯
二
鳥

‐
鴙
ヲ
一
體
‐
鈍
キ
者
不
レ
任
不
レ
可
レ
爲
二
常
之
ヲ
一
也

／
已ノ

ミ

調
‐
習
ン
然
‐
後
隨
テ
二

其
ノ
肥
‐
痩
ニ
一
而
飢
‐
ニ
飽
ス
之
ヲ
一

鷂
者
不
レ
厭
レ
肥
ヲ
縱
ニ
雖
二
肥
‐
益
ス
ト
一

不
二
肯
テ
爲
一
レ
用
レ
猶
須
二
經
レ
年
調
一

羅
－
鷹
ハ
者
／

繋
二
‐
着
シ
闇
‐
屋
ノ
中
ニ
一

或
‐
説
羅
‐
鷹
日
ヒ

ル
ハ
者
不
‐
可
‐
也

夜
一
‐
更
ノ
初
擎

ス
ヘ
テ

坐
シ
二
火
‐
ノ
側
ニ

一
終
‐
宵
不
レ
厭
レ
熟
ス
ル
コ
ト
ヲ
至
テ
ニ
明
‐
／
日
午
‐
ノ
尅
ニ
一
更
ニ
復
タ
繋
‐

着
夜
ノ
一
‐
更
モ
亦
擎
ル
コ
ト
同
レ
前
ニ
如
レ
此
ノ
三
‐
日
三
‐
夜
候
テ
二
其
ノ
馴

‐
麁
ヲ
一
然
‐
／
後
ニ
裁ヨ

キ
レカ

ケ
ン食
ヲ
擎
テ
使
レ
着
ケ
レ
乎
人

閙
イ
ソ
カ
ハ
シ

‐
處
擎
ル
コ
ト
ニ
市

‐
上
ニ
一
最
‐
好
ン
避
ケ
テ
二
塵
煙
屍
等
ヲ
一
可
レ
擎
レ
之
ヲ
勿
レ
レ
使
ル
コ
ト
ニ
／

駭
‐
怖
一
也
其
與
ル
レ
宍
ヲ
者
用
ニ
鷄
鴙
一
鼠
ハ
者
切
テ
湛
ヘ
ニ
之
ヲ
温
‐
湯
ニ
一

少
‐
時
ノ
以
二
其
‐
皮
ヲ
一
裹
レ
之
ヲ
即
／
以
二
細
‐
縄
ヲ
一
約
ニ
‐
結
テ
如
二
十

‐
字
ノ
一
亦
湛
二
之
ヲ
温
‐
湯
ニ
一
令
ム
二
氣
ヲ
徹
セ
一
然
‐
後
ニ
披
レ
皮
ヲ
出
レ
之

ヲ
以
レ
湯
ヲ
灑
‐
／
着
乄
而
與
フ
有
テ
二
野
‐
心
一
不
レ
宍
ク
ラ
ハ
如

ス
ル
二
皆
‐
服
ス
ル
一
故
ニ
令
生
也

稍
ク
馴
之
時
延

ノ
ヘ
テ

‐
呼
ニ
與

ヘ
レ
食
ヲ
呼
フ
コ
ト
數
‐
日
然
‐
後
以
二
鷄
鴙
ヲ
一
／
投
テ
與
フ
レ
之
ヲ
鷄
ハ
者
同
二
巣

‐
鷹
ノ
法
ニ
一

既

ニ
‐
熟
シ
然
‐
後
ニ
調
フ
二
肥
‐
痩
ヲ
一

調
‐
法
同
二
巣
‐
鷹
ニ
但
雌
‐
鳥

ヲ
不
レ
哺
攣
擎
カ
ゝ
ハ
リ
ツ
ナ
ク

／
入
レ
田
ニ
放
レ
鷹
ヲ

法
／
凡
入
テ
レ
田
ニ
捉
ル
レ
鳥
ヲ
或
ハ
‐
多
ク
或
イ
ハ
‐
少
シ
好
ム
時
ハ
レ
少
ヲ
則

弊
ワ
ロ
キ
ク
セ

在
レ
慣
フ
コ
ト
レ
常
ニ
故
殿

ヲ
ク
レ

テ
レ
後
ニ
非
ニ
流
‐
利
ス
ル
ニ
一
好
時
ハ
レ
多
ヲ

則
」（
十
二
オ
）
弊

ツ
イ
エ

在
レ
劾
フ
コ
ト
レ
力
乄
厭
フ
レ
繋
キ
コ
ト
ヲ
終
ニ
无
ニ
快
キ
‐
理

リ
一
故
ニ
多
ト
與
レ
不
ル
レ
多
カ
ラ
隨
テ
レ
時
ニ

折
ヨ
キ
カ
ケ

‐
中

ン
ニ
ス

ス
凡
放
テ
レ
鷹
ヲ
之
後

先
／
靜
ニ
駐
テ
レ
馬
ヲ
以
レ
目
ヲ
送
テ
レ
鷹
ヲ
目
‐
記
シ
訖
テ
後
擧
テ
レ
鞭
ヲ
‐
馳

‐
進
コ
ト
未
タ
レ
至
ニ
數五

六

‐
歩間

ニ
一
案
シ
レ
轡
ヲ
漸
ク
‐
迫
テ
鷹
出
テ
／
レ
草
ヲ
起

タ
ゝ
ハ

‐
即
走
ラ
シ
メ
テ
レ
犬
ヲ
令
メ
ヨ
レ
嗅
以
ニ
長ア

葛サ

ヲ
一
爲
レ
經ヘ

ヲ
ト
此
爲
ニ
鷹
ノ
獲
ル
時
ノ

レ
鳥
ヲ
急
ニ
執
ル
カ
一
也
不

シ
カ
ラ

‐サ
ル

則時
ハ

恐
ク
ハ
犬
害
／
レ
鷹
ヲ
也
若
草
‐
深
ク
鷹
未ハ

タ

レ
起
下
テ
レ
馬
ヨ
リ
呼
‐
上
テ
下
ル
コ
ト
ハ
レ
馬
ヲ
隨
テ

レ
更
ニ
必
爲
レ
常
ト
也

然
‐
後
縱

ハ
ナ
ツ
テ

レ
犬
ヲ
嗅
シ
メ
ヨ
レ
之
ヲ

若
鷹
早
ク
／
出
テ
レ
草
ヲ
集
ハ
二
于
木
ニ
一
起
テ
‐
即
チ
察
乄
ニ
鷹
ノ
‐
眼
ノ
所
ノ
レ

向
地
ノ
之
形
‐
體
ヲ
一
遣
テ
一
犬
ヲ
尋
ヌ
レ
鳥
ヲ
‐
越越

レ
嶮令

イ
ヲ
即
立
ニ
岑
‐
／
上
ニ

一
遥
ニ
揚
テ
レ
聲
ヲ
呼
フ
レ
鷹
ヲ
隨
テ
レ
犬
ニ
飛
‐
遂
ス
若
鷹
不
ハ
レ
應
セ
更
ニ
還
テ

呼
‐
取
レ
其
鳥
疲

ツ
カ
レ

‐
憊

ク
タ
ヒ
レ

セ
ハ
者
不
ル
ニ
必
／
還
タ
‐
呼
ハ
一
直
縱
シ
テ
レ
犬
ヲ
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噬
セ
テ
レ
之
ヲ
得
テ
レ
鳥
ヲ
後
還
テ
‐
呼
フ
耳
鷹
或
ハ
不
レ
待
レ
呼
ヲ
自
隨
テ
レ
犬
ニ

飛
‐
來
ス
此
レ
ハ
是
／
不
レ
用
レ
撩ト

ル
ヲ
者
與
レ
犬
經
テ
レ
年
ヲ
調
ニ
‐
習
之
ヲ
一
所

致
‐
也
如
レ
斯
ノ
鷹
ハ
者
察
シ
ニ
野
‐
田
形
‐
體
ヲ
一
先
放
テ
二
／
林
‐
木
中
ニ

一
然
‐
後
走
シ
レ
犬
ヲ
聞
ケ
レ
鳥
ヲ
凡
獲
テ
レ
鳥
ヲ
哺
ス
ル
鷹
ヲ
者
先
挟
ミ
ニ
鞭
ヲ
於

腰
ニ
一

爲
下
鷹
ノ
翮
ツ
ハ
サ
ノ
ク
キ
觸
二

下
‐
馬
ニ
一
之
見
ル
カ
上
レ
傷
也

／
取
レ
鷹
ヲ
往
テ
就
テ
二
清
‐
水
ニ
一
而
先
起
テ
二
左
ノ

‐
膝
ヲ
一
伸
テ
二
左
ノ
‐
手
ヲ
一
加
ヘ
ニ
膝
ノ
‐
上
ニ
一

或
‐
説
安
ク
レ
座
ヲ
側
テ
レ
鳥
ヲ

加
二
左
ノ
‐
膝
ニ
一
令
レ
啄
セ

厭
‐
ニ

裹
テ
／
鳥
ノ
‐
頚
ヲ
於
翼
ノ
‐
中
ニ
一
與
レ
脚
加
‐
執
テ
而
以
レ
鳥
ヲ
側
ハ
ラ
ミ
‐

置
テ
令
ニ
レ
鷹
ヲ
集
サ
上
レ
上
ニ
以
二
刀
‐
子
ヲ
一

擺
ヲ
シ
ヒ
ラ
キ

レ
胸
ヲ
肉
ニ
灑
キ
」（
十
二

ウ
）
レ
水
ヲ
令
メ
ヨ
レ
啄
セ
若
可
ハ
二
重
テ
‐
使
フ
一
而
猶
有
リ
下
肥
タ
ル
ニ
ハ
者
割

テ
二
胸
ノ
‐
宍
ヲ
一
懼
キ
‐
碎
キ
令
ル
コ
ト
上
レ
食
不
乄
ニ
斯
ヲ
之
爲
サ
一
而
經
ル
時
ハ

／
レ
日
ヲ
則
令
ニ
レ
鷹
ヲ
不
ラ
一
レ
調
ヘ
其
多
‐
少
ハ
者
隨
フ
ニ
鷹
ノ
肥
‐
痩
ニ
一

凡
鈴
者
朝
ニ
‐
傳
ケ
夕
ニ
‐
解
ク
不
ハ
レ
則

シ
カ
ラ

鷹
噛
／
レ
鈴
ヲ
笮

ハ
ム
ル

テ
レ
啄ハ

シ
ヲ
倒
ニ
‐

懸
テ
而
死
ス
凡
鷂
ハ
者
左
リ
鷹
ハ
‐
右
犬
令
乄
レ
嗅
隨
テ
レ
起
ニ
即
‐
放
ツ
縱
ニ
‐
放
ハ

難
シ
レ
獲
横

ニ
‐
放
ハ

易
レ
捉

鷂
／
追
テ
入
ラ
ハ
二
草
‐
中
ニ
一
下
レ
馬
ヨ
リ
漸
‐
迫
テ
若
不
ハ
レ
得
レ
鳥
ヲ

上
セ
レ
韝
ニ
駕
シ
レ
馬
ニ
或
不
二
必
シ

モ
駕
一
也

使
ニ
レ
犬
嗅
一
レ
之
ヲ
若
鳥
／
已
疲
‐
頓
乄
可
ハ
二

爲
レ
犬
ノ
所
一
レ
噬
即
案
乄
レ
役
ニ
犬
ヲ
‐
繋
キ
候
フ
テ
二
鳥
ヲ
蹋
‐
起
ル
コ
ト
一
使

レ
捉
レ
之
ヲ
毎
レ
獲
必
與
フ
レ
腦
ヲ
／

謂
鶉
及
雜
ノ
小
‐
鳥
或
不
二
必

‐
與
一
量
テ
冝
レ
爲
レ
之
ヲ
也

凡
得
テ
レ
鳥
ヲ
哺
レ
鷂
ニ
者

往
テ
就
キ
ニ
清
‐
水
ニ
一
而
坐
シ
仍
テ
於
ニ
韝
ノ
‐
上
ニ
一
灑
キ
／
レ
水
ヲ
令
レ
啄
セ

其
多
‐
少
者
亦
隨
ニ
肥
‐
疲
ニ
一

哺
‐
法
與

レ
鷹
同

若
放
ハ
二
水
‐
鳥
ニ
一

謂
鸂
ヲ
シ
ト
リ

鷘
鶩
カ
モ
等
也

則
跼

ク
ゝ
マ
リ

‐
躬

キ
ハ
マ
ル

乄
鎮
乄
／
レ
鷂
ヲ
漸
‐
迫
テ
臨
テ
レ
發
ニ
忽
‐
然
ト
乄
揚
ケ
レ
聲
ヲ
鳥
‐
起

テ
即
毎
レ
獲
令
レ
啄
セ
ニ
背
ノ
‐
宍
ヲ
一
若
可
レ
哺
者
折
キ
レ
宍
ヲ
懼
‐
／
碎
與
フ

鴙
啄
二
田
‐
鳥
ヲ

一
亦
同
レ
之
ニ
也

凡
放
レ
鷂
ヲ
者
令
下
諸
ノ
牽
レ
犬
ヲ
者
能
ク
或
ハ
慎
マ
上
レ
之
ヲ
害
ル
コ
ト

レ
鷂
ヲ
不
レ
可
レ
不
ハ
レ
審
／
夏
羪
レ
鷹
法
／
凡
毛
‐
羽
初
テ
‐
落
ル
時

謂
四
‐
月
下

‐
旬
五
‐
月

上
‐

旬
也

選
テ
二
吉
‐
日
良
‐
辰
ヲ
一
祭
ル
レ
醇
ヲ
出
ス
‐
時
亦

同
レ
之
ニ
也

放
ニ
‐
着
乄
小
‐
屋
ノ
」（
十

三
オ
）
中
ニ
一
方
‐
丈
‐
許
於
ニ
陽
‐
地
ニ
一
構
ヘ
レ
之
ヲ
南
向
ニ
其
‐
戸
ニ
一

懸
‐
納
爲
レ
之
重

テ
以
編
ム
レ
本
ヲ

欲
ニ
高
‐
燥
ニ
乄
而
暖
ナ
ラ
ン
コ
ト
ヲ
一
其
‐
中
ニ
置
テ
二
／
架
‐
座
ヲ
一

以
ニ
藁
藺
等
ヲ
一
爲
レ
之
ヲ
縫
‐
裹
ム
以
ニ
布
徑ハ

ゝ

一
‐
尺
‐
許
ヲ
一
而
圓
ク
東
ノ

‐
壁
ニ
穿
テ
二
小
‐
孔
ヲ
一

令
レ
不
ラ
可

ラ
レ
出
ス

／
レ
鷹

ヲ
也

孔
ノ
‐
内
ニ
置
ニ
餌
‐
閣
ヲ
一
又
屋
‐
中

ニ
置
ニ
高
サ
一
‐
許
‐
尺
ノ
石
ヲ
一
凡
哺
‐
飼
ハ
者
雜
‐
宍
與
レ
之
ヲ
切
テ
濯
ク
ニ

／
レ
之
ヲ
以
ス
ニ
清
‐
水
ヲ
一
葛
ニ
テ
約

カ
ラ
ケ

‐
束

ツ
カ
ヌ

乄
與
レ
之
ヲ
其
鷂
ニ
ハ
者
用
ニ
燕

雀
ヲ
一
脱
レ
毛
ヲ
約
‐
束
テ
與
レ
之或

ヲ生

日與

ニ之

哺
ヌぬ

ルる

コこ

トと

或
一
‐
／
度
或
二
‐
度
凡

掃
フ
レ
屋
ヲ
者
五
‐
六
‐
日
ノ
後
爲ス

ル

也
夜
ハ
把
テ
レ
燭
ヲ
掃
フ
レ
之
ヲ
或
盡
ハ
以
レ
鈎
ヲ
遥
ニ
掃
フ
レ
之
ヲ

蠅
蟻
慕
レ
羶
ナ
ニ
ク
サ
シ
ヲ
附
二
‐
着
シ
餘
リ
‐
宍
ニ
一
爲
ニ
レ
鷹
ノ

／

所
レ
食
還
‐
復
害
ス
レ
鷹

ヲ
故
ニ
恒
ニ
掃
レ
之
ヲ
也

其
第
‐
一
ノ
羽
初
テ
‐
落
サ
ハ
以
ニ
夕
ノ
‐
時
ヲ
一
置
キ
ニ
浴
‐
舩

ニ
一
日
ニ
換
ヘ
テ
納
テ
レ
水
ヲ
レ

降
ハ
レ
雨

不
レ
納
也

／
以
レ
出
ヲ
レ
屋
ヲ
爲
レ
限
ト
其
羅
‐
鷹
者
嗜

ム
レ
水
ヲ
鷂
モ
亦

同
レ
之

小
‐
器
ニ
盛
リ
レ
水
ヲ
置
ニ
之
ヲ
餌
‐
閣
ニ
一
凡
掃
フ
時
ハ
レ
屋
ヲ
時

／
則
視
テ
二
鷹
ノ
肥
‐
痩
ヲ
一
肥
ル
‐
則
調
フ
レ
之
ヲ
太
‐
痩
ル
ハ
可
レ
死
則
出
乄

レ
之
ヲ
繋
キ
レ
格
ニ
労
‐
飼
セ
ヨ
凡
毛
‐
羽
落
‐
革
乄
／
第
‐
一
ノ
羽
出
テ
擇
テ

中
‐
一
‐
寸
‐
許
ヲ
一
時
自
リ
レ
屋
出
ス
レ
之
ヲ
出
ハ
喩
ヘ
十
‐
許
‐
日
ニ
調
二
鷹

ノ
肥
‐
痩
ヲ
一
但
鷂
者
五
‐
六
也

出
乄
‐
後
手

／
執
與
ニ
羅
‐
鷹
一
同
凡
着
ケ
レ
鈴
ヲ
繋
‐
者
ハ
能
候
テ
二
鷹
ノ
宍
ノ
調

ト
ク
セ

‐
均

ト
ゝ
ノ
フ

ヲ
一
然
‐
後
爲
レ
之
若
肥
‐
痩
不
ル
時
ハ
レ
調
／
則
令
ニ
レ
鷹
ヲ
喘
‐
息
致
サ
一
レ

死
ヲ
不
レ
可
レ
不
ハ
ア
ル
レ
慎
ニ
夏
養
‐
者
ハ
鈴
ヲ
繋
ク
時
動
テ
致
レ
見

ル
コ
ト
ヲ
レ
傷
故
ニ
此
ニ
‐
委
ク
尓
耳

」（
十
三
ウ
）
養
ニ
雛
‐
鷹

ヲ
一
法
／
凡
雛
‐
鷹
者
置
テ
二
小
‐
屋
ノ
中
ニ
一

置
二
屋
ハ
方

‐
丈
‐
許
一

以
二
皮
及
ヒ
蘚葎

歟

‐
蘿ツ

タ
ヲ
一

像
リ
レ
巣
ニ
棲
シ
ム
レ
之
ヲ
高
作
リ
レ
窓
ヲ
レ
使
レ
明
ナ
ラ
／
勿
レ
令
レ
得
レ
出
ル
コ
ト

ヲ
亦
不
レ
得
レ
見
ス
ル
コ
ト
ヲ
レ
人
ニ
與
テ
二
生
‐
宍
ヲ
一
佳ヨ

シ

與
ル
ハ
二
死
宍
ヲ
一
不
レ

好
馬
豕
兎
亀
鴙
是
‐
也
但
鷂

ニ
ハ
者
生
雜
ノ
小
‐
鳥

／
也

見
テ
レ
人
ヲ
即
嬌
‐
鳴
乄
七
‐
月
中
‐
旬
夜
‐
半
ニ
捉
ヘ
‐

取
テ
殺
‐
氣
ヲ
至
鷙
‐
鳥
繋
ク
立
‐
秋
ノ
後
羽
‐
翅
／
成
テ

浪
ミ
タ
リ
ニ

‐
飛
テ
不
レ
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止
傷
ミ
レ
羽
ヲ
損
ス
レ
命
ヲ
故
ニ
湏
ク
レ
出
ス
也
麁
キ
故
ニ
縄
ヲ
以
繋
ニ
着
闇
‐
屋
ノ

中
ニ
一
使
レ
知
ニ

拘
カ
ゝ
ハ
リ

‐
束

ツ
ナ
ク

ヲ
一
／
執
テ
三
‐
日
可
レ
擎
更
‐
熟
セ
ハ
與
ヘ
レ
宍

ヲ
勿
レ
レ
使
ル
コ
ト
レ
痩
又
一
‐
法
ニ
ハ
者
籠
‐
中
ニ
作
テ
レ
巣
ヲ
棲
シ
ム
レ
之
ヲ
作
コ
ト

レ
巣
ヲ

同
レ

上
ニ

能
／
以
節
シ
レ
食
ヲ
不
レ
飢
サ
飢
‐
則
身
‐
體
難
レ
長
シ
飽
‐
則
膝
‐
垂
レ
骹ス

チ

異
ニ
乄
爲
レ
醜
ト
害
ス
ニ
其
毛
‐
羽
ヲ
一
稍
有
レ
ハ
二
／
出
乄
レ
籠
ヲ
着
ル
コ
ト
一
レ
絆ヘ

ヲ

令
ニ
其
ノ
縱
レ
體
ヲ
逸
‐
飛
セ
一
與
レ
食
ヲ
必
‐
呼
フ
コ
ト
數
‐
日
然
‐
後
ニ
繋
レ

格
ニ
及
テ
上
ス
レ
手
ニ
毛
‐
羽
梢

‐
弱
シ

／
擎
ル
コ
ト
恐
ク
ハ
復
慎
レ

之
ヲ
勿
レ
失
ス
ル
コ
ト

／
着
二
脚
ノ
絆

ヘ
ヲ
ゝ

一
法
／
凡
着
二
脚
ノ

‐
絆
ヲ
一
者
ハ
令
下
正
ク
擎
テ
レ
鷹
ヲ
從
リ
ニ
背
‐
後
一
傳―

上
レ
之
ヲ
傳
舊

絆
上

以
二
扶

ク
シ
リ

‐

杖
ヲ
一
自
二
革
ノ
‐
表
一

扶
サ
シ
コ
ム

二
脚ハ

ゝ

‐
纏キ

ノ
」（
十
四
オ
）
本
ノ
孔
ニ
一
指
ニ
‐
入

脚
‐
纏
ノ
末
ニ
一
紙
ニ
テ
牽
‐
通
シ
次
澁

シ
フ
ル

テ
難
ク
レ
入
ハ
者
用
ニ
鐵
‐
筋
ヲ
一
也

／
凡
縫ア

シ

‐
革カ

ハ
ハ
者
以
ニ
洗
‐
革
ノ
柔
‐
軟
ナ
ル
ヲ
一
爲
レ
之
ヲ
縫
コ
ト
ハ
令
ム
ニ
堅

‐
固
ナ
ラ
一
此
至
テ
二
脚
‐
纏
ニ
一
令
ニ
少ヨ

クケ

‐
縁

イ
ノ
心

ア
ラ
一
繋
レ
地
未
／
レ
傳
レ
脚

ヲ
脚
‐
纏
廣
サ
一
‐
寸
五
‐
分
長
サ
二
‐
寸
繋
レ
地
長
サ
七
‐
寸
五
‐
分
鷂

乄
脚
‐
纏
ハ
廣
サ
八
‐
分
長
サ
一
‐
寸
五
‐
分
繋
レ
地
長
サ
六
‐
寸
五
‐
分

凡

截
タ
ツ
コ
ト
ハ

レ
革
ヲ
者
置
ニ
／
之
ヲ

椹
マ
ナ
イ
タ

‐
上
ニ
一
以
ニ
一
‐
寸
五
‐
分
ノ
刀
‐
子
ヲ
一
長
‐
短
ハ
隨
テ
レ
鷹
ニ
割
二
‐
開

脚
‐
纏
‐
本
ヲ
一
翦
‐
截裁

論

令
レ
如
ナ
ラ
ニ
椿
ノ
‐
葉
／
脚
大
‐
小
ノ
一
也
又
以
ニ

刀
‐
子
ヲ
一
穴
ヲ
別
ニ
脚
‐
纏
ノ
本
ノ
裏
チ
ニ
一
中
‐
央
以
レ
扶
‐
杖
ヲ
一
自
ニ
革

‐
表
一
扶
レ
之
貫
キ
ニ
／
繋
‐
地
ヲ
一
牽
テ
翻
シ
レ
之
ヲ
又
穿
ニ
脚
‐
纏
ニ
一
雖
ニ

末
三
‐
分
‐
許
ト
一
處
ニ
中
‐
央
一

鷂
者
二
‐

分
‐
許
也

以
ニ
扶
‐
杖
ヲ
一
自
レ
表
／
向
レ
裏
ニ

翻
シ
‐
ニ
出
ス
脚
‐
纏
ノ
末
ヲ
一
即
裂
レ
紙
ヲ
貫
キ
レ
孔
ニ
轉
タ
牽
レ
之
ヲ
／
繋
レ

鷹
ヲ
法
／
凡
繋
コ
ト
ハ
レ
鷹
ヲ
者
擎
ル
レ
鷹
ヲ
人
先
ニ
乄
レ
右
ヲ
側
テ
レ
身
ヲ
近
キ
レ

格
ニ
右
ノ
‐
手
ニ
執
リ
ニ
長
‐
絆
ノ
兩
‐
頭
ヲ
一
左
ノ
‐
手
ハ
不
レ
及
レ
格
ニ
／
三

‐
尺
‐
許
人

論
ニ
ナ
シ

放
ツ
コ
ト
ハ
レ
鷹
ヲ
隨
テ
レ
飛
ニ
緩
ク
シ
レ
拳
ヲ
令
ム
ニ
旋
‐
子
ヲ
通

‐
行
セ
一
此
‐
鷹
集
ハ
レ
格
ニ
以
ニ
左
ノ
‐
手
ヲ
一
支
ヘ
レ
格
ヲ
以
／
レ
右
ヲ
投繋

歟
ニ
‐

着
ク
於
帳
ノ
‐
前
ニ
一
若
鷹
遥
ニ
望
テ
レ
格
ニ
飛
‐
向
ハ
者
再
‐
三
牽
テ
レ
韝
ヲ
然

‐
後
ニ
放
チ
‐
遣
ル
鷹
或
不

ハ
二
肯

」（
十
四
ウ
）

者
直
ニ
就
テ
レ
格

ニ
強
テ
令
レ
集
也

〇凡
イ

自
リ
レ
格
下
サ
ハ
レ
鷹
ヲ
者

擬
ス
ル
レ
執
ン
ト
レ
鷹
ヲ
人
先
靜
乄
ニ
心
‐
體
ヲ
一
右左

論
ノ
側
ヨ
リ
身
ヲ
‐
漸
ク
進
テ
令

ニ
左
ノ
‐
肩
ヲ
／
近
カ
一
レ
格
ニ
解
キ
ニ
長
‐
絆
ヲ
一
以
ニ
右
ノ
‐
手
ノ
中
‐
指
ヲ
一

一
‐
ニ
纏
乄
長
‐
絆
ノ
片
‐
頭
ヲ
一
以
ニ
左
ノ
‐
手
ヲ
一
執
リ
ニ
脚
‐
絆
ヲ
一
牽
貫

‐
ニ
通逼

イ
ス
／
脚
ニ
一
右
ノ
‐
手
ト
共
ニ
‐
牽
キ
高
ク
‐
擎
テ
離
レ
テ
レ
格
ヲ
急
ニ
將モ

テ

‐

去サ
レ

若
不
ハ
レ
牽
‐
二
逼
脚
‐
絆
ヲ
一
者
鷹
ノ
斬

レ
ハ
者
羽
ニ
‐
弱
乄
格
ニ
乄
傷
‐
害
ス
也

／
僵
ル
レ
鷹
ヲ
法
／
凡
僵
ル
レ
鷹
ヲ
者
先
鎮
乄
レ
鷹
ヲ

令
三
正
ク
居
ニ
臂
ノ
‐
上
ニ
一

或
‐
説
鷹
‐
斬
レ
者
飛
‐
位
之
時
直
ニ
以
二
右
ノ
‐
手
ヲ
一
捉

テ
并
マ
二
兩
‐
脚
ヲ
一
不
三
必
待
二
正
タ
‐
居
ル
コ
ト
ヲ
也

擬
ス
ル
／
レ
捉
ン

ト
鷹
ヲ
人
兩
‐
手
隱
シ
レ
袖
ヲ
漸
‐
漸
ニ
擧
‐
進
シ
爲
鷹
畏
ル
二
人
ノ

手
ノ
擎
‐
動
ニ
一

以
ニ
左
‐
右
ノ
無

‐
名
‐
指
中
‐
指
ヲ
一
各
來
ン
テ
／
捉
ニ
鷹
ノ
兩
‐
膝
ノ
節
以
‐
上
ヲ
一
以
ニ
母

‐
指
ヲ
一
各
厭
シ
ニ
左
‐
右
ノ
羽
ヲ
一
即
擧
‐
ニ
着
胸
‐
上
尾
‐
下
ニ
一
首
ヲ
移
シ

ニ
鷹
ノ
／
右
ニ
一
脚
ハ
如
之
左
手
來
レ
之
仍ナ

ヲ

以
ニ
左
ノ
‐
手
ヲ
一
着
ケ
ニ
鷹
ノ
‐
胸

ニ
一
須
‐
臾
之
間
ニ
令
ニ
鷹
ノ
靜
一
レ
息
ヲ
以
ニ
左
‐
／
手
ヲ
一
捉
リ
‐
ニ
屈
メ
鷹

右
ノ
‐
脚
ヲ
一
次
以
ニ
左
ノ
‐
手
ノ
母
‐
指
ヲ
一
攝
右
ノ
重
‐
錢
ノ
羽
ト
與
ヲ
レ
脚

捉
ト
指
ヲ
不
レ
觸
二
翼
節

‐
骨
氣
‐
衛
腹
‐
腰

／
等
ニ
犯
セ
レ
之

ヲ
有
リ
レ
害
也

又
以
ニ
右
ノ
‐
手
ヲ
一
捉
リ
‐
ニ
屈
メ
テ
鷹
ノ
左
ノ
‐

脚
ヲ
一
次
ニ
以
ニ
右
ノ
‐
手
ノ
母
‐
指
ヲ
一
攝
重
錢
ノ
羽
ト
與
レ
脚
捉
リ
‐
／
并
テ

既
ニ
乄
而
安
‐
坐
シ
擎
‐
持
鷹

或
着
ル
ハ
二
鷹
於
兩
‐
股

ノ
間
ニ
一
者
爲
レ
劣
ト
也

若
欲
ル
レ
仰
ン
ト
レ
鷹
者
着
ケ
ニ
胸

之
後
ニ
一
右
ノ
‐
手
ハ
」（
十
五
オ
）
捉
リ
ニ
兩
‐
脚
ヲ
一
左
ノ
‐
手
ハ
攝カ

ネ
ニ
尾羽

‐

羽尾
イ

ノ
内
首
ノ
外
ヲ
一
右
ニ
廻
シ
置
キ
ニ
兩
‐
膝
ノ
間
ニ
一
即
以
ニ
左
‐
右
ノ
母
‐
指

食
‐
指
ヲ
一
／
各
來
テ
捉
レ
ニ
兩
‐
脚
ヲ
一
又
着
可
ハ
二
更
ニ
‐
俯
ス
一
者
右
ノ
‐

手
ニ
捉
リ
ニ
兩
‐
脚
ヲ
一
左
‐
手
ニ
攝
テ
二
尾
‐
羽
ヲ
一
左
ニ
‐
廻
シ
着
レ
胸
ニ
／

餘
‐
法
同

レ
上
ニ

／
着
ル
ニ
鈴
‐
繋
ヲ
一
法
／
凡
着
ル
コ
ト
ハ
二
鈴
‐
繋
ヲ
一
者
捉
リ
レ
鷹
ヲ
令
レ

俯
擬
ス
ル
レ
着
ン
ト
レ
繋
ヲ
人
ノ
左
‐
手
ニ
テ
執
リ
レ
尾
ヲ
右
‐
手
ニ
テ
把
リ
レ
錐
ヲ
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披
キ
‐
ニ
拂
ヒ
尾
‐
魁
ヲ
一
／
着
に
水
ヲ
於
毳

ニ
コ
ケ

ニ
一
修
ニ
‐
撫
ス
之
ヲ
一
若
修
‐

撫
乄
不
ル
レ
伏
則
刈
リ
‐
ニ
去
ル
之
ヲ
一
挟
ム
ニ
葉
ヲ
於
着
乄
レ
鈴
尾
ノ
下上

論
ニ
一

著
ノ
レ
鈴

尾
ハ
謂
二

／
尾
ノ
中
‐
央
ノ

二
‐
固
ヲ
一
也

乃
傳―

テ
二
鳥
ノ
羽
ノ
根
ニ
不
コ
ト
レ
至
レ
膚
ニ
二
‐

分
許
ニ
乄
而
傳
レ
之
ヲ
也

‐
即
以
ニ
左
ノ
‐
手
ヲ
一
送
テ

挟
ニ
尾
ノ
‐
下
ニ
一
以
レ
錐
ヲ
穿
ツ
ニ
鳥
ノ
／
羽
ノ
根
ヲ
一
離
テ
二
本
ノ
頭ハ

シ
ヲ
一
二
‐

分
‐
處

ハ
カ
リ

鷂
ハ
苞
徹

ト
ゝ
ム

レ

平
カ
ナ
ル
ニ

則
緩
‐
緩
轉
抽
ク
レ
之
ヲ
貫
キ
ニ
針
ヲ
於
其
ノ
‐
孔

ニ
一
牽
‐
ニ
出
シ
／
尾
ノ
‐
外
ニ
一
以
去
リ
レ
針
ヲ
自
ニ
着
ノ
レ
鈴
尾
ノ
外
一
以
ニ
錐

ノ
‐
本
ヲ
一
鉤
リ
レ
糸
ヲ
自
リ
ニ
葉
ノ
‐
上
ヘ
一
出
ス
レ
之
ヲ
偏
ニ
結
ン
テ
二
兩
ノ
‐

縷
ヲ
一
逼
ニ
‐
／
延
之
ヲ
一
鉤
‐
ニ
出
シ
一
‐
縷
於
尾
ノ
内
ニ
一
左
‐
右
ノ
手
ニ
各

振
モ
チ
テ

レ
絲
ヲ
合
テ
レ
手
ヲ
緩
‐
緩
ト
牽
キ
‐
約
乄
若
不
レ
ハ
二
合
テ
レ
手

ヲ
牽
‐
引
一
者
糸
‐

／
断
テ
成
レ

害
ヲ
也

乃
重
テ
糺
シ

ニ
兩
‐
縷
ヲ
一
結
ヒ
ニ
革
‐
上
ノ
孔
ノ
中
‐
間
ニ
一
又
一
ニ
ハ
糺
シ
テ
約
‐
結
更
ニ

後
ニ
偏
結
‐
乗

ア
マ
シ
テ

一
‐
許
‐
」（
十
五
ウ
）
合
截
ニ
‐
去
之
ヲ
一
截
レ
革
ヲ
者
欲

ス
ニ
一
‐
度
ニ
断
コ
ト
ヲ
一
形
‐
様
ハ
令
ニ
圭ホ

シ

‐
頭

カ
シ
ラ

一
ナ
ラ
差ヤ

ゝ

殺
シ
イ
テ

ニ
本
‐
頭ハ

シ
ノ
兩

‐
角
ヲ
一
長
乄
以
自
ニ
／
着
ノ
レ
鈴
尾
ノ
本
ト
一
至
ル
ヲ
ニ
末
第
‐
二
ノ
班
‐
文
ノ

末
‐
頭ハ

シ
ニ
一
爲
レ
度
ト
以
ニ
彩
‐
色
‐
革
ノ
柔
‐
軟
ナ
ル
ヲ
一
爲
ル
レ
之
ヲ
預
乄
‐

先
ツ
度
ル
ニ
／
長
‐
短
ヲ
一
截
リ
‐
取
リ
置
ニ
之
ヲ
碪
‐
上
ニ
一
即
以
ニ
兩
‐
釘
ヲ

一
釘
ウ
ツ
ニ
革
ノ
本
‐
頭
ニ
一
又
以
ニ
兩
‐
釘
ヲ
一
釘
‐
ニ
着
ス
革
ノ
末
‐
頭
ヲ
／

於
碪
ノ
外
ノ
‐
廉
ニ
一
仍
以
ニ
五
‐
寸
ノ
刀
‐
子
ヲ
一
先
截
ニ
右
ノ
‐
革
ヲ
一
側
レ

刀
ヲ
剪
リ
ニ
外
‐
偏
ヲ
一
正
乄
レ
刀
ヲ
剪
リ
ニ
内
‐
偏
ヲ
一

截
コ
ト
モ

二
左
ノ

／
革
ヲ
一
互
ニ

准
レ
之
ニ

即
以
ニ

一
‐
縷
‐
絲
ヲ
一
貫
キ
ニ
其
兩
‐
端
ヲ
一
於
釘
テ
二
革
ノ
‐
本
ニ
一
而
上
二
‐
分

穿
レ
孔
ヲ
鷂
者
分

‐
半

貫
キ
レ
釘
ヲ
／
鉤
二
‐
係
ケ
絲
ヲ
於
革
ニ
一
捴
‐
ニ
括
ス
之
ヲ
一
凡
造

ル
コ
ト
ハ
二
鳥
ノ
羽
ノ
根
ヲ
一
者
鷹
用
ニ
第
‐
一
二
‐
三
ノ
羽
ノ
根
ノ
‐
長
一
‐
／

寸
四
‐
分
鷂
用
ニ
鴨鴨

論

等
ノ
第
‐
一
二
‐
三
ノ
羽
ノ
根
ヲ
一
長
サ
一
‐
寸
置
二
中
‐

央
已
‐
下
ニ
一
削
リ
‐
ニ
殺
ヲ
中
‐
央
／
已
‐
上
ヲ
一

縱
タ
テ
サ
マ
ニ

折
ニ
内
方
ヲ
一
凡
剪

レ
葉
者
方
二
‐
寸

鷂
一
‐
寸

五
‐
分

用
ニ
大モ

チ

‐
黐ノ

キ

‐
樹
葉
ヲ
一

煮
テ
而
陰

‐
乾
ニ
ス

／
攻

オ
サ
ム
ル

レ
觜
ヲ
法
／
凡

攻
レ
觜
ヲ
者
捉
テ
レ
鷹
ヲ
令
乄
レ
俯
サ
擬
ル
レ
攻
ト
人
右
ノ
‐
手
ニ
捉
リ
レ
觜
ヲ
引
‐

ニ
伸
シ
頚
ヲ
一
以
ニ
左
ノ
‐
手
ノ
无
‐
名
‐
指
ヲ
一
間
ニ
／
來
ミ
‐
持
右
ノ
‐
手
ニ

以
ニ
一
‐
寸
已
‐
下
ノ
刀
‐
子
ヲ
一
剪
リ
‐
ニ
齋
ヘ
觜
ノ
‐
末
ヲ
一
又
開
テ
一
鷹
ノ

‐
口
ヲ
一
笮

ハ
メ
テ

二
食
‐
指
ヲ
一
削
リ
‐
ニ
去
リ
觜
ヲ
一
」（
十
六
オ
）
傍
ニ
‐
出
ル
者

ノ
古
‐
人
ノ
云
而
今
如
キ
ハ
二
羅
‐
鷹
ノ
一
爲
二

不
ヲ
レ
削
佳
ト
一
今
ハ
則
爲
レ
劣
レ
リ
ト
也

側
テ
二
刀
‐
子
ヲ
一
剪
リ
‐
ニ
拂
ヒ
觜
ヲ
一
令
メ
ヨ
レ
有

二
潤
‐
澤
エ
ス
ル
コ
ト
ヲ
一
レ

刀
‐
子
不
二
及

二
突
‐
金
ニ
一

／
而
出
レ
ハ
有
レ
〇
害
也
但
觜
ノ
‐
末
出
レ
ハ
而

无
レ
害
不
レ
可
レ
俾
レ
攻
二
觜
ノ
‐
末
ヲ
一

／
攻
レ
爪
ヲ
法

／
凡
攻
レ
爪
者
捉
テ
レ
爪
ヲ
令
乄
レ
仰
カ
攻
ン
ト
ス
ル
‐
人
以
二
一
‐
寸
已
‐
下
ノ

刀
‐
子
ヲ
一
剪
リ
‐
二
砺
キ
爪
ノ
‐
末
ヲ
一
削
リ
‐
二
去
リ
爪
ノ
‐
上
ヲ
一
／
擁
‐

着
乄
令
二

均
ト
ゝ
ノ
ヘ

‐
好

ヨ
カ
ラ

一
爪
‐
出
而
无
レ
害

不
レ
可
レ
憚
ル
也

其
‐
長
サ
ハ
隨
フ
二
鷹
ノ
‐
體
ニ
一
耳
／
禁
‐

忌
法
／
凡
悲
爲
レ
本
ト
凶
‐
喪
之
家
哀
ミ
‐
痛
ミ
斯
‐
盛
ナ
リ
訪
フ
ニ
之
ヲ
古
‐

今
ニ
一
不
レ
冝
レ
應
レ
獵
ニ
凡
厥
掌
‐
飼
比

ヲ
ヨ
ン
テ

／
レ
預
ニ
ニ
此
‐
事
ニ
一
不
レ
得
ニ

執
テ
擎
ル
コ
ト
ヲ
一
レ
之
ヲ
／
繋
ク
レ
格
ニ
禁
／
右
鷹
ノ
之
爲
レ
性
良
多
ク
驚
‐
猜
ス

繋
ク
レ
格
ニ
之
時
動
ス
レ
ハ
致
ス
ニ
傷
害
ヲ
一
或
得
レ
ト
モ
ニ
其
‐
道
ヲ
一
有
テ
レ
時
モ

而
失
ス
／
凡
厥
掌
‐
飼
先
ツ
正
乄
レ
手
ヲ
然
‐
後
ニ
臨
ム
ニ
架
‐
格
ニ
一
人
不
ハ
レ

懸
レ
帳
ヲ
暫
モ
不
レ
得
レ
繋
コ
ト
ヲ
及
ヲ
ハ
二
目
ノ
‐
病
瘙
カ
リ
血
‐
」（
十
六
ウ
）

痢
ノ
鷹
ニ
一
不
レ
可
ラ
ニ
與
ニ
平
‐
鷹
一
同
ス
上
レ
格
ヲ
脚
有
レ
瘙
者

聽
セ
レ
之
ヲ

鷹
鷂
同
ク
‐
繋
モ
亦

禁
ス
爲
有
リ
ニ
大
害
ス
ル
レ
小
ヲ
之
心
一
／
也
／
鷹
‐
屋
ノ
禁
／
右
馴
‐
櫌
之
道

‐
理
合
シ
ニ
清
‐
靜
ニ
ス
一
喧
塵
之
事
尤
‐
是
可
レ
禁
凡
厥
ノ
掌
‐
飼
ハ
不
レ
得

三
屋
ノ
‐
内
ニ
／
合
コ
ト
ヲ
ニ
燎
燻
徹
及
戯

タ
ハ
フ
レ

‐
謔

ア
ソ
フ

ス
一
／
放
レ
鷹
ヲ
禁
／
右
放

レ
鷹
ヲ
之
道
可
レ
候
ニ
前
ノ
‐
物
ヲ
一
若
鳥
未ル

エ
タ
レ
出
レ
草
ヲ
鷹
已
‐
離
時
ハ
則
翔

リ
‐
集
之
間
遇
テ
レ
犬
ニ
見
ル
／
レ
噬
凡
厥
ノ
掌
‐
飼
慎
テ
レ
之
ヲ
勿
レ
レ
失
コ
ト

／
吐
レ
毛
ヲ
禁
／
右
哺
‐
養
之
道
吐
ヲ
レ
毛
ヲ
爲
レ
要
ト
未
タ
レ
吐
之
前
ニ
先
早
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ク
與
レ
ハ
レ
宍
ヲ
積
‐
漸
之
後
終
ニ
‐
以
傷
レ
腠

ヱ
モ
ナ

ヲ
／
凡
厥
ノ
掌
‐
飼
可
レ
慎
‐

ニ
戒
之
ヲ
一
但
鷹
ノ
體
疲
テ
可
ン
ハ
二
一
‐
日
二
‐
哺
ス
一
者
一
‐
二
許
度
不
ニ

必
ス
待
一
」（
十
七
オ
）
レ
吐
コ
ト
ヲ
／
拭
レ
觜
ヲ
禁
／
右
拭
レ
觜
ヲ
之
道
任
ス
ニ

鷹
ノ
進
‐
止
ニ
一
若
鷹
末ル

ニ
タ
ニ
熟
‐
習
セ
一
強
テ
擧
ル
ニ
拭
ヒ
‐
杖
ヲ
一
則
觜
ノ
‐

傍
之
毛
脱
‐
落
乄
／
成
ル
レ
醜
ト
凡
厥
ノ
掌
‐
飼
冝
ク
レ
知
ニ
此
ノ
‐
趣
ヲ
一
未
ル

レ
習
ハ
レ
之
ヲ
鷹
ハ
臨
テ
レ
水
ニ
而
浴
ス
／
走
ル
レ
馬
ヲ
禁
／
右
擎
テ
レ
鷹
ヲ
走
セ
ハ

レ
馬
ヲ
必
致
ス
ニ
驚
‐
懼
ヲ
一
傷
害
之
事
有
テ
レ
時
而
モ
在
リ
凡
厥
レ
掌
‐
飼
不
レ

得
ニ
輙
チ
‐
然
ル
コ
ト
ヲ
一
／
至
テ
二
于
鷂
ノ
‐
子
ニ
一
尤
可
レ
慎
レ
之
ヲ
／
穢
‐
器

ノ
禁
／
右
飼
‐
養
之
道
ハ
鮮
‐
潔
乄
爲
レ
貴
ト
醎
‐
臭
之
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ハ
必
ス
‐
以
傷
ル
レ

鷹
ヲ
凡
厥
ノ
掌
‐
飼
着
ル
ニ
酒
‐
氣
鹽
‐
／
温
等
ノ
之
器
ニ
一
不
レ
得
ニ
宍
養
フ

コ
ト
ヲ
一
／
汗
‐
手
ノ
禁
」（
十
七
ウ
）
右
汗
‐

膩
ア
フ
ラ
ツ
ク

之
物
ハ
理
‐
必
ス
傷
ル
レ

鷹
ヲ
凡
厥
ノ
掌
‐
飼
臨
テ
二
哺
‐
養
ノ
時
ニ
一
務
テ
崇
ス
レ
洗
ヲ
レ
手
ヲ
／
飲
レ
酒

ヲ
禁
／
右
酒
之
爲
ル
コ
ト
レ
物
毒
‐
熱
大
ニ
尤
モ
‐
盛
ナ
リ

加
マ
ス
〳
〵

‐
以
テ
酕ハ

ウ

醄タ
ウ

之

徒
ヲ
手
‐
足
顛
‐
倒
シ
如
シ
ハ
令
乄
ハ
二
其
ノ
‐
擎
一
如
ニ
／
傷
‐
害
ヲ
一
何
ン
凡

厥
ノ
掌
‐
飼
属
ス
ル
ニ
淵
‐
醉
ニ
一
時
不
レ
得
レ
擎
コ
ト
ヲ
レ
鷹
ヲ
／
脚
‐
絆
脚
‐

纏
繋
レ
地
長
サ
‐
廣
サ
見
タ
リ
レ
經
ニ
／
【
図
⑩
】
鈴
‐
繋
ノ
長
‐
短
見
リ
レ
經

ニ
【
図
⑪
】」（
十
八
オ
）
鳥
ノ
羽
根
長
‐
短
大
‐
小
見
リ
レ
經
ニ
【
図
⑫
】」（
十

八
ウ
）

図⑫ 図⑩・図⑪
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月
廿
二
日
賜
下
／
挙
正
從
六
位
下
行
備
前

權
椽
勲
六
等
巨
勢
朝
臣
馬
垂
／
正
七
位
上
行
令
史
兼
美
作
大
目
上
野
公
祖
繼
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等
上
／
別
當
二
品
行
式
部
卿
親
王
／
中
納
言
兼
左
近
衛
大
將
從
三
位
行
春
宮

大
夫
陸
奥
出
羽
按
察
使
藤
原
朝
臣
冬
嗣
／
参
議
左
衛
門
督
從
四
位
下
兼
守
右

大
辨
行
近
江
守
良
峯
朝
臣
安
世
／
從
四
位
下
行
越
前
守
勲
五
等
大
野
朝
臣
直

雄
／
從
四
位
下
行
美
濃
權
守
安
倍
朝
臣
易
笠
／
右
兵
衛
督
從
四
位
下
安
倍
朝

臣
雄
能
磨
／
左
近
衛
中
將
從
四
位
下
兼
行
左
中
辨
越
前
〇権

歟

守
　
白
樂
久
迷
」

（
二
十
三
ウ
）

図⑰ 図⑯

図⑬・図⑭・図⑮
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【
注
】

（
１�
）
群
書
類
従
第
十
九
輯
所
収
。

（
２�

）『
比
古
婆
衣
・
上
』（
林
陸
朗
編
集
・
校
訂
、
現
代
思
潮
社
、
一
九
八
二
年
）。

（
３�

）『
御
撰
解
題
』（
和
田
英
松
、
列
聖
全
集
編
纂
会
、
一
九
一
七
年
）。

（
４�

）
秋
吉
正
博
「『
新
修
鷹
経
』
の
構
成
－
「
鷹
賦
」
と
の
関
係
」（「
八
洲
学
園

大
学
紀
要
」
第
一
号
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
５�

）
注
（
４
）
に
同
じ
。

（
６�

）『
鷹
書
の
研
究
－
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
を
中
心
に
―
（
上
冊
）』
第
二
部
第

一
章
第
一
節
「
嵯
峨
天
皇
」（
三
保
忠
夫
、
和
泉
書
院
、
二
〇
一
六
年
）。

（
７�

）
新
訂
増
補
国
史
大
系
『
日
本
書
紀
』
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